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要  旨 

 

平成18 年度から平成22 年度に実施された第7 回から第11 回の東京湾シンポジウムの記録を取りまとめた．各回の

狙いは以下の通りであった． 
第7回：東京湾再生に向けた行政・研究者・市民の取り組み 
第8回：開発と環境保全の調和を目指した目標設定 
第9回：場の理解と生き物の棲み処づくり 
第10回：モニタリングデータの社会への還元 
第11回：協働の推進 

各回とも，基調講演，話題提供 ，パネル討論を行い，参加者との情報共有を通して再生に向けた取り組みの現状，考え

方，具体の方策，今後の取り組みの考え方などが議論された．なお，第1回から第6回については，国総研資料No.447
に取りまとめられている． 
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Synopsis 
 

The report of 7th to 11th Tokyo Bay Symposium (2006-2010) had been summarized.  Target of each Symposium 
are listed as follows; 

In 7th Symposium: Action by government, researcher and public for Tokyo Bay restoration, 
In 8th Symposium: Target setting for harmonizing development and environmental conservation, 
In 9th Symposium: Habitat creation and situation understanding, 
In 10th Symposium: Feedback of monitoring data for public, and 
In 11th Symposium: Implementation of cooperation. 

Each symposium has a key note presentation, topical reports, and panel discussions.  Information share with 
participants makes good discussion about present status of restoration, way of thinking, practical actions, and 
future needs.  The report of 1st to 6th Tokyo Bay Symposium (2001-2005) had been summarized in Technical note of 
NILIM No. 447. 
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1. はじめに 

 
第1回から第6回の東京湾シンポジウムは，国土技術政策総合

研究所のプロジェクト研究「快適に憩える美しい東京湾の形成 

(H13-16)」を実施する中で，東京湾に関係する様々な主体（政府

関係者，研究者，自治体，民間企業，ＮＰＯ等）と情報共有を行

い，問題点の抽出・解決方法の討議などを行うことを目的に開催

されてきた．それを引き継ぐ形で年1回ずつ継続開催されており，

平成22年12月に第11回となった．この間，第7回から第11回

の各回の狙いは以下の通りであった． 

第7回：東京湾再生に向けた行政・研究者・市民の取り組み 

第8回：開発と環境保全の調和を目指した目標設定 

第9回：場の理解と生き物の棲み処づくり 

第10回：モニタリングデータの社会への還元 

第11回：協働の推進 

各回とも，基調講演，話題提供 ，パネル討論を行い，参加者

との情報共有を通して再生に向けた取り組みの現状，考え方，具

体の方策，今後の取り組みの考え方などが議論された．各回にお

ける指摘事項および，提言事項について，その後の対応も含め付

録Ａにとりまとめた． 

 

2. 第7回東京湾シンポジウム（付録Ｂ） 

 

第7 回の東京湾シンポジウムは，平成18年11月10日，パシ

フィコ横浜会議センターにおいて国土技術政策総合研究所，港湾

空港技術研究所，及び東京海洋大学との共催により，「 東京湾再

生に向けた行政・研究者・市民の取り組み」をテーマとして開催

された．当日，210 余名の参加を頂き，8 名の話題提供者からの

発表，討議により盛況に開催された．  

前半の話題提供・研究発表の部では，サンフランシスコ湾汽水

域研究所のマイク・コナー理事長により「湾の健康診断」と題し

て，自然再生における環境評価の大切さや注意すべき点について

基調講演をいただいた後，行政・研究者の立場から，東京湾再生

に関する最近の取り組み状況や研究状況が報告された． 

後半は，伊勢・三河湾流域ネットワークの辻淳夫代表から市民

の目から見た湾の危機的な環境の状況や評価の重要性について

の話題提供いただいた後，湾の再生に向けた役割分担や環境評価

についてパネル討論が行われた．指摘された主な項目は以下のと

おりである． 

・貧酸素水塊や青潮の問題は深刻である．環境の指標として，水

質指標だけでは十分に機能していないのではないか，戦略的で分

かりやすいデータの取得や指標の具体化が必要である．例えば，

生物の生活環を考えた評価は有効と思われる． 

・「市民と楽しくやる」というのは良いことだが，本質に迫るこ

とが必要であり，自由な市民の感覚を出した取り組みに，行政・

研究者がサポートするという形がいるのではないか．例えば，市

民が調査等のデータを生かすことが大切で，そうした場が必要で

はないか． 

・「海の癒し」を享受できるような，海の良さを感じていける場

が必要である．海外には湾を周回できる遊歩道が整備されている

事例などもある． 

・個々の研究の前に「孫・子に今の環境より悪いものをわたさな

い」「自然は人間の一部という考え方，感じ方を子供たちに残し

たい」などのような倫理を考え・議論する必要がある．それは，

様々な壁を乗り越える鍵となるかもしれない． 

あるパネリストからは，上記のような意見交換を通して，様々

な人々が集まり，同じような考え方を共有できたのではないかと

いう評価も示された． 

 

3. 第8回東京湾シンポジウム（付録Ｃ） 

 

第8回の東京湾シンポジウムは，平成19 年12 月7 日，パシ

フィコ横浜において，国土交通省国土技術政策総合研究所・金沢

八景－東京湾アマモ場再生会議・土木学会海洋開発委員会の共催

により，「第 5 回横浜海の森つくりフォーラム」の一環として開

催された．当日，180 余名の参加者に対して 11 名の話題提供者

からの発表，統合沿岸域管理の一つの軸としての「開発と環境保

全の調和」のあり方の議論が3つのパートに分かれてなされた． 

パート１では， 開発と環境保全の調和への取り組みと題して，

「環境調和型事業という考え方」について，環境調和型研究会メ

ンバーによる研究会の趣旨・活動紹介に始まり，具体の技術に対

する検討事例，環境調和の考え方についてのリレープレゼンが行

われ，立場を超えた役割分担，協働などの必要性が提示された． 

パート2では，環境の調和を目指した考え方と題して，大阪府

立大学大塚耕司氏より，「海域の環境調和のための管理および評

価手法」について，水産工学研究所寺脇利信氏より，「藻場の現

状と環境調和」について，国総研古川より「ガイドライン・手引

きに見る自然再生の目標設定」についての発表がなされた． 

パート３では，環境の調和に向けての行動計画と題して，水産

工学研究所桑原久実氏からの話題提供「磯焼け回復事業での事前

順応的管理事例紹介」を受けて，話題提供者ならびに，水産工学

研究所の中村義治氏，国立環境研究所の野原精一氏に電力中央研

究所の川崎保夫氏を加えたクロストークにより，「自然再生への

メッセージ」についてのパネル討論を行った．指摘された主な項

目は以下のとおりである． 

・「開発と環境保全の調和」を実現するためには，基本となる考

え方（目標）と具体の方法論（手段）についての整理が必要であ

るし，評価のレベルを意識した適確な当事者の協議が必要である． 

1



東京湾シンポジウム報告（第７回～第 11 回：協働の推進）／古川恵太・岡田知也・吉田潤・上村了美・梅山崇・早川修 

 

2 
 

・目標として，「最適な生態系」の再生を目指すという自然再生

の考えかたを基本とし，失われた勾配の緩やかな浅い海底の回復

が大事である． 

・歴史性を考えおおまかな目標をつくることと，価値の共有が必

要である．特に，環境調和型の自然再生が利益になる，産業とな

ることが大事である． 

・手段として，そこに至るまでのプロセスを重視する「順応的管

理」で具体に進めていくというのも，ひとつの方法であるし，様々

な方々との合意形成の場が必要である． 

・リサイクル材の活用というのも考え方である． 

 

4. 第9回東京湾シンポジウム（付録Ｄ） 

 

第9回の東京湾シンポジウムは，平成20 年12月5日，はまぎ

んホールヴィアマーレにおいて金沢八景－東京湾アマモ場再生

会議，国土技術政策総合研究所，神奈川県，横浜市，川崎市，東

京湾岸自治体環境保全会議，(公)横浜市立大学が構成メンバーと

なった全国アマモサミット2008実行委員会の主催により，「全国

アマモサミット2008」の一部として開催された．当日，270余名

の参加者に対して 7 名の話題提供者より，「場の理解と生き物の

棲み処づくり」をテーマとして話題提供，パネル討論が行われた． 

まず初めに，平成20 年7 月に東京湾再生推進会議が実施した

東京湾一斉調査の報告が東京湾再生推進会議（海上保安庁海洋情

報部）須藤幹男氏と国総研古川からなされ，関係者が協働してデ

ータを取得し共有することの大切さ，溶存酸素から見た環境の捉

え方の紹介された． 

それに引き続く招待講演では，ラムサールセンター安藤元一氏

から，ラムサール条約締約国会議の中で議論されてきた「湿地の

保全・再生のあり方」を紹介いただいた． 

パネル討論では，パネリストとして東京湾漁業研究所土屋仁氏，

東京都島しょ農林水産総合センター小泉正行氏，よこすか海の市

民会議渡辺彰氏らが登壇し，東京湾での活動，調査等の成果につ

いての話題提供の後，安藤元一氏を交え，「場の理解と生き物の

棲み処づくり」に向かって，今，何をすべきかについて議論され

た．その中で，指摘された主な項目は以下のとおりである． 

・環境教育には，多くの関係者の協力が不可欠であり，そうした

取り組みには，異業種が交わって交流することが大事である． 

・貧酸素水塊について，元は窒素とリンを含む肥沃な海水でもあ

るということを意識し，循環を意識した生き物に必要な場づくり

をしていくことが大切である． 

・自然再生活動は行政に全てを任せるのではなく，市民が加わっ

て役割分担と連携を進めながら実施されることが大切であり，方

向性を持って皆で進めればいいなと考える． 

 

5. 第10回東京湾シンポジウム（付録Ｅ） 

 

第10回の東京湾シンポジウムは，平成21 年11 月6 日，船の

科学館・オーロラホールにおいて開催された．主催は，東京湾の

環境をよくするために行動する会，港湾空間高度化環境研究セン

ター，東京新聞であり，国土技術政策総合研究所，港湾空港技術

研究所，生態系工学研究会の協力のもと「みんなでよくする東京

湾2009」の個別行事として開催された．当日，200余名の参加者

に対して，7 名の話題提供者による基調講演，話題提供，パネル

討論が実施された． 

基調講演として内湾における富栄養化および貧酸素化過程の

研究を精力的に実施している京都大学大学院農学研究科藤原建

紀氏より内湾性の貧酸素水塊の生成メカニズムに関するご講演

をいただいた．重要なのはモニタリングデータと科学の進歩の協

調が大切であり，それを背景とした海域の再生の目標設定がなさ

れることがモニタリングデータの社会への還元につながるので

はないか示唆された． 

話題提供では，東京湾において「豊かな海」を目標とすること

の意義，モニタリングのあり方についての提言を港湾空港技術研

究所中村由行氏より受け，市民と科学者・専門家の連携によるモ

ニタリングのあり方について，国総研日向博文氏と，大阪市立大

学重松孝昌氏から，注目すべき調査対象とその取り組み方につい

ての発表があった． 

パネル討論では，注目すべき調査対象として貧酸素水塊と海の

豊かさを評価する生物調査に焦点を当て，今後の取り組みの方向

性についての意見交換が行われた． 

パネル討論においては，討論に先立ち，東京湾における一斉調

査の実施状況について東京湾再生推進会議・海上保安庁海洋情報

部山尾理氏から，市民による環境調査事例について海辺つくり研

究会鈴木覚氏からの話題提供をいただいた．その後，パネリスト

に国土交通省港湾局国際・環境課角浩美氏を加え，「モニタリン

グ成果の社会への還元」ついての討論を行った．その中で指摘さ

れた主な項目は以下のとおりである． 

・生物の豊かな海を目標とするのであれば，調査のターゲットは

生物であって，水質はそれを補完，説明する因子として測るなど，

主目的とそれを補助する項目について，発想を変えた調査が必要

である．具体的には，東京湾ならワカメやハゼ，二枚貝，カニな

どが候補となる． 

・大阪湾，東京湾を含めて，沿岸の海は，今はもう，結構，きれ

いになってきていて，非常に楽しめる海になっているということ

を色々な方々に知ってほしいと同時に，海ゴミというのは，相当

な環境問題となってきている． 

・これからのターゲットは，目に触れやすい岸辺，浅いところと

いうのを中心とすべき 

・市民参加型のモニタリングをうまく横並びにして共通項目を拾

2
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い出していくような取り組みが必要であるし，一般の庶民の身近

な疑問みたいなものに答えるような，調査，モニタリング，研究

みたいなものもあってもいい． 

・モニタリングで大事なのは，情報の量と質である．市民の方に，

海のことをよく知ってもらうためには，四季に１度ぐらい，市民

による一斉調査みたいなものをやるということも必要．そうした

情報を，生き物の情報も含めて，海でも情報化社会を進めるべき

で，色々な人に使ってもらえるようなプラットフォームがぜひ欲

しい． 

 

6. 第11回東京湾シンポジウム（付録Ｆ） 

 

第11回の東京湾シンポジウムは，平成22 年12 月3日，横浜

シンポジアにおいて開催された．主催は，国土技術政策総合研究

所であり，単独のシンポジウムとして開催された．当日，200 余

名の参加者に対して，7 名の話題提供者による基調講演，話題提

供，パネル討論が実施された． 

話題提供では，本年で３年目になる東京湾水質一斉調査を始め，

先進の共同研究，水産振興を核にした全国的な取り組み，多様な

主体が緩やかに連携する調査，市民，漁業者，行政と教育現場の

有機的な連携実践事例など，東京湾の環境再生に向けた多様な組

織の協働の例が東京工業大学灘岡和夫氏，水産工学研究所八木宏

氏，千葉県漁業研究所鳥羽光晴氏，国総研古川，お台場学園港陽

小・中学校長福井正仁氏より提示された． 

招待講演では，大阪市立大学の矢持進氏に，大阪再生に係わる

取り組みの先進事例を紹介いただき，具体の再生事業を解説頂く

とともに，環境再生事業の統括のためのコンダクターやプラット

フォームの重要性を指摘いただいた． 

総合討論では，国土交通省港湾局国際・環境課成瀬英治氏を加

え，研究者の役割，アイデアから実践へ踏み出すための取り組み

について意見交換が行われた． 

パネル討論において，東京湾再生に向けた「協働の推進に向け

て」提案することとして指摘された主な項目は以下のとおりであ

る． 

・研究者と行政の作業レベルでの協働が望ましい． 

・海の全国再生会議なども通して，自然再生の取り組みにおける

教訓を共有化できるような情報の共有化を図るべき． 

・研究で得られた知識を上手に理解してもらえるような発信や子

どもに本当のものを伝えることが大切． 

・調査の方法だけでなく，環境再生の目的の共有が必要．例えば，

湾の再生の指標として生き物を挙げることができないか． 

・ひろがりのある連携の推進のためには，活動のねらいを関係者

が共通に認識することが大切． 

・湾域全体として行う自然再生のコーディネイター役，局所的に

自然再生を行う人材の育成が必要． 

 

 

7. おわりに 

 

第7 回から第11 回の東京湾シンポジウムを通して，多くの提

言，指摘をいただいた．付録Ａに添付したように，各提言，指摘

の達成率は37％である．各回の狙いを再掲し，その達成率を回別

に整理すると 

第7回：行政・研究者・市民の取り組み（46%） 

第8回：開発と環境保全の調和を目指した目標設定（28%） 

第9回：場の理解と生き物の棲み処づくり（53%） 

第10回：モニタリングデータの社会への還元（34%） 

第11回：協働の推進（33%） 

となっており，具体的な取り組みにかかわる第7回，第9回での

指摘に関しての進捗が他より，やや進んでいる状況が見て取れる．

今後，再生の目標設定，データの社会還元，協働の推進について，

より一層の努力をしていかなければならない． 

 

謝辞 

 
本シンポジウムの話題提供者の方々および，シンポジウムに参

加いただいた皆様に甚大なる謝意を表します．シンポジウムの開

催を単なる研究発表の場としてだけではなく，研究活動の一部と

して活用することができたのは，示唆に富み，魅力ある話題を提

供いただいた話題提供者の方々と，それに参加していただいた皆

様がいていただいたからこそと思い，感謝しております． 

 

（2011年5月31日受付）
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付録 A: 第7回から第11回における東京湾シンポジウムでの提言，指摘 

表A-1：第7回から第9回における東京湾シンポジウムでの提言，指摘一覧 
シンポ 指摘事項 国総研としての取組状況 進捗率 平均 

第7回 自然再生における環境評価の大切さ 環境評価技術の研究課題の立ち上げ等に反

映 

60% 46% 

市民の目から見た湾の危機的な環境の状況や評価の

重要性 

東京湾水質一斉調査の結果の広報（東京湾環

境マップの作成）などを実施 

80% 

戦略的で分かりやすいデータの取得や指標の具体化

が必要 

東京湾水質一斉調査の解析などに一部反映 40% 

自由な市民の感覚を出した取り組みに，行政・研究

者がサポートするという形がいる 

多摩川での市民による干潟調査（SCOP100），

朝潮運河釣り調査などに研究者が関連デー

タの収録，解析の補助などで参加 

60% 

「海の癒し」を享受できるような，海の良さを感じ

ていける場が必要 

生物共生型港湾構造物の実証実験などに考

え方が一部反映された 

40% 

倫理を考え・議論する必要 未達成 0% 

第8回 考え方（目標）と具体の方法論（手段）についての

整理が必要 

海洋開発シンポジウムの特別セッションで

議論を開始（H22-23） 

60% 28% 

「最適な生態系」の再生を目指す 未達成 0% 

失われた勾配の緩やかな浅い海底の回復 委員会などを通したシーブルー事業での覆

砂事業への技術支援 

20% 

おおまかな目標，価値の共有 第9回の東京湾シンポで，生き物の棲み処づ

くりという目標について共有を図る．海の再

生全国会議などで議論を継続 

40% 

環境調和型の自然再生が産業となることが大事 未着手 0% 

「順応的管理」で具体に進め，様々な方々との合意

形成の場が必要 

第 11 回の東京湾シンポで，協働について議

論，海の再生全国会議などで議論を継続 

40% 

リサイクル材の活用 大阪湾での実証実験の実施，各種リサイクル

材の検討委員会などに参加 

40% 

第9回 関係者が協働してデータを取得し共有することの大

切さ 

東京湾水質一斉調査の実施に当たり，ワーク

ショップなどの開催を支援 

80% 53% 

環境教育には，多くの関係者の協力が不可欠，異業

種が交わって交流することが大事 

お台場での取り組みに積極的に関与 60% 

自然再生活動は市民が加わって役割分担と連携を進

めながら実施されることが大切 

芝浦で一部実施を試行 20% 
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表F-2：第10回から第11回における東京湾シンポジウムでの提言，指摘一覧 
シンポ 指摘事項 国総研としての取組状況 進捗率 平均 

第10回 モニタリングデータと科学の進歩の協調 東京湾水質一斉調査の解析などに一部反映 40% 34% 

海域の再生の目標設定 一部，江戸前ハゼ復活プロジェクトなどの

立ち上げとして反映 

40% 

調査のターゲットを生物とするなど，発想を変えた

調査が必要 

江戸前ハゼ復活プロジェクトなどの立ち上

げとして反映 

80% 

ターゲットは，目に触れやすい岸辺，浅いところと

いうのを中心とすべき 

芝浦アイランドでの取り組みに考え方を反

映 

40% 

市民参加型のモニタリングをうまく横並びにして共

通項目を拾い出していくような取り組みが必要 

多摩川の市民調査への技術支援，東京湾一

斉調査との連携などを模索中 

20% 

一般の庶民の身近な疑問に答えるような，調査，モ

ニタリング，研究の実施 

未着手 0% 

情報の量と質を確保するため，四季に１度ぐらい，

市民による一斉調査をやるということも必要 

東京湾水質一斉調査での取り組みを検討中 10% 

海でも情報化社会を進めるべき 環境データのデータベース化，Web での航

海技術の開発．試行を実施 

40% 

第11回 環境再生事業の統括のためのコンダクターやプラッ

トフォームの重要性 

海の再生全国会議などの活用を模索 10% 33% 

研究者と行政の作業レベルでの協働 東京湾水質一斉調査への研究者の参加を推

進 

60% 

海の全国再生会議なども通して，自然再生の取り組

みにおける教訓を共有化できるような情報の共有化

を図るべき 

研究機関が中心となった第 5 回の海の全国

再生会議を開催 

40% 

研究で得られた知識を上手に理解してもらえるよう

な発信や子どもに本当のものを伝えることが大切 

研究成果をもとにした環境教材の試作 40% 

環境再生の目的の共有が必要 一部，江戸前ハゼ復活プロジェクトなどの

立ち上げとして反映 

40% 

自然再生活動のねらいを関係者が共通に認識するこ

とが大切 

海の再生全国会議などの活用を模索 10% 

全体平均  37% 
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平成１８年１１月１０日（金）
１３：００～１７：３０

パシフィコ横浜 会議センター

主催
国土技術政策総合研究所
港湾空港技術研究所

東京海洋大学

後援
東京湾再生推進会議

土木学会海洋開発委員会

第７回 東京湾シンポジウム 報告書

東京湾再生に向けた
行政・研究者・市民の取り組み

7

Keita
テキストボックス
付録Ｂ



１．第7回東京湾シンポジウムの開催について

２．東京湾の環境グランドデザイン

３．開会
  「主催者代表挨拶」
                               独立行政法人港湾空港技術研究所 理事  細川恭史

  「趣旨説明」
                           国総研 沿岸海洋研究部 沿岸海洋研究部長  高垣 泰雄

４．基調講演
  「湾の健康診断」
                              サンフランシスコ湾研究所 理事長 Mike Connor 氏

５．東京湾の再生に向けた取り組みと研究成果
  「東京湾再生プロジェクト
       －海域における取り組みについて-」
                                  国土交通省港湾局環境整備計画室 長瀬和則 氏
  「豊かな東京湾の再生に向けて」
                              水産総合研究センター中央水産研究所 入江隆彦 氏
  「東京湾の環境診断システムの構築に向けて」
                                          東京海洋大学海洋科学部 山崎秀勝 氏
  「都市臨海部に干潟を取り戻すプロジェクト」
                                               国総研沿岸海洋研究部 古川恵太
  「東京湾湾奥部における水域調査
       －出水後の影響と京浜運河における汚濁負荷の挙動について－」
                                国立環境研究所水土壌圏環境研究領域 牧秀明 氏
  「東京湾の水環境はどう変わったか？
       －モニタリングデータで見る水質の変遷－」
                                  東京都環境科学研究所調査研究部 安藤晴夫 氏

６．パネルディスカッション
  話題提供「市民がめざす伊勢・三河湾の『再生』」
                                      伊勢・三河湾流域ネットワーク 辻淳夫 氏

  パネルディスカッション「東京湾の再生に向けた具体の方策」

                                                パネラー：話題提供者、発表者

７．会場からの意見

８．閉会挨拶
                                                      国総研 副所長 山根隆行

１

２

４
         ４

         ５

６
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         23

         29

         37

         43

          50

５８
         58

         67
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1 

平成18 年 11 月 10 日にパシフィコ横浜会議センターにて、第7 回の東京湾シンポジウムを216 名 

の参加を頂き、盛況に開催することができました。 

東京湾シンポジウムは、平成１３年から国総研が主催して行っているシンポジウムです。いまま 

で、東京湾の環境上の問題点（第1 回，第2 回）、再生の計画や内外の事例の紹介（第2 回，第4 

回）、モデル化や評価技術の検討（第2 回，第3 回，第5 回)、自然再生の試みと評価（第2 回，第3 

回，第4 回）、ソフト的アプローチ（第5 回）、東京湾の環境グランドデザインの提言（第6 回）等 

が話題提供・議論されてきました。 

第 7 回である今回は、 「東京湾再生に向けた行政・研究者・市民の取り組み」をテーマに国土技術 

政策総合研究所、港湾空港技術研究所、及び東京海洋大学との共催で開催されました。前半の話題 

提供・研究発表の部では、サンフランシスコ湾汽水域研究所のマイク・コナー理事長により「湾の 

健康診断」と題して、自然再生における環境評価の大切さや注意すべき点について基調講演をいた 

だいた後、行政・研究者の立場から、東京湾再生に関する最近の取り組み状況や研究状況が報告さ 

れました。後半は、伊勢・三河湾流域ネットワークの辻代表から市民の目から見た湾の危機的な環 

境の状況や評価の重要性についての話題提供いただいた後、湾の再生に向けた役割分担や環境評価 

についてパネル討論が行われました。また、会場では、東京湾環境マップの配布や、パネル展示な 

ども行われました。 

ここに、シンポジウムのとりまとめを報告させていただき、関係各位から頂きました、ご厚情、ご 

協力にお礼申し上げるとともに、今後、東京湾の環境再生を推進していくための研究・事業展開へ 

のさらなるご指導、ご鞭撻を重ねてお願いいたします。 

１． 第 7 回東京湾シンポジウムの開催について 

主催：国土技術政策総合研究所、港湾空港技術研究所、東京海洋大学 

後援：東京湾再生推進会議、土木学会海洋開発委員会 

事務局：国総研 海洋環境研究室長 古川恵太
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国総研のプロジェクト研究「快適に憩える美しい東京湾の形成に関する研究（H 1 3 - 1 6 ) 」の成果、平成１７年６月 

２日の第６回東京湾シンポジウムにおける討議を経て、東京湾の環境グランドデザインを上記のようにとりまとめ 

ました。国総研における東京湾に関する環境研究の方向性を示すものとして、また、東京湾に関わる関係者への具 

体的提言として活用していきたいと考えております。
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4

　皆さん、こんにちは。主催者に名を連ねております独立行政法人港湾空港技術研究所の細川でござ 

います。開会に当たりまして一言ご挨拶申し上げます。本日はお忙しいところ、たくさんの皆さんに 

お集まりいただきまして誠にありがとうございます。特に東京湾の研究について長年携わってこられ 

た諸先生方にもお出でいただきまして大変恐縮しております。それから講師としてサンフランシスコ 

からConnor 先生、わざわざ横浜まで来ていただきましてありがとうございます。加えて日本側からの 

講師、或いはパネラーの皆さんとして国土交通省港湾局環境整備計画室の長瀬様、或いは水産総合研 

究所の中央水産研究所の入江部長様、他たくさんの研究者の方、それから名古屋から市民の代表とし 

て伊勢・三河湾流域ネットワークの辻様など、行政、研究者、それから市民、こういった立場を代表 

する日本の中でもそうそうたるメンバーの方にお集まりいただきました。どうもありがとうございま 

す。それからこの会を後援していただくということで東京湾再生推進会議、或いは土木学会の海洋開 

発委員会、こういった組織からは快く応援の言葉をいただきました。感謝申し上げます。 

皆様のお力添え、応援でこのシンポジウム、開催することができましたが、東京湾に関するシンポジ 

ウムというのは最近、ことにこの1、2 年、あちこちで開かれております。聞くところによりますと今 

月だけで東京湾に関するシンポジウムが5 つあるとか、4 つあるとかっていうような話で、いろんな 

ところでいろんな団体がいろんな会議、議論をし始めており、大変いいことだと思っております。そ 

の中でもこの東京湾シンポジウムはいわゆる老舗に属する方だと思ってます。第1 回のシンポジウム 

が平成13 年の秋に開かれて、今が6 年目になりますか。第7 回ということで息の長いシリーズものの 

シンポジウムとして開催することができてきております。 

このシンポジウム、いろんな切り口でトピックスをしぼってその都度議論してきておりますけれど 

も、7 回通してみますとある種の特有のカラーがあるように私は思います。少し手前味噌になるかも 

しれませんけども、 「分かったことを発表しましょう」というところをもう一歩越えまして、 「自分達、 

何をしたらいいんだろうか。どんなふうに行動したらいいんだろうか。少しでも東京湾を良くするた 

めにどうしたらいいんだろうか。」というような思いが一貫してあるように思います。その何か行動に 

つなげたいというようなことがベースにある故に、ある一定の学術的なレベルを確保することを目指 

しているというふうに私は思っております。私自身はいろんな立場を変えながらもこのシンポジウム 

でたくさんのことを学ばせていただいた次第であります。 

本日、第7 回目のシンポジウムということで様々な考え方をお聞きし、タイトルにありますように行 

政とか研究者とか市民とか、様々な立場での様々な意見を交わすということの中で、自らの研究とか 

自らの振る舞いに思いを馳せるという意味で貴重な機会だと思います。この後、シンポジウムの趣旨 

説明に続きまして講師の皆様方の貴重な報告、或いは討議が用意されております。どうか午後、半日 

ではありますけど最後までお聞きいただいて積極的な議論への参加をいただければ幸いと思います。 

どうもありがとうございました。 

３． 開会 - 主催者代表挨拶 

独立行政法人港湾空港技術研究所　理事 細川恭史
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３． 開会 - 趣旨説明

国土技術政策総合研究所 沿岸海洋研究部長 高垣泰雄

　皆さんのお手元に本日、白い要旨を載せたパンフレットをお配りしております。その1 ページを開 

いていただきますと開催趣旨が載っております。本日第7 回目の東京湾シンポジウムということでご 

ざいまして、本年は国土交通省の国土技術政策総合研究所・独立行政法人港湾空港技術研究所・国立 

大学法人東京海洋大学の共催ということで開催致しております。今年は平成1 5 年に発表されました 

「東京湾再生のための行動計画」の中間評価の年に当たっております。それとともに平成17 年に水産 

の分野からも「豊かな東京湾」というキーワードで東京湾再生のための取り組みの提言が出されてお 

ります。こうした中でこの副題の方にもあります通り、東京湾シンポジウムでは「東京湾再生に向け 

た行政・研究者・市民の取り組み」と題しまして今回東京湾再生に向けた行政の取り組みについて再 

認識していただくとともに、東京湾の再生を意識しました研究者の研究成果の紹介、そして市民の目 

から見た自然再生についての話題提供を致したいと思っています。またパネルディスカッションにお 

きましては「東京湾の再生に向けた具体の方策」ということで議論していただくことにしております。 

このシンポジウムを通じまして本日ご来場の皆様お一人お一人が東京湾の現状を知り、自分ができる 

ことに気付いていただき、次の行動につながるきっかけとなるようなシンポジウムとなるように期待 

しております。 

本日はご来場どうもありがとうございました。
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　４． 基調講演 

湾の健康診断 ： 
Performance measures for the health of the Bay 

サンフランシスコ湾研究所 理事長 Mike Connor氏 

There is an increasing emphasis  in government agencies on developing performance measurements  to  track the progress of programs. 
In  environmental management,  the general  structure  for  these  performance measures  is  the  use  of  a PressureStateResponse  (PSR) 
framework.    This  framework  links  pressures  on  the  environment  resulting  from human  activities with  changes  in  the  state  of  the 
environment.     Programs and policies are then developed in response that reduce or mitigate the pressures or restore the natural resources. 
This framework has been adopted by many OECD countries. 

In the United States, performance measures are now used for the management by all the ”Estuaries of National Significance” managed 
by EPA’s National Estuary  Program  (NEP).   Generally  these  performance measures can  be categorized  into  fisheries, water  quality, 
sediment quality,   habitat quality, and  land use change.  While these indicators are used by every one of EPA’s NEPs, the conceptual model 
linking the pressure, state, and response can be weak or absent. 

This paper  investigates the  performance measures  for San  Francisco Bay  developed by  the San  Francisco Estuary Program and  the 
California Bay Delta Authority.    It  then evaluates how these performance indicators  can be improved by exploring four examples where 
PSR performance indicators have failed due  to: 

Incompatible Goals: flowbased goals to  protect salmon and native fish; 
Incomplete Knowledge: source reduction  requirements for mercury discharges; 
Uncertain Causality: mercury contamination in  fish; and 

Inappropriate Solutions: the evolution of stream  toxicity  from urban pesticides. 

施策の進捗を評価する指標の作成が行政機関に求められている。環境管理においては、原因から 

の影響伝播 （PSR)を基本とする手法が用いられる。 この手法は、 人間活動の圧力が状況を変化さ 

せ、環境への影響を引き起こしているということに基づいている。施策や政策は、こうした影響を 

緩和・低減したり、 自然資源を再生するために計画される。 こうした取り組みは多くのOECD加 

盟国で実施されている。 

米国においては、環境省の国家汽水域プログラム（NEP)において管理されている”国定重要湿 

地 “のすべてにおいて評価指標が導入されている。 指標は水産、 水質、 底質、 生息場の適正度、 

土地利用などに分類される。 こうした指標はNEPの誰でも使えるようになっているので、 圧力、 

状態、 影響の概念モデルとの連携は無いに等しい。 

本発表では、サンフランシスコ汽水域プログラムとカリフォルニア湾デルタ委員会が作成したサン 

フランシスコ湾の評価指標を紹介する。それがPSR式の評価が上手くいかなかった4つの例をもと 

に、 どのように改良されたかを示す。 

・ 比較が困難な目標設定： 在来魚とサケの保全のためのフローを考慮した目標 

・ 不十分な知識： 水銀排出規制への必要性 

・ 不明確な因果関係： 魚への水銀汚染 

・ 不適切な解決手法： 都市の殺虫剤散布による川の汚染の発生 

（事務局抄訳）
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Bernie Fowler has a Goal 

GOAL:  Restore 
Bernie's sneaker 
visibility to chest 
depth (57 to 63 
inches). 

"Although this is 
not a scientific 
measure, it puts 
restoring the River 
on a human scale." 

Source:  C. Be rna rd Fowle r, 19 921993 Ch air of the C hesap eake Bay Comm issio n; 
Ke nt Mou ntford, U.S . EPA Ch esap eake Bay  Program . 
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affecting soil, water, air and 
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contaminant sources 

State/Condition 
Water quality and 

beneficial use conditions 

今日はご招待ありがとうございます。このような素晴 

らしい世界中の皆様と集まって仕事をすることはとても 

光栄でございます。今回訪日 1 0 回目なんですけれども、 

いつもこの東京湾の管理戦略と、それからサンフランシ 

スコ湾との管理戦略を比較させていただいております。 

正式なプレゼンテーションを始める前にアメリカの今 

週の中間選挙についてちょっとコメントします。ご承知 

のようにブッシュ大統領が今回大敗を期しまして、それ 

はやはりこの評価指標というのを使ってなかったから 

じゃないかと思うんです。例えばイラク戦争に関して 

ブッシュ大統領がいつも「良くなっている」と言い続け 

ているんですが、評価指標と比較をすると、全然その 

データには注目していないということなんだと思いま 

す。それからこの評価指標で 2 つ目に重要な点というの 

は、いい概念計画、モデルがあるということです。どう 

すればこの状況が変わるかということを考えるわけで 

す。ブッシュ大統領、いつも言っておりますようにイラ 

クにはちゃんと計画を持っているんだと力説しておりま 

すけれども、しかし毎週その計画は変わるわけです。と 

いうことはこれは現実的では決してないわけです。です 

から 2 つ目にこういった評価指標を使う場合には状況が 

どのように動いていくかというモデルに基づいてなけれ 

ばならないということです。そして民主主義のいい点と 

いうのは計画に関する情報、それから評価指標が明確で 

ある、透明であるということです。ですから一般の人達 

が政策がどういうものであるか理解でき、そしてそれが 

どのように機能するかということが分かるわけです。 

同じような考え方を環境の評価指標にも当てはめてい 

きたいと思います。これは Be rn ie  F ow le r のスニーカー 

指標と言われるものです。Bern ie  F ow le r はこの写真の 

ど真ん中に写っている人なんですけれども、非常にたく 

さんの人達を率いて実はこれは水の透明度を測っている 

んです。Bernie Fowler Day というのが 1988 年以来 6 月 

の第 2 日曜日にやっております。この日、メリーランド 

州の前上院議員、Bernie Fowler 氏が Patuxent 川に入っ 

ていって、そしてどこまで深いところに行ったら足が見 

えなくなるかというのを試しているんです。 

19 5 0 年代、60 年代でしたらば自分の胸くらいまでの 

深さでも見ることができたんですが、ここ数年、長い間 

ほとんど見えないという状態でした。この白いスニー 

カーが、非常にいい透明度盤の代替物となっているわけ 

です。 

この指標はなぜ有用かと申しますと一般大衆の人がこ 

れをよく理解することができるからです。科学的指標と 

しても、B e r n i e の個人の経験に基づいた指標としても有 

用なものとなりうるわけです。 

アメリカの汽水域の管理者達もいろいろな評価指標を 

使っております。例えばこの P S R 、原因からの影響伝播 

というフォーマットのモデルを使っています。これらの 

モデルは環境に対する負荷（例えば栄養物による汚染） 

が環境の状態・状況（例えば水の透明度）にどういう関 

係があるかということを示しております。 

そうすることによりまして管理をするための栄養物の 

低減の戦略であるとか、或いは下水処理場の設立といっ 

たような、そういった対応策を検討するのであります。 

この P S R というモデルですが、これは環境管理における 

E U の戦略にも非常に大きな一端を成しております。
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Sustainable Performance Measures 
Link to Conceptual Models 

Algae 
Growth 

O yster 
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D ecline 

Decline  in 
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Fishing  Industry/ 
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Excess  Nutrients 

Fast 
Growth and 
Development 

Land Use 
Trends 

Underwater 
Seagrass 
Decline 

River 
Visib ility 
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Outline 

•  Performance Measures Background 
– How They Work:Bernie Fowler Index 
– Survey of US Estuary Measures 

•  San Francisco Bay Case Study 
– 2 Successful examples 
– 4 measures needing improvement 

•  Lessons Learned 

Estuary Watersheds of 
National Estuary Program (NEP) 

NEPs Emphasize State Measures 
(709 Measures from 28 Estuaries) 
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効果的にあるためにはこういった評価指標というのは 

明確な概念モデルを持っていなければなりません。それ 

によりまして環境に対する圧力を環境に対するいろいろ 

なその評価指標につなげ、そしてそれに関して一般の人 

達も注意を払うようになるからです。 

例えば、非常に迅速に都市化が進むことによりまし 

て、排水が富栄養化し、そしてそれによって藻類の成長 

が促され、川の水の透明度が下がってしまいます。そう 

しますとこの水の下に住んでいる海藻の種類が変わり質 

が悪くなり、牡蠣が取れなくなるというふうにつながっ 

ていきます。 

このような評価指標にはどういう困難があり、難しい 

点があるかという点についてお話したいと思います。ま 

ずアメリカにおける評価指標の話から始めたいと思いま 

すが、そしてその中で特にサンフランシスコ湾の経験に 

ついてお話をし、そしてどのような教育があるかという 

ことをまとめたいと思います。 

最も沿岸水域の大きな管理を行っているのが環境保護 

局の国家汽水域プログラム、N E P であります。そして 

チェサピーク湾のプログラム、それからまた 2 7 の他の 

この汽水域プログラムで使われている評価指標について 

調べてみました。全部で 7 0 9 の評価指標が 2 8 の汽水域か 

ら得られたわけですが、その中で大体 3 分の 2 くらいの 

評価指標というのがいわゆる環境の現況をはかるもので 

ありました。そしていわゆる影響、負荷に関するものは 

少なかったわけであります。 

まずこの負荷に関する指標ですが最もよく使われてい 

るのが土地利用のパターンであるとか、また汚染物質の 

種類であります。環境の影響を測定するために汽水域の 

管理者達が最もよく使うのが、いわゆる魚資源でありま 

す。いろいろな水質の基準でありますとか堆積物の質、 

また魚の体内に含まれる汚染物質の量、それからまた鳥 

類の数の状況、そういったものが少なくても半分の汽水 

域でこういった評価指標として使われております。
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Pressure Indicators 
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全国的に申しまして、アメリカの沿岸管理者が使って 

いる評価指標というのはほとんどがこの汽水域の状態に 

関するものです。いわゆる Be rn ie  F ow le r のスニーカー 

指標といったような優れたエレガントなものではなく、 

また汽水域の状態と問題の原因、また管理、運営のため 

の解決方法ときれいにつながっていないものです。です 

からまだまだ改善の余地があります。 

それではもう少し細かく、サンフランシスコ湾におけ 

る評価指標について見て行きたいと思います。まず 2 つ 

の成功談として Wetland Restoration Goals、それから 

また溶解酸素についてお話をしたいと思います。 

そしてその後 4 つの評価指標で改善の余地のあるもの 

について言及したいと思います。クロロフィル、魚の体 

内の水銀、川の流水、そしてまた水及び堆積物における 

毒素であります。 

この地図を使って今までの歴史を見ていきますと、こ 

の湾におけるゴールドラッシュが 1 8 4 9 年にあったんで 

すが、その前のいわゆる湿地帯の面積を見ていきます 

と、この地域には 1 , 4 0 0  k ㎡の淡水湿地があり、またい 

わゆるセントラルバレー、中央渓谷のデルタがありまし 

たし、それからまた後はいわゆるその塩水性の湿地が 

80 0  k ㎡も広がっていました。今日では 12 5 k ㎡の湿地が 

残っているだけです。もともと 2 , 2 0 0  k ㎡あったもの 

が、9 5 ％が失われたということになります。 

この 1 0 0 年間にほとんどの干潟というのは埋め立てら 

れ、塩田化されました。そして堰を切ってこれを鴨漁場 

にしたり、それから農地にしたということであります。 

そこでこういった地図を見まして 1 0 0 名ほどの研究者、 

科学者、それから利害関係者が集まりました。再生する 

ためのこの沿岸地域で、魚類、それから鳥類の生息地を 

最大化しようということをゴールにしたわけです。 

サンフランシスコ湾の湿地帯ですけれども非常に重要 

な鳥の生息地として知られています。1 0 0 万羽の渡り鳥 

が沿岸にいます。サンフランシスコのは飛行ルートに当 

たっており、水鳥の渡りがあるんです。
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Bird Photos © 
Peter LaTourrette 
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Adapted from: PRBO Conservation Science 

いろいろな種類の鳥がいまして、それぞれ生息地の必 

要条件というのが違います。ですので我々の評価尺度と 

しては出来る限り種の数を広く対象にしようということ 

でありました。 

というわけで、1 0 万エーカーということですので 

4 0 , 0 0 0 ヘクタール相当を改善しようという目標を設定し 

ました。それも均一ではなく異なった生息地タイプのも 

のを順次提供していこうと考えたわけです。これがはっ 

きりした目標となりましたので評価尺度もはっきりして 

いるわけです。そして将来はどうなるだろうという予測 

も立てることができます。またゴールを持つと目標を設 

定するというのは役に立ちます。というのは共通の目標 

が目に見える形で多くの団体を巻き込むことができる 

し、湿地再生に関わりたいという公共、官公庁、それか 

ら環境保護団体、並びに民間団体、また N G O といった機 

関が関わることができます。 

またゴールは改善していけます。即ちプログラムが始 

まってどういう特性が湿地生息地の質として重要なのか 

ということがわかってくるからです。例えば現状の湿地 

というのは緑で示したものですけれども、こちらの方が 

小さく、また孤立した形になってます。もともと湿地帯 

の広がりがあったものが孤立してきているということが 

分かります。面積が小さいだけではないわけです。パッ 

チのようなものであるので、それで測ってみますが、そ 

ういった特徴があると。ということは我々の改善目標と 

して再生といった場合に大型化した、いわゆる湿地生息 

地をつくるべきではないか、それが重要ではないか。特 

に環境に感受性の高い鳥類、哺乳類に関してはそれが必 

要と考えました。 

こちらは航空写真です。サンフランシスコ湾のサンノ 

ゼ近くのもと塩田の跡地です。5 , 0 0 0 ヘクタールくらい 

の土地改良をしました。サンノゼというのはカリフォル 

ニア第 2 の都市なんですけれどもその近くです。 

先ほど、評価尺度は 4 つあるんだということを申し上 

げました。まず概念モデルは因果関係をきちんと説明 

し、状況に即して判断できるようなものであるか、環境 

に対する負荷が測れるか、それから管理行動はきちんと 

取れるか、それから実行可能な目標であるかという評価 

項目です。 

この湿地再生については、見ていただきますと、概念 

モデルということ、それから因果関係、結果に対しての 

ものですが特に更に渡り鳥を増やそうというのはかなり 

原始的なものです。ただしパフォーマンスメジャー、評 

価尺度としてはこれは成績はいいですね。というのは管 

理行動というのはできたし、コンセンサスがあって随分 

多くの人達、団体が関与することになりました。且つい 

わゆる実現可能な目標で目標であったかということに関 

しましても「そうだ」という結果が出ているわけです。 

Performance Measure Evaluation 

*** *** * * Wetlands 

Feasible 
Goals 

Mgmt. 
Action 

Causality Conc. 
Model
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それからもう 1 つの成功した評価尺度として、酸素濃 

度があります。これは生物学的許容を逸脱した、つまり 

5 p p m からかなり外れた値が 6 0 年代、7 0 年代に観測され 

ていました。これがいわゆる基準値外れというのが深刻 

になりまして、下水処理が更に行き届くようになったの 

が 7 0 年代後半です。これによりましてかなり排出水の 

アンモニア濃度が減少しました。これによって劇的な改 

善が、特に酸素濃度に関してサンフランシスコ湾では改 

善したということになります。 

これは長期の水質モニタリングプログラムの結果で 

す。この印がついてるところが湾の軸に沿ってというこ 

とで計測されています。 

しかし他にも評価尺度はありまして、こちらの方は 

ちょっとびっくりするような結果が出てきました。9 9 年 

以降、クロロフィル濃度というのが湾内で上昇していま 

した。特に大量発生、ブルームという形で秋、冬、これ 

が跳ね上がっていたのです。 

これを拡大してみたのがこちらです。そしてこの結 

果、基礎生産力が大体 7 5 ％くらい上がったと推測されて 

います。サンフランシスコ湾における栄養物のレベルと 

いうのはそんなに変わってませんし、一般的に言ってサ 

ンフランシスコ湾の植物性プランクトンは栄養物ではな 

く光によって制限されています。 

ただ残念なことにこういうような変化がいわゆる水 

質、或いは水の透明度を上げるためにいろいろな管理手 

法を取ったからなのか、そしてまた金属の含有量を減ら 

したからなのか、或いは自然のプロセスとして例えば沿 

岸海水であるとか、或いは食物連鎖の効果によって植物 

性プランクトンのいわゆるこの二枚貝、が増えたか減っ 

たかということが原因なのかなど、よく分かっておりま 

せん。
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Growth  Mortality 

Transport 

Resources 
Light 

Nutrients 

Impairments 
Herbicides 
Metals 

Why is phytoplankton increasing 
in San Francisco Bay? 

Four Hypotheses 

1 
4 

2 
3 

Jim Cloern, USGS 

米国地質調査所の Jim Cloem が 1 つの仮説を出してい 

ます。まず水の透明度が上がった理由としてはいわゆる 

その地表水の流入がコントロールされ、そして長期的に 

ダムが増えてきたことによって説明されています。そし 

てこのように透明度が上がりますと、植物性プランクト 

ンの成長できる水の量が増えるわけです。それから 2 つ 

目に有毒金属の排出、例えば銅でありますがこれが減り 

ました。恐らくそれによってプランクトンに対する毒性 

が下がりました。それから 3 つ目に植物性プランクトン 

はいわゆる沿岸海域からこの湾に取り込まれた可能性が 

あります。それから最期にこの植物性プランクトンの食 

性を持つ生物自身が減ってしまったということです。 

この仮説ですけど、私も気に入っております。この二 

枚貝が減った原因とはいわゆる魚が食べたからというこ 

とではないかと思います。こういった二枚貝を食してい 

る魚はほとんどその生活をこの沿岸の水域の中でしてお 

りまして、この湧昇パターンが変わりますとこのように 

湾のところで魚が増え、それによって二枚貝が減ったと 

いうことが考えられます。 

これらの水質の評価指標を評価するのに酸素濃度がう 

まく使えるというふうに考えております。それはこれは 

良い概念モデルを持つことによりまして実現可能なゴー 

ルにたどりつくための手法に対して因果関係を提供する 

ことができるからです。一方でクロロフィルについて 

は、まだまだ概念モデルは発展途上です。そして因果関 

係もはっきりしていません。更にこのような管理手法、 

そしてどのような目標を設定するのかというのがクロロ 

フィルに関しては、まだそれが実現可能なものかどうか 

よく分からないのです。 

それからもう 1 つ大きな評価指標は、サンフランシス 

コ湾、それからまたアメリカ全体に言えることなんです 

けれども、魚の体内に含まれる水銀汚染のレベルであり 

ます。ストライプドバス、スズキの仲間でありますが 

0 . 2 p p m これはカリフォルニアの目標値なんですがこれを 

越えております。そしてこの状況は過去 3 0 年間全然変 

わっておりません。 
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Performance Measure Evaluation 

*** *** *** *** Oxygen 

? ? ? * Chl a 

*** *** Wetlands 

Feasible 
Goals 

Mgmt. 
Action 

Causality Conc. 
Model 
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170 410 InBay Dredged Material Disposal 
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18 14±4 Wastewater 
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Performance Measure Evaluation 

*** *** *** *** Oxygen 

? ? ? ? Fish Hg 

? ? ? * Chl a 

*** *** * * Wetlands 

Feasible 
Goals 

Mgmt. 
Action 

Causality Conc. 
Model 

概念的モデルを使いましてこの堆積物における水銀の 

量と、それから魚の汚染度を関連付けて考えますと、州 

の当局は水銀の負荷が大きく下がったと言っております 

が、これはガダルペ流域における水銀の鉱山が廃坑に 

なったということ、それからまた跡地の流出水が下がっ 

たということによって示されています。しかしながらこ 

のデータから、この概念モデル自身が間違えてるのでは 

ないかということが示唆されています。 

と言いますのもこの堆積物のコアの部分、非常に大き 

くこのサンフランシスコ湾内における水銀の濃度が堆積 

物において下がった、特に 5 0 年間下がったということ 

を示しているのですが、先ほど申しましたように魚の体 

内における水銀の量というのは全然変わっていないわけ 

です。 

そしてこのデータからもう 1 つ分かることは、この堆 

積物の総水銀量と、それから生物濃縮されるメチル水銀 

との量の関係にはほとんど相関がないということです。 

このデータから分かることは魚の体内の水銀を減らすと 

いうことはこれは負荷の問題ではなくメチル化の問題で 

はないかということです。1 つの潜在的なこのメチル水 

銀が増える理由と致しましては、この新しい、今開発し 

ようとしている干潟ではないかと考えられます。と言い 

ますのはこの干潟というのは、或いはその湿地というの 

はこのメチル化の主な起こるところでありまして、そし 

てそのメチル化した水銀が、そこでできたものが湾に持 

ち込まれるのではないかということです。 

こうして見ますと、評価指標として、魚の水銀という 

のは不十分な概念モデルで、しかも因果関係もはっきり 

していないわけです。そしてその管理手法もはっきりせ 

ず、またゴールも実現不可能なものかもしれませんが、 

しかしながらこの場合、少なくとも一般の人達の懸念度 

がとても高くなっておりますので注意深く検討していく 

必要があります。そしてまた同時に、更に科学的な研究 

を進めることによりましてこの概念モデルを改善してい 

きたいものであります。
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Bay Flow Indicators: 
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Projects have routed 
~30% of inflow  to 

irrigation and Southern 
California.  Can Bay 
fisheries be preserved? 

0 

2000 

4000 

6000 

8000 

10000 

12000 

14000 

16000 

89 

Ri
ve
r i
nf
lo
w 
(c
m
s)
 

90 9192 93 94 9596 9798 99 00 01 

Highly variable freshwater input: 

Seasonally and Annually 

X32 

X2 

X22 

X12 

X32 

X2 

X22  X12 

そして最も難しく、また非常に議論の分かれるところ 

となっているサンフランシスコ湾におけるこの評価指標 

であります。 

これは淡水の流入であります。サンフランシスコ湾の 

流域というのはカリフォルニア州半分を占めているわけ 

でありますが、この過去 5 0 年間、この流入の 3 0 ％がい 

わゆる灌漑と飲み水によって使われるようになっていま 

した。 

ですのでサンフランシスコ湾に対する淡水流入量とい 

うのはかなり季節変動がある。それから年によっても違 

うということになります。この流入水の量の高が結局塩 

分濃度に関わってきます。 

春になりますと重要な湿地生息地というのが淡水域に 

なります。 

ところが夏には、汽水域になっています。 

等塩分線で 2 p p t というのを使っております。これは 

プランクトン量が相関しているからです。
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Goal to Improve Salmon Runs 

Performance Measure Evaluation 

*** *** *** *** Oxygen 

??? ** ** ** Flow 
Goals 

? ? ? ? Fish Hg 

? ? ? * Chl a 

*** *** * * Wetlands 

Feasible 
Goals 

Mgmt. 
Action 

Causality Conc. 
Model 

Water Column Toxicity Declined With Phase 
Out of OP Pesticides 19962001 

u Diazinon and chlorpyrifos 
toxicity has declined at 
these 4 sites 

春は鮭の遡上がありますのでこれを守ろうということ 

であり、鮭の遡上率を上げようというパフォーマンス 

ゴールに関しては実ってきております。 

しかし鮭の方は大丈夫なんですが、今度は他の魚種に 

目を向けるとどうなのかということを考えてみましょ 

う。塩分濃度によって制限されてくるような魚種もある 

わけです。例えばこうしたものは上流の水温が高いとい 

うことと、それから下流の塩分濃度に影響を受けまし 

て、その組み合わせによって生息地が狭まるということ 

です。 

鮭の遡上を元通りにしよう、それから在来魚種を守ろ 

う、それから飲料水を確保しよう、全部できるか？これ 

はできないということになるわけです。 

というわけで我々の概念モデル、因果関係、それから 

管理行動。サーモンの子を見るとこれは成績はいいわけ 

です。しかし鮭の方は目標は大丈夫なんですが浮魚、そ 

れから水をこのエコシステムから取り出して人間が活用 

する。この 3 つのバランスは取れるか？取れないわけで 

す、というわけで水をめぐる政治的な議論というのが高 

まっております。 

また別の指標で逆の作用を見てしまったものがありま 

す。リン酸系の殺虫剤、ディアジノン、クロルピリフォ 

スというのがそうなんです。 

例えばこれは毒性のあるものを湾内に放出しないとい 

うことで 9 0 年代、2 0 0 0 年代と段階的に殺虫剤・農薬の 

使用を廃止してきた状況を示しています。これはそのま 

まうまくいったんです。ところが湾内の毒性は殺虫剤・ 

農薬の使用が減ったので減りましたが、リン酸系の農薬 

が取ってかわったということでピレスロイド系シペルメ 

トリン、ビフェントリンといったものが使われるように 

なってきました。
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Performance Measure Evaluation 

*** *** *** *** Oxygen 

? ??? ** ** Pesticide 
Toxicity 
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? ? ? ? Fish Hg 

? ? ? * Chl a 

*** *** * * Wetlands 

Feasible 
Goals 

Mgmt. 
Action 

Causality Conc. 
Model 

これらは水中おける毒性は低いわけです。ところが残 

念なことはモニタリングをやってみましたところ、湾内 

の水の毒性は減りましたが、逆に底質の毒性が増えたと 

いうのが観察されました。 

この毒性ですけれども何に関係があるのかというとピ 

レスロイド系の殺虫剤だったわけです。これらの殺虫剤 

は水中や農業の生産従事者に対する毒性は低いのです 

が、残留毒性が非常に強く、底質の中にとどまる物質と 

なってしまいました。というわけでリン酸系の農薬現象 

低減というのはゴールに達成することができたわけです 

が、その結果、それ自体が逆の効果をもたらすようなも 

のを持っていたということになります。 

というわけで評価指標というのは可能で、これをもっ 

てして公の行動を取ることもできますし、環境改善は実 

現可能であり、有効であると考えられます。 

良い概念モデルがあるのかどうかということ、つまり 

環境に対する負荷、状態改善、それから管理対応といっ 

たものを実現可能なゴールにつなげていくということが 

大切です。特に、概念モデルの作成に当たって非常にき 

ちんとした考え方、科学が必要です。これがないとモデ 

ルはうまく機能しません。また最後に見ていただいた 2 

点に関しては、モデルも理解も良かったのですけれども 

最後の結果というのは結局、代替案を念入りに検証でき 

なかったことによって逆の結果を招いてしまった。最終 

的には非現実的なもしくは、相容れないゴールになって 

しまったということになります。 

最後のスライドでこの 3 点を強調しておきたいと思い 

ます。即ち概念モデル、それからそれらの関連性とゴー 

ルについてです。 

沿岸の環境管理、改善というのは継続する実験のよう 

なものです。実験をやるからには実験系の仮説がまずな 

ければいけない。ですから概念モデルがなければいけな 

いし、それを検証するというアプローチがなくてはいけ 

ません。そのための評価尺度を必要であるし、解釈も必 

要であるということになるんですが、且つその方針とい 

うのをデータが入ってきた時点で適切に変更していくと 

いうことも必要であると、調節が必要です。なぜかと言 

いますと沿岸環境の管理というのは非常に遅々として進 

まないものでありますし、実験ですと言っても一箇所で 

まとめてぱっと結果が出るものではありません。 

サンフランシスコ湾、それから東京湾に限ってできる 

ものではないということであります。ただしこのように 

開かれたシンポジウム会議をすることによりましてそれ 

ぞれの経験の交流が出来るでしょう。成功・不成功とい 

うものをお互いに共有することができるかと思います。 

昨日の新聞を読んでいましたらば農林水産省が東京湾 

の食用魚の再生のために分科会を行うという記事を見ま 

した。国土関係また農水産関係の当該官庁の協力により 

漁業や環境等様々な視点から、沿岸都市域や河口水域の 

環境再生ができることを祈っております。 

San Francisco Summary 
•  Successes Wetlands, DO good 
conceptual models, linkages to actions; 

•  Chlorophyll  causality, incomplete 
knowledge, no linkage to Management 
actions; 

•  Mercury contamination in fish— 
expensive source reduction requirements 
with incomplete conceptual model; 

•  Flowbased Goals—Incompatible Goals 
to protect both salmon and native fish; 

•  Pesticides—management solutions 
inappropriate. 

Lessons Learned 

• Performance Measures Need to 
Link to a Conceptual Model that 
Includes PressureStateResponse 

• Performance Measures Depend on 
ScientificallyBased Linkages 

• Performance Measures Need to 
Link to Clearly Articulated Goals. 
Multiple Goals Must Be Compatible
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　５． 東京湾の再生に向けた取り組みと研究成果－ 1 

東京湾再生プロジェクト 

～海域における取り組みについて～ 

国土交通省港湾局環境整備計画室 長瀬 和則氏 

● 「東京湾再生」 の経緯 

東京湾は、臨海部に発達した工業地帯が存在し、日本有数の貿易拠点として、わが国経済の中枢 

を担ってきました。近年では、湾岸の周辺住民のみならず、より多くの市民を対象に、レクリエー 

ション施設や海釣り施設などの親水空間の整備が進められ、多彩なレジャー活動を通じて海に親しむ 

機会を提供するという点においても、 東京湾は益々重要な水域となっています。 

平成11年に、東京湾のお台場海浜公園にオイルボールが漂着した問題を契機に、国土交通省（都 

市 ・ 地域整備局下水道部、 河川局、 港湾局） と海上保安庁は 「東京湾蘇生プロジェクト」 を立 

ち上げました。平成13年12月には、内閣総理大臣を本部長とする都市再生本部会において、「都 

市再生プロジェクト （第三次決定）」 として大都市圏の 「海の再生」 を図ることとなり、 まず先 

行的に東京湾について、 水質改善のための行動計画を策定するということが決定されました。 

これを受け平成１４年２月には関係地方公共団体および関係省庁が連携した 「東京湾再生推進会 

議」 が設置され、 平成１５年３月には 「東京湾再生のための行動計画」 が策定され、 当面１０年 

間を目標として 「陸域負荷の削減」 及び 「海域における環境改善」 並びに 「モニタリング」 の 

実施を行うこととなりました。 行動計画では３年目、 ６年目を一定の節目として 「中間評価」 を 

実施することとしており、施策の実施状況や目標の達成状況などを評価し、必要に応じて行動計画 

の見直しを行うこととしています。

　平成１８年度は３年目の節目の年に当たるため、シンポジュウム等を通じて一般市民やNPOな 

ど幅広い層からの意見を取り入れ 「中間評価」 を行うこととしています。 

東京湾再生プロジェクト 

国土交通省 港湾局 
長瀬 和則 

東京港 お台場海浜公園 

～海域における取り組みについて～ 

ご紹介いただきました港湾局環境整備計画室の長瀬と 

申します。本日は、行政の側から東京湾再生にどのよう 

に関わっているかということで概略を説明させていただ 

きます。冒頭にご挨拶の中でもありましたように今年 

が、東京湾再生の中間評価の年になっておりまして 1 月 

以降にシンポジウムを開催をして、そこで皆様方の意見 

を頂戴しながら中間評価として取りまとめて年度内に皆 

様に公表していくいうスケジュールで作業しておりま 

す。 

本日は私、港湾局ということもありまして東京湾再生 

の中でも海域での取り組みを中心に少しご紹介させてい 

ただきます。
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まず東京湾蘇生プロジェクトについての経緯を少しご 

紹介をさせていただきます。 

この写真にありますのが、お台場に漂着したオイル 

ボールです。この現象が平成 1 1 年に起きまして、これ 

を契機に平成 1 3 年に内閣官房の都市再生本部が都市再 

生プロジェクトの第三次決定の中で、大都市圏の海の再 

生を立ち上げまして、これに基づいて三大湾の中で東京 

湾を先行的に再生をしていこうということで動き始めた 

プロジェクトです。 

これが東京湾再生推進会議の構成メンバーです。国交 

省、海上保安庁始め 6 省庁、国の機関に加えまして 8 都 

県市からなります推進会議を 1 4 年の 2 月に立ち上げてお 

ります。翌 1 5 年 3 月には 1 0 年間を目標とした行動計画 

を策定をして、それぞれの主体がそれぞれの取り組みを 

展開しているという状況です。 

構成ですが、東京湾再生推進会議の下に幹事会があ 

り、その下に陸域分科会、海域分科会とモニタリングと 

いう、3 つの分科会のシステムをつくっております。 

このシステムは基本的には東京湾以降続いております 

大阪湾、伊勢湾等の再生推進会議の構成のベースになっ 

ています。 

これが東京湾再生の行動計画の目標です。快適に水遊 

びができ、多くの生物が生息する親しみやすい美しい海 

を取り戻し、首都圏にふさわしい東京湾を創出する。行 

動計画の具体的な指標としましては底層の D O （溶存酸素 

量）としております。 

後発してスタートしました大阪湾ではこの底層の D O 

の具体的な数値を定めておりますが、東京湾については 

具体的な数値は最初の行動計画の中で盛り込まれていな 

くて、達成目標としては年間を通して底生生物が生息で 

きる限度というようなことを目標の指標にしておりま 

す。先ほど申しましたようにこの計画の期間は 1 5 年度 

から 1 0 年間で、毎年のフォローアップに加えて、3 年毎 

に中間評価をやっていこうということで 1 8 年度が中間 

評価の年になります。 

東京湾再生プロジェクトの経緯 ① 

背後に大都市圏を抱える閉鎖性海 
域では、陸域からの汚濁負荷の影響を 
受け易く、海水交換が起こりにくい地形 
などから、水質汚濁が慢性化している。 

都市再生プロジェクト（第三次決定） - 抜粋 - 

水質汚濁が慢性化している大都市圏の「海」の再生を図る。 
先行的に東京湾奥部について、地方公共団体を含む関係者が 
連携して、その水質を改善するための行動計画を策定する。 

都市再生プロジェクトに決定 
（平成13年12月4日） お台場に漂着したオイルボール 

東京湾再生プロジェクトの経緯 ② 

東京湾において海の再生を推進するための協議機関 

（構成メンバー） 

◇国土交通省、海上保安庁、農林水産省、林野庁、水産庁、 
環境省の６省庁及び内閣官房都市再生本部事務局 

◇埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、横浜市、川崎市、千葉市 
※さいたま市の８都県市 ※さいたま市は平成１6年2月加入 

「東京湾再生推進会議」を設置 （平成14年2月） 

共通の目標を設定し、構成メンバーが連携して、今後10年間に 
取り組む事項を取りまとめ 

「東京湾再生のための行動計画」策定 
（平成15年3月） 

事務局：国土交通省 港湾局、都市・地域整備局下水道部、海上保安庁 

東京湾再生推進会議 
（局・部長クラス等で構成） 

幹 事 会 
（推進会議の課長級により構成） 

モニタリング分科会 陸域対策分科会 海域対策分科会 

干潟・浅場等の保全・再生 

及び汚泥の除去等による東 
京湾の海域浄化対策に関 
すること 

下水道の整備・機能改善等に 

よる東京湾の流域の汚濁負 
荷削減対策等に関すること 

東京湾の海域環境のモニ 

タリング及び分析に関する 
こと 

座長：海上保安庁次長 

幹事長：海上保安庁 
総務部参事官 

東京湾再生推進会議の構成 

東京湾再生プロジェクトの経緯 ③ 

東京湾再生行動計画の概要 ①1 

・快適に水遊びができ、多くの生物が生息する、親しみやすく、美 
しい「海」を取り戻し、首都圏にふさわしい「東京湾」を創出する。 

・計画期間は平成15年度から10年間（平成２４年度迄） 

・フォローアップを毎年実施 

・中間評価を３年ごとに実施（平成１８年度、２１年度） 

行動計画の目標 

計画期間とフォローアップ 

行動計画の指標 

・指 標 ： 底層のＤＯ（溶存酸素量） 

・達成目標 ： 年間を通して底生生物が生息できる限度
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東京湾再生行動計画の概要 ①2 

・３年間の取り組み状況を確認し、その分析・評価を行うことによ 
り、行動計画の着実な実施を図り、効果的な「東京湾再生」を推 
進することを目的として実施する。 

中間評価の目的 

中間評価の対象施策と期間 

・「東京湾再生のための行動計画」の施策を対象に評価を行う。 

・評価対象は平成１５年度から平成１７年度までの３年間とする。 

中間評価の方法と公表 

・行動計画に基づき、３年間で実施されたけ施策を公表するととも 
に、シンポジュウムの開催により、広範な意見等を反映させた中 
間評価として取りまとめ今年度内に公表を行う。 

東京湾再生行動計画の概要 ①3 

○重点エリアの中に、施策による環境改善効果を、身近に市民が 
体感・実感できるような場所として「アピールポイント」を設定し、 
ポイントごとに改善後のイメージを設定。 

○「お台場周辺」、「みなとみらい２１周辺」、「三番瀬周辺」など７ポ 
イントを設定。 

アピールポイント 

重点エリア 

○東京湾の内、特に重点的に再生を目指すエリアとして設定。 

○横浜市金沢区から千葉市中央区までの海岸線の沖合。 

お台場周辺 みなとみらい21周辺 

東京湾再生行動計画の概要 ①4 

重点エリア 

１ 

２ 

３ ４ 

● ５ 

７ 

● 

いなげの浜～ 
幕張の浜周辺 

三番瀬周辺 

葛西海浜公園 
周辺 

多摩川河口周辺 

海の公園 
八景島周辺 

みなとみらい21周辺 

お台場周辺 

東京湾 

１ 

６ 

● 

● 

● ● 

● 

アピールポイント（７地点） 

東京湾再生行動計画の概要 ②-1 

目標達成のための施策 

陸域からの汚濁負荷の削減対策 

・総量削減計画の着実な実施 

・汚水処理施設の普及と高度処理の 
導入促進 

・合流式下水道の改善と降雨時の流 
出負荷削減 

・河川浄化施設等の有機汚濁負荷対 
策と、湿地や河口干潟の再生 

・面減負荷の削減に向けた間伐の実 
施と雨水の流出抑制 

・浮遊ごみ等の回収と市民の取組み 
の促進 

・流域全体の費用負担の検討 

【合流式下水道の改善】 

貯留管設置により未処理放流を防止 

貯留管 

【高度処理の導入】 

隔壁 

これが中間評価の中身です。先ほど申したように、シ 

ンポジウムを年明けに開催をしてそこで皆さんの意見を 

いただいて取りまとめる予定としております。 

行動計画というのはつくったらそれで固定ということ 

ではなくて、その時代、その時代を反映して必要に応じ 

て見直しをしていくという位置づけとしております。 

東京湾再生の中で、陸域からの環境負荷の流入が集中 

しております横浜市の金沢区から千葉市の中央区までを 

東京湾再生の重点エリアに選んでおります。 

その中にここに示すような 7 つのアピールポイントい 

うものを設定して、ここを重点的に取り組んでいくとい 

うことです。重点エリアやアピールポイントという表現 

もやはり大阪湾、伊勢湾等に継承された考え方です。 

ただ残念なのがこの７つのアピールポイントというの 

は本日お集まりの皆さんも含めてですけども、なかなか 

一般の方に認知をしていただけてないんじゃないかとい 

うふうに我々事務局としては思っております。 

やはりこういったものをどんどん皆さんに認知をして 

いただいて、こういったところに足を運んでいただく、 

直接手に触れていただくというのがやはり、東京湾再生 

を少しでも前進させる取り組みなのじゃないかと考えて 

いるところです。 

これが東京湾再生の中の陸域からの取り組みの紹介で 

す。大きくは下水道の整備、或いは高度処理の導入と 

いったところを中心に取り組んでいるのが陸域の対策で 

す。
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東京湾再生行動計画の概要 ②-3 

目標達成のための施策 

○モニタリングの充実 
・底層のDO及び底生生物のモニタ 

リング 
・潮流及び水質モニタリングの強化 
・人工衛星による赤潮の挙動把握 

東京湾の環境モニタリング 

○モニタリングデータの共有化 
・情報の集約と相互間のリンク 

○市民等のモニタリング活動 
・地域住民との協働による海浜清掃 
・NPOとの連携強化 

・環境保全活動の発表の場の充実 

千葉灯標に設置した 
昇降機器による24時 
間観測 

衛星を利用した赤潮の 
挙動の把握 

【モニタリングの充実】

【海浜清掃】 

【データの配信】 

東京湾環境情報センター 

東京湾再生行動計画の概要 ②-4 

目標達成のための施策 

その他の取組み 

○実験的取り組み 
・お台場海浜公園における海域浄化実験の実施 （Ｈ１４～ ） 

・東京湾口フェリーによる水質・流況の連続観測の実施 
・海洋短波レーダーによる観測結果の公表 

→アサリ浮遊幼生による干潟生態系ネットワークの解明等 

【東京湾口フェリーによるモニタリング】 

東京湾口部を 
航行するフェリー 

東京湾の観測範囲 

フェリーに設置した 
観測機器 

【海洋短波レーダーによる観測】 

HPで公開中 

（関東地方整備局） 

海域の環境改善対策 ① 
海域の汚濁負荷の削減 

汚泥の堆積が著しい運河等において、堆積有機物をはじめとする汚泥の除去 

（汚泥浚渫）、良質な土砂を用いた浅場等の造成による底質の改善（覆砂）等を効 
率的に推進する。 

東京湾再生のための行動計画－抜粋－ 

東京湾 

東京港 
千葉港 

湾奥部 

東京ディズニーリゾート沖 

実施箇所 

【湾奥部】 

機関：関東地方整備局 

中ノ瀬航路の浚渫により発生する 
土砂を活用し、覆砂を実施 

覆砂：70,000m3 （平成17年度） 

機関：東京都 

汚泥浚渫：76,000m3 

（平成15～17年度） 

【東京港】 

「東京地域公害防止計画」等に 
基づき、江東地区、芝浦地区を 

中心に、汚泥浚渫を実施 

東京湾再生行動計画の概要 ②-2 

目標達成のための施策 

海域の環境改善対策 

○海域の汚濁負荷の削減 

・汚泥の堆積が著しい運河等における汚泥除去（汚泥浚渫） 

・浅場等の造成による底質改善（覆砂） 

・海面浮遊ゴミ等の回収と、赤潮回収技術等の開発 

・NPOや漁業者等による海底ゴミの回収、海浜・干潟の清掃 

○海域の浄化能力の検討 
・現存する貴重な干潟や藻場等の保全と、新たな再生・創造 
・生物付着を促進する港湾構造物等の整備 
・青潮の発生原因のひとつとされる深堀跡の埋戻し 
・風力や波力等の自然エネルギーの活用による水質浄化施設等 
の技術開発 

次は海域での環境改善対策です。これについては少し 

事例を後ほど紹介させていただきますが、運河等におけ 

る汚泥浚渫でありますとか浅場、干潟の造成、或いは海 

面に浮遊しておりますゴミの回収といったようなこと、 

それと現存する貴重な干潟や藻場の保全に加えまして、 

新たな再生創出といったようなところを中心に取り組ん 

でます。 

こちらは環境モニタリングです。東京湾再生の中で非 

常に重要なのはこのモニタリングでございましてこれを 

継続的にやっていくことが重要となっております。 

大きくはモニタリングの充実ですとか、モニタリング 

データの共有化、或いは市民とのモニタリング活動の連 

携と言ったところを中心に取り組んでいます。 

これら陸域・海域・モニタリングの取り組み以外に実 

験的な取り組みとしてやっておるものでございます。1 

つは東京都が 1 4 年度から取り組んでおります、お台場 

海浜公園における海域の浄化実験です。周囲の海水をく 

み上げましてそこで浄化したものをお台場の海浜公園に 

放流をして、そこでその環境改善の効果はどうだろうか 

ということで現在も調査をされているという状況です。 

2 つめは東京湾湾口に久里浜と千葉県の方を繋ぐフェ 

リーがありますけれども、この東京湾フェリーの協力を 

いただいてここに水質流況を観測する装置をつけまし 

て、連続して観測をしている調査内容です。 

それと 3 つめが海洋短波レーダーです。これは、陸上 

に基地を設けまして、そこから短波を発射することに 

よって海面の流向ですとか波の高さなんか測れるという 

ものです。 

ここからが海域の具体的な取り組みです。 

まずは関東地方整備局の港湾空港部が行っている干潟 

の造成です。ディズニーランド沖に、東京湾の中ノ瀬航 

路という開発保全航路の浚渫により発生する砂を使いま 

して覆砂をしております。ここは水深 6 、7 m の水深です 

けど、そこに 7 0 , 0 0 0 立方メートルの覆砂をしておりま 

す。 

右側は東京都が取り組んでいる運河のヘドロの浚渫で 

す。3 年間で 7 6 , 0 0 0 千立方メートルといったヘドロを除 

去しています。
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海域の環境改善対策 ② 
海域の汚濁負荷の削減 

約20隻の清掃船等により、海面を漂う浮遊ゴミ等の全面的な回収を目指し、効率 

的な回収を図るとともに、赤潮回収技術の開発や回収の実施を検討する 

東京湾再生のための行動計画－抜粋－ 

東京湾 

木更津港 

東京港 

川崎港 

横浜港 

千葉港 

一般海域 

各機関が所有している清掃船等により、一般海域、 

東京港、千葉港、木更津港、横浜港、川崎港において 

浮遊ゴミの回収を実施 → （平成15～17年度）26,000m3 

べいくりん（関東地方整備局） 

東京湾 

木更津港 

東京港 

川崎港 

横浜港 

千葉港 

一般海域 

清掃船によるゴミ回収量：26,000m3（平成15～17年度） 

第一清海丸（東京都） 

せいこう（千葉県） つばき（川崎市） 

清浦丸、清海丸（横浜市） 

海域の環境改善対策 ③ 
海域の汚濁負荷の削減 

NPOや漁業者等による海底ゴミの回収や海浜・干潟の清掃活動を推進する 

東京湾再生のための行動計画－抜粋－ 

東京湾 

東京港 

横浜港 

お台場海浜公園の清掃を地域、 
都民、行政等が協働して実施 

（東京ベイクリーンアップ大作戦） 

山下公園前の海域において、NPO 

のボランティアダイバー等による海 
底清掃を実施 

【東京港】 

城南島海浜公園のつばさ浜の清 
掃を地域、都民、行政等が協働し 

て実施 
（ビーチクリーンアップIN城南島） 

【機関：東京都】 

【機関：横浜市】 

※いずれも平成 
15年度以前よ 
り継続 

ゴミ回収量 
約 ５．２トン 

（平成15～17年度） 

【横浜港】 

ゴミ回収量 約３トン（平成15～17年度） 

海域の環境改善対策 ④ 
海域の浄化能力の向上 

現存する貴重な干潟や磯場等を他の公益との調和を図りつつ可能な限り保全 
する。また、干潟・浅場・海浜・藻場を再生・創造するとともに、長期的な観点から 
相互ネットワーク化を図る。 

東京湾再生のための行動計画－抜粋－ 

東京湾 

東京港 

川崎港 

【川崎港】 

漁業の環境保全と自然環境の回復 
のため、羽田沖に浅場を造成。 

【機関：関東地方整備局】 

浅場造成：４．１ｈａ 
（平成15～17年度） 

川崎港東扇島地区において、災害 
時は防災拠点、平常時は人々の憩 
いの場として活用される、「基幹的 
広域防災拠点」として、緑地と人工 
海浜を整備中。 （H19完成予定） 

【機関：東京都】 

【東京港】 

緑地：１５．８ｈａ 
（内、人工海浜 0.7ｈａ） 

これは海面の清掃の状況です。東京湾には約 2 0 隻の 

清掃船が運行しております。写真は関東地方整備局が 

持っている「べいくりん」です。こうした清掃船で海面 

に浮遊しているゴミを集めます。ゴミと言っても写真に 

あるような流木も含まれます。大きな流木は船に当たる 

と海難事故につながり、場合によってはその船から油が 

漏れたりして海洋汚染につながるということもあります 

ので、そういったものを事前に回収するという仕事も、 

非常に地味ですけど大事な仕事です。 

関東地方整備局（国）は港湾区域外の一般海域を担務 

しており、各港の港湾管理者（自治体）は港湾区域の中 

を担務し、役割分担をしています。写真は港湾管理者が 

持っているゴミの清掃船です。平成 1 5 年から 3 年間で 

2 6 , 0 0 0 立方メートルの浮遊ゴミを回収しました。 

これは一般の市民の方々、N P O の方々と連携をした官 

民が一体となった海岸清掃の取り組みです。上の写真が 

東京都におけるビーチクリーンアップ i n 城南島、東京 

ベイクリーンアップ大作戦です。これはずっと継続して 

やっている取り組みでございまして、3 年間で約 5 トン 

のゴミを回収しています。 

一方横浜においても、有名な山下公園の海底にも目に 

見えないゴミが相当溜まっておるということで、ボラン 

ティアダイバーの方のご協力をいただいて海底の清掃を 

やっています。これも継続的に取り組まれている取り組 

みです。3 年間で約 3 トンという膨大な量のゴミを回収 

しています。 

次が干潟ですとか浅場とか藻場の保全再生の取り組み 

です。東京湾では、ご存知のように明治時代から相当量 

の干潟が埋め立てにより消失しています。これを、少し 

ずつでも回復していこうということで、羽田空港の沖合 

いに浅場を造成をしております。3 年間で約 4 ヘクター 

ルほどの浅場を造成しております。 

また国が行っている事業として、川崎の東扇島で約 1 6 

ヘクタールの緑地を整備しています。これは単に緑地を 

つくっているだけではなくて、平常時には皆さんに活用 

していただき、いざ震災、災害が発生した場合にはこの 

広大なヤードを使いまして防災基地にする。海上からの 

緊急物資の輸送ですとかそういったものに活用できるよ 

うな基幹的広域防災拠点といった機能も併せ持った緑地 

の整備を進めています。
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海域の環境改善対策 ⑤ 
海域の浄化能力の向上 

生物付着を促進する港湾構造物の整備、底生生物等の生息場の創出を目指した 
緩傾斜護岸への改修、また礫間接触護岸、エアレーション導入等の推進を図る 

東京湾再生のための行動計画－抜粋－ 

東京湾 

千葉港 

千葉港葛南中央地区の岸壁を耐震改良するにあたり、生物付 
着基盤となる付帯施設を試験的に整備中。 （Ｈ１７～） 

岸壁の断面図 

生物付着基盤 

カゴ枠＋石積によ 
り水生生物の生息 
場を提供 

タイドプール型等 
の環境棚を設置し、 
生物生息場を提供 

土砂を充填したコ 
ンクリート箱を設け 
て人工干潟を造成 

【機関：関東地方整備局】 

３タイプの生物付着型基盤を試験的に設置 

海域の環境改善対策 ⑥ 

海域の浄化能力の向上 

青潮の発生原因のひとつとされている過去の土砂採取等による深堀跡を埋め戻す 

東京湾再生のための行動計画－抜粋－ 

東京湾 

千葉港 

深掘跡の例（東京湾） 

海底面 

幅約2km 
深さ 

約20m 

青潮の発生状況 
千葉沖（平成18年9月14日） 

千葉県浦安市沖から千葉市中央地区全面海域に点在 
する深堀跡の埋め戻しを実施 【機関：千葉県】 

深堀跡位置図 

深堀跡の埋戻し量：３６０万m3 （平成15～17年度） 

海の再生プロジェクトの今後の展開 

海の再生プロジェクトの実施状況 
（平成18年10月現在） 

国土交通省環境行動計画 -抜粋- 

関係部局、自治体等が一体となり、全国の閉鎖性海域の環境改善のための 

行動計画（ベイルネッサンス計画）を海域毎に策定し、各海域における総合的な 

施策を推進する 

国土交通省環境行動計画に位置づけ（平成16年6月） 

広島湾再生プロジェクト 
H18.3 広島湾再生推進 

会議設置 
（行動計画策定中） 

大阪湾再生プロジェクト 
H15.7 大阪湾再生推進会議設置 

H16.3 大阪湾再生行動計画策定 

東京湾再生プロジェクト 
H14.2 東京湾再生推進会議設置 

H15.3 東京湾再生のための行動 
計画策定 

H18 中間評価の実施 

伊勢湾再生プロジェクト 

H18.2 伊勢湾再生推進会議設置 
（行動計画策定中） 

全国の閉鎖性海域において海の再生プロジェクトを推進 

全国海の再生のロゴマーク 

次が港湾構造物の事例です。岸壁とか防波堤というの 

は名前はご存知でしょうが、どんな構造になっているか 

目にされる機会は少ないと思います。これは、桟橋式と 

いう岸壁で杭が打たれています。岸壁の改良に合わせて 

杭の間に生物が生息できるような干潟ですとか T i d e 

P o o l ですとか、スポット的なものをいくつか試験的に 

作っております。 

港湾の施設というのは、昭和 30 年～ 4 0 年後半の高度 

成長期に大量につくられておりまして、今ちょうど更新 

の時期を迎えております。これから更新する時にこう 

いった環境に配慮した構造も付け加えていくといった先 

行的な取り組みを進めております。 

次は、色々なところで問題になっております深堀跡の 

話です。東京湾の中、ちょうど千葉県の沖合いに約 1 億 

立方メートルの深堀跡があります。この深堀跡は臨海部 

を造成した時の土地を造成する材料として土砂を採取し 

た跡ですが、1 番大きいのは深さが 2 0 m 、幅が約 2 キロと 

いうような大きな穴が開いており、ここに貧酸素水塊が 

溜まってしまいます。 

それが風で巻き上げられて、干潟だとか浅場に漂着し 

生物を死滅させるというような被害を起しております。 

これは東京湾だけではなくて三河湾、伊勢湾、大阪湾に 

もあります。こういったところを埋め戻すことを積極的 

に行っております。 

東京湾以外の閉鎖性海域、まだ全国で 8 8 海域あるわ 

けですけれども、国土交通省は平成 1 6 年度に環境行動 

計画を策定をして、三大湾以外の閉鎖性海域についても 

同じような取り組みをやっていこうということで取り組 

んでいます。 

図にありますのは三大湾と広島湾ですが、行動計画が 

できているのが東京湾と大阪湾、現在行動計画策定をし 

ているのが伊勢湾と広島湾です。これ以外の 8 8 海域に 

ついても、先行している事例を生かしていくための意見 

交換ができる場として、 「仮称：海の再生全国会議」を 

平成 1 8 年度中に発足する予定です。 

これは、あまり馴染みのないロゴマークかもしれませ 

ん。これは全国海の再生のロゴマークです。我々はこれ 

からこのロゴマークがいろんなところで皆さんの目に触 

れていただけるように行動していくのが重要と思ってお 

ります。 

是非このロゴマークを、頭の隅にでも記憶していただ 

ければ幸いです。 

ありがとうございました。
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　５． 東京湾の再生に向けた取り組みと研究成果－２ 

豊かな東京湾の再生に向けて 

独立行政法人水産総合研究センター中央水産研究所 

業務推進部長 入江隆彦 氏 

東京湾は、 沿岸部が港湾・商工業用地として高度に開発・利用されるに伴い、 浅海域の藻場・ 

干潟が失われ、 水質環境の悪化や漁獲量の減少が認められる。 一方、 生産力の高い海からは、 今 

なおノリ、アサリ、マアナゴ、シャコなど多様な旬の魚介類が市民の食卓に供給され続けている。 

東京湾は、漁業者にとっての漁業生産の場としてだけでなく、一般市民にとっての釣り、ヨット、 

ウインドサーフィン、潮干狩り等の海洋性レクリエーションの場としても極めて重要な役割を果たし 

ている。

　ここでは、 昨年 （平成１７年） １１月に横浜みなとみらい地区で開催された 「第２５回全国 

豊かな海づくり大会」を契機に、豊かな東京湾の再生に向けての第１歩として、「豊かな東京湾再 

生検討委員会」 が漁業、 漁場環境、 食文化、 親水等の多岐にわたる視点から検討しとりまとめた 

「提言」 を紹介する。 

提言 

★ 東京湾の生物や環境を守ろう！ 

★ 東京湾をきれいにする取り組みに参加しよう！ 

★ 東京湾の水産資源を増やし、 そして適正に管理しよう！ 

★ 東京湾の漁業を発展させよう！ 

★ 東京湾の魚を食べ、 東京湾で遊び、 東京湾を実感しよう！ 

皆さん、こんにちは。独立行政法人水産総合研究セン 

ター中央水産研究所の入江と申します。本日は豊かな東 

京湾の再生に向けてということで、昨年 1 1 月に豊かな東 

京湾再生検討委員会の方で取りまとめました提言につい 

てご紹介させていただきます。 

この「豊かな東京湾再生検討委員会」は清水誠先生は 

じめ、8 人の委員で構成され、その委員の 1 人を務めた 

ということで私の方からご紹介させていただくことにな 

りました。 

独立行政法人水産総合研究センター 
中央水産研究所 入江隆彦 

豊かな東京湾の再生に向けて
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豊かな東京湾再生検討委員会 
清水誠・東京大学名誉教授ほか８名 

漁

業
分
科
会 

(４名) 

漁

場
環
境
分
科
会 

(４名) 

食

文

化

分

科

会 
(１３名) 

親

水
性
分
科
会 

(９名) 

東京湾の漁業の現状 

東京湾における漁獲量の経年変化 

東京湾の漁業種類別漁獲量 

東京湾の漁業種類別漁獲量の経年変化 

採貝漁業 

腰巻きによるアサリ採貝 

採貝漁場の変化 

豊かな東京湾再生検討委員会は、東京・神奈川・千葉 

の 1 都 2 県の水産関係行政及び試験研究機関の方が委員 

になっております。その下に 4 つの分科会を設けており 

まして漁業、漁場環境、その他に食文化、或いは親水性 

といったこれまでにない広い視野で検討を進めておりま 

す。 

この豊かな東京湾再生検討委員会では、昨年 1 1 月に 

このみなとみらい地区で開催されました第 2 5 回の全国 

豊かな海づくり大会に向けての行動の一環として、広く 

市民、或いは関係者に提言をしたいという趣旨で東京湾 

の再生に向けて提言がなされております。 

中身ですが、まず漁業関係につきまして東京湾の漁業 

の現状ということで見ますと、1 9 6 3 年頃にトータル約 

1 5 万トンの漁獲がありましたが、7 0 年以降急激に減少 

しております。しかしながら、最近でも 3 0 , 0 0 0 トン前 

後の漁獲が行われていることが分かります。 

余談になりますが、東京湾の東京・横浜・千葉といっ 

た 1 , 7 0 0 万以上のそういった人口密集地の近くで、まだ 

3 0 , 0 0 0 トンの漁獲が行われているということを外国の 

方にお話しすると非常にびっくりされます。 

中身を見ますと、魚類の変動はそれほど大きくありま 

せん。しかし貝類の漁獲量を見ますと 1 1 万トンくらい 

あったものが現在では 1 0 , 0 0 0 トンくらいまで下がって 

きているということが分かります。 

これも余談ですが、アサリ 1 個体は 1 時間に 1 リット 

ルの水をろ過すると言われています。そういうことから 

考えますと、1 1 万トンもあった貝類が 1 0 , 0 0 0 トンまで 

減ってしまったということは湾の環境浄化能力といいま 

すかそういうものに大きく影響していると思われます。 

いろんな漁法で採っていますが、はえ縄の刺し網、底 

びき網はじめ、こういったいろんな漁法が現在でも行わ 

れているということで、漁業としては漁獲量は減ってい 

ますが、かなり多様な漁業が今なお続いているという現 

状です。 

これは採貝漁業と言われるアサリ採取の変わった漁法 

で腰巻と呼ばれています。かつては東京湾一帯でこう 

いった採貝が行われておりましたが、最近はご承知のよ 

うに羽田洲とか三番洲とか盤洲とか特定のところでしか 

採貝、アサリ採取は行われておりません。
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東京湾の漁獲対象種（１） 

東京湾の漁獲対象種（２） 

東京湾の養殖業 

東京湾のノリ養殖の都県別収穫量 

東京湾の漁業・養殖業就業者数及び 
遊漁者数 

東京湾の漁業・養殖業就業者数 東京湾の遊漁者数 

東京湾では、ここに示したのはほんの一部ですが、ア 

サリはじめシバエビ、クルマエビ、マアジ、シャコ、マ 

ハゼ、他にもスズキとかメバルとかイシガレイとかマゴ 

ガレイ、アイナメといったいろんな魚が採られていま 

す。 

ちなみに、東京湾に分布する魚の種類を見ますと、 

2 8 5 種が記録されておりますので、かなりの魚種が分布 

しているということが分かります。 

それから漁業の一部ですが養殖業は、特に昔から東京 

湾は浅草ノリの養殖が有名ですけれども、現在でもノリ 

の養殖が非常に盛んに行われておりまして、年間 7 億 

枚、重量で 1 5 , 0 0 0 トンぐらいになります。 

このノリの生産量を見ますと、比較的安定していま 

す。ごく最近は、温暖化等によって少し問題が起きてき 

ていると聞いています。 

それから漁業、養殖業の就業者数ですが、1 9 6 3 年頃は 

2 5 , 0 0 0 人くらいだったんですけれども、7 0 年代になっ 

て急激に減少して、最近は 5 , 0 0 0 人くらいまでに減って 

しまっています。 

この急激な減少は沿岸の埋め立てが盛んに行われた年 

代と一致しております。一方、東京湾の遊漁者数です 

が、潮干狩りなども含んで、最近では 4 0 0 万人くらいま 

で増加しています。ちなみに、遊漁者による漁獲量の推 

定値は約 5 , 6 0 0 トンと見積もられておりまして、これは 

漁業による漁獲量の約 2 0 % に当たります。
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江戸前の食文化 

日本橋の魚市場 

東京湾の魚介類の旬 

東京湾の漁場環境の変遷 

１９３６年当時の干潟と浅瀬 
東京湾の埋立の推移 

次に食文化の関係では、ここに挙げております寿司と 

天ぷらというものが典型的です。これは江戸前の食文化 

を代表するもので、江戸時代に始まって今でも日本中、 

或いは最近では世界中に広がっている料理です。 

これは江戸名所図会によって、元禄時代 1 6 8 8 年～ 

1 7 0 3 年ですけれども、日本橋の魚市場が非常に栄えてい 

た様子が窺えます。 

それから現在利用されている魚介類の旬、旬というの 

は魚介類の味が良くなる時期を指しますけれども、春夏 

秋冬といろんな時期にそういったいろんな魚種の旬があ 

るということで、年中こういった旬の魚が東京湾から供 

給されています。 

東京湾の魚介類は、特に消費地に近くて湾内の栄養が 

高いということで美味しいということが言えます。 

また余談になりますけれども、江戸の人々は初鰹と 

いった初物だけでなく、こういった旬の味とか産地にこ 

だわって良質なものを食べるという情熱を非常に強く 

持っていたと言われています。これは現代人のグルメ嗜 

好に通じるものじゃないかと思います。 

次に漁場環境に関してですが、ここに 1 9 3 6 年当時の 

干潟と浅瀬の分布図があります。ご承知のように、この 

頃は干潟とか浅場、浅瀬というのは東京湾を中心に広く 

分布しておりました。しかし東京湾の埋め立てが進んだ 

ことによって、そういった干潟とか浅場というのはほと 

んどなくなったということは皆さんご承知の通りです。
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東京湾における埋立面積の推移 

東京内湾における埋立面積の変遷 

水質と汚濁負荷量の推移 

東京湾のＣＯＤ濃度の推移 東京湾流域の ＣＯＤ発生負荷量 

赤潮、青潮、貧酸素水塊の発生 

青潮発生時の様子 

貧酸素 
水塊 

これは東京湾における埋め立て面積の推移です。1 9 6 0 

年代には、かなり埋め立てが進められて、1 9 8 0 年以降も 

少しずつですが埋め立てが続いているということが分か 

ります。 

これは水質関係の推移です。東京湾の C O D の変化とか 

発生負荷量から見ますと、1 9 7 0 年代頃をピークにして水 

質は改善の兆しが見受けられます。 

これは先ほどの報告でも示された青潮の図ですけれど 

も、東京湾の富栄養化の進行に伴って赤潮、青潮、或い 

は貧酸素水塊といったものがたくさん発生するように 

なっております。 

これは貧酸素水塊の速報ということで千葉県と神奈川 

県と関係機関が協同で調査した結果をホームページで公 

開しているものです。 

近年は特に貧酸素水塊が長く滞留するということで漁 

業や水産生物に重大な影響を与えています。
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市民と東京湾とのふれあい（遊漁） 

潮干狩り（金田 
海岸） 

イイダコ釣り 

豊かな東京湾再生に向けての提言 

★東京湾の生物や環境を守ろう！ 

★東京湾をきれいにする取り組みに参加 
しよう！ 

★東京湾の水産資源を増やし、そして適 
正に管理しよう！ 

★東京湾の漁業を発展させよう！ 

★東京湾の魚を食べ、東京湾で遊び、東 
京湾を実感しよう！ 

おわりに 

１．幅広い主体・分野との連携 

幅広い主体・分野との連携 

次に親水性という海そのものの持つリフレッシュ効果 

に関連することを紹介します。近年、先ほどお話しまし 

たように遊漁人口が 4 0 0 万人を超えているということで 

釣りとか潮干狩りというようなことで海に親しむ人が非 

常に増えています。 

その他にもウインドサーフィンとか海水浴ということ 

で、海洋性のレクリエーションと呼ばれるそういったこ 

とで、海を楽しむという人が多くなってきております。 

まとめますと、1 つは東京湾では漁獲量の減少が続い 

ており、特に貝類の生産減少が著しいということです。 

しかしながら、漁獲量としては 3 0 , 0 0 0 トン前後で今で 

もかなりのレベルの生産が行われています。漁業はマア 

ナゴとかシャコとかノリといった食材を四季を通して市 

民に供給しており、江戸前の食文化として現在に受け継 

がれてきております。また 1 9 6 0 年代の高度経済成長期 

以降、人口の都市集中と共に湾岸で多くの大規模開発が 

行われて浅海域や干潟の埋め立て、雑排水の流入等に 

よって漁場環境が著しく悪化して、赤潮、青潮と共に最 

近では貧酸素水塊の発生が漁業や生物に悪影響を与えて 

おります。 

近年、低経済成長期に入り海岸法や河川法の改正、ま 

た自然再生推進法の施行にも見られますように、東京湾 

においても従来のような開発のあり方について見直しが 

行われており、環境の創生、あるいは再生といった考え 

方が出されております。最近では排水処理施設の整備等 

によりまして東京湾の漁場環境はかっての最悪の状態か 

ら少しずつ回復してきております。 

さらには漁業の他、海洋性レクリエーションとしての 

利用が活発化しており、潮干狩り、釣り、干潟の自然観 

察など市民が海に親しむ機会が多くなってきていると思 

われます。 

そういうことで、豊かな東京湾の再生に向けての基本 

的な考え方として 4 つのことを提言しております。1 つ 

は東京湾の環境をこれ以上悪化させない。2 つ目はより 

良好な環境を再生創出することにより東京湾の生物生産 

を豊かにする。3 つ目は漁業や遊漁等が共存しつつ持続 

的な水産資源の利活用を図る。4 つ目はこのためには東 

京湾に関わりを持つあらゆる人々、関係機関が連携協同 

を強化して目標の達成に向けて取り組む、ということで 

す。 

豊かな東京湾再生に向けての提言としましては、1 つ 

は東京湾の生物や環境を守ろう。2 つ目は東京湾をきれ 

いにする取り組みに参加しよう。それから 3 つ目は東京 

湾の水産資源を増やし、そして適正に管理しよう。4 つ 

目としては東京湾の漁業を発展させよう。5 つ目として 

は東京湾の魚を食べ、東京湾で遊び、東京湾を実感しよ 

う。こういった 5 つの提言をしております。 

そのために海の利用者、市民、漁業者、N P O 、事業者、 

自治体、国という全ての幅広い団体、主体が分野の垣根 

を越えて連携を強めて、皆で豊かな東京の再生に向けて 

連携しようということを最後に提言したいと思います。 

豊かな東京湾の再生に向けて 

・東京湾の環境をこれ以上悪化させない。 

・より良好な環境を再生・創出することにより、 
東京湾の生物生産を豊かにする。 

・漁業や遊漁等が共存しつつ持続的な水産資 
源の利活用を図る。 

・このためには、東京湾に関わりを持つあらゆ 
る人々・関係機関が連携・協働を強化し、目 
標の達成に向けて取り組む。 

基本的な考え方
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　５． 東京湾の再生に向けた取り組みと研究成果－ 3 

東京湾の環境診断システムの構築に向けて 

東京海洋大学海洋科学部教授 山崎秀勝 氏 

東京湾の健康状態を正しく評価するためには、湾内の流況と混合・拡散状態を的確に把握しなけ 

ればならない。　このためには、現場における観測と数値モデルによるシミュレーションをバラン 

スよく利用する必要がある。 　

現在、 我々は主に赤潮 （HAB） の発生と維持機構を予測するため、 General Esturine 

Transport Model (GETM)を用いて湾内の流況と混合状態のシミュレーションを行っている。 湾 

内の流れは、 潮汐、 風、 河川水の流入および大気との熱交換によって支配されている。 このため 

それぞれの支配要因の影響を独立に調べておく必要がある。この予備実験の結果、河川水と潮汐に 

よる流況は東京湾口西側 （久里浜） の表層を流出し、 東側から流入する傾向が強いことがわかっ 

た。 この結果はフェリーを用いた現場観測の結果と一致することを確認した。 　

現在、 数値モデルが与える混合状態と乱流微細構造観測装置TurboMAPを用いて現場で計測 

した乱流 ・ 混合状態を定量的に比較している。 　

本講演では、さらに、東京湾の赤潮に関する過去の知見と千葉灯標で観測されたデータをもと 

に赤潮の発生時期と規模について調べた結果を紹介する。 

東京海洋大学の山崎です。実は Con n or さんとは 10 数 

年来のお付き合いをさしていただいております。2 年ほ 

ど前に私どもが東京海洋大学という名前に変えた時に 

ちょうど C o n n o r さんがサンフランシスコ湾研究所に所長 

として来られて、東京湾とサンフランシスコ湾を比較し 

てみたらということになりました。 東京湾の環境診断システムの 
構築に向けて 

東京海洋大学 

山崎秀勝・國分祐作・水野紘一郎 

第7回東京湾シンポジュウム 

2006年11月10日
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まずこの東京湾とサンフランシスコ湾を比較して学ん 

だことをご紹介したいと思います。 

最初のシンポジウムは 2 0 0 4 年にサンフランシスコ湾 

の状況を説明していただいた後、東京湾について我々の 

方から話題提供させていただきました。更に昨年も 

ウォーターフロントが中心だったんですが東京湾と北米 

の湾についての比較ということを行いました。それから 

サンフランシスコ湾研究所に伺っての調査、サンフラン 

シスコ湾研究所の研究者の方に来ていただいての勉強会 

等開くことができました。更に U S G S との共同研究の構 

想など、次第に研究の輪が広がってきております。 

このような活動を通して私としては 1 番インパクトが 

大きかったものは、順応型環境管理システムです。問題 

をつくってその問題に対する取り組みを実施し、そのモ 

ニタリング、評価、こういうのをぐるぐる回していこう 

という構想です。 

しかしここで重要になる点は、この管理システムには 

モニタリングと数値モデル等を用いた診断システムとい 

うのが必要だということです。 

診断システムの応用例としては、例えば湾内の流況を 

予測すること、それから赤潮の発生を予測、先ほども出 

てまいりました低酸素水塊の発生、こういうものの予測 

ですね。更にプランクトン生態の動態、それから浮遊生 

物等の挙動、こういうものが応用例として考えることが 

できると思います。 

まずサンフランシスコ湾と東京湾の比較をした結果か 

らご紹介します。 

東京湾とサンフランシスコ湾の大きさを比較してみる 

と同じぐらいなんですね。 

どこが違うのか、たくさんの数値が出てますので赤字 

だけ見ていただきたいんですが、大きさは見て分かりま 

すように大体同じなんですね。違うのは深さです。サン 

フランシスコ湾は浅いんです。皆さん、誤解してるのは 

東京湾は浅くないんです、深いんです。ますます深くし 

てるのは浅瀬をどんどんなくしてどんどん深くしてい 

る。ですから東京湾は深い、サンフランシスコ湾は浅い 

と、そういう違いがあるんですね。 

Symposium “Tokyo Bay, Now” 
Date : Friday, Oct. 22, 2004 
Venue : Hall D7, Tokyo Kokusai Forum 

東京湾とサンフランシスコ湾の 
比較から学んだこと 

順応型環境管理システム構想 

この管理システムはモニタリングと数値モデル 
を用いた診断システムが不可欠である。 

問題の査定 

モニタリング 

改善計画 
プログラム案 

プログラムの 
実施 

修 正 

評 価 

San Francisco and Tokyo Bay 

SF Bay/Tokyo Bay Geography 

1.55.7 23 Enclosure index (A 0.5 /W) 

720 km 1.5 km Width at mouth (W) 

20 km 3 6 km 3 Volume 

15 m 5 m Average depth 

Urban>>Ag Ag>Urban Watershed Land Use 

26 million 8 million Population 

~5 ~100 Ratio  Area Watershed/Bay 

1380 km 2 1200 km 2 Size (A) 

Tokyo Bay SF Bay
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それから海洋学的側面はいろいろありますので、ここ 

の S tr at if i ca ti on というのは要するに成層状態です。 

重たい水と軽い水が層状になってる状態、こういう状態 

が強いのか弱いのか。サンフランシスコ湾は非常に弱い 

んです。その反面、東京湾はこれが強いんです。非常に 

成層状態が強い湾です。 

生物学的な点について言いますとこれもいろいろある 

んですが、先ほど申し上げたターゲットの R e d  t i d e、赤 

潮ですね。C o n n o r さんが紹介しましたがサンフランシス 

コ湾は実はこれまで非常に赤潮は稀だったんですね。と 

ころがご承知のように東京湾は赤潮がしょっちゅう起 

こって、1 0 0 日、或いはそれ以上起こってるという印象 

があるんです。 

この赤潮の問題について Co n n o r さんがちょっとだけ 

紹介したんですが、サンフランシスコでもどんどん赤潮 

が増えています。 

サンフランシスコ湾の A 点から D 点にかけての表層の 

観測で、2 0 0 4 年の 9 月 1 4 日に A 点から D 点まで測ったク 

ロロフィル量です。この時は赤潮、起こっておりませ 

ん。ところが一週間前の 9 月 8 日、ものすごい量の赤潮 

が起こってるんですね。こういうことがしばしば起こる 

ようになってきてるようです。 

これは東京湾です。赤潮、我々もよく東京湾を出て相 

模湾の方に行くんですけど、いつ見てもこんなですね。 

赤潮なんかそこら中で起こってるじゃないかという感じ 

を受けるんです。 

Red tide in Tokyo Bay.    September 1, 2005 
石丸先生スライド 

赤潮の問題について 

SF Bay/Tokyo Bay Oceanography 

13 months < 1 month Residence Time 
110m < 1m Secchi Depth 

9/26 o C. 8/23 o C. Water T (min/max) 

11 km 3 40 km 3 Annual riverine flow 

Strong Weak Stratification 

1 m 1.5 m Tidal Range 

Monsoon 
Summer rain 

Mediterranean 
Winter rain 

Climate 

Tokyo Bay SF Bay 

SF Bay/Tokyo Bay Biology 

<2 ppm >5 ppm Summer min. DO 

0.24 mgC/m 2 d 0.3mgC/m 2 d Primary Production 
100 days Was rare, now 

increasing 
Red Tide frequency 

Light>P>N Light>N>P Productivity controls 
Clams, small fish 
etc. 

Crabs,herring Fisheries 

~30 mg/m 2 3 mg/m 2 Mean Chlorophyll 
1050uM 50 uM Winter DIN 

84 g/m 2 d 30 g/m 2 d Annual Nitrogen Loads 

Tokyo Bay SF Bay 

Cloern et al. (2005)
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5 0 年代からずっと赤潮が増えてきて 8 0 年代くらいか 

らあまり変わってないようなんですが減ってもいない。 

青潮なんていう訳の分からないというかまたやっかいな 

ものが出てきてるという現状があるわけですね。 

これは石丸先生のグループが毎月東京湾に出て、東京 

湾の観測をしている結果です。これは F 3 の点における 

クロロフィルの分布を見てるんですが、これを見てる 

と、ほとんど 1 年中赤潮状態だと言えると思います。私 

の専門は物理なんです。物理で水の混合ですとか物質の 

拡散ですとかそういうことを研究しています。生物は専 

門でないので生物屋さんに、じゃあ赤潮のメカニズム、 

その動態というのはどうなのかというのを聞いてみたこ 

とがあるんですね。どういうふうに発生するのか、それ 

からいつ発生するのか、それからどこで発生してるの 

か、どの規模で発生してるのか、更にどの程度持続する 

のか。また非常に重要な点は有害なのか無害なのかとい 

うことだと思うんです。あまり的を得た答えが無いのが 

現状です。 

そこで先ほどのご紹介にあった東京湾の中の観測点、 

千葉灯標のデータを使わせていただいて、解析してみま 

した。 

これは 20 0 4 年の 5 月、たくさんあるのでここだけに集 

中していただきたいんですけど、これはクロロフィルで 

すね、植物プランクトンの量。3 0 、或いは 5 0 でこの辺 

はもう 5 0 を越えてるんですね。ただしここで気が付い 

たことはこれは 5 月から特にこういうパッチのでかいの 

が出ているところだけ抜き出してきたんですが、意外と 

予想に反してだーっとだらだらと出ていないんですね。 

出る時は何かこう上の方からざーっと広がってくるよう 

なパターンが多いんです。 

冬のデータも見てみると、予測に反してボトムで発生 

していました。表層じゃないんです。或いは全体に渡っ 

てではないんですね。 

それから非常に強いシグナルがボトムで発生してい 

る。何でなのかと、よく見てみるとこの辺の水がどうも 

しょっぱいんですね。しょっぱいということはもしかす 

ると外から入ってきている可能性があるということで 

す。ただこれに関してはまだこの図ができたばかりで何 

とも解析が進んでおりませんが、何かこう、あれ？と思 

うんですね。あれ？もっといっぱいあるんじゃないの？ 

と思ったんですがそうでもなさそうだということです。 

東京湾がのべつ幕なし赤潮状態ではなさそうなのかな 

というのが印象です。 

Occurrences of                    red tide and  blue tide 

石丸先生スライド 

クロロフィル（Chlorophyll a）の変化 
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35?30’  クロロフィル30μｇ/ｌ を一般に赤潮と 

呼ぶので，ほとんど一年中赤潮 

石丸先生スライド 

2004年5月 クロロフィル、水温、塩分、 

懸濁物質、溶存酸素および成層強度 

2004年2月 クロロフィル、水温、塩分、 

懸濁物質、溶存酸素および成層強度
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この赤潮の動態を調べるために更に細かな観測が必要 

であると私達は考えております。私の専門である微細構 

造の観測技術、こういうものを使って更に細かい観測を 

しております。 

これは我々がアレック電子と開発した Tur bo M AP とい 

う自由落下型の微細構造観測装置です。これ約 2 m ほど 

ありまして、海の中を自由落下していきます。この先端 

部には、乱流を測る計測器、それから 2 つの蛍光光度計 

がついております。こちらがレーザー式の蛍光光度計 

で、反対側に L E D を使った蛍光光度計、それぞれが違う 

解像度を持っておりましてこちらが約 2 c m の解像度があ 

ります。こちらが 2 m m の解像度があります。非常に小さ 

いスケールまで解像することができてます。 

この青鷹丸という本学の船を使って頻繁に観測してい 

ます。この時には下げ潮時に久里浜のちょうどフェリー 

が出ている南側で定点を取りまして T u r b o M A P でたくさ 

んのデータを取ってきました。 

この時にはアンカーを打っておりませんので船がドリ 

フトしてしまい、海底の深さが変化して取れる水深が変 

わってくるんですが、上げ潮から下げ潮時に向かって観 

測終了時までの水温と塩分、それから密度ですね。非常 

に成層した状態が現れております。 

他のグループにできなくて、我々のできることという 

のは乱流を直接測ることです。このためにどの程度水が 

混ざっているかという定量化ができます。どの程度混 

ざっているかという定量化ができると、この定量化をで 

きるものと後ほど見ていただく数値モデル、この中で使 

われている混ぜる量のパラメタリゼーションとの比較を 

することができます。 

実際に測ってそれとこれを用いてモデルを使って全体 

を予測していくということ、こういうことが必要だと思 

うんです。 

TurboMAP-L Turbulence Ocean Microstructure 
Acquisition Profiler 

赤潮の動態を調べるためさらに 
細かな観測が必要である。 

Observation at the Tokyo Bay 
(June 14,2005) 

Fixed point observation of TurboMAP-L 

Estimated dissipation rate（ε [w/kg]） 

Log10(   )

42



34 

これは一部のデータなんですけれども L E D で測ったク 

ロロフィルの層、レーザーで測ったクロロフィルの層で 

す。ちょうどちょっと混ざった層の下の非常に密度の変 

化の大きいところにこの薄い層が表れます。この現象を 

Thin Layer と呼んでおります。Thin Layer というのは 

数 1 0 c m から数 m の厚みで世界中で見つかっております。 

これは現在 GE O H A B という国際的なプロジェクトが動 

いておりまして、この中で非常に注目された現象であり 

ます。 

この Thin Layer はフランスの沖で撮られたデータで 

す。やはり密度が変化する、その真下で薄い層が起こっ 

てるんですね。 

こちらはアイルランドで発見された Thin L ayer、世界 

中、アメリカの沿岸でもたくさん発見されております。 

この特徴としては Thin Layer と Red tide が非常に密 

接な関わりを持っているということが分かって参りまし 

た。 

Ch Thin Layer 

Vertical distribution of temperature (degrees C), particulate total volume (relative unit), and ractional 
cell concentration of dinofl agellates (percent) off the “Pertuis d’Antioche,” France (simplifi ed and 
redrawn from Gentien et al., [1995]). In this example, Dinophysis acuminata formed as part of the dinofl 
agellate assemblage in the pycnocline, but was absent elsewhere in the water column. The distribution of 
this dinofl agellate was associated with an increase in organic aggregates. 

Chlorophyll fl uorescence (relative units) along a transect in Bantry Bay (SW Ireland). 

Shaded areas represent values greater than 10. Th e major species in the assemblage 
was Karenia mikimotoi (alias Gyrodinium aureolum). Redrawn and modifi ed from Raine 
et al. (1993)
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GETM(General Estuarine Transport Model) 

Grids used in GETM 

Grids used in GETM 

Closest grid to the TBL point 

Surface current and integrated dissipation rate 

Obs. point 

Stratification 

High Ch 

Cloern et al. (2005) 

これは先ほどのサンフランシスコの例なんですが、よ 

く見てみますとこの R e d  t i d e、いわゆる赤潮の起こった 

状態の水温、こちらは水温なんですが、水温が成層して 

ることが分かると思います。ところがこちらはよく混 

ざってるんですね。ですから赤潮の起こらなかった状態 

の時にはよく混ざってる。 

これまではよく混ざった水がサンフランシスコ湾には 

あったわけです。ところがこういう状態になると成層が 

起こって非常に高いクロロフィルが発生するということ 

が分かってきました。 

観測と数値モデルを組み合わせることによって全体 

像、或いは管理システムに結びつくものがつくれるんだ 

と思います。 

我々が使っておりますのは General Estuarine 

Transpor t Model といいまして、私どものドイツの共同 

研究者が開発した三次元の水流モデルです。このモデル 

は 5 0 0m × 5 00 m のメッシュのそれぞれの格子点にゴッ 

タムという、これも私どもの関わったいわゆる混合層の 

コミュニティモデル（世界中の人に使ってもらおうとい 

うモデル）をそれぞれの点に使っております。 

東京湾をこんなような形で鉛直方向にメッシュを切っ 

て、先ほどの観測点はこのピンクの部分ですがこの中に 

相当するところにあります。ですからこの中のデータと 

我々が観測したデータを比較してやれば果たしてこの計 

算は少なくても我々の観測したものに近いのか、或いは 

この計算の中で使っている混合の状態を表すパラメータ 

は正しく我々が評価してるのかどうか、こういうことが 

検討できることです。 

これは潮汐だけを外力とした計算結果です。我々は死 

に物狂いで観測するんですけども、取れるデータって限 

られてるんですね。ところが見ていただいて分かる通り 

モデルというのは一目瞭然なんですね。これがモデルの 

良いところです。 

この色はどれだけ海が混ざってるかというものを表し 

てます。我々が観測したこの部分では赤が強いというこ 

とは非常に混合が強いということです。こちらは深いん 

ですが混合が強いんですね。ですからここの成層は弱い 

はずです。ということはここで赤潮が起こることはまず 

ないんじゃないかと思います。 

こういうようなモデルから出てくる結果から解釈する 

ことができます。 

更にこの中にパーティクルを追っかけるモデルをつ 

くってあげまして、例えばこの中のアサリの産卵地に 

いっぱいパーティクルを流してやって、どこに着定する 

のかという計算をすることもできます。 

このモデルのいい点は干潟の計算にも工夫してあり、 

不都合なく計算できるということです。 

こういうものと更に観測のシステムを拡大していきた 

いと。私どもビクトリア大学と長い間共同研究をしてお 

りまして学術協定も結んでおります。
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VENUS, The Victoria 
Experimental Network 
Under the Sea 

新たな観測システム構想 

ヴィクトリア大学の先駆 
的なNetWorkシステム 

Venus in Tokyo 

実は先週ビクトリア大学に行ってこの協同研究につい 

て更に拡大するお話をしてきたんですが、現在ビクトリ 

ア大学が取り組んでいるネットワークシステムというの 

を最後に簡単にご紹介して私のお話を終わりたいと思い 

ます。 

ビクトリア大学では VENUS、Victoria Experimental 

Network Under the Sea といういわゆるファイバーオプ 

ティックで陸のステーションとノード（カセットみたい 

なものでここに観測装置をたくさんつける、或いはカメ 

ラをつける、いろんな測器をつける。こういうことが可 

能なもの）を大学の研究室に結ぶシステムを開発してい 

ます。 

これらは決して新しいものではないんです。ただこの 

ノードというものを、カセット式にして、新しい測器を 

持ってきたらもうユニバーサルジョイントがついてい 

て、パワーもデータも差し込めばいいようになっており 

ます。 

世界中の人が、誰が来てもこの様式に合う形でプラグ 

を持ってくれば誰でもこのシステムが使えるようになっ 

てデータが世界中に提供できる。 

それからこの大きな点は Educational System として 

もカメラを使って、市民の方に海の中でこんなことが起 

こってるんだという興味を誘うアウトリーチの手法とし 

て活用することができることです。 

こういうものをぜひとも久里浜の沖に VE NUS in 

T o k y o 、適当な名前がなかったのでこうしたんですが、 

こんなものをつくって、或いはこのもっと広げたネット 

ワークシステムがつくっていけたらもっと海の観測、そ 

れから市民の方の興味も海に対して興味が広がるんじゃ 

ないかと考えております。
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　５． 東京湾の再生に向けた取り組みと研究成果－４ 

都市臨海部に干潟を取り戻すプロジェクト 

国土技術政策総合研究所 沿岸海洋研究部 

海洋環境研究室長 古川恵太

　「都市臨海部に干潟を取り戻すプロジェクト」 では、 平成15年度より実践的研究として、 阪 

南２区整備事業により造成された干潟において、地形の安定性や生物の定着に関する共同実験をおこ 

なっています。また、東京港芝浦運河において、運河護岸を利用した生き物の棲み処づくりの研究 

を実施しています。こうした取り組みを通して、市民が親しめる自然生態系や生き物の棲み処を都 

市臨海部に再生しえることを実証し、 干潟、 海草・海藻場、 ヨシ原が持つ海水浄化機能や生物生 

息機能等を再生 ・ 強化する自然再生技術の確立を目指しています。 

そうした海の自然再生技術を適用する場の選択にあたっては、 自然環境や社会的環境などに配 

慮していく必要があります。 平成17年度には、 東京湾沿岸の護岸や干潟における生物の生息状況 

を把握し、 環境条件との対比を試みました。 そうした成果を自然再生の計画立案に資するために 

「東京湾環境マップ」としてとりまとめました。これは、東京湾環境グランドデザインの行動計画 

の 「 ２． 適材適所の生物生息場の開発 (1) 生息場適地のリストアップ， マップ化， ゾーニング」 

の実現への一歩と位置づけられます。 

また、背後に大都市東京を抱え、周辺は京浜工業地帯である典型的な都市臨海部の京浜運河・ 

芝浦運河に着目し、底生生物を指標とした場の特性把握や、市民との協働による流動調査などを行 

いました。運河部における自然再生の可能性を考える上で、浮遊幼生による生物ネットワークの考 

慮や、運河部の水平・鉛直に分布する水塊構造による流れの特徴を考慮する必要があることが示唆 

されています。 

最初に Mike Connor さんがご指摘になりましたように、 

湾を再生していくという時にきちんとした目標、評価指 

標、そして具体の行動計画が必要であるというようなお 

話がありました。 

私の方からは、東京湾再生の具体の行動計画として、 

もし干潟や浅場を再生するとしたらばどんな形のものが 

できるんだろうか、という発表をさせていただきたいと 

思います。 

都市臨海部に干潟を取り戻すプロジェクト 

国土技術政策総合研究所 

沿岸海洋研究部 海洋環境研究室長 

古川恵太 

第7回東京湾シンポジウム

46



38 

干潟を取り巻く環境 

地球温暖化 
（水位上昇・気候変化） 

人間活動の影響 

潮上帯 潮間帯 亜潮間帯 

陸水影響（土砂・淡水供給） 海水影響（潮汐・波） 

堆積・泥化・生物活動 

干潟の再生技術 

1.  地形が動的に安定している 
2.  生産者・消費者・分解者が適当な割合で 

住み付く 
3.  季節変動やイベントに対して、生態系とし 

回復力を持ち持続的に維持されるととも 
に、生物の遷移が見られる場合がある 

4.  生態系として、洪水調節・生物生息・生物 
生産・海水浄化・親水利用等の機能を発 
揮する 

大阪湾：阪南2区での干潟造成 

•  都市部における沿岸域の自然再生のあり方 
•  （１）地形の安定と （２）生物多様性を指標とし 

そのた技術開発 

都市臨海部に干潟を取り戻すプロジェクト 

連続性を模した干潟 連続性を模した干潟 

連続性のある干潟 連続性のある干潟 

中仕 
切堤 

潜

堤 中仕 
切堤 
中仕 
切堤 

潜

堤 

潜

堤 

アマモ造 
成実験 

ヨシ移植 
実験 

各種材料による 

地形変動調査 

干潟地形安定 
化実験 

波浪･土質によ 
る干潟性能実験 

流動・地形・水 
質調査 

鳥類調査 

水生生物調査 

大阪湾における 

共同実験の概要 

対象としている場はこのように干満が繰り返す干潟で 

す。そのシステムにおいては、陸から人間の影響、海の 

影響、川の影響、川が運んでくる土砂の影響を受けてい 

ます。海からは潮汐だとか波だとか浸食の影響、ものが 

運び去られる影響を受けます。また生物がたくさん住ん 

でますからその生物による影響として、堆積させる、溶 

出させる、動かす、耕運するというようなことが起こり 

ます。 

非常に動的な場であるということが分かってきまし 

た。ですからこんなに動きのあるダイナミックな場所を 

どうやって再生していったらいいんだろうかということ 

を考えなければいけません。 

いくつかポイントがあるかと思います。1 つは動的に 

安定していること。例えば嵐が去ってしばらくしたらま 

た同じ地形が表れてくる様な、長期的に見ると、そこに 

その場所がありますよというような安定が必要なのかな 

ということが考えられます。 

次に、様々な生き物が、アサリだけではなく、それを 

支えるいろいろな次元の生物が一緒にいるということ。 

さらには、地形が動的に安定しているのと同じように 

生物が安定していること。それは例えば青潮、赤潮で一 

時的に生き物が死に絶えた後、しばらくするとまた生物 

が戻ってきて、その種が交代し、遷移が起こるというよ 

うな動的に安定な状況です。 

そういう地形が安定し、適当な割合で生物が住んで、 

変動に強いということが達成された後、きっとその生態 

系はいろいろな機能を持つようになるんじゃないかと思 

います。 

ですからこれから干潟をつくっていきたいと言った時 

に最初から例えば海水浄化ができるような干潟が欲しい 

というのはかなり難しいことであるということを認識し 

て、少しずつできることから前に進んでいかなきゃいけ 

ないのではないかというふうに考えているところでござ 

います。 

この都市臨海部に干潟を取り戻すプロジェクトは、 

様々な場所で具体的にいろんな手を加えながら干潟づく 

り、藻場づくり、また生き物の棲み処づくりを試しなが 

らやっていこうというプロジェクトです。 

大阪湾でやった事例をまず最初にご紹介します。 

地形を安定させること、生物多様性を高めることとい 

うふうに目標を置きますと、かなり平たくて広い、浅い 

ところから深いところまである広い干潟を作らなければ 

なりません。とてもこんな大きな干潟をつくるのは難し 

いということで、途中から短くしてしまったような干潟 

をつくったらどうなるかという実験でございます。 

場所は大阪湾の関西国際空港の近くですけれども、阪 

南 2 区の人工干潟というのがございます。その中の干潟 

が真ん中で中仕切り提で仕切られていまして、段々畑の 

ようになっています。 

その上で様々な生き物の調査、または地形を安定させ 

るための工法の調査というものを、共同実験として民間 

の方、大学の先生、自治体の方等と一緒になって実験を 

進めておるところでございます。
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L1干潟 
L2干潟 

ベントス標高分布（グループ別） 
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L1干潟 
L2干潟 

潮帯① 

潮帯② 

潮帯③ 

ベントス標高分布（グループ別） 

タイドプール 

潮帯① 

潮帯② 

潮帯③ 

大阪府立水産試験場提供 

東京湾：芝浦アイランド 

•  市民の手の届く自然再生のあり方 
•  生き物の棲み処づくり 

都市臨海部に干潟を取り戻すプロジェクト 

この干潟というのが棚田になっています。その棚田の 

ある部分を見てみますと海浜としてなだらかにずっと海 

の方に傾斜を持っている、いわゆる砂浜のような場所が 

（L 1 ) できました。それと手前のところ、ほぼフラットで 

水たまりができてしまうよう場所（L 2 ) ができました。 

この 2 箇所で生物の棲み具合というのが変わるのかと 

いうのを見てみました。 

例えば徐々に浅いところから深いところに変化してい 

くような干潟の中では、イソギンチャクからはじまって 

ニナがいて貝類がいて、スピオがいてヨコエビがいてと 

いうように、浅いところから深いところまで非常に多く 

の生物が棲み分けているという状況が分かります。これ 

が恐らく目指すべき自然の干潟に近い生物分布ではない 

のかなと思います。 

一方 Tide Pool のできているこちらの領域について生 

物分布を同じように書かせてみると、この浅いところに 

生物が固まっています。もちろんその場所として深いと 

ころがないですから、浅いところにしか生物がいないと 

いうのは正しいんですが、本来深いところにいるべき生 

物も浅いところに出てきているのです。結局水たまりが 

あったおかげで場所を小さくしても、もともと大きい領 

域でしかいられなかった生物も棲めるようになったん 

じゃないかと考えています。 

干上がってくるとよく分かるんですが、中仕切り提か 

ら仕切られたこの水平の干潟面上にぽちぽちと水たまり 

が出来ています。この中で深いところの生物が生きなが 

らえている。こういう水たまりのつくり方というのは 

我々が干潟をつくる時に今まであまり考えられていな 

かったものです。 

こういう工夫をすることで制限された場所の中でも鳥 

がきて、ヨシが生えて、いろいろな生物が棲むというこ 

とも可能になるんじゃないかと思います。 

そういうとっかかりが得られたような実験でございま 

した。 

ところ変わって東京湾の中です。東京湾の中では市民 

の手の届くところでの自然再生、特に生き物の棲み処づ 

くりという視点でそれができないかというような実験を 

しています。 

水たまりを掘りました。これは東京湾の奥の東京港の 

芝浦アイランドという大型のマンションが建設中の埋立 

地の周囲の護岸です。 

ここを東京都が運河ルネッサンスの一環として、その 

周囲を歩ける、水辺に親しめる護岸を整備することにな 

り、その一角に水たまりをつくって生き物の棲み処づく 

りを実験的にしてみたところでございます。
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１４ｍ 

潮溜まり： 
十分な光量、水温上昇 

↓ 
藻類の繁茂→酸素供給 

↓ 
稚魚の移集 

芝浦アイランド生き物の 
棲み処づくり 

砂溜まり： 
基盤の安定 

↓ 
底生生物の移集 

生産 

消費 分解 

潮溜まり 
項目 A池（北側） B池（南側） 

水質 水温(℃) 25.0 25.2 
塩分(psu) 6.0 5.0 
DO(mg/l) 5.4 3.8 

個体数（匹） ボラ 180 400 
ハゼ 154 350 

ウナギ 2 1 
エビ 5 23 
フナ 0 1 

東京湾環境マップ 

COD負荷量 
1920年 
総計107 t/日 

COD負荷量 
2000年 
総計229 t/日 

多摩川 
鶴見川 

低濃度 高濃度 

荒川 

江戸川 

底質からの溶出の影響 

河川からの直接 

流出の影響 

千葉港 

羽田～横浜 

三番瀬 

湾外への流失(16%) 

横浜南部 

君津～富津 

盤洲 

三枚洲～東京港 

クラゲ等に 

食べられる（25%） 

その水たたきの部分の図面が出てます。流動化処理土 

（非常に固くなったコンクリートみたいな土）の上に石 

を並べてあり、満潮時には、約 5 0 ～ 6 0 c m 浸水するとい 

うような場所です。そこに小さな約 5 0 c m の穴を掘り、 

生き物の棲み処としました。 

穴を掘り、潮だまりができるとどうなるのかという 

Mike Connor さんの言われる Conceptual model は、以下 

のとおりです。 

十分光が届くような浅い潮だまりを作ると、水温も暖 

まってきて藻類が非常に繁茂する。その藻類が酸素を出 

す。こうした環境に稚魚が寄ってくるということが考え 

られます。 

逆にここに砂を入れて、砂だまりをつくってやると基 

盤が安定し、ゴカイだとかカニだとかいったような底生 

生物と言われているものが来るんじゃなかろうかという 

ことが考えられます。 

そういう藻類、稚魚、定性生物というのは物質循環の 

中で生産とか消費とか分解を役割分担している生き物達 

ですから、それがうまい具合にバランスしてくれればこ 

こは生き物の棲み処として非常に魅力的な場所になるの 

ではないかと思っています。 

こうした仮説を検証するため、まず最初、潮だまりだ 

けつくりました。場をつくってから 1 ヶ月位の期間で、 

ボラが 2 0 0 匹以上、ハゼが 1 5 0 匹、一方では 3 5 0 匹、う 

なぎが少しいて、エビが何匹かずついる。非常にいろい 

ろな生き物が棲んでくれるということが分かりました。 

現在は今度は同じ場所を同じように砂で埋めたら何が 

起こるんだろうかという実験をしいます。ここの砂はい 

ろいろな生き物の棲み処になる。またその棲み処として 

使ってる生き物達がその砂の中に含まれている有機物を 

餌とするということも考えて、少しシルト分が混ざりや 

すい山砂を持ってきています。 

残念ながらこちらでまだ定性生物が何が何匹いました 

という表が出来ていませんので絵だけお見せしますけれ 

ども今こういう比較実験をしています。 

穴（水だまり）と砂場（砂だまり）を何対何でつくる 

のだろうかというようなことを、市民の人達と相談しな 

がらつくっていこうということを考えています。 

こういう身近なところに干潟ができると皆が見に来る 

ことができます。触れることができます。もしかしたら 

食べることが出来るかもしれない。 

そういう場所ができて機能を発揮するというところま 

でいければ、干潟づくり、藻場づくりというのがひとつ 

目指している段階まで来たのじゃないのかなと思ってる 

ところです。 

もう 1 つの問題は、そんなものをつくるいい場所って 

あるんですか？どこに再生するんですか？きっと干潟も 

藻場もそれ単独で生きているわけではなくて、先ほどの 

干潟の絵にもありますように陸からの影響も受けていま 

す、海からの影響も受けています。ですからきっといい 

場所を選んであげないときちんとできないだろうという 

ことです。 

今日お手元にお届けしました東京湾環境マップという 

ものがございます。これ、私どもの調査した成果や、数 

値計算をした結果等を中心にしてまとめたものです。
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東京湾環境マップ 
防波堤の構造 

付着の厚さ 
調査地点名 

海底の様子 

付着動物の被度 

付着動物の個体数 

海藻等の被度 

護岸 

Goal Setting 

目標設定 
Site Characterization 

場の理解 

自然再生の定義 
＝ 復元力のある生態系 

モニタリング 
モデル化 
＝ 場の変動特性・ネットワーク 

R&D, Menu building 

手法開発 

実証実験 
＝ メニュー開発・効果の評価 

Systematic Approach 

システム化 
制度や仕組み 
＝ 包括的計画・順応的管理 
＋ 市民参加・協働 

自然再生に向けた技術開発 

Objectives 
個別目標 

個別目標 
・地形、泥分の制御 

（年間＊＊ｃｍの堆積 
泥分＊＊％の維持） 

レベル２ 

システム化の鍵：順応的管理 

Review 
管理手法のレビュー 

Implementation 
管理手法の設定・改善 

Monitoring 
モニタリング 

包括的目標 
（地形・泥分が長期的に緩や 
かに変化し、水質・生物が持 
続的に生息できる環境） Goal 

目的 
レベル１ 

具体的管理手法の提案 
例えば：通水量の制御 
上流からの泥輸送制御 

レベル３ 

東京湾環境マップ 

干潟 

調査地点名 

調査測線 

周辺図 

ベントス個体数 

調査測線の地形 

調査点と底質 

そういう場所づくりの参考になるものを皆がハンディ 

に持つことができたら、皆でいい場所を探すことができ 

るんじゃないかと考えて作りました。 

何しろ東京湾は狭いとは言え広うございます。今考え 

ている干潟づくりの大きさが 1 0 m とか 2 0 m とか、そんな 

規模からと、思ってますので小さいところをくまなく探 

すためには皆さんの目が必要と思います。 

その時に地形、流域圏からの負荷、黒潮の影響、赤潮 

のブルーム、水路の中の環境勾配等、いろんなことがあ 

りますのでこういうことも気にしながら環境を見ましょ 

うという提言のためのマップです。 

マップ本体には 1 つは護岸がどんな形をしているの 

か、そしてそこに何がどれ位の厚さでついているのか。 

動物だったらどれ位の面積の割合で張り付いているの 

か、何匹いるのか。植物は面積だけで数えていますけど 

何％の領域を覆っているのかというようなことが書いて 

あります。 

干潟についてのマップには、底質の粒度を背景として 

（黒いところは細かいシルト粘土、白いところは砂）干 

潟の地形と底質とどんな生物がいるのかというような図 

をまとめてみました。 

神奈川側から東京湾奥に行って千葉側のところの湾後 

に戻ってくるというふうにして個体数を書いてあげます 

と、実は湾奥の方が多い。干潟の環境と付着生物が生息 

する環境は同じではない。だからその場その場で合った 

ことをやっていかなきゃいけないということが分かった 

らいいなという気持ちで、バージョン 1 をつくりまし 

た。 

Mike Connor さんのご指摘されたように、自然再生に 

は、目標、場をちゃんと理解すること、管理手法が必要 

です。またその手法の中でも特にシステム的にアプロー 

チすること、山崎先生がご指摘した順応的な管理といっ 

たようなものが大切だと思っています。 

この図は順応的管理の図です。こういう何回も何回も 

繰り返しながら進めていくというようなことができたら 

いいなと思っています。
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東京湾の環境改善のために 
今、始められること 

場に合った再生 

継続的なモニタリングやフィー 
ドバック（順応的な管理） 

自然科学的条件ばかりでなく 
社会的背景への考慮 

行政：関係者からの情報を集 
約・判断 

研究者・住民：情報提供 

住民：当事者意識を持つ 
行政：仕組みづくり 
研究者：指標や道具作り 

みんなで：お互いの活動・経緯 
への理解と配慮（思いやり） 

自然再生のために 
忘れてはならないこと 
自然再生のために 自然再生のために 

忘れてはならないこと 忘れてはならないこと 

自然再生は、 
人と自然をつなぎ合わせることと理解する 

かかわる人は、 
個人的な仕事としてではなく、 

組織としての取り組みを心がける 
でも、組織を作るだけでなく、汗を流すこと、 

発表の場所（自己表現の場）があること等も大切 

ネットワーク化のために、 
予期せぬことを仕掛け、アクセントとする 

協議会とか、何とか研究会は、かたくなりがち 
各人の想いが実は共通であることをよりどころに 

かかわり方の仕掛けとして、 
活動への多様な係わり方を用意する 

自由に使える場所や施設も、重要な要素 

見て、さわって、私たちができることを考えられるように 

自然再生のためのパネル展より 

http://www.meic.go.jp 

場に合った再生をするためにいろいろな情報が必要に 

なってくるんだろうと思います。 

順応的管理をするためには住民の方々が当事者意識を 

持つ、またそれを支えるために行政が仕組みづくりをす 

る、研究者が実際にどうやってつくるの？というような 

今日の干潟づくりのお話みたいなところを解決してい 

く。そういう 2 人 3 脚でも 3 人 4 脚でも 1 0 人 1 1 脚でもし 

なきゃいけない状況かなというふうに考えております。 

そして最後は、全員がお互いの目的なり見方というの 

は違うというのが大前提として、お互いの違いを認め 

て、その違った状態のままで緩く統合し、 「お互いを思 

いやる」という言葉を使わせていただいてますけれど 

も、そういう取り組み姿勢で東京湾の環境、また他の湾 

の環境について取り組んでいただけたらいいなというこ 

とを提言させていただいて私からの発表を終わりたいと 

思います。 

どうもありがとうございました。

51



43

　５． 東京湾の再生に向けた取り組みと研究成果－５ 

東京湾湾奥部における水域調査 

「出水後の影響と京浜運河における汚濁負荷の挙動について」 

独立行政法人 国立環境研究所 

水土壌圏環境研究領域 ・ 海洋環境研究室 牧 秀明氏 

東京湾は、 首都のお膝下に存在する我が国の代表的な閉鎖性海域の一つです。 

戦後の高度経済成長時代、公害問題が深刻な状況であった頃にくらべて東京湾の環境はかなり改善 

されたものの、水質や生物生息環境は充分回復したとは言えず、特に赤潮や青潮(海水中の酸素が無 

くなることにより発生する)が毎年発生していることから、 「かわいそうな海」 とも言われていま 

す。

広くも深くもない一つの海を取り囲む人口が2,600万人にも及ぶという世界的に例をみない海域で 

ある上、自然浄化機能を有する干潟の大部分が埋め立てにより消失したことがそのような状況をひき 

おこしています。 湾周辺の下水道の普及率は非常に高く、 特に東京都23区では我が国で最も初期 

の頃から敷設され、 現在90％以上の下水が処理場で処理されて東京湾に流れています。 

ところが残念なことに、 東京湾に毎年発生する赤潮の原因物質である窒素 ・ リンは、 既存の下 

水処理場では充分には除去できません。 

また、これらの下水道は合流式と呼ばれる古い方式を採用しており、路面に降った雨水なども汚 

水と一緒に下水管に流れ込んでしまうため、末端にある下水処理場が処理し切れなくなって、未処 

理のまま河川や海域に直接放流されることが、 しばしば起こっています。 

そこで私達は、秋に台風が通過した後、東京湾の詳細な調査を行い、増水した多摩川や荒川から 

水や未処理の下水が流入することで、どのような影響があるのかを調べてみました。すると海水の 

塩分濃度は、 羽田空港の周辺で通常の 3 分の1 以下に薄まることがわかりました。 

海水浴場の水質指標の一つである糞便性大腸菌は、平水時の100～1万倍くらいまで高くなり、 

アクアラインの通風口である「風の塔」までその分布が広がっていました。通常は下水処理場で汚 

水が処理され、塩素消毒されるため糞便性大腸菌はあまり検出されないのですが、前述の通り、雨 

が降って下水量が増え、処理場で処理し切れなくなり、そのまま海域に放流されるため、このよう 

なことが起こってしまいます。興味深いことに、一般的な汚濁負荷の総量を示す有機性炭素や窒素 

については出水による増加は認められませんでした。赤潮発生の原因の一つであるリンについては、 

出水時には沖合に行くほどその現存量が増えていることが分かりました。 

赤潮は秋に終息に向かいますが、今後は台風や秋雨による出水でリン等が一時的に増えることによ 

り、再度赤潮を発生させることはないのか等、更に詳しく調べていく必要があると考えています。 

（国立環境研究所 Web ページ 「ふしぎを追って - 研究室の扉を開く - 常陽新聞掲載コラム記 

事」より引用 http://www.nies.go.jp/osirase/koramu/051026.html）
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東京湾湾奥部における水域調査 東京湾湾奥部における水域調査 

「出水後の影響と京浜運河における 「出水後の影響と京浜運河における 

汚濁負荷の挙動について」 汚濁負荷の挙動について」 

独立行政法人 独立行政法人 国立環境研究所 国立環境研究所 

水土壌圏環境研究領域・海洋環境研究室 水土壌圏環境研究領域・海洋環境研究室 

牧 牧 秀明 秀明 

調査研究紹介 調査研究紹介1. 1. 

東京湾湾奥部における 東京湾湾奥部における出水 出水の影響 の影響調査 調査 

砂町 
42万m 3 

(19万t/回) 

砂町 
42万m 3 

(19万t/回) 

葛西 
32万m 3 

(11万t/回) 

葛西 
32万m 3 

(11万t/回) 

多摩川 
161万m 3 /日 
3040%: 

下水処理水 
東京都23区内下水処理場 

日平均処理水量：約400万m 3 
東京都23区内下水処理場 

日平均処理水量：約400万m 3 

出典 東京都下水道局ホームページ 出典 東京都下水道局ホームページ 

荒川 
184万m 3 /日 

臨海部の処理場名 
1日当たり処理水量 
(簡易処理水放流量) 

臨海部の処理場名 
1日当たり処理水量 
(簡易処理水放流量) 森ヶ崎 

122万m 3 
(34万t/回) 

森ヶ崎 
122万m 3 

(34万t/回) 

芝浦 
64万m 3 

(18万t/回) 

芝浦 
64万m 3 

(18万t/回) 

隅田川 
380万m 3 /日 
5070%: 

下水処理水 

雨天時に膨大な量の 
簡易処理水，または 
未処理の生下水が放 
出されている。 

雨天時に膨大な量の 
簡易処理水，または 
未処理の生下水が放 
出されている。 

東京港周辺の下水処理場と河川からの淡水流入量 東京港周辺の下水処理場と河川からの淡水流入量 

‘86年8月 
Landsat撮影 
‘86年8月 

Landsat撮影 

降雨時の汚濁負荷流出の仕組み 

国立環境研究所の牧と申します。 

今回お話させていただくのは観測を中心にした、いわ 

ゆる合流式下水道越流水の問題です。雨が降った後に未 

処理の下水が東京湾の湾奥部に直接流れて行く、それで 

オイルボールなどがお台場内に漂着して景観上にもよろ 

しくないというようなこと、赤潮の原因になってます栄 

養塩とか炭素、窒素、リンとかそういったものに関して 

どのぐらい影響があるかということを、ちょっと沖合い 

に出て調べて見ましょうということで調査を始めまし 

た。 

もう 1 つは京浜運河、これは羽田空港に行きますモノ 

レールの直下にあり、皆さんよくご存知の運河ですが、 

ここに東京都の非常に巨大な、日本でも 1 番大きな下水 

処理場が隣接しております。そのためにどうしても処理 

をされても高濃度の窒素・リンを含んだものが運河沿い 

に密集して放流されるということで、汚濁負荷が一体ど 

ういうふうに動いてるのかということがいろんなことか 

ら興味を持たれまして、それを詳細に調べたということ 

をご紹介させていただきます。 

まず 1 番目に出水後の調査結果になりますが、我々が 

調査したのは主に東京都の常時監視点です。東京都の環 

境局がやられてます公共水域における常時監視ですの 

で、大体羽田空港の南側、ちょうど今アクアラインがご 

ざいます風の塔から東京湾の湾奥部、お台場まで含める 

大体西側の東京都側が調査域と思っていただいて結構で 

す。 

これは必ず使われる、なぜか神様が 1 回だけお許しに 

なったらしいんですが 8 6 年、今から 2 0 年前になります 

けどランドサットが撮った写真です。 

雨が降った後にこの荒川とか隅田川とか、多摩川から 

濁水が流れ込んでくるという非常に分かりやすい写真で 

す。荒川と隅田川、多摩川というのは代表的な東京湾に 

流入する川でありますが、それに匹敵するか、それ以上 

の下水水、処理水が東京湾に直接流れ込んでいます。 

もちろん川のそれぞれの上流側には更に他の処理場が 

ございますので東京湾に対する淡水流入として下水の処 

理水が構成してる割合が非常に高い。個々の処理場で， 

それぞれの下の括弧で書きましたように、雨の時に簡易 

放流しているいわゆる未処理水の放流量というのが、実 

際に調べられております。 

これは共同研究者の安藤さんに描いていただいた絵で 

す。合流式下水道の越流というのはアメリカでも C S O 

(Combined Sewage Overflow)といって略語としても知ら 

れているぐらい有名な現象なんですが、当然いわゆる面 

源負荷、ノンポイントソース、それから道路からの 

ファーストフラッシュ、そういったものいろいろ含めま 

して雨降った時に普通ではない汚濁負荷が東京湾、或い 

は周辺河川に流れ込むといったことがございます。 

雨によって違いますけども東京都の場合ですと、ここ 

に書いてありますように年間 3 0 回ぐらいのいわゆる未 

処理水の越流というのが起こります。 

放流口は 8 0 0 箇所ぐらいあるだろうと言われておりま 

す。
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出典：国土交通省ﾘｱﾙﾀｲﾑ【川の防災情報】 
ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞhttp://www.river.go.jp/ 
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田園調布堰下 
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台風21号上陸 

荒川南砂町 

平成14年増水時調査前後の首都圏降雨量と主要河川の水位変動 
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59.5 10月1日 
0.0 10月2日 

1.0 9月27日 

7.0 9月30日 
0.0 9月29日 
29.0 9月28日 

降雨量 
[mm] 

月 日 

水
位
[m

] 
水

位
[m

] 

10/1 

0 
4 
8 
12 
16 
20 
24 
28 
34 ’02年10月 

出水時 

’03年 5月 
平水時 

淡水が沖合 
まで拡がる 

荒川 
河口 

風の塔 

塩分 
[psu] 

25 
20 
15 
10 
5 
0 

25 
20 
15 
10 
5 
0 

水
深
 [
m
] 
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’02年10月 
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’03年 5月 
平水時 

濁水が沖合 
まで拡がる 

荒川 
河口 

風の塔 
出水による濁度の拡散具合 

雨が降った時の東京湾に与える影響というのが大きい 

だろうということで調査を行いました。 

先ほど申しましたように、アクアラインの海底トンネ 

ル通風孔から荒川の河口域（これは東京都の常時監視 

点）、羽田空港の北側にございます京浜運河の辺（越流 

が行われている点）で影響が大きいということで、主に 

この赤域と青域、特に今日は主にこの荒川河口から南下 

した方向の結果について発表致したいと思います。 

これはもう古い話で恐縮なんですけど、今から４年 

前、台風 2 1 号が上陸したときの状態を示しております。 

それほど強くないんですが、まとまった 6 0 ミリぐらい 

の雨が東京都にありました。実は荒川の上流側とかに 

もっと強い降雨があり、ここにありますように、荒川と 

か多摩川で危険水位に達するかというぐらいの増水があ 

りました。 

当然下水の越流の一番最初の影響というのは雨が降っ 

た直後に出るんですが、雨の影響がそこそこ引いた後に 

調査に出ました。 

荒川の河口から南の方向、大体 1 0 数キロですが、表 

層に大体 1 0 パーミルかそれ以下の塩分の水がずっと沖 

合いまで拡がっていました。それが再び 1 回薄まったよ 

うな感じで、また墨田川とか多摩川の水が横から入って 

きた後も、相当沖合いまで、ちょうどこう鋭く人間の舌 

の形で伸びているような形で淡水のプルームが見られま 

した。 

濁質が河口付近から沖合いの方に、表層の甘い水に 

乗っかって、同じように流れていく。東京湾の表層は雨 

の後は濁質に覆われている。 

特に湾奥部はそういった様相を呈するというのがここ 

でよく分かります。
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鉛直方向 鉛直方向( (1 1～ ～1.5 1.5 m m間隔 間隔) )の採水（実用特許新案申請中） の採水（実用特許新案申請中） 

投下 回収 採水 
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溶存態全窒素 
リン総量分布 
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DTP総量 (mol/m 2 ) 

‘02.10/3 
‘02.10/4 
‘03.5/27 
‘03.5/28 

増水時 

平水時 

単位面積当たり 
円柱状水塊中の 

総栄養塩量の推定 

‘02.10/3 

‘03.5/28 
‘03.5/27 ‘03.5/27 

‘02.10/3 
‘02.10/4 

‘03.5/28 
‘02.10/4 

0  0.5  1.0  1.5  0  0.04  0.08  0.12 

もう 1 つ特徴的なのは、この糞便性大腸菌になりま 

す。アメリカでも相当問題になっている、要するに大腸 

菌指標であります。 

大体平水時でもそこそこ大腸菌というのはございます 

が、雨が降っている時ですと沖合いでも大腸菌の濃度は 

それほど減少することなくずっと広がっています。 

この糞便性大腸菌はもともと人間の体から出ているも 

ので恐らく海水の中ではそんなに生きていられないと考 

えられるんですが、こういった時ですと相当沖合いまで 

生きたまま大腸菌が流れることになります。また、コレ 

ストロールの代謝物のコプロスタノールという化合物も 

やはり雨の時は懸濁体粒子に乗っかって相当高濃度で、 

ずっと沖合いの方まで広がっていくということが示され 

ております。 

これは東京都環境科学研究所の安藤さんが考案されま 

した多段採水器です。東京湾の場合は表層から下層まで 

の栄養塩の差が大きいので、1 メーターピッチで詳細な 

その鉛直の分布を取りたいということで考案されまし 

た。 

これは医学用の注射器を 1 メーターおきに並べた非常 

に簡便な採水機ですけども、これを用いることで同時に 

多層の海水を取れて、鉛直のプロファイルを知ることが 

出来ます。 

これで観測しますと、平水時でも河口域というのは大 

変な濃度の硝酸がございますが、雨になりますと大体倍 

か倍以上ぐらいの硝酸性窒素が、ずっと沖合いまで淡水 

に乗っかって広がる様子がわかります。 

そして窒素、リンの総量はどうなってるかということ 

なんですが、実は窒素に関しては雨の時にそれほど総量 

として増えている感じはない。 

リンの総量に関しては、この濃度に沖合いに行きます 

程に増える面積をかけて算出しますと、雨が降った時の 

総量というのは顕著に増大していることになります。 

東京湾の場合、一般にリンが律速因子と言われており 

ますので、大体秋になって赤潮が収まりかけた時に 1 回 

雨が降ってこのような懸濁体粒子から猛烈にリンが供給 

されると、赤潮を起こす引き金になるというような可能 

性がもしかしたらあるかもしれません。
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東 東 

懸濁体粒子の中の有機炭素の内訳です。これは 5 月と 

いうことでもう 1 つ対照としては良くないんですが、当 

然赤潮状態ですから普通は生産が高い時ですと圧倒的に 

植物プランクトンが高いはずなんです。 

しかし、雨が降った時に、我々が調査した時は沖合い 

でもほとんど陸起源のデトリタスが P O C を占めている、 

そういう傾向があります。 

運河域からちょっと沖合いの方でも同じような傾向が 

ありまして、生物生産よりはどうも陸域からと思われ 

る。この中身はわかりませんが陸起源のデトリタスに 

よって P O C の内訳は占められている傾向があります。 

今度運河部の話に移らさせていただきますが、この運 

河は、先ほど古川室長からご紹介ありましたけど非常に 

多様な面を持っておりまして我々が注目する 1 番の理由 

は、我が国でも 1 番大きな、巨大な下水処理場、今は水 

再生センターと言っておりますけども、それから雨水の 

時に合流式下水道をまくためのポンプ場というのがある 

からです。 

ここには、先ほど古川室長の方からご紹介ありました 

ものの他に東京都がおつくりになった人工干潟、それか 

ら大田区がおつくりになった人工干潟、また野鳥公園 

等、こういった人工なり天然の干潟がございます。 

ここの運河部に四角い点で示されているところが、東 

京都環境局の基準点です。この運河の中の流れは非常に 

複雑でどうなってるのか分かりません。また、羽田空港 

の滑走路が増設され、中央防波堤が延伸され、更に人工 

干潟も造成されているということで、いろいろなことが 

起こっている水域でございます。 

水再生センターからの汚濁負荷の話ですが、東京都の 

下水道局の場合、非常にいろんな条件があるんですが、 

全体の窒素量としては非常に処理成績はいいんですが、 

アンモニア態窒素のまま運河（森ヶ崎や芝浦）から排出 

されています。大変な濃度のアンモニア態窒素がこの東 

京湾の西の奥の方にはまだ分布しているということにな 

ります。 

これも安藤さんがまとめられたデータですけども過去 

2 0 年間近いデータでこの運河 2 3 というところを見てみ 

ますと 5 p p m、1 0 p p m に近いような濃度のアンモニアが常 

時検出されています。
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これは 7 月に記録的な猛暑の日に我々が観測した結果 

です。芝浦高浜運河からずっと縦に多摩川まで貫く海老 

取運河のとこまでこういう縦の測線で観測しました。溶 

存酸素はもう底層の方にはほとんどありません。夏です 

から当たり前なんですけども、そういう貧酸素の状態が 

形成されておりました。 

これは栄養塩の分布がどうなってるかという図です。 

上げ潮時にはどうも北向きに全体に流れています。下 

げ潮時には、芝浦の処理場から流された硝酸態窒素の魂 

りが、南下するようです。 

ただし森ヶ崎の硝酸体窒素が卓越しているものはプ 

ルームになっていて、当然下げ潮の時にはちょっと多摩 

川側には広がっていくような傾向がありますけども、下 

げ潮時にはむしろ逆の方向に（北側に）ずれる感じに 

なっています。後でなんでこういうことになるかってこ 

と申し上げますけど、とにかくそれほど拡散せずに濃い 

まま、こういうような分布で上げ潮、下げ潮によって移 

流されているということが分かりました。 

今度は、横の方向、ちょうど大田区の人工干潟から城 

南島の南への方向、隅田川航路の方になりますけども横 

向きに関しても同じような規則的な動きありました。 

上げ潮時には処理場から放流された窒素とかリンがど 

ちらかというと奥まったところにどんどん押し込まれて 

いるような様子が見れます。 

ところがこれが下げ潮時になりますと、こっちの内湾 

の方に広がって押し出されるような様子が見れます。 

ですから、ここの森ヶ崎の東から放流された汚濁負荷 

はこういうふうに流れていくんだろうということが分か 

ります。 

今度は新平和橋と稲荷橋での観測結果です。新平和橋 

では、下げ潮時にはやっぱり窒素というのは非常に薄 

い。ところが上げ潮時になると上がってきます。 

稲荷橋では、高濃度の窒素が下げ潮時に流れていき、 

上げ潮時になりますとそれほどでもないという状況で 

す。 

この 2 つの運河では下水処理場から来た汚濁負荷が、 

潮の上げ下げで非常に規則的に彷徨するという特徴があ 

ります。
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森ヶ崎西 

森ヶ崎東 

★ 

★ 
森ヶ崎西 

森ヶ崎東 

謝辞 謝辞

本調査研究は， 本調査研究は，環境省 環境省環境 環境技術開発等推進事業（自然共生型 技術開発等推進事業（自然共生型 

流域圏・都市再生技術 流域圏・都市再生技術研究「 研究「都市・流域圏における自然共生型 都市・流域圏における自然共生型 

水・物質循環の再生と生態系評価技術開発に関する研究（課題 水・物質循環の再生と生態系評価技術開発に関する研究（課題 

代表者：渡辺正孝慶應義塾大学教授） 代表者：渡辺正孝慶應義塾大学教授）( (平成 平成14 14～ ～17 17年度 年度) ) 」） 」） 

の一環として実施されたものである。 の一環として実施されたものである。 

共同研究者・協力者 共同研究者・協力者 

安藤晴夫，川井利雄，山崎正夫（東京都環境科学研究所） 安藤晴夫，川井利雄，山崎正夫（東京都環境科学研究所） 

浦川秀敏（東京大学・海洋研究所） 浦川秀敏（東京大学・海洋研究所） 

中野潤子，加藤美保子，関口博之 中野潤子，加藤美保子，関口博之 

樋渡武彦，越川海，木幡邦男（国立環境研究所） 樋渡武彦，越川海，木幡邦男（国立環境研究所） 

( (株 株) )日本海洋生物研究所 日本海洋生物研究所 

それを漫画的に描きますと上げ潮時にはそれぞれの処 

理場の負荷が北向きに流れていっているのが、下げ潮時 

には森ヶ崎の東系統から来たものが 1 回上がって、それ 

が城南島の南方向に流れているようです。 

多分こういう狭小なところに非常に密度の低い処理水 

が放水されると、海水とあまり混ざることなく表層のプ 

ルームとしてどんどん東京湾の内湾に出ていってしまう 

のではないかと思われます。 

そのため内湾域では、高濃度の窒素が検出されて窒素 

の環境基準に関してはなかなか達成できない。そういう 

ジレンマがあるということです。 

この研究は環境省の環境技術開発研究推進事業（自然 

共生型流域圏・都市再生技術研究、代表渡辺正孝前領域 

長、慶應義塾大学教授）のプロジェクトの一環として実 

施されました。アドバイザリーボードとして細川理事に 

もお世話になりました。共同研究者として参画された東 

京都科学研究所の安藤さん、川井さん、山崎さん、東大 

海洋研の浦川先生、日本海洋生物研究所に謝辞を申し上 

げます。 

どうもありがとうございました。
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　５． 東京湾の再生に向けた取り組みと研究成果－６ 

東京湾の水環境はどう変わったか？ 

－ モニタリングデータで見る水質の変遷 － 

東京都環境科学研究所　安藤晴夫氏 

「東京湾の水質は改善されてきたのか？」これは一般の人々から最もよく聞かれる質問であると同 

時に、東京湾の汚濁問題に取り組む行政や研究者にとっても明らかにすべき最も重要なテーマの一つ 

である。

　東京湾では、 水質総量規制制度が導入されて以来、 既に25年間が経過し、 その間に流域で発 

生する汚濁負荷量は、大幅に削減されたと見積もられている。しかし、それにもかかわらず今日で 

も、 夏場には、 海底付近の海水は貧酸素化し、 赤潮 ・ 青潮も多発して、 目に見える形では、 依 

然として水質改善が進まない状況にある。それでは、これまでの水質汚濁対策は、どう評価したら 

よいだろうか。 ここでは、 こうした問題に対する研究的取組のひとつとして、 水質モニタリング 

データを用いた解析手法（季節調整法および平面補間法）とその結果明らかになった東京湾全域の 

水質の長期変動傾向について報告する（詳細は東京都環境科学研究所年報2005､pp141-150）。 

この解析手法はまた、 同一地点で長期間、 定期的にモニタリングを行うことの重要性も示してい 

る。しかし近年、財政的な理由から、東京湾でも水質モニタリングの規模は少しずつ縮小されつつ 

ある。 水質モニタリングは東京湾再生推進の重要な柱であり、 国、 自治体、 研究者が連携し、 東 

京湾全域を視野に、 早急に水質モニタリング体制の再構築を図る必要があると考える。 

今日は、私ども東京都環境科学研究所と、横浜市環境 

科学研究所、千葉県環境研究センター、統計数理研究所 

が大体 1 0 年以上前から行ってきた共同研究の結果をご紹 

介させていただきたいと思います。 

よく、私は東京湾について話をするときに最初にこれ 

らの写真を出すのですが、左側が 1 9 6 0 年、それから右側 

が 1 9 8 8 年の東京湾の様子です。左の写真で黒く見える部 

分はいわゆる海苔ひびで、この頃の東京湾は、まだ漁業 

中心の海だったことを示していますが、それが右側のよ 

うに今は全く変わっています。 

東京都内湾海域の変貌 

Oct. 1988 
Image of Landsat No.5 TM 

Feb. 1960 
「東京都内湾漁業興亡史」より
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宇宙から見た東京湾 

東京内湾 

・ 形 状 

南北 61 km 

東西 34 km 

・ 水 深 

平均 15 m / 最大 70m 

・ 面 積 

1000 km 2 

（東京都内湾：100 km 2 ） 

・ 淡水流入量 

50%以上 は東京都内湾に流入 

Aug.6, 1986  Landsat TM 5 

東京都内湾 

台風が通過した翌日の東京湾の様子 

陸域からの流入汚濁 

水質汚濁対策（水質総量規制）の効果 

流入するCOD負荷量は 
25年間で1/2以下に 
（N：3/４、P：1/2） 

流入河川：水質が大幅改善 

COD発生負荷量の変遷 

水質汚濁のしくみ 

赤潮の発生 

St.35 

夜光虫の赤潮は色が目立つが、通常は醤油のような色が多い 

これは、先ほど牧さんもご紹介された大雨後の東京湾 

の画像で、東京の周辺に汚濁源である主要な河川や下水 

処理場が集中していることをよく示しているので、これ 

もお見せしています。 

次に東京湾の水質汚濁の現状をお話します。 

総量規制が始まって、この図に表した C O D では、約 2 5 

年で大体半分以下に発生負荷量が減っています。同様 

に、2 5 年で窒素は４分の３ぐらいに、それからリンも半 

分くらいに減っています。 

その結果、河川についてはかなり大幅に水質が改善さ 

れてきています。 

これは東京湾の水質汚濁の仕組みを描いたものです。 

生活排水が流入負荷として添加され、C O D の場合には、 

さらにプランクトンによって汚濁物質が内部生産されま 

す。それからプランクトンは死んで最終的には海の底に 

沈み、海底付近の酸素を消費して貧酸素化が起こるとい 

うことを表しています。 

これは、夜光虫による赤潮でトマトジュースのような 

色ですが、東京湾の赤潮は、普段はちょっとこげ茶のよ 

うな色をしています。
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東京都内湾における赤潮発生状況 

貧酸素化の影響（底生魚類） 

ビームトロール（小型底引き網） 

ＤＯが3mg/L以下では捕獲率が大幅に減少 

貧酸素化の影響（ベントス） 

水深の大きい地点では 貧酸素化のため9月に種類数が激減 

水深＞10m

　赤潮は季節的には 7 月頃に一番多く発生します。年度 

別に見ると発生日数は 9 0 － 1 0 0 日くらいでほとんど変 

わっていないのが現状です。 

東京都は水生生物の調査を行ってきましたが、その調 

査結果から、魚と D O 濃度の関係をみると、調査時の底 

層の D O 濃度が低いと魚の取れる割合が低くなるという 

結果が得られています。 

これはベントスの調査結果です。図の赤いバーが 9 月 

のデータ、青いバーが 5 月のデータを示しています。こ 

れを比べると、この丸印の水深が 1 0 m 以上の深いところ 

では、明らかに 9 月になると種類数が大幅に減っている 

ことが分かります。 

次は青潮です。青潮は千葉県のほうでよく起こりま 

す。 
青潮の発生 

場 所 ： 東京湾の北東部（湾奥千葉県側） 

時 期 ： ８～９月の北東風時 

日 数 ： １０～２０日/年 

被 害 ： 二枚貝等の死滅 
千葉県HPより

61



53 

青潮の発生メカニズム 

水環境の現状 

第１～５次総量規制 → 発生負荷量大幅削減 

しかし、現象面では明確な改善傾向が認めら 

れない。 
＊赤潮の多発 

＊夏季における底層水の貧酸素化 
＊青潮の発生 

→ 第６次総量規制導入の検討 

水質改善傾向を何で見るか 

● 評価項目 
総量規制 →  COD、TN、TP 
生物影響 → ＤＯ 

● 対象地域 

東京湾全体 
● 評価方法 

水質平面濃度分布の長期的変化 
→ 水質の変動傾向（改善傾向） 
→ 環境基準達成割合（面積比） 

湾内の汚濁物質総量（濃度→量） 

公共用水域水質測定データ 

データ概要 

・測定開始 
１９７０年代 

・測定地点数 
約９０地点 

・測定水深 
表層 
底層（海底上1m) 

・測定頻度 
月1回（主要地点） 

これは青潮のメカニズムを示しています。 

海底付近の海水中にある硫化物イオンが陸上の方から 

吹く風によって巻き上げられ、それが酸化されて海の色 

が変わるとともに、海辺の生物が打撃をうけるというの 

が青潮の仕組みです。 

水環境の現状についてまとめますと、第 1 次から 5 次 

の総量規制で発生負荷量は大幅に減っていますが、こう 

いった汚濁現象（この現象というのは赤潮などのことを 

いっているのですが）はなかなか変わらない状況にある 

と言えます。 

それでは、いままで実施されてきた総量規制などの有 

機汚濁対策の効果は、東京湾の水質濃度の変化として検 

出できないのかということで検討を行いました。 

項目としては、総量規制項目の COD、T- N、T-P、それ 

から生物への影響ということで D O を対象に選びました。 

地域としては東京湾全域を評価対象としました。 

研究方法については、先ほど言いましたように自治体 

ではかなり長期間にわたり公共用水域の水質測定データ 

が蓄積されていますので、そのデータを使い、それに季 

節調整法と平面補間法という統計手法を用いて解析を行 

いました。 

公共用水域の水質測定データですが、観測は 1 9 7 0 代 

から始まりまして、現在では地点は全部で９０ぐらいあ 

ると思います。そのうちから大体半分の 4 1 地点をピッ 

クアップし、全体の傾向を見ていこうと考えました。 

測定データの特徴ですが、先ほど言いましたように長 

期間にわたり、広域の定点で、定期的に月 1 回測られて 

いることです。 

月 1 回の調査ですが、同じ月のデータでも実際には地 

点によって少しずつ調査日が違います。そのためデータ 

に含まれる天候や潮時などの影響は地点により異なり、 

地点間相互に比較できるようなその時点を代表する平均 

的な水質ではありません。
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季節調整法 

観測データ＝トレンド成分＋季節成分＋不規則成分 
長期変動 年周期変動 短期的変動 

↓ 

季節調整値＝トレンド成分＋季節成分 

季節調整値は，天候などの影響を除いた各地点の 
その年月の平均的な水質を示していると考えられる 

↑ 
長期観測データの意義 

季節調整法 
モデル概念図 

41地点のトレンド 

トレンド値は、その時点 
を中心にした年平均値に 
近い値を示すと考えられ 
る 

平面補間 

測定地点のトレンド値 全域の濃度を推定 
（各年月毎） 

補間 

そこで次のような季節調整法という統計手法を用いま 

した。これによって観測データを、長期的傾向を示す年 

平均値に近い成分と、季節的な周期変動成分とそれ以外 

に分けることができます。ここでは、主として、長期変 

動成分（トレンド成分）を用いて画像を作成しました 

が、その他に季節成分を加えたものについても解析を 

行っています。 

これが季節調整法の概念図です。ここに示す観測デー 

タを季節調整法によってトレンド、季節、それ以外の 3 

成分に分離します。 

今回の場合には、水質の長期的変動傾向を見るため 

に、季節調整を行って得られた各地点のトレンドを図に 

しました。 

赤色の線が上層の CO D、青色の線が下層の CO D を表し 

ています。全体的傾向としては、千葉県側の地点で何と 

なく下がっている様子が分かります。また、地点によっ 

ては一時的にピークが見られたりして、全体的傾向とは 

異なる場所も認められます。 

更に、こうして得られた 4 1 地点のトレンドに平面補 

間という処理を行い、東京湾全域について値を求めまし 

た。 

平面補間の原理ですが、どういう方法かというと、地 

図上の測定地点に濃度に応じた長さの棒を立てたとする 

と、その上に押し当てた薄板の曲面で、全体の濃度分布 

を表します。そうすることによって、海の領域にあるす 

べてのメッシュのところの値を推定しようとするのがこ 

の手法です。
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有機汚濁(COD)の変遷 

1984年頃に最も悪化した後、1992年頃まで改善傾向。 
それ以降は湾の東西で改善状況に差が認められる。 

Animation 

Ｔ－Ｎの経年変化 

常に湾奥部西岸の東京都から横浜市付近の海域で高濃度。 
1986年頃に最も悪化。1990年代に入り湾口部から東岸に 

沿って濃度が低下傾向。  Animation 

Ｔ－Ｐの経年変化 

T-Nと類似の変動傾向。湾最奥部千葉県側でも高濃度であ 
ることがT-Nと異なる。底層からの溶出の影響。 

Animation 

東京湾におけるCODの寄与度及びN・P負荷割合 

CODについては、内部生産やバックグラウンドの割合が高いため 
陸域からの流入負荷削減の効果は次第に小さくなると考えられる。 

この図はそうやって得られた C O D の変遷を示してい 

て、1 9 8 0 年から 2 年毎の濃度分布です。1 9 8 5 年くらいま 

で東京港周辺の濃度が高いのですが、その後段々と濃度 

が下がって湾口の方から東岸にきれいな部分が拡がって 

いくような傾向が認められます。 

まとめますと、COD は 198 4 年頃に最も悪化した後 19 92 

年頃まで少し改善し、その後は東西で水質の状況が違っ 

てきます。千葉県側ではきれいな水塊が北上し、神奈川 

県側では逆に湾奥部の水塊が南下するような傾向が認め 

られます。 

同様に、これは全窒素の分布ですが、この場合には明 

らかに下水処理場がある東京の辺りの濃度が高くなって 

います。それでもやはり全体的には、湾の東側のほうが 

少しずつ良くなっているのかなという傾向が認められま 

す。 

湾奥部西岸の東京から横浜付近の海域では、常に高濃 

度ですが、1 9 8 8 年頃に最も悪化しています。その後 

1 9 9 0 年代に入ると湾口部の方から東側に沿って濃度が少 

しずつ低下するような傾向が認められます。 

次は全リンです。これが先ほどの窒素と違うのは、東 

京の辺りが高いのは一緒なんですが、千葉の地先も高い 

ことです。その原因としては、リンの場合には海底から 

の溶出があるのですが、この辺りは海水が下と混ざりや 

すいので、そうした影響を受けているのではないかと考 

えています。 

これは東京湾における CO D の寄与度、及び N、P の負荷 

割合を中環審の第６次総量規制の資料から持ってきたも 

のです。 

CO D の場合には陸域からの負荷が大体 27％、それに対 

して窒素、リンについては 9 0 % と 8 0 % ですから、C O D の 

場合には負荷量を削減してもなかなか全体の割合として 

は減り難いことが分かります。 

それに対して窒素、リンに関してはまだ負荷量削減効 

果が現れやすいのではないかと考えています。
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東西の水質変動傾向の違い 

淡水流入量が増加すると外洋水流入量も増加。水深やコリオリ力の 
影響で湾奥部の海水は神奈川県寄りの表層を南下。外洋水は、千葉 
県寄りを北上。 

その根拠は？ 

•  塩分のトレンド 

表層：塩分低下傾向 

底層：塩分上昇傾向 

•  湾口に近い地点の水温の長期変動傾向 

夏季：低下傾向 

冬季：上昇傾向 

塩分の長期トレンド 

上
層

 
下

層
 

東京湾における底層水温の月別長期変動傾向 

湾口部付近の水温：夏季は下降傾向・冬季は上昇傾向 

外洋から湾内への流入水量が増加している可能性 

夏季：外洋水＜湾内水 
冬季：外洋水＞湾内水 水温 

それでは東京湾の東西でなぜ水質改善傾向に差がある 

のかということを考えて見ますと、仮説としては東京湾 

への淡水流入量が少し増加しているのではないか、それ 

によっていわゆるエスチャリー循環が強化されているの 

ではないかという仮説を立てています。 

どういうことかと言いますと、淡水がたくさん入って 

くれば、外洋水もたくさん入ってくるという、こういう 

構造になっています。その時に、先ほどお話がありまし 

たが、表層水が湾から出て行く場合には神奈川県側に寄 

り、外洋水が入ってくる場合には逆に千葉県側に寄ると 

いうことです。 

こうした効果によって水質が東西で違うのではないか 

と考えられます。 

その根拠になるデータについて検討しました。 

一つは塩分のトレンド、そうしてもう一つは湾口に近 

い地点の水温の長期変動傾向です。 

上は、上層の塩分のトレンドを年度毎に描いたもの、 

下は下層の塩分のトレンドを描いたものです。 

この図で 199 8 ～ 2 00 0 年頃に最も湾奥部の表層では塩 

分が下がっているのに対して、湾口部から外洋水が入っ 

てくると考えられるこの辺りの下層では、塩分の高いと 

ころが少し広がっているような傾向が認められます。 

これは東京湾の水温が、地点毎、季節毎にどのような 

長期変動傾向にあるかを示したものです。 

それによると湾口付近の水温は、夏場は下降傾向、冬 

場は上昇傾向にあることが分かりました。ということ 

は、夏には外洋水の方が湾内の水より温度が低く、冬に 

は外洋水の方が湾内水より温度が高いので、もし湾内に 

入ってくる外洋水が増えれば、こういった傾向になると 

考えられます。 

そうしたことから、完全な証拠ではないのですが、先 

ほどの仮説が成り立つのではないかと考えています。
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溶存酸素濃度の季節変化（４月～３月） 

８～９月には、湾奥部のほぼ全域が、生物が生息で 
きない状況（< 2mg/L : 赤で示された領域）になる 

溶存酸素濃度の長期的変化（９月） 

溶存酸素の状況は改善よりむしろ悪化傾向 

T-N(-▲-)/T-P（-◆-） 東京 

デイズニーランド沖 

0.0 

0.5 

1.0 

1.5 

2.0 

2.5 

3.0 

9 10 11 12 13 14 15 16 17 

（年度） 

東京灯標際 

0.0 

0.5 

1.0 

1.5 

2.0 

2.5 

3.0 

9 10 11 12 13 14 15 16 17 

（年度） 

多摩川河口沖 

0.0 

0.5 

1.0 

1.5 

2.0 

2.5 

3.0 

9 10 11 12 13 14 15 16 17 

（年度） 

２００２年以降、 N,P濃度の顕著な低下が認められる。 

負荷量の推移（東京湾） 

0 
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発
生

負
荷

量
（ｔ

／
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）
 

COD 

T－N 

T-P（×10) 

（速報） 

速報値によれば、Pの発生負荷 

量が１９９９年に比べて６割近く 
に低下 

① 東京湾全体の水質汚濁状況 

湾東側：湾奥方向へ改善傾向が拡大 

湾西側：湾口方向へ悪化傾向が拡大 

② ＣＯＤ 

1985年頃 ～ 1992年頃：改善傾向 

～ 2002年 ：横ばい 

③ Ｔ－Ｎ（上層） 

1988年頃 ～ 2002年 ：改善傾向 

特に、Ⅳ類型で基準達成面積が拡大傾向が顕著 

④ Ｔ－Ｐ（上層） 

1980年代 ～ 2002年 ： Ⅳ類型で改善傾向 

Ⅲ類型では、2000年代に入り増加傾向が顕著。 

⑤ ＤＯ（下層） 

9月に貧酸素化水域が最大化（湾奥部全域） 

貧酸素化の状況はやや悪化傾向 

湾西側湾口寄りの水域では、濃度低下の傾向 

ま と め 

これは溶存酸素の濃度分布の季節変化で、７～９月の 

この赤色の海域は、溶存酸素濃度が非常に低くて生物が 

棲めない状況にあるところですが、こうした海域が毎年 

のように広がります。 

この図は、溶存酸素の経年変化を示しています。 

毎年、最も貧酸素化が進む 9 月の分布を並べたもので 

すが、ほとんど状況に変化が見られず、最近はむしろ酸 

素の低い領域が広がっているのではないかというような 

傾向を示しています。 

最後にまとめをお話させていただきます。 

東京湾全体の水質汚濁の傾向としては、湾の東側で改 

善傾向が拡大し、西側では悪化傾向が拡大している状況 

です。これは、C O D についても、T - N、T - P についてもそ 

のような傾向を示しています。 

それから D O については、9 月に最も貧酸素化した水域 

が広がって、湾奥部全体がほとんど貧酸素化してしまい 

ます。 

全体的には、貧酸素化の状況はやや悪化傾向にあると 

考えられます。 

最近入手した新しいデータによれば、T-N や T - P は 

2 0 0 2 年度以降かなり下がる傾向が認められます。それと 

共に例えばリンでは、1 9 9 9 年～ 2 0 0 4 年にかけて発生負 

荷量もかなり 

低下していることが報告されています。 

今まで東京湾全体の水質の傾向をお話したのですが、 

その評価するスケールを変えてもっと局地的な部分に注 

目すると、改善とかがもっと見えてくると考えられま 

す。 

終わりに、今述べたデータ解析というのは、定点で定 

期的に同一の方法で長期にモニタリングすると言うこと 

が非常に有効で、それによって初めて今日お見せしたよ 

うな解析ができるということを示しています。 

どうもありがとうございました。
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　６． パネルディスカッション－話題提供 

市民がめざす伊勢 ・ 三河湾の 『再生』 

伊勢 ・ 三河湾流域ネットワーク 辻淳夫 氏 

藤前干潟のゴミ埋立計画の断念は、伊勢湾を中継地とする渡り鳥に持続的生存への希望をかろうじ 

てつないだが、 夏場に貧酸素水塊に覆われ状況は楽観できない。 同時に藤前干潟がつながる伊勢 

湾、 三河湾は、 全国一の生産量と言われるアサリも激減し、 稚貝は生まれても、 青潮で年を越せ 

ない海となっている。 

伊勢・三河湾流域ネットワークは、 この危機的病状を直視することから、 50年前にあったゆた 

かな海をどう取り戻せばよいか、市民自らの目と頭、手と足をつかい、実践的な処方箋を書こうと 

している。 

１． 現状を誰の目にも明らかにし、 危機感を広く共有する。

　　・ 浚渫埋立による地形変化を３次元図で表す

　　 ・ 貧酸素水塊 ・ 青潮の発生状況を全て明かにする

　　・ 関連する生物相の変化、 水産物資源の変化を明らかにする 

２． 変化の要因 （ツボ） をおさえ、 合意する。

　　 ・ 事態の主因は、 干潟 ・ 浅場の喪失

　　 ・ 流入河川水と、 流入土砂量の減少の影響

　　・ 生態系の喪失が負のスパイラルをまねく 

３． かつての状態を取り戻すために、 「産官学民」 を上げて協働しよう。

　　・ 貧酸素水塊の発生は公害と認定、 生存基盤の修復へ制度的に対応

　　 ・ あらたな浚渫 ・ 埋立の禁止、 聖域を設けない干潟 ・ 浅場の復元

　　 ・ 山川里海のつながりを、 あらゆる 「壁」 を超えて、 とりもどす 

皆さんこんにちは。名古屋から来ました、藤前干潟を 

守る会と伊勢・三河湾流域ネットワークの代表をしてお 

ります辻と申します。 

午前中のお話にあったように、東京湾の再生計画、大 

阪湾の再生計画に次いで今、伊勢・三河湾にもそれを 

やっていこうという動きがあって、私もその委員として 

入れていただいています。 

そうそうたる研究者の方とか漁民の方とかいろんな方 

が入っていて、とても期待をしながら参加しているんで 

す。けれども、正直言って、私達市民の素人っぽい目か 

ら見ると、肝心なところがどうも一つよく分からないと 

か腑に落ちないようなことがあって、そこを是非教えて 

欲しいということでよく発言をしてきたんですが、なか 

なか思うような答えはいただけない。
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自分で答えを見つけなきゃいけないかなというふうな 

思いで今やってきています。 

今日お話する伊勢・三河湾は東京湾の 3 0 0 キロくらい 

西にあります。ここで私が長年なんとかやってきて、9 9 

年にごみ埋め立てから救われた藤前干潟っていうのがあ 

ります。ここは渡り鳥の日本ではかなり大規模な渡来地 

の一つなんです。 

最近の新聞ですけどもこの三河湾の酸欠ということが 

あって、先ほどからいろいろ話が出てるように、海の生 

き物が全滅死するというわけです。 

三河湾の一番右奥のところに豊川というきれいな川が 

流れて込んでいて、そこは今でも稚貝（アサリの赤ちゃ 

ん）の発生は日本一、多分世界一だろうといわれる場が 

あります。 

貧酸素については、実はさっきのデータにもあったよ 

うに 7 0 年頃からずっと進行していたんですね。最近、 

今年はまた何年ぶりかで三河湾全域が貧酸素状態になる 

というようなことで新聞に出たというわけです。でも実 

は規模が違ってもそれは毎年起こっているわけです。 

そういう状態に一般市民が何となく慣れっこになって 

いて、こういうことがあってもまた次は何とかみたいな 

雰囲気にあります。 

先ほど東京湾でも聞いていると、東京湾も同じような 

状態でありながら、何かご発表になるのにもやっぱり 

淡々として仰っているんですね。 

今年の青潮が大体ずっと継続的にしかも段々悪くなっ 

ているということ。水質データとかでは良くなっている 

にも関わらず、貧酸素状態は悪化してる。この事実を私 

はどうもあまり冷静に受け止められないんです。 

つまり生き物、貝がこう口開けてますし、六条潟の干 

潟に青潮が来れば、こういう状態になるんですね。1 m 四 

方にあったバカガイとかマテガイとか白いカガミガイが 

死んでいたわけですね。こちらはその時魚の死んだや 

つ、まだ目が真っ黒いですけども、これが拾い上げてき 

れいな形になってますけどいろんなものと一緒にあった 

わけです。 

こういう魚達貝達は、一瞬にして酸素が、息が吸えな 

くなって海の中で死ぬんですよね。もし人間がそういう 

状態になったとしたらどうでしょうか？最近光化学ス 

モッグということで、まあずいぶん前からあったんです 

けども、目がチカチカするとか喉がガラガラするとい 

う、そういう大気状態になったらこれは公害ということ 

で常時監視の体勢を取られていると思いますけども、海 

の中で、海で生きてる命の生き物達がそういう状態に 

なっているのに、何かまた今年もみたいな感じで放って 

おいていいのかなというのが私達素人の率直な感想なん 

ですね。 

これを何とかできないかということで、これもついで 

にお見せしたいんですけども、その六条潟の死んだアサ 

リの貝殻が風で堤防に積みあがって、多い時では 3 m ぐ 

らい積みあがっているところです。 

もう現代の恐るべき貧酸素による死滅の貝塚ですよ 

ね。人間が食べたなら救われる。でもこれは本当に無念 

の死を遂げたと思うんですね。この状態を何とか改善し 

たいと思います。 

アサリが生き 
られない海！ 

苦潮（青潮）＝酸素のない水に殺される魚介類 

死んだマテガイ、バカガイ、カガミガイ／１平方ｍ分 

まだ目も黒い、稚魚たち 

Location 
of 

IseBay 

19661968
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伊勢・三河湾に「ひんさんそ」 伊勢・三河湾に「ひんさんそ」 

貧酸素水塊 貧酸素水塊 

３０％以下は ３０％以下は 

生物が生息できない 生物が生息できない 

赤潮が原因で，青潮を引き起こす 赤潮が原因で，青潮を引き起こす 

かつて想像できなかった事態 
しかし、その危機感はあるか？ 

海のいのちが酸欠で死ぬ 

この事態は30年前から 

関係機関の取り組みも重ねられてきた 

しかし事態は悪くなる一方 

社会一般に危機感がない 

いつから減ったのか？ 

夏場に貧酸素水が伊勢湾にも三河湾にも出る。これ色 

のつけ方がどうも東京湾と逆のようですね。赤いところ 

ほど酸素が無いんです。3 p p m 以下ぐらいのところは生き 

物が生きられない。 

この図を良く見ていただきたいんですね。これは愛知 

県と三重県で同時にデータが出るようになって、2 0 0 0 年 

ぐらいから毎年インターネットでちゃんと情報が出され 

ています。しかし、名古屋港とか三河の港の奥の方とか 

もうちょっと見たいところがないですよね。データがあ 

りません。これを全部見せて下さいと言ってもなかなか 

それがあるとか無いとか良く分からなくて出てこなかっ 

たんです。そのことも非常に私には不思議でした。 

また、特にひどかった今年の 6 月から 9 月までの状態 

にしても、そのことを社会がほとんど何かあまり反応せ 

ずに「あ、そう」という感じで一回新聞記事になるだけ 

で、 「大変だねえ」ぐらいのことを言って終わりという 

のは私にはどうも解せないんです。 

もっとしっかりその問題を重要視して捉えなくちゃい 

けないんじゃないか。今日私がここへ来て一番申し上げ 

たいのはそのことなんです。 

こういう、私流に言えばかつて想像できなかった事態 

ではないのかと思います。でも社会全体に、或いは一般 

市民にそのことの危機感はどうも無いような気がする。 

そのことが一番の危機ではないのかと思うのです。 

このままいって海の生物が酸欠で死ぬ。しかもそれは 

3 0 年前ぐらいから起こっていて、2 0 年前ぐらいからき 

ちんと調査もされていて、多分 1 0 年前ぐらいからで 

しょうか、関係機関がいろいろ取り組みを重ねられて 

る。しかし事態は悪くなる一方。でもそのことに対する 

危機感はどうも無い。 

スーパーに行けば貝はいつでも買える。アサリはいつ 

でも売ってる。世界から買い集めている、今のところ。 

そういう状況がそういう反応を招いているんではないか 

という気がしてならないんです。 

ではいつからそういうことになってきたのかという、 

データを集めてみると、これはもう明らかに埋め立てが 

始まった 6 0 年代から 7 0 年代にかけて一気に貝類がいな 

くなった。 

これは豊橋のアサリの漁獲量ですけども、歴然です 

ね。これは伊勢湾の、ハマグリの変化にも現れており、 

5 0 年代、1 9 7 5 年代に一気に急激にいなくなっている。 

そして浚渫埋め立てとそれが、赤潮発生がどうも一緒 

に起こったようです。 干潟浅場の浚渫埋立と赤潮
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それから先ほどの C O D でいえば、埋め立てが進行して 

いくと C O D が増え、一旦埋め立てをやめると C O D はどん 

どん下がってくる。また埋め立てを始めるとぐっと上 

がって、止まると下がるということがこのデータから分 

かるようです。 

そういうようなことから考えるとやっぱり埋め立て 

は、実は埋め立てと同時にそのための土砂の浚渫という 

のが大きな問題だと先ほどからも出てますが、そういう 

ことじゃないのかなと思います。 

じゃあその伊勢・三河湾はどうなったんですかという 

ことでデータを出してもらったんですけども、これは左 

側が開発がまだ行われる以前の 6 5 年の状態、右が 2 0 0 0 

年の状態です。 

埋め立て地のところは、平面的に見ても大変増えてる 

んですけども、名古屋港の中は水深不明地域になってま 

す。データが出てないんです。 

港湾地域というのは深く掘って航路をつくってその土 

砂を上げて、埋め立て地をつくり臨海工業地帯にしてき 

たわけです。別に誰かが悪いと言っているわけではな 

く、そういうことを我々社会全体としてやってきたの 

で、その結果がこうなっている。そこを一番肝心の港湾 

部の状況を隠しちゃいけないなという気がするんです。 

まず私は社会全体に危機感をもう一度持ってもらうた 

めには、何よりも誰の目にも分かるように事態を見せる 

ことが大事じゃないかと。今日の話なんかを良く聞いて 

れば皆良く分かるわけですけども、一般の人がそれを 

ちゃんと聞いてもらえる状態をつくることが必要かなと 

思うんですね。 

それでこんなようなことを、まずどんなふうにして地 

形変化が起こったのか三次元図見て欲しいとか、まあ全 

て素人の私が分かるようにして欲しいということで、明 

大の高野先生のところの学生さんに頼んでちょっと三次 

元図つくってよってことでやってもらったんですね。 

今試作中で必ずしもきれいに全部できてないんですけ 

ども、こんなことでやってみました。 

そしてまず三河湾は、かつての状態ビフォアーが大正 

時代で 1 9 1 6 年とすごく前ですけども、何かきれいな美 

しい干潟がありますよね。浅いです。 

こちらはその埋め立て後、アフター、9 5 年です。これ 

は縦横に対して上下を 1 0 分の 1 ぐらいに縮めてますので 

強調されてるんですけども、航路とかそういうところの 

掘り込みがすごい深い深場をつくっているんだというの 

は一目で分かると思います。 

これが名古屋港の方です。木曽三川がつくり出してき 

た広大なデルタ地帯が濃尾平野ですね。その濃尾平野の 

先端に名古屋港ができたのですが、こういう浅い海に本 

当は港をつくるのがよかったのかと思わせるぐらいで 

す。こちらの右の図と比べてみたらどうでしょうか？す 

ごい、当然ながらガタガタに掘られている。藤前干潟 

「埋立が諸悪の根源！」 

市野和夫（愛知大学）：作成資料から 市野和夫（愛知大学）：作成資料から 

干潟浅海域の変化 

Mikawa  Port 
Before  1916 

After  1995 

Nagoya Port 
Before  1921  After  2005 

Fujimae
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は、その中で干潟の情報が不十分でちゃんと出てないん 

ですけども、丸で囲んだ部分がかろうじて残った、広大 

な干潟の最後の部分なんです。 

そういうことを思って見てみると、いやあ、大変なこ 

とをやっぱり私達は社会全体としてやってきたんだなと 

いう思いがします。 

こういう状況の中でじゃあどうしたらいいんだ、古川 

さんなどがずいぶん何か都市の中で大変なところで涙ぐ 

ましいような努力をなさってるということを分かりなが 

ら、こういう全体をやっぱりきちんともう一度皆が見つ 

め直すことも必要じゃないかなというふうに思います。 

藤前干潟は実は最後の一画をゴミで埋めようという話 

が、今から言うともう 2 0 年以上前に起こって、1 5 年間 

の運動の結果その最後の渡り鳥の場所を救うことができ 

た。しかしそれはあの一角なんですね。散々埋められた 

一角です。 

そこに全国でトップクラスの数をいつも受け入れてる 

ハマシギという鳥が来てるんですけども、残念ながら埋 

め立て断念した後もどんどん減ってます。 

特に東海豪雨などで川からヘドロがたくさん流れだし 

て、干潟を覆ったということでゴカイがいなくなった 

り、そういう生物がエサが少なくなってから、レベルが 

下がっちゃってる状況ですね。 

ラムサール登録になったけれどもなかなかそれが回復 

できるものじゃないということです。 

実はその藤前の中に、伊勢湾台風の時に堤防を修復す 

るために砂を取って掘った窪地があります。大体 1 5 0  x 

4 0 0 m ぐらいで、- 7m ぐらいの規模です。 

ここに当然ながらも夏に貧酸素がたまって、ちょっと 

風が吹くとそれが引き出されてきて回りのアナジャコが 

真っ黒になってその場で死んでいます。 

（発表者注記：東海豪雨被害の再発防止「激特工事」の 

一環で、2 0 0 4 年度に愛知県による埋め戻し工事が行われ 

たが、諸般の事情で - 3 ｍまでしか埋め戻せなかったの 

で、効果はあったが不十分と事後評価されている。） 

そういうことに私達が遭遇してからこの貧酸素という 

問題に関心を持ち、調査会（東海豪雨の対策のための工 

事に絡んでできた委員会）で行われた平面調査の結果で 

す（上記注記の埋め戻しのための検討用）。 

ピンク色のところは 2 p p m 以下、そして黄色いところ 

は 3 から 4 ぐらい。青いところは 5 以上という場所です。 

こうして見ると、大潮の満潮時の時に、この黄色い貧 

酸素の水が下の名古屋港の方からかなり川の上流まで押 

しあがってくることが分かります。 

そして N o . 2 と書いてある四角い穴があったところを 

中心にそこはいつも貧酸素。水が引いていってもその貧 

酸素分は残るんですね。でも干潟があるためにその干潟 

の部分はかなり回復しているということが分かります。 

21 21世紀目前の大英断！ 世紀目前の大英断！ 

しかし、 
続くハマシギの減少 

埋立断念 埋立断念 東海豪雨 東海豪雨 ラムサール条約登録 ラムサール条約登録 埋め戻し 埋め戻し 

新川庄内川河口干潟調査会報告より 

藤前干潟にも大きな傷跡 

貧酸素水塊で死んだアナジャコ 

（浚渫土砂取りの窪地） 

１５０ｍＸ４００ｍＸ－７ｍ 

藤前干潟の貧酸素水塊－１ 

庄内川・新川河口干潟調査会 庄内川・新川河口干潟調査会 第１０回資料より作成 第１０回資料より作成 

０－２ ０－２ 

３－４ ３－４ 

５＋ ５＋ ＤＯ ＤＯ mg/l mg/l
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これは 1 週間後の小潮の時です。小潮は振幅が小さい 

わけですけども、なぜか貧酸素に関して言うと却って停 

滞時間が長いんですね。だからピンクの色に長く覆われ 

ています。 

それでも引くと干潟はさすがにいいなと思うんですけ 

ど、干潟があるために干潟のところでいろんな生き物が 

穴をつくって閉じ込めて空気を持ってたり、いろいろ頑 

張ってるから干潟はちゃんと回復して生き延びてるとい 

う干潟の、僕は力強さを見せてくれるデータだとも思っ 

てるんです。 

こういうことを多くの人に知っていただきたい。その 

時にこの名古屋港の方はいつも真っ赤になってるので当 

然ながらそこは貧酸素だろうと思ってました。でもその 

ことがきちんと港湾の方で調査をされていないんです。 

聴衆に多分国土交通省の港湾部の方の方が多いと思うので、あえて私はこの場でそのことを強調してしまうんで 

すけども、お気を悪くなさらずに、是非こういう状況をきちんと認めて、それをきちんとどういうふうにそれが起 

こって、先ほど話が出てましたがいつ頃から始まってどうなるこうなるという説明ができるように、ちゃんと調査 

をして欲しいと思います。 

今は名古屋市と名港管理組合の方で 2 ヶ月に 1 回ずつ調査をしているんですけど、常時監視する体勢はできていな 

いと思いますので、是非そのことを一度真剣に考えて欲しい。 

そのためにはどうしたらいいかというと、やはり社会的な合意としてそれは貧酸素水塊が発生、海の生き物が酸 

素が吸えないなんていうことは、もう公害なんだと認識すべきと思います。 

これは誰が責任を取れるものでもないです。社会全体でそういう状況をつくってきてしまった。それはいわゆる 

公害と似てるんじゃないでしょうか。一企業が悪いものを垂れ流しにするとか悪い水を垂れ流しにするとか、そう 

いうレベルではないですよね。 

だから公害という言葉が合わなければ新しく貧酸素何 

とかっていうのでもいいし酸欠条例でも何でもいい、何 

かつくってそれによってそういうことに皆さんが合意す 

ればちゃんとした研究費を出し、ちゃんとした人や時間 

を掛けて制度的な対応ができるんじゃないだろうかと思 

います。 

これまで 2 0 数年、先ほどの東京都の調査のように素 

晴らしいきちんとした調査もされているのですけど、多 

分それはいろんな仕事の中の一つだと思うのです。 

だからもっと本気でこの問題に正面からぶつかるよう 

な、そういう組織なり私達の社会としての力の入れ方が 

必要な時ではないかと私は強く思うんです。 

これは藤前干潟が助かった、その過程で私達が学んだ 

命のつくってる仕組の一部を絵的に描いたものです。 

干潟の命、渡り鳥を救うということは初めは鳥のため 

だと思ってて、鳥を良く見てたら鳥が食べてるエサが大 

事だなと思うようになって、それを良く見てたらそこで 

育った生き物、魚やなんかが沖へ出てって私達の食料に 

なって戻ってくる。 

そういう見事な循環型の、持続型のシステムを生き物 

達がつくってくれてるということに気がついて、これを 

大事にしようと思うのです。 

藤前干潟の貧酸素水塊－２ 

庄内川・新川河口干潟調査会 庄内川・新川河口干潟調査会 第１０回資料より作成 第１０回資料より作成 

港湾内の航路や舶地では？ 

貧酸素水塊発生の事実は確認されている 

時期ｋ、発生原因、対策検討のために十分 
な調査、常時監視が必要 

「貧酸素水塊発生」は、「公害」認定が必要 

それによって、制度的対応が可能になる 

干潟の生態系 
人もその輪の中に生かされている 

いのちの生産力＝ いのちの生産力＝ 

水質浄化能力 水質浄化能力
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先程のことに重なりますけども、こういう干潟の生態 

系を私達は壊してきたのです。ですから肝心の海の養分 

を命に変える仕組みを失ったために、先ほどの貧酸素の 

問題が起こってる、それが一番の原因じゃないかと思う 

のです。 

そのことに皆さん、合意できればそうしましょう。 

汚濁負荷ももちろん関係してるでしょう。透明度が低 

下して、三河湾では 1 0 年間で 6 m 見れたものが 3 m に落ち 

たという透明度の低下がありました。藻場は 3 0 分の 1 位 

に激減しました。 

それから河川水が十分入っていれば、それの 1 0 倍ぐ 

らい海の方から水が入ってエスチュアリー循環というの 

が起こるそうですが、それが河川の水をダムで止めたり 

堰で止めたりどんどんよそへ使って、海へ出てこないん 

ですね。そのために全体の構造が変わった。もちろん埋 

め立てによって湾の固有振動数が変わったなんていうこ 

とも聞いていますが、そういうようなことですね。 

一方同時に河川で堰をつくったりダムをつくったりす 

ればその構造物によって土砂も流れてこない。だから干 

潟を養生する新しい土砂も供給されないという事態も起 

こってます。このこともしっかり見ていかなきゃいけな 

いと思っています。 

かつての豊かな海を取り戻そうということで伊勢・三河全体を見ましょうよということで集まったら、もう流域全 

部でやろうと、山から海まで全部でやらなきゃいけないということで、こういうようなことを考えてます。 

最初のやつは既に言いました。 

2 番目のはそのそういう状況の中で愛知県がまた三河港に六条潟の先ほどのアサリが育つところに埋め立て計画を 

今検討中なんです。そんなことはもうやってはいけないというのが私達の意見です。 

更にもしこの伊勢湾、三河湾を元へ戻していくと言うのならば、もちろんこれからできるいろんな努力を重ね 

るってことはもちろんですが、過去にやったことも、やっぱりきちんとそれは本当に良かったのか、何か元へ戻す 

方法はないのか見直してみるということも必要だろうと思います。そういう意味で聖域を設けずに、干潟や浅場の 

復元を考えようと。埋め立て地いっぱいありますが、遊休地がいっぱいあります。使ってないところがたくさんあ 

ります。 

木曾崎干拓のように 4 0 数年田んぼをつくるといって干拓しながら放ってあるところがあります。これも今産廃の 

捨て場にしようかなんていう話になってるんですが、是非サンフランシスコに学んで、干拓地を堤防を開いて干潟 

に戻すようなこともしてみたい。 

長良川河口堰という清流長良川を河口堰で閉め切ってます。水を使うためってことになってますけども、それは 

他でまかなわれてたものなんですね。だから無理矢理そこを使うことはないのでこれも 1 0 年経ってますが、ぜひ開 

けられれば開けたい。 

愛知県では人工干潟（いわゆる砂で深場を埋め戻すとか、或いは浅場を新しい砂で覆うとか）いうことでアサリ 

の増殖を図ったりしたんですけども、私はまだ必ずしもその評価が全て出てるとは思っていないんです。もう少し 

慎重にきちんとその経過を見てですね、成功した部分も確かにあります。でも思ってようにいってないところもあ 

る。いろんなところがどういうふうにどうやったらというのをもう少しちゃんと時間をかけてみなければいけない 

と思ってます。 

その人工干潟っていうと何か安易にそれはできるようなっていう雰囲気が広まっているような気がしてならない 

んです。そういう努力もすべきだとは思いますが、是非それは単に土木工事として土をそこへ入れれば済むという 

ような話ではなくて、戻すべきは自然の命の仕組みなんですね。人間ではどうしようもない、カニ一匹つくれない、 

人間がやれることは、生き物達がきちんとその自らの仕組みを取り戻せる条件をつくること。そしてじっくりと待 

つことだと思います。そういう彼らの復元力に委ねるという姿勢が何より欲しいなというふうに考えてます。 

変化の要因について合意する 

浚渫埋立による 干潟・浅場の喪失 

汚濁負荷の増大で透明度低下、藻場の 
減少を招いた 

流入河川水の減少が、エスチュアリー 
循環を弱めた 

河川構造物による流入土砂の減少 

かつてのゆたかな海を 
とりもどすために 

貧酸素水塊の発生は「公害」と認定、生 
存基盤の修復に制度的な対応 

あらたな浚渫・埋立の禁止、聖域を設け 
ない干潟・浅場の復元 

遊休埋立地、木曾岬干拓、長良川河口堰 

人工干潟は、慎重で十分な評価が必要、 
自然の仕組み、いのちの復元力に委ねる
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私達は伊勢・三河湾ネットワークでこの海の健康診断 

から始めたんです。最近なにか健康診断というのが商標 

になっちゃったりということもあって、私達は森の健康 

診断、川の健康診断、里、街、皆やろうとしてるんです 

けどれも、それが商標になってはたまらないなと思いま 

す。 

こういうことで私達が自ら 1 2 0 河川を市民や研究者と 

一緒にこう学生さんと一緒に並んで川へ出てって、先ほ 

どの上層の水が増えたら下から貧酸素が出てくるという 

ことを確かめたんです。 

台風の風で吹かれた時に、風の風下側のところに貧酸 

素が起こるっていうことを確かめたデータです。 

アサリの調査や、森の健康診断で市民参加で森を保水 

力のある森に変える取り組みをしたりいろいろしていま 

す。 

最近特に味わって知る私達の海っていうようなこと 

で、地元の美味しい旬のものを食べながら海の状況を、 

専門家の話を聞いたりして学ぶということをやってい 

て、これはとても好評です。 

実は海の幸が、今は何とか食べられてる。でも、国内 

産のアサリは 2 割に対して、北朝鮮から 6 割入っている 

というような状況を流通まで見ないと良く分からないと 

いうことです。流通の状況も合わせて見るということで 

この先、本当にいつまでも海が私達の生存基盤でありう 

るのかどうか、ちょっと怪しくなっているってことを 

知って欲しいと思います。 

伊勢・三河湾流域ネットワークで 
進めていること 

海の 
健康 
診断 
ー 

ひん 
さん 
そ大 
調査 

040828 040828台風 台風16 16号接近中 号接近中 

里・街・都市での健康診断 

・ハマグリ・アサリのスーパーウオッチング 

輸入水産物の状況から、生存の基盤を見直す 

・「味わって知る 私たちの海」 

地元の海の旬の魚介を食べ、海の現実を学ぶ 

輸入水産物の動向に注意
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東京湾では釣り人が釣りで取るのが 4 0 0 トンとか 20％ 

とか仰ってましたね。その釣りエサも実は泥干潟で採れ 

るゴカイとかそういうものが減ったためにそういうカレ 

イやハゼやそういうところに住む魚も少なくなった。そ 

れを釣る人も少なくなったということで、どんどん輸入 

されていたゴカイが落ちてるということが分かります。 

今豊川河口ではゴカイが一匹 5 0 0 円もするそうです。何 

かすごい。 

また、三河湾では稚貝がまだとれています。漁業権放 

棄した六条潟でとれる稚貝が実は三河湾のアサリ生産を 

支えているのです。 

最後に是非忘れないできちんと考えて欲しい点を述べ 

ます。 

川と海の接点、汽水域が大切だということを是非もう 

一度考えて欲しい。淡水と海水の交じり合うところがど 

うも一番いいんではないか。日本で一番大事な環境なの 

ではないか。それからアサリのできる砂干潟だけではな 

くて、シジミがとれる泥干潟とか、アナジャコやゴカイ 

が住むもっと細かい泥の干潟。そういう泥干潟の大切 

さ。そしてその泥の上に浮いているカキ礁。これが生物 

多様性の上では大変大きな力を持っています。生き物の 

マンションみたいだそうです。 

そういうものが藤前にもありますし、東京湾の三番瀬 

には世界的な規模のものがあるということで、是非そこ 

を自然再生として壊さないようなことを進めて欲しいと 

思います。 

それから地下水脈というのがかなり大事だということ 

で、昔の酒屋づくりの人とかこんにゃく屋さんとか豆腐 

屋さんとか、そういう水を使って暮らしてるところを調 

べようよというアイデアがあります。 

また、土砂が川から流れてくるだけじゃなくて天竜川 

の土砂が渥美湾に入ってくるというようなことも分かっ 

てきています。 

私達は、海の仕組みをまだ十分知っていません。です 

からそのことをしっかり分かった上で命のつながりを、 

命の時間をかけてゆっくりと取り戻すという方針で考え 

て欲しいと思います。 

そういうことをいろいろ考えていると、一つの干潟と 

か何かだけを守っても物事は終わらないということが良 

く分かるんですね。 

是非ラムサール条約が理念として掲げている、山の上 

の森からあらゆる水があるところに、水に関わる命のつ 

ながり、生態系が一番豊かな生産をつくり出してきた。 

私達人間はそれによって生かされてきたということを 

意識して、そういう「つながり」を何とか取り戻したい 

と思ってやっています。 

どうもありがとうございました。 

釣り餌の動向も 

輸入ゴカイ統計 

0 

500000 

1000000 

1500000 

2000000 

2500000 

3000000 

3500000 

19
88

 

19
89

 

19
90

 

19
91

 

19
92

 

19
93

 

19
9 4 

19
95

 

19
96

 

19
97

 

19
9 8 

19
9 9 

20
00

 

20
01

 

20
02

 

20
03

 

20
04

 

20
05

 

kg 

とくに意識したいポイント 

汽水域（川と海の接点） 

泥干潟 

牡蠣礁 

地下水脈 

土砂の供給路 

● いのちのつながりを、いのちの時間でとりもどす 

持続的な生存のために 

水産資源は人類生存の基盤 

地産地消による自律的経済をとりもどす 

山から海までの生態系のつながりは流域 
単位で（ラムサール条約の理念） 

「産・環・学・民」の、それぞれにある「壁」を 
超えて、そのためには市民主導の協働で。 

鶴が舞ってた あゆち潟 

流域丸ごとラムサール
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　６． パネルディスカッション 

東京湾の再生に向けた具体の方策 

パネラー ： サンフランシスコ汽水域研究所 理事長 Mike Connor 氏 

国土交通省港湾局環境整備計画室 長瀬和則 氏 

独立行政法人水産総合研究センター中央水産研究所 入江隆彦 氏 

東京海洋大学海洋科学部教授 山崎秀勝 氏 

国立環境研究所水土壌圏環境研究領域海洋環境研究室 牧秀明 氏 

東京都環境科学研究所調査研究部 安藤晴夫 氏 

伊勢 ・ 三河湾流域ネットワーク 辻淳夫 氏 

進行 ： 国総研沿岸海洋研究部海洋環境研究室室長 古川恵太 

討論議題１． 現状認識に基づき 「今、 何を優先すべきか」 

討論議題２． 多くの関係者が 「どのような役割分担ができるのか」 

（安藤）本来は、D O を規定するための評価指標であった水質指標が十分に機能していな 

いのでは？また、戦略的なデータ取得が必要。 

（進行）それではパネル討論を始めたいと思います。お手元にこれから討論をした 

い議題が書いてございます。今日、貴重なご講演をいただきました各発表者の方々 

に、順番にいろいろなご意見を伺っていきたいというふうに考えております。1 つ 

目は様々な現状認識に基づいて今、何を優先して東京湾を再生していったらよろし 

いのかということについて考えたいと思います。まずは東京湾の環境を直に詳細に 

見てこられた安藤様からご意見をいただきたいと思います。 

〈安藤氏〉今、辻さんのお話を伺って非常に感銘を受けたんですけれども、私は今、 

水生生物のデータなんかも扱っているんですね。そういうので見ると、例えば C O D 

濃度がうんと高くても、それからアンモニア濃度がかなり高くても生物はいるんで 

すが、D O が無ければ完全にいないんですね。環境基準では一般項目ということで D O 

が扱われていて、C O D と D O は全く同列になっていると思うんですけど、横並びに。 

でも本来 C O D というのは D O が無くならないようにするための指標なんですね。そう 

いう意味では、N P などはそのまた下で、C O D ができないための指標として N P があっ 

て、その C O D が分解することによって酸素を奪わないようにということで C O D とい 

う項目が多分あるんだと思うんですが、どうもその辺りの仕組みというか、項目の 

構造というのがあまり意識されていないというのが問題だなということが一つあり 

ます。それからもう一つは、環境監視が非常に重要だという認識はどちらの方もお 

持ちだと思うんですけれども、自治体の側から言いますと、最近はどんどん予算的 

な制限が強まって、かなり測定地点や項目が減らされている現状があるんですね。 

ですから、その辺りについても、もし減らすとしても、流域全体を視野に入れて、 

ここは減らしても他のところで補うとか、そういう形でやっていかないと、今まで 

のデータ、特に東京湾なんかは非常にデータが多くて、それは世界的にも貴重なも 

のだと思うんですけれども、そういうものが皆死んでしまって、また新たに取った 

データ自体もあまり活きてこないという状態になってしまうと思いますね。今のと 

ころ考えているのはそんなところなんですけれども。
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（長瀬）指標の具体化が必要である。 行動計画は、順次見直していくべきものである 

ので、努力を続けて行きたいと考えている。 

〈進行〉今、指標がこれで本当にいいんだろうかという話、またモニタリング 

にもっと戦略的な取り組みということができないんだろうかというようなご指 

摘をいただきました。そうした取り組みを、行政がどれくらい、どんな形でサ 

ポートできるか、また今取り組んでいる中で何か事例があるかというようなこ 

とに関して、長瀬様の方から何か一言いただけませんでしょうか？ 

〈長瀬氏〉 東京湾再生は 3 大湾のトップをきって動いておるわけですけれども、 

先ほど私のお話の中でもさせてもらいました通り、底層 D O を一応目標にとって 

おりますが、具体的な数字は定められてないんですね。後発の大阪湾再生にお 

いては、当面は 3 m g / L ですけども、将来的には 5 m g / L を達成しようという明確 

な目標を持っております。目標を設定するというのは、まずそれが実現可能か 

どうかっていう話や、1 0 年間で達成できるのかどうなのかといういろんな問題 

があって難しい話でありますけれども、やはり東京湾もいずれはそういった具 

体的な指標を出していかなければいけないんじゃないかと思っております。行 

動計画というのは一度つくったら変えないというものではなくて、いろんな経 

験、年数をへだてていろんな方のご意見いただきながら、順次その時代に合っ 

た形で見直していくべきだと思っております。我々行政も陸域をはじめ、海 

域、それとモニタリングの各分野で努力はさせていただいておりますし、これ 

からもやっていきたと思ってます。大阪湾は後発をしたわけですけども非常に 

マスコミを上手に使って市民の方との連携を非常にうまく P R しながら進めてお 

ります。我々行政としましては、東京湾でもそのへんを見習いたいと思ってお 

ります。これからお互いの良いところを見習って、悪いところは反省しながら 

連携をすすめていきたいというふうに思っております。 

（辻） 「市民と楽しくやる」というのは良いことだが、本質に迫ることが必要。自由な 

市民の感覚を出した取り組みに、行政・研究者のサポートするという形がいるのでは 

ないか。 
〈進行〉そうした連携、特に今、市民との連携というお話が出ましたので、そ 

ういう連携を進めていく上でこういった点を特に注意したらよろしいのではな 

いかというようなもしご示唆がありましたら辻さんの方から一言いただければ 

と思うんですが。 

〈辻氏〉散々言わせていただいた後ですけども、そうですね、伊勢湾の再生会 

議ということで N P O をもという感じで、何団体かの N P O が一緒に入って再生会 

議というのをやっているんですけども。私はやっぱりこれまで実は本当に 2 0 年 

以上こういう問題に対する取り組みがあってね、なお成功していない。確かに 

今新しい形で協働ということでいろんな行政や関係者が、N P O が一緒に話し合 

える場ができてきたということはとても良いと思うんですけども、一つやっぱ 

り不満を言えば、やはり考え方が先ほど言ったように陸域部会と、海域部会と 

いうふうに海と川できちんと分かれちゃうと。それはやっぱり多分国土交通省 

という形で河川部や建設部や港湾部が皆一緒になってもね、その行政的な素 

人っぽく言えば縄張りというか、そういう言い方じゃ申し訳ないかもしれませ 

んけど役割分担がきちんとあって、その枠が、どうしてもそこがあるためにそ 

ういうふうに部会が、本来なら山と海と一緒にやってもいいことができないの 

かなあと思ってしまうんです。そういう点とか、やっぱりこれまでのその制度 

的な壁というのが、年度の壁、予算の壁、制度の、そういう役割の壁ですね。 

そういうところがなかなか越えられない、いろんなところが協働で集まって問 

題のないことって市民と一緒に何か楽しいことやろうっていうのとでは全然問 

題なくできるし楽しいんだけども、それで終わっていてはこの問題の本質に 

ちっとも迫れないという気が、私の気持ちの中の焦りとして感じるんですね。 

それするためにはどうしたらいいかってやっぱり僕はそのもっと私なんかも何 

も知らないんだけどとにかく素人っぽく見て、正直に見て考えてくと、なぜそ 

こははっきりしないのかなとかいろいろ思うわけですよ。そういうことを突っ 

込んでくと、何かの壁にぶちあたるっていうのがこれまでなんですね。だから 

もっとそういう壁を取っ払うためには、是非その主導という言葉はちょっとき 

つすぎておこがましいとは思うんだけども、そういう自由な市民の感覚を元
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に、それをどんどん出してもらって、それに研究者の方や行政の方がそれを支 

えたり具体化したり実現したりという、いろんな今日もノウハウを随分聞かせ 

ていただいたんですけど、ああいう素晴らしい科学的な新しい道具や手法とが 

ある。それに後は市民を巻き込む、大きく市民全般にアピールできるような仕 

掛けが必要だと思うんです。危機感をまずしっかり持ってもらうことと、その 

危機感に対して何を今すべきかってことを本気で素人っぽく初めから考える 

と。良く分かっている人ばっかりがそのいろいろ難しい話されると一般の市 

民、 「ああもうわかった、海は汚いからいかんからいいわ」みたいなことで、 

ほっぽらかされちゃうんです。そこをやっぱり突き破るには、本当に今大変な 

状況なんだよってことを分かりやすく説明して、そのために皆さんどうしたら 

いいと思う？ということを素直に出してもらうような、そういう会議もそうい 

う仕掛けが欲しいと思うんです。でも出てくるのは相変わらず事務局が用意し 

た広大な資料をだーっと説明されて、ここを教えてと言ってもなかなかそこは 

出てこないという不満がちょっと溜まっていたので、すみません、いろいろ勝 

手なこと言いますけど。 

（入江）現在の危機感を認識するという提案について、賛成する。 

また、 「海の癒し」を享受できるような、海の良さを感じていける場が必要。 

〈進行〉もうすでにその役割分担というようなお話も少し出てきましたけれど 

も、入江さんお願いします。 

〈入江氏〉先ほど辻さんから提案された現在の危機感を共有しあうこと。それ 

で原因が何であるかというのはある程度はっきりしてきたので、これを確認し 

ようと。それから皆でできるところから取り組んで、少しでも前に向かって前 

進しようと。そういうご提案も本当に大賛成なんですね。私も瀬戸内海の海の 

近くに生まれて、子どもの頃は海に潜ったり、アサリとかハマグリよく採っ 

て、そういう記憶があって。今そこの海は埋め立てられて工場があると。そう 

いうことなので原因はやっぱり埋め立て。それに伴う浄化能力の低下というの 

が非常に大きく効いていると思うんですね。東京湾をはじめ、今日ご紹介いた 

だいた伊勢・三河湾についても大阪湾についても有明海についても、今一番漁 

業という面から問題になっているのは、貧酸素水塊なんですね。やはり研究者 

の立場から言うと、この貧酸素水塊の現状を把握するとともに、これを何とか 

改善する方法がないかというのを、全力をあげて取り組まないといけないと 

思っています。一般市民の方達は今ではあまり水辺といいますか、川の水辺も 

含めて海辺に近づく機会が少なくなっていて、東京湾は、特に埋め立てられて 

そういう場に近づけなくなってしまってると思う。残されている干潟とか水辺 

が見れる場所にどんどん行って、実際の海の良さって言うんですか、そういう 

のは行けばすぐ感じられると思うので、そういう海辺を含めて水辺が私達生き 

物である人間に与えてくれる癒し効果と言いますか、リフレッシュ効果を実感 

して、やっぱりこういうのが将来の子孫、子ども達にとって良い環境だな、 

やっぱりこういう環境を取り戻していかないといけないなという、そういう感 

覚を皆が持つようにしていく必要があるんじゃないかと思っているところで 

す。 

〈山崎氏〉今、水辺のお話が出たんで、サンフランシスコ湾との比較の研究を 

やって、サンフランシスコ湾を訪れた時に非常に印象的だったのは、サンフラ 

ンシスコ湾全てを、一周できるほど遊歩道が続いているんですね。これ C o n n o r 

さんからお話していただいたらいいと思うんですが、主婦達が地道に始めた努 

力でこういう遊歩道ができたらしいんです。この効果というのは、市民を問題 

に近づける。こういう問題があるんだと。それから水辺のありがたさっていう 

のを実感してもらうという意味で非常に有効な手段だと思います。ところが今 

お話のように日本の場合、人間が檻の中に入れられちゃってる感じで海が見え 

ないんですね。海が見えないものだから東京湾きれいになってるよって思って 

る人がたくさんいるんです。それが大きな間違いだと思います。ですから市民 

をできるだけ水に近づけるような行動が今必要なんじゃないかと思います。 

（山崎）サンフランシスコ湾では、湾を周回できる遊歩道が整備されている（主婦が中 

心となった取り組み）。こうした取り組みは、市民を海辺（の問題）に近づけることが 

できる。
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（コナー）東京湾についての発表をお聞きすると、貧酸素水塊や青潮の問題は深刻であ 

り、大変であると感じる。深掘れ跡による貧酸素水塊の発生は、米国でも数港で報告 

されています。 

〈進行〉今ちょうど C o n n o r さんに内容をお聞きしたいような点の指摘が山崎先 

生からありましたけれども、サンフランシスコ湾での取り組み、特に市民の人 

をどんなふうに取り組みに参加させていくのかということについてコメントを 

いただきたいと思います。C o n n o r さんは昨年来日された時に別のシンポジウム 

で、多くの関係者が多くの役割を持って、まとまった考えで問題にあたること 

が大切であるというようなご指摘をされていました。今我々がしている議論に 

ついて何かアドバイスをいただけませんでしょうか？ 

〈C o n n o r 氏〉山崎先生が非常にうまく説明して下さったと思います。サンフラ 

ンシスコで行ったことなんですが、そこで申し上げたいのは、これはサンフラ 

ンシスコ独特ということではなくバンクーバーでも非常に美しい遊歩道を港の 

ところにつくりました。そしてこれはまたいわゆるその摩天楼の開発とかそう 

いったものとちゃんとマッチしてるわけなんであります。摩天楼、言ってみれ 

ばミニ香港とか、そういうふうに言ってます。それからボストンにも同じよう 

なことをやっておりますし、同じような歩行者用が日本でもできました、昨年 

ですけれども。また施設もできています。それからもう一つここで思い起こさ 

れるのは、毎回こういった東京湾のプレゼンテーションを聞くにつけ、このい 

わゆる青潮の問題、それからまた安藤先生が酸素が非常に重要だという話をさ 

れました。いわゆる青潮、それからまた浚渫のいわゆる b a r r o w  p i t といわれる 

ところ。それからまたホットスポットと呼ばれるところ。この青潮が、ほとん 

どその通り道にいるものは死んでしまうわけです。そして同じような問題が 

ジャマイカ湾、これニューヨークなんですけれども、でもありました。こう 

いった ba r r o w  p i t というものが、いわゆる J F K で空港をつくる時にその浚渫を 

されましてつくられてしまったわけです。ですからこれは言ってみれば下水処 

理場をつくって、そしてもっと高度な処理技術を取り入れると。そしてこの底 

のところを埋めるか、あるいは当局でそういった b a r r o w  p i t を使って非常にこ 

れは有用なものであって、それで利益があがったと。しかし、そして環境を良 

い、健全なものに戻したということでありますけれども、やはりどれだけそれ 

が簡単にできるか難しいかということによりますけれども、b a r r o w  p i t の問題 

というのは非常によく向こうでも見ておりまして、そしてジャマイカベイの例 

も、これ非常に大きな沈殿物がたまっておりました。いわゆる干潟などになっ 

ていたところなんでありますけれども。そういったこの干潟は全くなくなって 

しまっていくと。そういった b a r r o w  p i t をつくったからなんでありますけれど 

も、それがたくさんの堆積物を底にためてしまうわけです。ですからそういっ 

た問題を、創造性を駆使して解決すべきだと思います。 

（牧）市民と海環境のつながり（水環境）の問題は、地球温暖化、ゴミなどの問題と比 

較して小さく取り上げられている。分かりやすい指標が必要、透明度や底層 D O のよう 

な本質的な項目が制度的に裏付けられて取り上げられていない。水質の改善と生物の 

回復がリンクしない可能性もあるので、生物の生活環を考えた評価が必要なるのでは 

ないでしょうか。 

〈牧氏〉もう大体他のパネリストの方から言っていただいたことの繰り返しに 

なりますけども、細川理事からお話ありましたように、今月中に東京湾に関す 

るシンポジウムが 5 回あるということで、先週もそこにおられる野村さん達の 

主催で東京湾の海洋環境シンポジウムというのが浜離宮朝日ホールでありまし 

た。大体恐らくこれからやっても出てくる結論というのは一緒だと思うんです 

けども、私が今関係していることといったらどうしても水質とか水環境という 

ことになるんですが、やはりさっき古川室長からふっていただいたように、市 

民と海の環境と水環境のつながりというのは、今環境省でも水環境行政は、俗 

な言葉で言うと負け組になっていて、圧倒的に温暖化と廃棄物、はっきり言う 

と、役人の配置までそれが見てとれるんですね。今日辻さんの話は感動的だっ

79



71 

たと思うんですけども、貧酸素は公害だと認定しなさいというのは、これはあ 

る種昔の力強い環境行政、公害行政の勃興みたいだと思うんですけども、どう 

もなかなか人の命が無くなるとかそういう非常にどぎついことが起こらない限 

り、迫力がなかなか出ない。水環境で難しいというのは、ゴミとか大気とか温 

暖化というのは人々の生活を驚かす、もちろん本当に起こるかどうかは別なん 

ですけども、割と身近に感じやすいんですが、貧酸素だとか C O D 、大体 C O D が 

指標として間違いというのはそこにおられる木村さんも言われてますけども、 

そうだと思います。要するに C O D 一元化ということをずっとやってきた訳で、 

実は C o n n o r さんに聞きたいと思いますけども、海外で C O D 基準というのはなか 

なかなくて、ある種日本とかアジアの独特の文化で、過去の強公害対策型の遺 

物みたいになってるんです。だからこれで水質環境を守ったから水環境保全に 

いくかというとなかなかいかない。だから本当に C o n n o r さんが今日ご紹介いた 

だいた事例で、スニーカーがどこまで行って見えるかという、ああいうのは非 

常に分かりやすいでしょう。それから市民の i n v o l v e m e n t というか参加者がな 

かなか盛り上がらないところをどうするかということになると、どうしても 

やっぱり行政的な制度としてはスニーカーで透明度を評価するというのは分か 

りやすいでしょう。透明度というのは任意では測定しておりますけども、何も 

行政的に o b l i g a t i o n はありません。それから低層 D O というのも、これも今環 

境省で議論されてますけども、問題なのは表層の D O じゃなくて低層の D O なん 

ですけども、これは測定は義務化されてません。ですから本質的に必要なとこ 

ろ、あるいは分かりやすいところというのは、意図的か非意図的か分かりませ 

んけども今のところ水質行政でもちょっと制度的な欠陥があると言わざるをえ 

ないんですね。だからそれと今度水環境のいわゆる副次的な水産とか生き物の 

回復というのをどうするのかというような、もう一つ難しい学問が、これは東 

工大の灘岡先生が言われたんですけども、未熟なのが現実です。今日 C o n n o r さ 

んに見せていただいてちょっとショックだったんですけども貧酸素がなくなっ 

ても、ある種の魚というのが回復しないっていう。だからもしかして東京湾で 

も貧酸素が回復したからってそんなにいろいろバラ色の世界になるかっていっ 

たら恐らくそんなに簡単にいかないんだと思います。恐らく底生生物ぐらいは 

すぐ回復というのがあるかもしれませんけどもなかなかそれも上位の方にはい 

かないというのがありますので、その辺のある種の生き物の生活環の全体的な 

研究も含めて、これはやらないといけない。東京湾の真の回復というのは恐ら 

く 1 0 0 年、2 0 0 年というぐらいまでかかる話ですので、一つはいかに市民、参 

加していただいて意識を持っていただくかのと、それから水質環境と水環境の 

間をどうやってつなげていくかというのが今大きな、制度的にも大きな問題だ 

と思ってます。 

（辻）今の状況を変えていくのは大変なこと。今の海の生態系（貧酸素の問題、港の作 

り方等）を真剣に捉える必要があると思います。 

〈辻氏〉今のお話でちょっと熱が皆さんすっと引いたような気がしたんだけど、 

確かに行政的に考えたら今の状況を変えてくというのはとても難しいことだろ 

うと思いますね。いろんなことができあがっているというか。でもやっぱりこ 

の海の問題というのは、これまで例えば再生会議なんかでもよくそういう話題 

になるんですけど、ゾーニングというような考え方があったりして、海を水産 

の場でもあるが物流の基地だとかね。そういう、特にこれも耳障りな言い方か 

もしれませんが、確かに物流も大事なんだけども、どういう環境をそのために 

使うかという考え方はこれまではね、とにかく浚渫技術というか砂を掘って陸 

地をつくるという技術が人間が手にした時から、それでできるところってこと 

で干潟や浅場をどんどん港につくり変えてきたじゃないですか。でも昔はそん 

な力がない時は、天然の良港と言われるような水深のちゃんとあるところだけ 

を港にして、浅いところは底の浅い船を使うというのが、それしかできなかっ 

たからと言えばそうですけど、そういう、うまく自然を壊さない物流の使い方 

というものもあったと思うんです。そういうものを一切、かつて機械化の時 

に、海を壊しても、まあ海は広いし生き物は強い復元力あるからなんとかなる 

んじゃないかっていう感じで、どんどんやってきた結果が、そういうツケが全 

部いろんな形で重なってあると思うんですね。だからそれをやっぱり見直すた 

めには、そういう考え方の根底からやっぱりちょっと考え直すような、私達が
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3 0 年前、或いは 5 0 年前それは無理かもしれないけどとにかくかつてあった豊 

かなものを取り戻していこうとしたら、これまでやってきたことも、やってき 

たことはもう全部しょうがないからここから努力しましょうという決め方では 

なくてね、ちょっと本当にそれは必要だったんだろうかとか、他に本当にない 

んだろうかとか、深場をつくらずに港の、例えばちょっと深いところで船は止 

めて、そこから浅い船で物を運ぶとかね。何かその両方を生かすような、海の 

生態系には絶対に必要な浅場と干潟や藻場を取り戻せるようなことを真剣に考 

えてみてもいいのではないかなと。もう 2 0 数年やってきて結果良くならないん 

だったら、やっぱりここらで総理が変わった時でもあるし政治的にも全部いっ 

ぺんご破算で変えましょうよという提案を皆でやったらどうかなと思うんです 

よ。 

僕、子どもの頃の原体験というと本当に中学の時に今は埋め立て地になっ 

ちゃっている三河の大塚海岸というところへ行って初めて臨海学校で一週間先 

生と一緒に海の船に乗ったり泳いだり遠泳教えてもらったりいろいろやって楽 

しんだ。そのことが今、身体の底底から沸いてくるんですね。あれをやってな 

いのって最近聞いたら、子どもらは今は臨海学校なんてとんでもないと。そん 

なことは先生が、学校が危ないからとやらせませんよって。それじゃね、本当 

に育つ子ども達も大事なところは育たないなと。子どもの自殺者が増えるのも 

そこら辺から関係してないのかなと思ったりしちゃうんですね。まあちょっと 

話は飛びますけど。 

だから貧酸素でも対策というのも実は私達の仲間に今日もいらっしゃってる 

と思うんですけど井上さんなんか、かなりあれに対する方法論というか、いろ 

んな技術的な方法論もお持ちになっているんだけどそういう研究予算がなかな 

か出してもらえないとかね。そういうこともあるので、一度やっぱりこの今の 

貧酸素の問題は、私達日本人のこれから生きていくための海の資源ということ 

で、それは最優先して流通の必要性とかいろんな必要性を考えた時にやっぱり 

優先して干潟の生態系や海の生態系を生かすということを第一にするという、 

そういうことの合意を少なくとも分かってらっしゃるところでとって、そうい 

う声を普及してくということが第一歩じゃないのかなと、勝手ながら思うんで 

すけど。 

（会場）N G O と行政、学者の連携の重要性が指摘されている。市民が調査等のデータを 

生かすことが大切。そうした場が必要ではないか。 

〈進行〉プレゼンーションの最初の方から、東京湾の再生のための行動計画の 

中でもまず貧酸素水塊の抑止といいますか、酸素状況の回復というのが目標に 

置かれて、それにどんなふうに対応できるか、また酸素がないけれどもどんな 

ふうにその中で人々が水に触れ合うような場がつくれるのかというような可能 

性を探っている状況であるけれども、もっともっと根本的に考え直す必要もあ 

りますねというような大きなご指摘をいただいた討論だったかなというふうに 

思います。 

せっかくですので会場の方から 1 、2 ご意見をいただきたいと思います。よろ 

しくお願い致します。 

〈タチバナ氏〉私、千葉県の市川から来た三番瀬問題に取り組んでいるタチバ 

ナと申します。今日の会議の中で N G O と、それから学者或いは行政との連携の 

重要性というのが指摘されたと思うんですけれども、三番瀬では市民が中心に 

なってここ 3 年くらい、三番瀬に泥干潟とそれから砂干潟という、たった 

1 , 6 0 0 ㎡くらいのところに 2 つの異なる干潟が存在するんですね。特に泥干潟 

ではカキ礁といっていろんな生物にとって重要な役割を果たしているというこ 

とを中心に市民が調査しているんです。いろんな調査があるんですね。その調 

査のデータがまだ十分にというよりほとんど行政には生かされていないという 

現状があるので僕は直接何回か参加していますけれども、携わっていないんで 

すけれども、そういうデータを互いに交流して、というか交換して生かしあう 

というようなことを考えていただけたら今この会議での成果の一つというか、 

そういうものとして生かせるんじゃないかと思うので、是非ご検討の程をよろ 

しくお願いしたいというふうに思います。それからもうひとつ、ちょっと申し 

訳ないんですけれども、この前の朝日ホールでやったシンポジウムに僕出てい 

るんですけれども、その時に指摘されたのは東京湾の漁業の再生にとって東 

側、東京湾の水が流れ込む方で、今日のお話であったんですけれども、そこの
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再生というかそこの在り方がすごく重要だと。これは今申し上げた三番瀬に 

とっても大きな課題だと、漁業問題というのはですね、そういうことを含め 

て、この中に確かあの時の東大の先生がそういう発言をされていたと思うんで 

すけれども、その点ももし良かったら触れていただければと。すみません、長 

くなって。 

〈進行〉今すぐにその答えをというお時間がありませんけれども、データを生 

かし合うことが非常に大切であるというそういう場が何か上手く仕組めたら、 

また機会をつくれたらというふうに、 我々も努力したいと思いますし、ここに 

は幸いその行政の方も研究者の方も、また会場には様々なシンポジウムなり研 

究を進めておられる方もいますから、みんなで考えていくことができたらなと 

いうふうに考えます。前のほうでもうお一方、会場からご意見をいただきたい 

と思います。 

〈イグチ氏〉国土交通省の近畿地方整備局のイグチです。本日私大阪湾の再生 

を担当しておりまして、東京湾再生というシンポに参加させていただきまし 

て、大変光栄に思っております。パネラーの皆さんが様々なご研究、またいろ 

いろな調査、また市民のお立場からいろんなこと述べていただきました。本当 

に参考になりました。これらは非常に私の業務にこれから役立たせようと思う 

んですが、一つだけ意見というか提言をしたら、個々の研究なり、私実務です 

けど、いろんな人がいるんですけど、その前にやはり環境の倫理というものが 

あると思うんですよね。その倫理がいわゆる環境倫理学という倫理がありま 

す。私の場合はその倫理は何かというと、少なくとも孫子に今の環境より悪い 

環境は与えない。絶対にそれより低い、ともかく人類が死ぬような環境は全く 

絶対与えてはだめ。できたら生物も生き残る。できたらお金に余裕があれば、 

国土交通省はお金がないですからね、本当に。お金ないですけど、できたら良 

い創造もこれからつくっていくというのが私の倫理ですけど、やっぱりそうい 

うここにいる皆さんがそういう倫理を、技術から離れても少し交流しなくちゃ 

だめだと思うんですね。それがやっぱり原点の共有だと思います。以上で提言 

終わります。 

（会場）個々の研究の前に「環境の倫理」が必要と思える。例えば、 「孫・子に今の環 

境より悪いものをわたさない」 ・・・などのような倫理を考え・議論する必要がある。
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討論議題３．それぞれが考える「今後の予定や期待・希望」 

〈辻氏〉今の方のお話で感銘したんですけれども、本当に僕らの原点は 1 人の人 

間として自分の子や孫、例え子や孫がいなくても、子どもたちの世代に自分よ 

りはいい状況を伝えたいというのは普通の親の感覚というか、人間の倫理とい 

うことを難しく言わなくてもそれが自然かなと思うんですね。誰しもそうやっ 

てやってらっしゃると思うんですね。だからそれをやっぱり少しそういう立場 

で考えればいろんな壁が全部越えられると思うんです。行政の方も研究者の方 

もそうでない一般の人間も多分人間という立場に立てば共通なので、こういう 

命がとにかく生きていけないような環境というのはどう考えてもおかしいと、 

それをやはり見過ごせないという思いをしっかりみんなが強く思えばいろんな 

壁を越えて何かできるんじゃないかなと、それをこう信じたいというふうに 

思っています。どうぞよろしくお願いします。 

〈安藤氏〉そうですね、私自身がこれから何ができるかという話なんですけれ 

ども、今のところは先ほどお話したような研究を行っていまして、今後はイン 

ターネットもありますし、そういうのをなるべく活用して、外に発信するとい 

うのが一つの手かなと思っていますので、出しましたらぜひ見ていただけたら 

と思います。 

〈牧氏〉今回のシンポジウム本当にいろいろスタッフの方にはお礼申し上げた 

いと思います。このシンポジウムはどんどん続けていただきたいと思います。 

さっきの近畿の整備局の方の話は非常に感動だったんですけど、私も関西出身 

なんですが、大阪湾のシンポジウムでこんなに賑わうということは考えられ 

ず、大阪湾シンポジウム自体、大体あまりやってないんじゃないかと思いま 

す。はるかに東京湾シンポジウムの方が賑わっているというか何回もやられて 

いると思うんです。本当に場を規定されているような構造を扱っていられるよ 

うな国土交通省の方が言っていただくのはありがたいと思うんです。水質基 

準、環境基準の仕事に関わっていて面白いのは、これは人間の健康を守るため 

にあるものですとかでなく、これは生活環境項目 B O D 、C O D というのは一体何の 

ためにあるのかという時に必ず水産何級とかそういう説明が出てくるんですけ 

れども、これが非常にいやらしいんですね。だから環境で一番最後に残るのは 

なぜ野生生物とか、産業以外のものを保全するのか、人間が利用する以外のと 

ころを説明するというのは、さっき本当におっしゃっていただいた、倫理とか 

文化とかしか一番役所とか、どぎついこというと財務省に説明しにくいものも 

のしかないんですよね。これをどれだけ共通認識として守る堅い論理にしてい 

くというのが重要だと思います。ある種我々の研究活動というのはそういうも 

のだと思っている時もあるんですけど、安藤さんが言われた通り、一定の所の 

データの取得をやって何の為になるんだという指摘を受けることもあるかもし 

れませんけれども、今までもたくさん取られた東京湾のデータと、我々が新た 

に調査するようなデータと整合性みたいなもの、その過去のデータがあったか 

ら今我々が取ったデータが生きるんだというような、情報発信というもの、こ 

れは絶対我々の義務だと思いますので、そういうことをどんどんやっていきた 

いというふうに思います。 

〈入江氏〉私は今現在恵まれた場所といいますか、海の公園とか野島公園の近 

くに住んでいまして、時々散歩しながら陸上から魚の姿が見られ、非常に幸せ 

なんですけれども、こういう環境にいくと子どもたちは本当に服を汚しても一 

生懸命遊んでいるんですね。そういうのを見ると、会場からの先程のご意見も 

ありましたけれども、やはりこういう自然というのは人間もその一部であっ 

て、これからも子ども達、或いは子孫のためにはそういう環境を残していかな 

いといけないというのを強く感じていますので、地域においては一市民として 

できることをやらないといけないし、研究者としては研究サイドでできること 

をどんどん進めていきたいと思っているところです。 

（辻）ひととしての倫理 

を基にしたら、様々な壁 

が越えられるのではない 

でしょうか。 

（安藤）なるべく外への 

発表・発信をしていきた 

いと思います。 

（牧） 「人間の健康を守る 

ため」の指標はあるが、 

「人に直接関係していな 

いように見える環境」に 

ついての指標・取り組み 

は理解されにくい。 

（入江）自然は人間の一 

部という考え方、感じ方 

を子供たちに残して行き 

たい。市民として研究者 

としてできることを考え 

て行きたいと考えていま 

す。

83



75 

〈長瀬氏〉辻さんには伊勢湾再生の折からいろいろお世話になって、相変わら 

ず厳しいご指摘をいただいております。辻さんが、先程言われたように、一般 

の方に分かりやすい取り組みがやっぱり大事だという事は、その通りだと思い 

ます。また大阪のＰＲをする訳ではないんですけれども、大阪では昨年度テレ 

ビに 1 5 本取り上げられたんです。新聞報道では 3 6 件です。これはホームペー 

ジで載ってますけど、上手くマスコミを使われている。 やはりこれからは我々 

行政サイドとしては、こういったマスコミとか一般の方々にひろく認知してい 

ただくける取り組みを進めていかなければいけないと思っております。先程厳 

しいご指摘いただきましたけど、東京湾再生が始まってまだ 3 年でございます。 

目標が 1 0 年と先の話になりますけれども、やはりこれからだと思っておりま 

す。行政もこれから本腰を入れてやっていきたいと思いますので、よろしくお 

願いします。 

〈山崎氏〉最後に月並みなコメントかもしれないんですけれども、日本では科 

学技術、科学・技術じゃないんですよね、科学技術なんですよね。開発が続い 

てきたのはいわゆる人間のエゴだと思うんですよ。人間がその科学技術を使っ 

て分からないところはみな、実は私ももともとは技術者だったので、今は技術 

じゃなくて科学の方をやっているんですが、その技術の方ではわからないとこ 

ろはセイフティーファクターで何でもいいんですよ、でかいものつくっちゃう 

んですよ。それは人間のエゴで、今分かってきたのはやはり科学を使ってシス 

テムが理解できないと、そしてやはり人間を含めて人間も生態系の一部だとい 

うことが分からないといずれ崩壊が来る。事実そういう時代がどんどん近づい 

てると思うんですね。ちょっと脱線しちゃいますが、最近耳にしたことでは北 

大西洋の深海の深層水のフォーメーションがストップしたという事実が出てき 

ていると。もしそれが本当だとするとものすごく恐ろしいことなんですよね。 

気候はどんなふうに変わるか分からないです。本当に氷河期がくるのかもしれ 

ないです。それが 1 0 0 年のオーダーで或いは数十年のオーダーでくるのか分か 

らないですね。ですからやはりシステムを理解する。それはやはり科学・技術 

でなければならないと思うんです。科学を使ってそして技術で問題を解決して 

いくような方向をみんなで考えていくことが必要だと思います。 

〈C o n n o r 氏〉古川先生がこのようないろいろな観点からパネルディスカッショ 

ンを率いられたということ、非常に評価したいと思います。皆、同じような環 

境倫理を持っていると思います。先程どなたかが仰いましたように、ごく最近 

サンフランシスコで会議を持ちました。このような会議だったんですが、聴衆 

の方が皆さん同じような観点で見ておりました。やはりもっと幅の広いいろい 

ろな種類の人を、例えば開発者もそうだしそれからまた商業会、商工会議所の 

人とかその予算に関わる人たちとか、或いはマスコミの人たちとかいろんな人 

達を呼んでそして彼らのそれぞれの観点からこういった問題についてディス 

カッションすることでもっともっとアピールを広げていったらいいと思いま 

す。それは非常に興味深い効果がありました。例えば商工会議所、アメリカは 

商業会議所ですけれども、サンフランシスコ湾の環境の質のブリーフ、即ちそ 

ういった文書というのがまとめられました。これはサンフランシスコ湾の環境 

の美しさということで、いわゆる直接お金に結びつくことではないんですけれ 

ども非常にこれは驚きました。どのようにこの聴衆をもっともっと幅の広い人 

達から構成されるように広げることの意義というのを感じる一つの出来事だっ 

たと思います。 

〈進行）ありがとうございました。今日様々な意見が出されました。ここで私 

が拙速にまとめるというのはよろしくないのかなと思います。様々な意見をで 

きるだけ正確に、こんな意見をこんな方から、こんな立場の方からいただきま 

したということをまとめて報告書にさせていただきたいと思います。会場の皆 

様方も今日発言できなかった方たくさんおられたと思います。アンケートを通 

してご意見をいただき、報告書に掲載させていただきます。 

これにて討論を終了させていただきたいと思います。ありがとうございまし 

た。 

（長瀬） 「分かりやすい」 

というのは、重要な視 

点。広報を通して、皆さ 

んに認知していただける 

ような取り組みが必要。 

東京湾再生はこれからで 

す。 

（山崎）日本では、 「科学 

技術」 （科学・技術では 

なく）で取り組んでき 

た。科学を用いた（人間 

が世界の一部であるとい 

う）システムの理解が不 

可欠である。 

（コナー）様々な人々が 

集まり、同じような考え 

方を共有できたのではな 

いでしょうか。米国で 

は、人が享受できる環境 

という考え方が大切だと 

指摘されています。
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　７． 会場からの意見 

討論議題１． 現状認識に基づき 「今、 何を優先すべきか」 に対しての意見 

1 . 一般市民に情報を開示し、危機感を共有するという意見に賛成です。 

一部の行政・研究者・ＮＰＯが活動していますが、浅瀬をつくる等の活動には予算が必要で、 

そのためには『一般市民』の声が大きくなる必要があります。そのためにも一般市民が理解し 

やすくできるように、透明度などの指標を取り上げる必要があるのでしょう。何より子供たち 

には海に出て楽しんでほしいと思います。一般市民の声の大きさと研究者の活動（予算が必 

要！）を相乗的に高めることができれば最善であると考えます。 

2 . 市民を巻き込んでいく仕組みづくり 

・市民は行政と研究者を巻き込んでいくこと 

3 . すべての物質は海へ流れ込む。大気や水・土の汚染源をなくしていくことが最優先課題。 

あらゆる活動の指標に環境保全をおくシステムを早急に作らなければならない。すぐにゴミ 

になるような包装材の生産をいまだなくせないような経済体制を改めない限り、東京湾の再生 

はありえない。かつての公害の時代より、現在は目に見えないはるかに深刻な環境汚染が首都 

圏を覆い、大陸から日本、日本から北極までめぐっている。湾につながる活動を支えつつ、根 

源の改善を急ぎたい。 

4 . 水質や底質、生物等の問題以前に、辻氏の話にあったように、国民が海の問題で関心を持つ 

ような手段・施策を考えなければならない。

　政策決定者の意思を左右するのは国民の意思である。 

5 ・次世代に引き継いだ時点で示せるデータ 

・自身で取ったものを食べるという事と子供に体験させることにより、何が大切な事なのかを 

子供に教えること。 

6 . 原資の確保が最優先だと思う。 

7 . ・新たな埋め立て・浚渫は止めるべき

　・自然の持続力と更新力を定量化できるような調査・研究をする 

・青潮発生に起因する沿岸地形の洗い出し。 

8 . 東京湾は最終の河川の流下場所である。大河川の流域住民へのＰＲ・子供たちへの「カン 

キョーキョーイク」も含めて、流域住民、教育･ ･ ･ ･ への変換も更に必要ではないか。

　要は流域住民へのアプローチをもう少し対応すべきと思います。 

9.Priority 順に 

①底質改善のための覆土、覆砂 

②人口干潟造成；遊休私有地( 埋立地) の干潟化 

③高度処理の抜本的推進( 下水道) 

④藻場を増やす 

⑤河川流入土砂を増やす 

1 0 . 環境に対する投資（漁獲高などのローカルなものと地球規模的なものも）、効果をお金で評 

価することも平行してやるべきでは。 

1 1 . 東京湾のいろんな所、様々な人が、様々な活動をしているが、全体として意識が低いよう 

な気がする。教育、啓蒙が大切なのではないか、意識が高まれば行動も伴ってくると思う。 

1 2 . 情報の発信＝より多くの人に知ってもらう努力 

・ＮＨＫが４月特番で「東京湾」を取り上げるようです。その中で今日の一部内容でも取り上 

げてもらえないでしょうか。 

・内容が環境教育にぴったりだと思います。中学～大学までで今日の内容を学習として取り上 

げてもらえる様、アピールしては如何でしょうか。 

・東京湾の現状を多くの人に知ってもらい、再生を望む多くの声を引き出す事が重要だと思い 

ます。 

会場で実施したアンケート結果を順不同で掲載しております
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1 3 . 現状認識こうなんだは聞き飽きた。→具体的にどうする 

それが今、関心を持っている一般人は知りたいと考えている。 

特に小・中・高・大学生に知られることが大切で大人はこの様にしてしまい、責任を、 

特に学識経験者は恥じるべきと思う。 

1 4 . 倫理学的には、子供たち後世や生き物に今より悪い環境を残さない、保全する。少なくと 

も、生存できる環境を守ること、を念頭におくべきである。現在、大阪湾再生に携わっており、 

ＣＯＤ，ＤＯの数値目標をかかげているが、上記の倫理に基づけば、最終的な生態系、生物多 

様性、漁業食料生産も目標に、サンフランシスコ湾のようにロジスティックに計画を進めるべ 

きである。それと同時に重要なのは、海辺に対する市民の「こころ≒原風景」である。私の関 

与したＡ港の汚い運河でも市民アンケートでは「汚い水でも海にふれたい( 親水性) 」が多く 

あった。

　市民ニーズ 

→　目標設定　→　順応的管理　と思う

　サイエンス 

1 5 . 市民が今できることを考え、実行できるような背景を作ることだと考える。 

1 6 . 水質改善は分かりやすい行動ですが、東京湾の生物生産能力( P o t e n t i a l ) を把握する必要が 

あると思います。湾内の物質循環をうまく稼動すれば、多少の富栄養化があっても解決できる 

課題だと思います。また、P o t e n t i a l がわかれば、目標設定、取組スケール設定ができると思い 

ます。 

1 7 . ＴＶによる公報⇒コマーシャル同様金を使う 

1 8 . 改革は産官学民で行うべきではないか 

東京の( 民) はいないのだろうか 

民を加えることが最優先 

1 9 . 現状の実態の国民の意識共有 

2 0 . 下水道の整備 

合流式から分流式へ、巨大予算がかかるが東京湾の浄化には必要と考える。 

干潟再生、浅場造成をする。 

里山、里海の復元。 

2 1 . 市民を巻き込んで危機感を持ってもらえるようなしかけが必要との意見には賛同するところ 

が多かった。臨海部への遊歩道整備などにより、市民が海に近づける方策を考えるのは有意義 

であるが、行政の役割分担の中で、港湾側と都市側の中間に位置するところであり、これまで 

手をつけづらかったことが、これまで施策が進まなかった一因として存在すると思う。 

2 2 . アサリの病原菌による汚染、衛生問題をチェックすべきた。関係者の努力に水をさすようで 

申し訳ないが。 

2 3 . どのような東京湾を再生するかビジョンをもつ( 自然的、人工的、社会的、経済的いろんな 

角度から) 　例えば・東京湾の水産・海岸線のビジョン・生き物生息環境をどうするか？ 

↑ 

ビジョンを作るための取り組み 

↑ 

ビジョンを考えるための情報( 過去、現在、未来予測) 　必要な情報、提供体制 

↑ 

このような取り組みができる「システム」 「場」が必要 

↑ 

東京湾について問題意識の高い会( この会も含む) がゆるい形での組織化 

2 4 . ＮＰＯ、市民団体活動など「海の再生」に興味のない普通の人のニーズを把握すること。 

研究者はもういい加減に、ハッキリと答えを出すこと。 

官公庁、研究室に答えはなく、すべては現場( そこの人) にあるという認識を持つ。
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2 5 . 海、海辺に人を集める 

2 6 . 人間の生活スタイルが変化している現代において、4 0 ～ 5 0 年前の港を取り戻す( 物流優先 

の港を考えなおす) というのは正直難しいと思います。世界的な物流改革で、船舶は大変化して 

おり、水深の深い岸壁は必要です。ただし、時代の流れとともに技術進歩もみられ、新たな岸 

壁を作るに際して生物と共存する、構造することは可能であるし、重要と考えます。環境は時 

代とともに変化するものかもしれません。新たな技術・努力・知恵で、現代に既した自然再生 

が重要と考えます。 

2 7 . ①現状意識の方法 

②情報共有の手法 

これらについての議論を行い、共通認識( 少なくとも方向性) の確認が第一である。 

2 8 . 問題の先送りとなるかもしれないが、出来ることから行うしか方法はないと思われます。 

深掘を全て埋める為には、数十年以上の土量が必要とされているので、少しずつ行うことが重 

要と思われます。 

2 9 . 何が原因で海が汚れているのか、水質か？底質か？ 

原因をどうやら～らしいといったことではなくはっきりとした形、数値で表すことが必要なの 

では。原因がはっきりすれば改善方法やなぜそれが必要かといったことに対する説得力？と 

いった物が言えると思う。 

3 0 . 市民に現状を知ってもらうことがまず大切と思う。 

私の住む、埼玉県の方は、東京湾には無関心。下水道の高度処理については東京湾の浄化との 

事で進めているので、もっと知ってもらわないと、今後、下水道の整備が進まなくなる危険性 

がある。 （市町村の下水道関係者については東京湾のことは無関心。） 

3 1 . 現在の根本的な問題は、多くの市民が現状を認識できていないため、無関心ｏｒ関心が持 

てないことにあると思います。そのためには海に近づいてもらうことが優先されると思います。 

ぜひ親水性の向上を進めてください。 

3 2 . 東京湾臨海部は激変してきた場なので、地域性を出しにくいのかもしれませんが、同じよ 

うな景色の海辺ばかりにならないようにしてほしいと思います。 

東京湾全体とそれぞれ周辺地域との共存と両方の視点をもって取り組むことが大切だと思う。 

3 3 . ①海に大きな関心を持つ人を増やすこと。 ( 海を場として生活の糧を得、海から恵を受けて 

いる、海を楽しんでいる人々が、海を守る人になる。 ) 

②「東京湾再生計画」と「豊かな東京湾再生計画」の融合、海と森との連携が必要でそれら 

を総合化するオピニオンリーダー、主体の出番が必要になっている。 ( 市民・漁業者等、指示を 

受けた知事権限強化) 

3 4 . 貧酸素、青潮発生の抑制が最優先。 

地球生物化学的にいえば、硫黄と鉄の物質循環を参考とすることが重要。 

技術的には水田に関わる干拓土壌対策、秋落ち政策に学ぶ温故知新に期待している。民間の知 

見も吸い上げる努力、も必要と思う。 

3 5 . 海がみえない市民に、海を体験して、理解をうるしくみをつくる。イベント、観覧会 

環境学習の機会設定と、それへの行政の試行的参加が必要。 

3 6 . 東京湾再生に向けて、様々な努力が重ねられていることの一端を知る機会をいただき、感 

謝しています。赤潮の発生機序など、調べるべきことが山ほどあることがわかりましたが、そ 

うしたことをより多くの人々、特に東京湾沿岸に住む市民の人々にわかりやすく伝えていく必 

要があると思います。アウトリーチ、インタープリターの活動を活性化すべきと思います。
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討論議題２． 多くの関係者が 「どのような役割分担ができるのか」 に対しての意見 
会場で実施したアンケート結果を順不同で掲載しております 

1 . 行政：思いのくみとり 

科学者：現象の解明 

技術者：技術の開発 

市民：要望、現状の認識 

＝思いの共有を図る動き(誰が進めるか) 

2 . 入江氏が発表の最後に言われた「垣根をこえて」何をするかに、再生はかかっている。海を 

汚染するすべての対象、環境部局以外にも汚染の軽減を働きかけなければ、再生にはつながら 

ない。環境省はストックホルム条約を尊重し、水銀汚染を招く廃棄物焼却をなくす。経産省は 

目先の利益優先ではなくあらゆる事業体に汚染を防ぐ環境対策をとらせる。文科省は汚染をお 

こさない、環境保全型の科学、教育をする。各自治体はロンドン条約を守り、湾の再生につな 

がる政策を実行していく。 

3 . 行政はコーディネーターであると同時に、政策や施設の結果に対して最終的な責任をもつ立 

場でなければならない。 

4 . 連続するデータの収集と発表( ＨＰ等) 

海で遊ぶ、海を見る、海について活動をする。 

5 . 港の貧酸素を防ぐための対策を港湾管理者は急いで始めるべき。 

埋立土砂を採取した深掘り穴(俗に青潮ポケット) 。航路・泊地 

6 . 流域住民( 市民) のＰＲ( ゴミを捨てない、天ぷら油等台所からの生活廃水) 

流域工場からの排水… 

7 . 関係者が相互に情報交換する。 

情報交流センターの利用による、役割分担の明確化。 

海域別、団体別の清掃などの例に習い、他の活動でも役割分担をする。 

8 . それぞれのできることをやるべき。ただし、いつでも全体が見えるように、コーディネー 

ター的な役割を持つ所とネットワークが重要だと思う。 

9 . 常に行政、研究者、住民で民間企業で本気で考えている技術者がいる。なぜ企業が消えてい 

るのか、排水規制も企業が守って負担が小さくなった。具体的に努力している部分を明らかに 

知らせる工夫が必要。 

1 0 . モニタリングも調査も保全も創造も金がかかるのが、環境実務者としての本音。 

行政はコーディネーターはできても、国も自治体も金はない。お金の範囲内で役割分担する 

ことになるのが現状であるが、私は、お金を市民や企業に負担してもらう合意づくりの専門職 

が必要と思う。それには、社会学、経済学、心理学などの知識を持った人が必要だが、海には 

いない。 

1 1 . マスコミの活用、そして市民へのアピール 

1 2 . まず、身近の人々にこの課題を供給し、関心を持ってもらうことだと思います。 

1 3 . 海の中で活動できる人は少ない、また、負荷の大部分は陸上で発生している。このため一般 

の人々は「陸でできること」の展開が中心になると思う。 

1 4 . ・公的データの活用性の向上 

ＨＰなどビジュアル化されたデータの他、生データを活用できるようデータベースへのアク 

セスを可能にできないか。 

・市民との連携 

・行政、市民、研究者の壁をとり除くその作業。また逆に枠組みをしっかりする。
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1 5 . ・市民( 都・県民) の自覚→川を汚さない教育 

限られた税金を環境に使う(少ない？) 

・行政側：水質汚濁の発生源の改修

　　　　　 知恵を出しながら予算化する

　原因が推定出来たので実践する。絵に画いたモチにしない。環境改善に税金を使う。 

1 6 . 市民と問題意識を共有する重要性が論じられたことは大変意義深かったと思います。 

災害の分野などでは社会学の研究者も参加した学会やシンポジウムが多くあります。文理を 

問わず多くの分野の研究者に参加してもらうことも大切ではないでしょうか。 

1 7 . 日本では「科学と技術」でなく「科学技術」。両者の差異を認識して、科学の視点に立った 

システムづくりを、という意見に賛同するところが大きかった。 

1 8 . 「下水処理水の湾外放流」をしていないことが最大の問題。 

埋立も諸悪の根源だが、Aer at i o n をしたらどうだろう。 

1 9 . 自然科学の分野からでは対処的であるため、経済学の異分野等から海の再生へ向けた戦略 

的な取り組みを考えては？ 

2 0 . 市民の意識の向上が何よりも重要と考えます。 

市民は海の環境について認識が低く関心も薄い。研究者と行政が取り組んでいる内容もほと 

んど知られていないと思います。もっと市民が海、水辺と触れ合える場所の創造・市民参加の 

機会の創出が行政の役割であり、研究結果をわかりやすい言葉で市民に伝えることが研究者の 

役割と考えます。そして市民も油を流さないとか個人ができることをこつこつと取り組むこと 

が必要ではないでしょうか。 

2 1 . まず、批判しないことが重要。種々考えを持つ機関が全て同じ意見ではなく、目的目標が 

多少異なるのは当然であろう。しかしながら状況を悪くしようとしているワケではないと思わ 

れる為。 

2 2 . 再生には時間がかかる。そのために、住民、国民が海を再生したいといった強いニーズが 

必要になると思う。そのためには、まず、住民、国民へ現状と必要性を広く伝える必要がある。 

また効果が出るまで時間がかかるので、それも十分理解していただかなければならない。 

2 3 . 各界の情報共有が最も大切と思う。その中で私は自治集職員として、可能な限り協力して 

いきたい。またその課程を通じて市民参加等への応援をしていきたい。 

（さらに市民にも " 汗をかいて " 頂くことが将来につながると考えている） 

2 4 . 研究者：研究内容が難しすぎます。つまり学術的すぎです。人間生活にどのように関係が 

あるかをわかりやすく示してください。 

行政：市民レベルの視点で施策を考えてください。いきなりは難しいでしょうから、ＮＰＯ 

等と協働して進めるのも手でしょう。 

市民：もっと関心を持つようにしたいです。 

2 5 . お互いのモチベーションを高めるような交流の場をたくさんもってはいかがでしょうか。 

（やらせなしのタウンミーティングでお願いします。） 

2 6 . 関係者にとって目障りな課題を避けないこと。例えば、ダムの功罪について公開の討論を 

行うことなど、流域での視点を実質的なものにする分担が市民から期待さている。 

2 7 . 行政としては、現状を誰の目にもわかるように明らかにし、制度的な対応をすることが肝 

要。それを再生会議で義務化してほしい。また、制度対応の中に東京湾研究所( バーチャルでも 

いい) をおく必要がある。関係者、沿岸の権利をもつ地元土木、企業者に情報提供を行い、協力 

を得たい。 

2 8 . 東京湾に関する９月に実施された、朝日ホールでのシンポジウムでも明らかにされている 

が、東京湾の漁業の再生と深く係わる問題として、東京湾東側の奥湾に当る千葉県の海、三番 

瀬を含めて、重要な役割があるとの指摘がなされています。 

私も三番瀬に係わる一人として、今三番瀬の再生に向けて課題がいろいろありますが、三番 

瀬では市民の海の調査をここ３年ぐらい真剣な調査が実施されていますが、 「そのいろいろな
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データ」を共同で検討する機会を持って欲しいのです。 

2 9 . 地道に積み重ねられてきたデータが、財政難という名目で途絶するおそれがあることを、納 

税者である市民に強く訴えてほしいと思います。順応的管理を参加型で続けていくしくみを 

作っていくことで、もっと市民の力を引き出していくことができると思います。海に境界線な 

どないように、行政の縦割、横割を越えることができるのは、生態系サービスを享受している 

市民の視点だと思います。それは、海、川、山、まちに広がっていくと思います。なお、漁業 

者を、生態系保全の担い手として見直すことも大切であると思います。 

その他の意見 
会場で実施したアンケート結果を順不同で掲載しております 

1 . この１ヶ月に５ヶ所で東京湾のシンポジウムが開催されるとのこと。この問題に関心を持つ 

人間は多いほうがよく、シンポが各所で開かれることに賛成です。 

ただし、一方で各団体が個別にシンポを開いているようにも感じられます。情報の共有が進 

めれているのは理解しますが、本当の意味で様々な立場の方々が東京湾を良くするために協力 

しあえるように希望します。 

2 . 社会人１年目としてできること、やっていきたいこと、を探し、先輩方のやってこられたこ 

とを引き継げるようにしたい。 

3 . 東京湾が再生する時は取り囲む千葉、東京、神奈川の町々が再生するはずだ。各々の努力に 

期待はしたいが、自分も含めてこれだけの人口が集中し、工場群が湾のふちを埋めつくしてい 

るのだから、よほど思いきった施策を構築しなければ希望は持てない。 

現場で取り組む行政職員、浄化活動をする市民の動きを無駄にしないよう。 

4 . 国はＩＣＭの枠組をつくり、自治体は管理の体制をつくり、市民はそれを実行する主体であ 

るべきで、認識を共有する仕組みをつくらなければならない。 

国は海洋基本法( できれば沿岸管理法も) を、自治体はＩＣＭ計画をつくる努力をしなければな 

らない 

5 . 年間３００回を通して羽田周辺で活動しています。是非毎月第３日曜日の、子供達と羽田周 

辺の海で遊ぶ活動にご参加下さい。 

6 . 海洋生物学から見られる " 共存のあり方 " へより取り組んでほしい。 

7 . 人工干潟の能力を過大に評価しない。 

8 . 「泳いで憩える東京湾」を掲げているが( 都市再生本部) 、いつ頃、どういう数値目標でクリ 

アーになるのか、未来永劫に問い続けていくのだろうか。 

9 . 国、自治体、ＮＰＯ、財団、独法の協力をさらに継続、発展させる。 

1 0 . 学生として、東京湾の研究を進めるにあたり、様々な所にデータが存在しており( 短波レー 

ダ、海流情報、水質測定結果等) 、まずそれらの情報を整理し、現状を把握するのに多くの時間 

を費やさなければならなかった。 

そこで、どのようなデータがどこにあるか、どのような研究がなされているのかについて、 

統一的な資料があれば研究も進め易い。おそらく多くの方がこの問題の解決に努力されている 

と思うが、関係者は皆積極的に協力して欲しいと思う。 

1 1 . 非常に勉強になりました。今後も出来るだけこのような場に出て、意識を高め、何が出来る 

か考えたいと思います。 

1 2 . 再生に向けた、市民と連携して行動できる何か( イベント形式でも) が計画出来たらばと思い 

ます。再生の必要性、 ・可能性を多くの人々に知ってもらい、関心を持ってもらいたいと思いま 

す。
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1 3 . 大阪湾のよき「センパイ」であって下さい。モニタリングや汚濁機構解明は非常に進んで 

いる感があります。そして、潮流物質シミュレーションの乱流モデルや生態系変化、シミュ 

レーションのモデルを作って、大阪湾に下さい。 

1 4 . 若人との交流できるような S e c t i o n を設けてもらいたい。 

1 5 . ＣＯＤはよくないが、一気にＤＯに移ってよいのか。 

1 6 . 都市部以外では、負荷の大半は農業由来のものとなっており、都市部でもかなりのシェア 

となっているが、世論からは見落とされている。 「自分は関係無い」と思っている人々が発生さ 

せている部分が非常に大きく、こういった人を振り向かせるため、 「あなたが原因です」という 

アピールも重要。 

1 7 . 自然の浄化能力を活した水質浄化の研究 

1 8 . 東京湾の水質汚濁の部分がわかった。我々を含めてこの様な催しをＰＲさせ、生きた税金 

を使う。提言はもう終り。水質改善の指標を示す。 

話題提供の辻さんのご意見まったく同感です。都市、県民は危機感を持たないといけない。日 

本人の気質、慣れによる感覚マヒしている。 

1 9 . 率直な意見交換がされて、とてもすばらしい会だったと思います。 

2 0 . 合流式下水道の改善が重要であるが、現状の施策は対処療法的。施策と費用の集中が必要 

と考える。市民がもっと海の再生に目を向け、実感してもらえるようなしくみづくりを。お台 

場は東京湾で数少ない海に近づける場所。是非有効な活用を。 

2 1 . 役所の縦割りを打破し、環境省や河川局、下水道部などとの連絡を密にすべきだ。 

2 2 . 発表資料を配布して欲しい。 

2 3 . 海がキレイになる指標をもっと分かりやすくして欲しい。C O D 、N P 、D O ではなく、コナーさ 

んの紹介してくれたスニーカー指標のような分かりやすい指標を採用している都市( 港) の例が 

あれば紹介して欲しいです。実際に用いられていない、研究段階( 提案) のものでもいいです。 

2 4 . 目標達成の為に財を確保するしくみをもう少し考えてはいかがでしょうか。 

2 5 . 覆砂、水質浄化等、同時に行えばより効果が大きくなると考えられる対策があるので、 

個々に行うのではなく、もう少し総合的な立場で複数の対策を同時に行える様な準備をして、 

実行に移せば良いと思う。 

2 6 . 埼玉県に住む私としては大変勉強になった。今後とも継続して行ってほしい。本県内に住 

む方にも聞いて頂きたいと考えているので、できれば、埼玉県でもこの様な機会を設けて頂け 

ればと思います。可能であれば埼玉県内の自治体職員や市民向けにイベントを行っていただけ 

ればと思います。 

2 7 . もう少し、市民もわかりやすい、聞きたくなるような内容、ＰＲ方法を考えてください。 

まだまだ敷居が高いように思います。 

2 8 . 東京湾流域人には今後も減らないと思うので、一人一人の環境意識を高めるような広告や 

取り組みに期待します。 

2 9 . 現在、東京湾、大阪湾、伊勢湾の再生会議が進行中であるが、相互乗り入れがあっても良 

いと思う。大阪湾を含む瀬戸内海の改善計画が国交省水産庁で策定されたが 2 0 年で 6 0 0 h a の干 

潟造成が盛り込まれている。伊勢湾の木曽岬干拓地は－ 5 0 c m の土地が 5 0 0 h a 弱ある。元の干潟 

に戻せる条件がそろっているが、その議論は伊勢湾では進んでいないと思う。外からの評価も 

必要と考える。 

3 0 . サンフランシスコの話でＮＨ 4 －Ｎを減らしたらＤＯ改善した？との話の詳細が知りたい！ 

3 1 . 「なぜ環境を守らなければならないのか」という事に対して、社会的、あるいは行政に対し
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てもわかりやすいコンセンサスが必要と感じます。 

3 2 . 東京湾にアマモ場を再生する活動に市民として参加していますが、そうした活動をシンポジ 

ウムの中で必ず取り上げることも、考えていただけたら良いと思います。身近な海に目を向け 

てもらうことは大切です。情報の共有、そして危機感の共有の場として、発展していただけれ 

ばと思います。 

3 3 ．東京湾では、行政と市民団体、あるいは市民団体どうしの連携は、本当に進んできている 

ことと思うのです。連携が進んでいないのは、沿岸の土地を占用している企業との関係（イン 

センティブを盛り込み保証できるのか？）、各省庁間（各省庁が個別に同じことをやるので、市 

民団体はまたかと言って疲れているのが現状です。）、各省庁内の部局間（言うまでもないです 

ね。）、自治体職員のやる気のなさと部局間の連携不足（財源委譲しても借金返済に使われ、 

使ってほしいところに配分されない。）、だと思うのです。 

また、モニタリングの必要性はもっともなのですが、再生の対策となる施策が薄すぎるとも 

感じます。連携して対応したときに、いよいよ敵となるのは財務省で、連携すれば財務を押し 

切れるのかなどの保証もほしいところです。東京湾オーソリティーを作り財源と権限を持たせ 

られるような東京湾法も欲しいですね。 

結果、行動計画のみで、何も実現できていないのが実情で、各市民団体も「いつになったら 

やるのか」と、そろそろ察してしまっているのではないでしょうか？市民団体の参加が減少傾 

向なのは、憂うべきことです。 

イソップ童話でもないので、 「おおかみがきたぞ」的な進め方だけでは、うまくいかないので 

はないでしょうか？ 

馬堀の海岸事業が仮に２０億円だったとします。２０億円あると２０００万円の事業を東京 

湾に１００箇所貼り付けられます。１００箇所で２０００万円の再生事業を計画したときに、 

どれくらい東京湾が良くなるのか各地の関係者が合同で計画し、シミュレーションしてみると、 

より具体的で面白いかもしれません。
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国土技術政策総合研究所で副所長をしております山根でございます。今日は皆さんお忙しい中、午 

後いっぱいシンポジウムにご参加いただきまして本当にありがとうございます。主催者を代表して一 

言ご挨拶を申し上げます。本日はアメリカからConnor さん、また名古屋から辻さん、かけつけていた 

だきまして、それからまた今日の講師の先生お忙しい中、貴重な、また率直なご意見、また示唆をい 

ただきまして主催者としても改めてお礼申し上げます。今、司会をしてくれました古川室長も拙速に 

まとめることはしないというコメントでしたので、あえて私も取りまとめはしないつもりですけれど 

も、今日の最後のご意見を聞いてまして、財務省の方にもこのシンポジウムの案内を届けておくべき 

だったなと、主催者としてちょっと反省を致しております。 （笑）この活動がますます多くの方の注目 

を集めて、東京湾限らず環境問題に関して深い関心を呼び起こす運動として更に拡大をしていくこと 

を願っております。今日お集まりの皆さんにもずっとこの問題に関わり続けて下さればなと、こんな 

ことをお願いをして閉会のご挨拶にさせていただきます。本当に今日はありがとうございました。 

８． 閉会挨拶 

国土技術政策総合研究所　副所長 山根 隆行
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東京湾シンポジウム事務局：

〒239-0826 神奈川県横須賀市長瀬3-1-1
国土技術政策総合研究所
沿岸海洋研究部 海洋環境研究室
電話 046-844-5023 FAX 046-844-1145
E-mail： furukawa-k92y2@ysk.nilim.go.jp

港湾環境情報 （過去のシンポジウム情報などを掲載）

http://www.nilim.go.jp （国総研Webページから）
技術者・研究者のページ→観測データ等の公開
→港湾の環境に関する観測データ及び研究成果の公開

http://www.meic.go.jp （直接リンク）
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平成 19 年 12 月 7 日（金）  

１３：００～１７：００ 

パシフィコ横浜 会議センター 

 

 

主催 
国土技術政策総合研究所 

金沢八景－東京湾アマモ場再生会議 

土木学会海洋開発委員会 

 

後援 
国土交通省港湾局、水産庁、環境省、東京湾再生推進会議、 

神奈川県、横浜市環境創造局、（公）横浜市立大学、 

（社）全国豊かな海づくり推進協会、 

NPO 海に学ぶ体験活動協議会 

 

第 8 回東京湾シンポジウム報告書 

 

開発と環境保全の調和を目指した 

目標設定 
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東京湾の環境グランドデザイン 
 

国総研のプロジェクト研究「快適に憩える美しい東京湾の形成に関する研究（H13-16)」の成果
を受けて，東京湾の環境グランドデザインを以下のようにとりまとめました。これは、平成１７年
６月２日の第６回東京湾シンポジウムにおいて発表し、東京湾再生のために取り組みとして国・自
治体関係者、漁業者、環境ＮＰＯ、研究者などの方々と共に討議されたものです。本提言は、プロ

ジェクト研究の最終的なまとめとなると共に、東京湾再生推進会議など東京湾に関わる行政主体へ
の具体的提言として、また、今後の研究の方向性の確認に資する概念整理として活用していくべき
ものと考えております。

包括的目標
背後都市の市民が快適に憩え，多様な生物を涵養する生息場があり，健全な物質循環

が保たれている東京湾の形成推進を図る．

行動計画
１．人と海のつながりの再生

（１）東京湾における海と人の繋がり，地域における海への思い入れの収集・共有

（２）海と人の繋がりをもてる場の保全・創出・機能強化

（３）将来世代（子供）への継承
（４）行政のセクターを越えた協働

（５）工場跡地の再生などの陸と一体となった，地域の活力を目指した再生

２．適材適所の生物生息場の開発

（１）生息場適地のリストアップ，マップ化，ゾーニング

（２）生息場造成・維持管理技術の開発

（３）水辺の特徴を生かした，様々なスケールの場作り．
（４）現場実験の試行（行動計画の実現）

（５）汽水域・干潟，二枚貝，アマモ場に着目した場作り

３．物質循環の健全化のための施策応援

（１）物質循環のモニタリングの継続（HFレーダー，定点観測，特異現象の研究）

（２）合流式下水道の改善施策の有効性の検証の継続

（３）広域の連携の推進
（４）透明度向上のための施策，技術の開発

（５）漁業活動（水産資源）と物質循環（環境）との連関への着目

評価基準
１．「東京湾」が人の話題になる回数の増加

（子供が海に触れる機会の増大：家庭での話題，環境教育）

（情報の得やすさの改善：
マスコミへの発信，環境データベースの整備，

シンポジウムの開催，東京湾を紹介する本の作成）

２．東京湾における自然再生事業の実施支援
（具体的な事業の実現箇所，面積，種類の提案，評価）

（改善目標としての透明度，溶存酸素量のモニタリング）

（透明度，溶存酸素量改善のための技術開発，政策ツールの開発）
（健全な生態系の再生・創出・強化）

３．関連研究成果の発信

（特異現象の発見・解明）
（検証済み技術・施策の広報・共有）
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１．第８ 回東京湾シンポジウムの開催について 

 
 

平成 19 年 12 月 7 日にパシフィコ横浜会議センターにて、第 8 回の東京湾シンポジウムを

181 名の参加を頂き、盛況に開催することができました。 

 

今回のシンポジウムは、第 5 回横浜海の森つくりフォーラム（http://www.amamo.org）の

一環として、国土交通省国土技術政策総合研究所・金沢八景－東京湾アマモ場再生会議・土木学

会海洋開発委員会の共催により開催されました。 

 

  今までのシンポジウムでは、東京湾の環境上の問題点の指摘（第 1 回、第 2 回）、再生の計画

や内外の事例の紹介（第 2 回、第 4 回）、モデル化や評価技術の検討（第 2 回、第 3 回、第 5

回）、自然再生の試みと評価（第 2 回、第 3 回、第 4 回）、ソフト的アプローチ（第 5 回）、国

総研のプロジェクト研究報告（第 6 回）、東京湾再生に向けた連携（第 7 回）などが議論・話題

提供されてきました。 

   

  本年（平成 19 年）4 月 27 日に、海洋基本法が公布され、同年 7 月 20 日に施行されました。

海洋基本法においては、これまで不十分であった、陸域から沿岸域までの一体的な管理、統合沿

岸域管理が要求されています。また、特に「海岸」に焦点をあて、海岸の防護、海岸環境の整備・

保全、海岸の適正な利用の確保を求めています。これを受けた海洋基本計画においては、沿岸域

の総合的管理を促進するためのリーディングプロジェクトとして、「東京湾総合管理機構（仮称）」

の設置と特別措置法の制定により、東京湾における持続可能な利用および健全な生態系の維持・

強化を図ることを盛り込むよう、提言がなされているところでもあります。 

   

  今回の東京湾シンポジウムでは、様々な利用の要請を背景に持っている海洋環境の研究者が集

い、そうした統合沿岸域管理の一つの軸としての「開発と環境保全の調和」のあり方を議論する

場を用意しました。また、シンポジウムでの話題提供・パネル討論に加えて、様々な主体が発行

している「手引き・ガイドラインに見る目標設定」をテーマとしたパネルを作成し、海辺の自然

再生に向けたパネル展として展示いたしました。 

 

  このシンポジウムを通して、東京湾を「利用する」立場からみた、目標設定の考え方や、それ

を考える核となるキーワード（例えば、最適な生態系、順応的管理、環境管理の標準化等）が明

確になり、次の行動に「つながる」きっかけとなることを目指しております。ここに、シンポジ

ウムのとりまとめを報告させていただき、関係各位から頂きました、ご厚情、ご協力にお礼申し

上げるとともに、今後、東京湾の環境再生を推進していくための研究・事業展開へのさらなるご

指導、ご鞭撻を重ねてお願いいたします。 

 

 

主催：国土技術政策総合研究所、金沢八景－東京湾アマモ場再生会議、 

土木学会海洋開発委員会 

後援：国土交通省港湾局、水産庁、環境省、東京湾再生推進会議、神奈川県、 

横浜市環境創造局、（公）横浜市立大学、（社）全国豊かな海づくり推進協会、 

NPO 海に学ぶ体験活動協議会 

事務局：国総研 海洋環境研究室長 古川恵太 
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２．プログラム 

 

 

時間 内容

１３：００

１３：０５

１４：４５

１６：０５

１６：５５

１７：００

開会挨拶
国土技術政策総合研究所副所長山根隆行

パート１：開発と環境保全の調和への取り組み

「環境調和型事業という考え方」

・環境調和型研究会メンバー：中村義治（水工研）、岡田知也（国総研）、

野原精一（環境研）、本多正樹（電中研）、山本正之（海生研）、

堀内和司（日本NUS）によるリレープレゼン

・司会：古川恵太（国総研）

パート２：環境の調和を目指した考え方

「海域の環境調和のための管理および評価手法」

大阪府立大学工学部海洋工学システム科大塚耕司氏

「藻場の現状と環境調和について」

（独）水産総合研究センター 水産工学研究所寺脇利信氏

「ガイドライン・手引きに見る自然再生の目標設定」

国総研 沿岸海洋研究部海洋環境研究室長古川恵太

パート３：環境の調和に向けての行動計画

話題提供：「磯焼け回復事業での事前順応的管理事例紹介（仮）」

（独）水産総合研究センター 水産工学研究所桑原久実氏

パネル討論：「自然再生へのメッセージ」

・話題提供者＋中村義治（水工研）、野原精一（環境研）、

川崎保夫（電中研）によるクロストーク

開会挨拶
国土技術政策総合研究所沿岸海洋研究部長樋口嘉章

終 了

（各講演の演題、講演者については予告無く変更する場合があります。悪しからずご了承
ください。）
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                 ３．開会挨拶 

 
国土技術政策総合研究所 副所長 山根隆行 

 
 
 
 
 

ご紹介いただきました国土技術政策総合研究所で副所長をしております山根と申します。今

日と明日の予定で「第 5 回の横浜・海の森つくりフォーラム」の行事の一環として、今日第 1

回目の催しということで、第８回の東京湾シンポジウムを始めるにあたりまして一言ご挨拶を

申し上げたいと思います。 

 

今日の東京湾シンポジウムは、国土交通省国土技術政策総合研究所と金沢八景－東京湾アマ

ボ場再生会議、それから土木学会の海洋開発委員会の共催ということでございます。第 1 回目

が平成 13 年に開催されまして、今年で第８回を迎えます。このシンポジウムは東京湾の環境

問題を考えるということで、過去東京湾の環境上の課題であるとか、それから再生に向けた計

画の向けた内外の事例の紹介であるとか、特に昨年は東京湾再生に向けた連携のあり方という

ような非常に幅広いテーマについて議論を重ねてまいりました。 

 

今年は、ご案内のとおり、政府において海洋基本法が施行されることになり、陸域から沿岸

域までの一体的な管理、或いは統合的な沿岸管理というものが求められる時代になってまいり

ました。そういう背景を受けまして、特に今年は日頃から様々な観点で環境問題に取り組まれ

ている海洋環境の研究者から一番ホットな情報発信をいただくと共に、今日お集まりの会場の

皆様とともに統合的な沿岸管理について一緒に考えたいということで、開発と環境保全の調和

というようなテーマでシンポジウムを開催をしたいということになりました。 

 

また併せて手引きガイドラインにみる目標設定ということでパネル展も併せて企画をしたと

ころでございます。そんな思いがあって第８回目のシンポジウムを今から開催させていただき

ますが、ぜひこの主旨を皆様共にしていただいて、今日のシンポジウム、またはパネル展、ま

た明日に続きますフォーラムが非常に有意義なもので、また新しい東京湾の環境課題に向けて

の新たな一歩をまた刻むことができるような会になりますことをお願い申し上げまして、開催

にあたっての挨拶にさせていただきます。 

 

どうぞよろしくお願い致します。 
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            ４．パート１： 開発と環境保全の調和への取り組み 

               「環境調和型事業という考え方」 

 

環境調和型研究会メンバー：中村義治（水工研）、岡田知也（国総研）、 
野原精一（環境研）、本多正樹（電中研）、山本正之（海生研）、 

堀内和司（日本 NUS）によるリレープレゼン、司会：古川恵太（国総研） 
 

沿岸域の開発と環境の保全・再生を調和させるために必要な技術・考え方について、様々な

背景をもった研究所（水産，港湾，電力，環境等）のメンバーが集まり、意見交換・情報交換

を進める活動を行ってきました。勉強会での話題は、「開発行為に対していかに自然環境を維持

するか」など開発と環境保全の調和に関する考え方であったり、そのために利用できる技術に

ついてであったり多様でありました。 

目標に即した環境調和型事業を実施するための行動規範として、環境調和型順応的管理方式

を提案します。ここで、事業の流れに沿って考えると、事前順応的管理と、設計施工時の EIA,

事業効果による見直しのループ、さらには完成後の事後順応的管理などが定義できます。 

また、研究会での大きな成果は、開発事業，自然再生事業を支える技術体系の各項目につい

て、メンバー間での情報交換が行えたことです。以下の内容について、それぞれの取り組みを

紹介します。 

 

     環境調和型事業を支える技術 

 

①�  目標設定技術      ⇒ 電力事業のアセス体系（電中研） 

② ゾ－ニング技術      ⇒ ビオトープネットワーク（海生研） 

③ 指標種の選定，      ⇒ アマモ場・海中林造成技術（電中研） 

④ 調査、モデル・モニタリング    ⇒ 藻場影響予測技術（電中研） 

⇒ 調査技術（JANUS） 

        ⇒ 海洋環境モデル化技術（国総研） 

⑤ 評価モデル   ⇒ 生物環境の評価指標（水工研） 

⑥ 価値基準   ⇒ 沿岸生態系の健康診断（環境研） 
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4.1 環境調和型研究会について 

＜司会＞「パート 1 開発と環境保全の調和への取り組み」ということで、環境調和型研究会という研究グループがござい

ます。そちらのメンバーによるリレーのプレゼンをご覧いただきたいと思います。 
 
環境調和型研究会は異なる主体・背景をもった技術者・研究者の集団です 

 
＜水産工学研究所 中村氏＞ 
水産工学研究所におります中村と申します。 
この環境調和型研究会では、沿岸域の開発と環境の保全再生を

調和させるために必要な考え方、技術についていろんな背景を

持った研究所の人達に集まっていただいて、環境とか沿岸域の

環境政策についてスタンスの違いや共通点などの意見交換、情

報交換をさせていただいております。 
 

平成 12 年からほぼ 8 年間くらい研究活動を進めてきたわけで

すが、この間には、左に示すような 1997 年の環境影響評価法、

COP3、諫早の干拓の潮受堤防の締切に始まり、今年の海洋基

本法の制定などがありました。 
 
これまでの討議をほぼ 20 回くらいしてまいりまして、主な話

題については、内湾域を主体にした干潟とか藻場の問題、それ

から岩礁域のウニと昆布の磯焼けの問題、地域の水産的な意味

での問題に対する考え方、それから汽水域、中海とか宍道湖に

見られます汽水域の問題、そういった幅広い地域の問題を論議

してまいりました。 
また、技術的な話として、モデルの問題とか、評価手法、修

復再生の技術、目標の設定、沿岸域の利用と管理の概念、環境

政策、生態学的な基礎過程等について論議をしてまいりました。 
 

＜司会＞こんなふうに違う主体、背景を持った研究者が集まり、「目的は違うけれども、技術として使っているところは意

外に同じところがあるね」というような認識がされたということですね。 
 
背景毎に異なる目的や目標を包含する考え方としての海洋基本法に注目しています 

 
＜水産工学研究所 中村氏＞ 
先ほど述べたように、2007 年に海洋基本法が制定されました。

基本的な理念というのが 6 つほど書かれております。これらは

並列にあるわけじゃなくて、その捉え方によってはいろいろと

目標になったり手段になったりするわけです。 
 
水産の立場から言いますと、5 番目の海洋産業の健全な発展と

いうのが一つの目標で、そのために 6 番の総合的な管理である

とか環境の保全とかがぶら下がってくる方法かなというふうに

も読み取れます。いろいろある基本法の中でも海洋基本法とい
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うのは沿岸域の利用とか管理についてかなり包括的な意味合い

を持っておりますので、これからそれらの認識について事業展

開をいろいろと考慮していかないといけないだろうというふう

に考えております。 
 

目標の実現手段としての順応的管理があります 
 
＜水産工学研究所 中村氏＞ 
この絵は順応的管理のスキームでありますが、一番上に包括的

目標というのがあって、海洋基本法の基本理念としてまず挙げ

られているものと対応します。 
その下のレベル 2 に個別の事業であるとか開発の目標、目的

があって、その後は 3、4 の中で個別事業の目標を達成するた

めに、いくつかの順応的管理の仕組みあるという構成です。 
 

管理手法の設定とか改善、モニタリング、それからそれらのレ

ビューからまた元にフィードバックしていくというスタイルで、

こういうスタイルを開発の中に取り込んでいこうというのが順

応的管理ではないかなというふうに考えております。 
 

様々な立場でにより異なる政策目標・目的、そして目標を達成するための手順があります 
 
＜水産工学研究所 中村氏＞ 
我々の研究会の中は、水産もいれば国交省、それから環境省、

そのほか経産省の立場とかいろいろスタンスの違うメンバーが

集まっております。その中で例えば沿岸域での藻場とか干潟と

か浅場とかの環境保全の目的意識、或いは事業の目標というの

がそれぞれ違うだろうということがあります。 
 
これはそれの一例を示したわけで、水産では、水産業の持続的

な発展のための藻場・干潟、港湾とか海運業では、浚渫土砂の

有効利用や環境整備の目的意識があります。製造とか産業では、

一例として、リサイクル材の活用、エネルギーの立場からいう

と、安定供給のための発電所の建設とその影響の回避・低減が

あります。このように、似てオーバーラップするところも多い

わけですが、少しずつ自分の立っている位置や背景を意識した

目標に違いがあるということが分かると思います。 
 

＜司会＞目標を達成する手順についても、環境調和型研究会方式というのを独自に考えられているとお聞きしています 
 
＜水産工学研究所 中村氏＞ 
はい。これは環境影響評価法でいう、評価の手順をフロー図で

示したものです。上３つが事前検討、事前評価までのところ。

それから施工時が次の３つ、完成後が下の３つです。こういう

一連の流れがあるということであります。 
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これに対して順応的管理の素朴なイメージと致しましては、事

業が終了した後に事後評価をずっと継続してモニタリングしな

がらやるわけですが、この中でいろんな意味でまた変更や改善

をした方がいいだろうといったことが指摘され、上の方の計画

の変更につながってくるというのが、事後の順応的管理です。 
 
これは事業実施中もそうでありまして、右と左のループがあり

ます。左のループが事業をやる場合の効果で、水産でいうと、

経済性とか生産性とかそういった意味の効果です。右のループ

は、環境影響評価にあたるわけでありまして、希少種の保護で

あるとか、水質、底質の保全、景観、こういったものが事業実

施後影響を受けているかどうかという判断をしております。 
 

＜司会＞誤解を恐れに言えば、左側のループというのが開発側の論理で見直しをかけている。右側が環境保全の論理で見直

しをかけていると、そんなふうにみることもできるのかもしれないですね。 
 
＜水産工学研究所 中村氏＞ 
それからもう一つ大事なのは、事前の検討というのをしっかり

やらないといけないということです。事前評価までの間にいろ

んな試行錯誤、ケーススタディをして事業を進めていく場合の

いろんな事柄を決めていかないといけないというふうな大事か

なと考えています。 
 
往々にして順応的管理というは、事業が始まってその後に至ら

ないところがあれば直していこうというふうな考え方のように

も受け取れられるところがありますが、実はそうではなくて、

事前検討の中にもこの順応的管理というのをしっかりと定着し

ていかないといけないだろうというふうに考えております。 
 

環境調和のためには事前検討が重要です。そのための技術体系と目標設定が必要です 
 

＜水産工学研究所 中村氏＞ 
事前検討のところが重要で、その時に目標設定をしないといけ

ないという話ををもう少し詳しく述べます。 
修復目標の設定というところには、海域と陸域のゾーニング

が必要。これは地域分析といいますか、今、修復或いは再生目

標にある場所がどういう特性を持っている場所なのかというこ

とを十分に、陸域・海域あわせてゾーニングをしていかないと

いけないだろうと思います。 
それと同時に事業展開する場合のいろいろケーススタディを

事前に行ってみて、その結果を反映して修復目標を設定してい

くという流れが一つあります。それができた後に環境技術の機

能分析として、どういうふうな方法があって、それはどういう

ふうな機能を持っているかということはやはりしっかりと把握

しておかないといけないだろうと思います。 
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こうした設定が終わりますと、適応可能な技術のスクリーニングということがでてきますし、それから評価の手法の検討が

でてきます。最終的には修復技術の最適な選定ということが行われるわけでありまして、この事前検討によってその評価を

する対象、目標、場所、方法、評価の内容、こういうものが事前検討の中で合理的に行われるというふうなことを考えてい

るわけであります。 
 

4.2 環境調和型事業（自然再生事業）を支える技術 

＜司会＞ありがとうございました。ここから具体にこのメンバーが行ってきた目標設定技術からゾーニング、モデル化、

再生技術といった自然再生事業を具体化していく技術についての成果をご紹介いただきます。 
 
目標設定技術：電力事業では法的な根拠に基づき、具体的に藻場の保全が謳われています 
 

＜電力中央研究所 本多氏＞ 
電力中央研究所の本田です。今日お話させていただきますのは、

電力の発電所アセスというのはどういうふうに体系付けられて

目標を設定しているかということについてです。 
 
まずこれが電気事業のアセスの制度はかれこれ 30 年の歴史を

持っております。 
 その中で大きな転換期になりましたのは 93 年環境基本法の

制定がございます。環境基本法の目的は大きく言ってしまえば

環境の保全であり、この中に事業者の責務というものが明確に

定義されております。それは事業活動をする場合に環境への負

荷の低減、その他環境の保全に自ら努めるとともに環境保全に

関する施策に協力するということです。これが発電所も含めた

アセスメントの最もベースの部分になります。 
 
私どもが対象にしております藻場についての適正な保全といっ

たものについては、基本計画の中に盛り込まれております。す

なわち、藻場の保全をしていくというのは、日本の環境保全に

対する施策の大綱の中に明確に謳われているわけです。 
 
さらにそれをブレイクダウンした環境影響評価法の基本的事項

の中で海生生物に関わる部門において、予測については、例え

ば事業をする時にその事業による環境の状態の変化とか、環境

の負荷の量といったものを定量的に把握するということを基本

にしなさいと書かれれており、評価の部分については、例えば、

影響が事業者によって実行可能な範囲で回避または提言されて

いるかどうかを事業者の見解を明らかにすることにより行うと

書かれております。 
 
発電所に関係するアセスの省令におきましても、まずこの予測

と評価については、先ほどの基本的事項とほとんど変わってお

りません。 
発電所アセス省令の場合、藻場が事業が実施される所からど
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れくらい離れた所、或いは温排水がかかるところにある場合は

しなきゃいけませんとなっています。その時のアセスメントの

目標としては、実行可能な範囲で回避・低減されているか、そ

して回避・低減が十分でない場合には保全措置がなされている

かというところを検討することになります。 
 

例えば個別の場所を決めた場合にでは何をしていくかというこ

とについても発電所アセスにおいては法令によって明確に定義

されています。 
 

調査の方法についても手引きというかたちで参考項目或いは参

考手法というかたちでこういうやり方がありますということが

記されております。ただそれはケースバイケースでより重点化

してもっとしっかりやっていくように個別の目標を設定すると

いうことも場所によってありえますので、その辺の目標という

のはその場その場、個別の事業ごとにチョイスしていくかたち

になっております。 
 

目標を達成するために何を予測してどう評価するかというとこ

ろも発電所アセス省令の中には書いてございます。現状として

は、技術レベルがこのレベルだし仕方がないねということで定

性的に予測するというところで留まっております。けれども、

大きな目標としては、やはり事業者によって可能な限り回避・

低減しているか、或いは保全措置を適正に取っているかという

ことを評価することによって目標設定が行われます。 
 
この保全措置として多くは藻場造成がなされており、そういっ

た措置をする場合の留意点として、海域において生物生産機能

などの重要な機能を支えるという点ですとか、それから物質循

環が維持されるために必要な生き物、生物群集を対象とすると

か、そういったことが示されております。目標設定に当たって

はこういった法的なもの、或いは検討されているものに留意し

て目標設定をするという必要があると考えております。以上で

す。 
 
 
 
 

ゾーニング技術：生態系のつながり（ビオ・トー

プネットワーク）に着目することも大切です 
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＜海洋生物環境研究所 山本氏＞ 
海洋生物環境研究所の山本と申します。私どもでは発電所の周

辺海域の環境保全、環境調和を考える中でビオ・トープネット

ワークという視点を提案させていただいております。 
 
まず海生研がなぜ発電所海域なのかというところをちょっと自

己紹介させていただきます。昭和 50 年 3 月に原子力産業会議

の年次大会に於きまして、全国漁業協同組合連合会の会長が大

排水問題について解決の研究の道を開きなさいという提言をさ

れました。それを受けるかたちで同年 12 月に水産庁、通産省、

環境庁の 3 省庁共官というかたちで設立されたのが私どもの海

生研でございます。以来、原子力発電所、火力発電所の大排水

の環境影響、生物影響の解明に向けた調査・研究を行ってきて

おります。 
発電所のある海域の保全、環境調和というものを考えていく中

で発電所が運転することによって新たな生物の生息場、ビオ・

トープができるということに思い至りまして調査を進めました。 
ビオ・トープという用語がいろんなところでいろんな意味で

使われてきておりますけれども、ここでは本来の大本の意味に

戻りまして、まず景観生態学という学際領域の用語概念であり、

天然のものであろうが人工のものであろうが、野生生物の生息

に適した場であるという所はビオ・トープという呼び方をしま

す。それは景観単位としての三次元空間として認識されるとい

うことです。 
 
発電所ビオ・トープとして、火力原子力発電所の立地・運転に

伴って新たなビオ・トープが創出されるということを考えたい

と思います。 
まず一つ事例をお示しします。これは長崎県にあります石炭

火力発電所の大排水の放水口の様子です。このように魚が群れ

ております。発電所の大排水に魚が群れるという現象は日本全

国から聞かれるところでございます。周年の調査をやっていき

ますと一年間を通していつも群れている種類、それから季節的

にくる種類、ここにも離れた所にもいる時空間的に偏りがない

種類。大排水の所には絶対いなくて離れた所にだけいる種類と

いうような 4 つの魚類に類型化ができました。 
 
 

その中で一年中群れている種類について調査を進めた結果、生

活史的、季節的或いは日周期的に大排水の放水口の所とそれか

ら離れた所を行き来するということが判りました。これは異質

のビオ・トープがネットワークすることによってこの生物集の

生活が成り立っているんだと考えたわけです。 
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それではこれを発電所海域のビオ・トープネットワークの基本

的な考え方ということで一般化してみます。まず一般的に、多

くの生物種の生活には複数の異質のビオ・トープが互いに連関

してネットワークする必要があると考えました。 
 
一例としまして、メバルという磯魚の生活史をビオ・トープネ

ットワークという視点から整理してみました。このように異質

のビオ・トープがネットワークすることによってこの種類の生

活は成り立つんだということであります。 
 
 
その他にも護岸ですとか防波堤などが藻場とか底生生物の着生

基盤となって機能するというような場合があります。これも発

電所ビオ・トープの一つのかたちというふうに考えます。 
 
さらに、砂浜海岸へ発電所が立地しますとその港湾周辺の砂が

動いて二枚貝等の生息場ができることがあります。これもまた

発電所ビオ・トープの一つのかたちというふうに思います。 
 
今、そのビオ・トープネットワークという考え方を計画の段階

から盛り込み、またその途中経過も示しながら実施することで

合意形成等に資することができるのではないかという提案をさ

せていただいているところであります。 
 
まとめますと、発電所ビオ・トープは周辺のビオ・トープとネ

ットワークを形成してそれに見合った生物群集を成立させると

いうことができると思います。これを言い換えるなら、発電所

ビオ・トープは、海域のビオ・トープネットワークに組み込ま

れることによって成立する、或いは創出されるというようなこ

とが言えるのではないかと思います。 
 
関連資料：海生研ニュース,No.96, pp.5-9, 2007 
ウェブサイト：http://www.kaiseiken.or.jp 
 
 
 
 
 

モデリング技術：モデルには階層（単純、精緻、概

念）があり、評価のための解釈が重要です 
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＜国土技術政策総合研究所 岡田氏＞ 
国総研の岡田です。私のパートでは海洋環境のモデル化技術と

いうところに焦点をあてたいと思います。今日、私がお話する

ところの視点は 2 つあります。一つ目は、数値モデルを単に適

応するばかりではなくて単純化されたモデル、精緻のモデル、

または概念的なモデルまで階層的にあるモデルをどのように選

択そして利用するかということ、そして、二つ目は、それらを

用いて評価のためにどう解釈するのかということです。 
 
まず最初に、現象を単純化したモデルの例をご紹介したいと思

います。これは東京湾の水域を 10 個に荒く分割したモデルで

す。このモデルのいいところはある水域にインパクトを与えた

場合の影響域を評価できることです。例えば西側４の水域の面

積を減少させると、その影響というのは西側・湾奥に及び、東

側４の水域の面積を減少させると、同じ東側に強く影響が及ぶ

とともに、対岸の方にも及ぶというようなことが見えてきます。

このような空間構造の単純化によって影響伝搬の大枠を把握す

ることが可能になるのではと思っています。 
 

次に、精緻なモデルの例をひとつ紹介したいと思います。これ

は荒川河口における塩分クロロフィル a 栄養塩及び一次生産

の結果をアニメーション化したものです。このようにアニメー

ション化することによって時々刻々と変化する様々な現象をみ

んなで共有して理解することができるという利点があります。

例えばこの荒川というのは大潮から小潮にかけて、だんだん成

層が強くなっていきます。そうすると海面のところで一次生産

が強くなってその時クロロフィルが赤潮レベルまで達っします。

そして小潮から大潮になってくると、一次生産は河口フロント

のところに集中するようになるんです。 
 
次に今度は単純なモデルと精緻なモデルの組み合わせというモ

デルを紹介したいと思います。これは北陸にあります大船渡湾

です。この湾の特徴は湾後部に津波防波堤があり、成層構造が

非常にクリアで、湾口から湾奥にかけてほぼ一様だということ

です。 
 
このような湾においては鉛直一次元モデルで通常表現できます。

ところがこの湾外に重い水塊がやってきますと、湾口防波堤を

伝って底層に入ってくるということがあります。この部分はさ

すがに鉛直一次元モデルでは表現できませんので、三次元非静

水圧モデルを使ってモデル化します。そこでモデル化した結果

をパラメータ化してそのパラメータ地を鉛直一次元モデルに入

れる工夫をこのモデルではしています。パラメータを加えるこ

とによって鉛直一次元だけでは表現できなかった DO 濃度の急

激なジャンプや、ジャンプしながら徐々に DO 低層の貧酸素水
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海が解消していくという様を表現できることができます。 
 
このモデルのいいところは 2 つありまして、計算時間を劇的に

短くすることが出来るということが 1 点。あともう 1 つは現象

の本質を非常に分かりやすくするということです。 
 
次に評価のためのアウトプットの一工夫という視点でお話した

いと思います。みなさんご存知のとおり東京湾の海域面積とい

うのは 1920 年頃から徐々に徐々に減少して 1960 年と 2000 年

を比較しただけでも 20%減少しております。淡水流入量も 1960
年くらいから生活用水の確保のために流域外から導水を行いま

してその結果約 15%増加しております。このような条件を数値

モデルで計算しますと成層が強くなっていることがわかります。 
 
これを排水の滞留時間というものに変えてみます。そうします

と、淡水流入量が増加して海域面積が減少したことによって滞

留時間は 60 日位から 30 日位に減少したというふうに表現でき、

直感的に判りやすいのではと思います。 
 
ちなみにですが、この海水の滞留時間が短くなったということ

は観測によっても確認されています。 
 
最後にその他の階層のモデルについて紹介したいと思います。

そもそもモデルとは物理モデルや生態系モデルだけではないわ

けです。評価のためのアセスメントモデルもありますし、概念

的なモデルというものもあります。 
 
評価のためのアセスメントモデルに関しては、後々の演者の方

から紹介があると思いますので私のところではパスしまして、

概念的なモデルに関して少しだけ述べたいと思います。 
 
私がここでいう概念的なモデルというのは数値モデルとは異な

り具体的に何かを解くわけではありません。ただシステムを抽

象化して図化したものです。そのモデル化の目的というものは

誰もがシステム構造を正しく理解できるようにすることにある

と思っています。 
 
この概念的モデルというのを例えばある自然再生事業の順応的

管理というものに当てはめてみまと、管理サイクル、管理手法

モデル、価値サイクルのモデルという三位一体で表現され、そ

の順応的管理というのが明確になっていくのかなと思います。 
 
この管理手法モデルのところはさらに細分化されます。評価シ

ステムも評価システムで細分化される。水塊構造システムもど

んどん細分化されていくと思います。 
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こういうふうに概念的なモデルを用いてシステムを抽象化、図化することによって、見落としのない評価や、モデルの適正

な選択の手助けになるのではないかと、今考えているところです。 
 
 
 
 

モデリング技術２：藻場における影響予測モデルは、

藻場造成の可能性や方法の選択にも使え、順応的管

理への利用も視野に入る技術です 
 

＜電力中央研究所 本多氏＞ 
現在、藻場のモデリング技術については、発電所アセス省令の

中では定量的に予測する手法を使いなさいと謳われています。

その一方で現在の技術レベルを勘案しますと、定性的な予測し

かできません。これはまさに目標設定の中の技術レベルに依存

している部分です。この技術レベルというのは研究開発によっ

てどんどん高めていくことができます。 
 
技術的なブレイクスルーをして定量的な予測をするための研究

をしようというところで、私は研究に関わってきました。基本

的に藻場の場合ですと、影響というのは、環境の変化、例えば

温度ですとか海のにごり或いは直接埋め立ててしまうといった

人為的な行為が最終的には海草、藻場の量にどう影響するかと

いうところを考えれば良いのです。 
 
そのときに物理的な環境の変化に対して生物側がどういうメカ

ニズムで応答していくかというところをモデル化すれば、そこ

が定量的に評価できるようになるだろうという考えに基づきま

して、環境変化（発電所では、主に温度）が光合成にどういう

影響を与え、その蓄積結果である海草の量、現存量、出現量が

どういうふうに応答するかを関数化してきました。 
 
具体的なモデルの構造というのは、ちょっと煩雑になりますの

でここでは割愛させていただきまして、実際そのモデルを用い

まして海域のカジメですとか、ホンダワラ類ですとかコンブに

ついて、温度やにごりが変わった場合にどれくらい生産や出現

量がどういうふうに関わっていくかといったものを、示します。 
 
基本的には生き物が環境に対する応答というところから組み立

てていって作れば、基本的には定量化技術になるだろうと考え

ております。 
 
これは、意思決定のプロセスを社会に示す環境アセスメントの

ためのツールという位置づけがあります。ですから、こういっ

た技術といいますのは、モデルを作った人がわかっているだけ
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ではだめで、実際には、だれでも一目で分かるような見やすさ、

理解のしやすさというものが必要です。 
 
例えば、環境水温が全域で 2 度上がった場合にその出現量がど

れくらい変わるだろうかというのを、先程のモデリング技術で

計算した結果を示すことは、合意形成、理解のしやすさという

点でも役立つんじゃないかと思います。 
 
藻場は摂食がある程度の大きさまでは耐えられるんですが、も

っと大きくなった場合には磯焼けに向かうというような概念も、

実はこの計算、モデリング技術によってクリアに出てきます。 
 
例えば、海草の出現量、動物が食べる量によって、基本的に 3
つに括ることができます。１）芽生えればどんどん海草が育っ

て藻場が繁茂するところ、２）ある程度の量の海草藻場があれ

ば、維持はされるんですが、量が少なくなると動物の摂食に耐

えられなくなるところ、３）藻場が存在できないところの３つ

です。 
 
例えばコンブ団地のようなところで、ウニが入り込んで海草が

食べつくされてしまう場合、ウニを除去して減らしてやること

によって、その後藻場がまた回復することを示すといった使い

方ができるだろうと思います。 
 
そういった点では、モデルが示すラインが、順応的管理のため

の目標設定といった位置づけにもなってこようかと思います。 
或いは、藻場造成の方法がコストも含めて成立性があるのか、

まず動物を除去することが大事なのかといった方法の選択とい

う点でもこういった技術は使えます。そういう点では環境のア

セスメントという観点からもうひとつ広がりを持って、順応的

管理への利用というところも視野に入る技術ではないかと考え

ております。 
 
 
 
 
 
 

再生技術：保全措置としての藻場造成技術は、

藻場の再生事業にも活用できる技術です 
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＜電力中央研究所 本多氏＞ 
続きまして、再生技術についてお話させていただきます。 
 
藻場は、生物生産機能ですとか物質循環という機能といった観

点からいっても、保全の対象として非常に大切な場であり、ア

セスの中で影響を回避・低減しきれない場合には代替藻場造成

がなされます。こうした保全措置としての代替藻場造成という

のは、再生技術に活用できるものであろうというふうに考えて

おります。 
 
私ども電中研の持っておりますアマモ場造成技術（川崎さんが

主体となった研究成果）といいますのは、基本的には、アマモ

の良質な種を選別し、それを発芽させる条件或いは苗を育てる

条件というものをクリアにしてまいりました。 
この育てた苗を生育に適した光環境、水深、波浪を持つ場所

を選んで育苗した苗を移植します。一年後にはこういったアマ

モ場を作ることに成功しております。 
 
こちらは海中林、アラメ・カジメ場造成技術です。これは寺脇

さんが主になさったお仕事で、基本的に天然の藻場からアラメ･

カジメの種であります遊走子が届くところ、且つ藻場に好適な

場所（砂地の海底で深すぎない）を選定しまして、そこにマウ

ンドを作るわけです。 
遊走子がつきやすいケルプノブをつけたシーサップブロック

を組み合わせることによって、全体がレゴのように組み合わさ

り、互いに支えあって大きな波にも耐えられるという構造です。 
 
そういったものを実際の現場に入れて観察をしましたところ、

実際にカジメの幼体がついて成長し、天然の藻場のように大き

な藻体になりました。こういった保全措置としての藻場造成技

術というのは、藻場の再生事業のほうにも活用できる技術であ

ろうと考えております。 
 
 
 
 
 
 

モニタリング：海洋調査には、目的に合ったデ

ータ取得という考え方が大切です 
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＜日本エヌ・ユー・エス 堀内氏＞ 
日本エヌ・ユー・エスの堀内と申します。よろしくお願い致し

ます。私は民間の環境コンサルタント会社の者でして、今まで

お話のありました経験者の方とはちょっと立場を異に致します。 
 
お話する内容は、実際今どうなっているのか、技術開発という

のは本当に調査の中であるのだろうか、それから今後どうして

いけばいいのか。こういった話を、現場の人間がどう考えてい

るか、そんなことをお話したいと思います。 
 
まず海域調査の特徴としまして、見えない、行けないというこ

とがございます。我々に求められているものは、広範囲の同時

性や他のデータとの比較です。 
 
その中で科学技術の発達に伴って、どうやってとるか（調査機

器の発達それから省力化）ということが、研究開発されており

ます。 
 
例えばROVやAUVというふうなものが開発されておりまして、

例えばこれは海洋研究開発機構のホームページで紹介されてお

りますハイパードルフィンという ROV（遠隔操縦式有索無人潜

水機）で船からケーブルがついていて、ある程度行動が制限さ

れます。 
 
これが無くなったらどうなるかというので、最近は AUV（自動

海中ロボット）というものが出ています。海洋研究開発機構の

「うらしま」や、東京大学の浦研究室の「トライドッグ」が AUV
です。これらが自立して海の中を航行しながらいろんな海底の

情報だとか取ってくるという技術も確立されております。 
 
ただ、こういう技術は費用的にも、広範囲を同時に調査すると

いう意味でも活用は難しいものがありまして、現時点で研究的

にはかなり進んではいるんですが、我々の調査ではまだ十分に

活用はしきれないだろうと考えております。 
 
 
我々の調査につきましては、これまでデータの取得、分析、解

析というふうに、請け負った調査をそのままやればいい、分析

する人は分析をする、解析する人は解析をするというふうな実

施していたのですが、実際それではよくないのです。 
 
計画を立て、目標を設定された方と意思の疎通を図りながら、

目的に沿ったデータを取る必要があるんではないかと最近は考

えております。 
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海洋調査協会からマニュアルもでており、その第１章には、や

はり計画者とよく意思の疎通を図って合理的な目的に沿ったデ

ータを取りましょうと書かれています。 
 
先ほどの環境影響評価の中でも参考項目というのがございまし

たけれども、あくまでもそれは参考で、それにメリハリをつけ

てその目的に沿った形で調査計画を立てる。 
広い視野でそれから的確な視点を持って調査設計をする。こう

いうことを調査側から提案をし、調査をする人間も、大きな流

れ、目的を理解して調査を実施する。こういうことが調査の、

一種の技術開発ではないかというふうに私は考えております。 
 
今までの、どうやってデータを取るという技術開発から何のデ

ータを取るのか、取ったあとのデータをどうするかといった技

術開発へ変換していく必要があるだろうと思っております。 
 
例えば、環境省のホームページにございます脆弱沿岸海域図に

は様々な情報が重層的に表示されておりまして、視覚化して評

価できます。 
 
調査というものは単独で存在するものではなくて、例えばモニ

タリング、過去のデータとの比較。他の調査結果との多層的な

検討ということをひっくるめて調査をする人間が理解して実施

していく必要があるんではないかと考えております。 
 
今後、調査については同時性、連続性、広い範囲を考慮した調

査というのが求められております。それからデータのシステム

化としての GIS の利用等により、調査の結果をどうする、そう

いうところまで考えていく必要があるんではないかと思います。

最後に、実は調査事態が環境に負荷を与えているんではないか

という危惧も実はございます。ただこれにつきましては具体的

にどうすればいいかというのはまだこれからの問題でして、

我々調査する側の人間もこういうことを考えながら実施してい

かなくてはいけないというふうに考えております。 
 

 

4.3 環境調和型事業（自然再生事業）を支える考え方（パート１のまとめに向けて） 

＜司会＞ありがとうございました。調査についても多角的な視野、または広い視野を持って挑まなければいけないこと、結

果についても分かりやすく提示し、何のために調査をしているのかということと連動した調査を、というようなご提言だっ

たと思います。こうした調査の結果を評価に生かすことで、順応的管理の事業の改善に役立てていくというループが完成す

るわけです。パート１のまとめとして、評価についての考え方をご紹介いただきます。 
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生物環境の評価には環境機能の評価と生物機能

の評価があり相補的な利用が望ましいと思われ

ます 
 
 
 
 
 

＜水産工学研究所 中村氏＞ 
水工研の中村です。評価のためのモデルとは特別なモデルがあ

るわけではなくて、これまでいろいろ試用な目的に使われたも

のについてそれを評価の中で使っていくというスタンスで考え

ればいいのかなと思っております。便宜上、まず２つほどに分

けて説明をしたいと思います。 
 
一つは環境機能評価法、これは先ほどの本田さんの海草群落の

モデルとかとは違いまして対象生物のいる・いない、多い・少

ないということに対して水深、底質、流速、栄養塩といった環

境指標との関連をブラックボックス的につけたものです。これ

ら手法というのは非常に分かりやすい面もあって、今、評価法

の主流になっているのかなという感じがしております。 
 
もう一つは、生物機能評価法、ある原因と結果について演繹的

に関数の中でつなげていって表現していくもので、個体群動態

モデルとか生態系モデルなどはその代表例だと思います。 
 
環境機能評価法は同時期にいろんな調査を一気にやらないとい

けないということで、時間は少ないんですが、お金が相当かか

ってくるような調査が多いと思います。それに対して生物機能

評価法は、研究者が長い時間をかけて実験系とか調査系とかを

組み合わせてパラメータを決めていくという意味で、時間が非

常にかかります。 
 
こういうふうな手法を相補的に利用し評価をしていくというの

が望ましいのかなというふうには思っております。 
 
生物機能評価法の中に固体群動態モデルというのがございます。

これは二枚貝の稚貝を着底してから分布を形成するまでの間を

表現するひとつのモデルでございまして、ある個体群の数の変

化、成長しながらどういうふうに減っていくのかというふうな

ものを表したモデルであります。 
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こちらは、ヨシエビという大阪湾にいる水産有用種のエビ類の

個体群動態モデルです。一番左の上に稚エビのライフサイクル

の絵がございまして、浮遊幼生期というのが 2～3 週間形態を

変えて存在しているわけです。この間の塩分に対する忌避反応

が非常に大きいということが分かってまいりまして、そういう

ことを加味したような形でこの個体群の変化を予測したわけで

す。その結果として、最終的に幼生の着底場である淀川の河口

域に到達するのは神戸沖のものが多いというふうな結果を得て

おりまして、こういうふうな漁場のネットワークというふうな

考え方が、アサリの例を通じても大分定着してきているのかな

というふうに考えております。 
 
最後に、生物機能評価法の最終的な目標である健全性の評価を

示します。絵にあるように、不健全になってくると生物相が単

純になってきて、下からの溶出、貧酸素化が活発になってきま

す。それに対して健全になってくると生物の多様性が増してく

るというふうなことを表した絵です。 
 
このような 1 つの種類の生物の動態ではなくて、系全体の健全

性をどのように評価をしていくのかというのが、やはり評価モ

デルの中での 1 つの究極的な目標になるのではないかというふ

うに考えております。 
 

 
＜司会＞どうもありがとうございました。今、中村さんの方からは、評価モデルの中で環境機能を評価する方法、生物機能

を評価する方法、更に生物機能の中では健全性というような指標があるよ、というようなお話がありました。これはあくま

でもその生態系の中での生物だとか環境だとかといった、直接的な系の中でのお話ということだったと思うんですけれども、

例えばそれをもう一歩踏み出して生態系のサービスだとか、健康診断だとかいったような視点から研究を進められています、

国立環境研究所の野原さんの方からその成果といいますか、取り組みについてご紹介いただきたいと思います。 
 
 

 
 
 
 
 

生態系サービスは、包括した価値基準を提供す

る考え方です。 
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＜国立環境研究所 野原氏＞ 
国立環境研究所の野原と申します。今日はこのセッションの最

後に、伊勢湾流域圏の自然共生型環境管理技術開発という、昨

年度から始まった研究プロジェクトの紹介を一部させていただ

きたいと思います。 
 
平成 19 年の 6月 1 日に閣議決定された 21 世紀環境立国戦略が、

環境省の取りまとめのもとに出されております。持続可能な社

会の日本モデルをつくり、アジア、世界とともに発展するよう

な国にしていこうということです。今後 1、2 年で重点的に着

手すべき戦略として、生物多様性の保全による自然の恵みの享

受と継承と、自然の恵みを活かした活力溢れる地域づくり等が

謳われており、生物多様性を前面に出した目標を掲げておりま

す。 
 
我々の研究グループは流域圏の環境管理の基本的な考え方とし

て、生態系サービスというものを取り上げました。生態系サー

ビスというのはあまり聞きなれない言葉だと思いますけれども、

生態系の機能というのは、人間が我々が、受け取る時にはじめ

て生態系のサービスということになります。 
例えば、沿岸で言えば食料や淡水、木材等の供給という機能

があります。他には物質循環の機能、洪水を防止したり水質浄

化したりする調節機能、文化的な価値、教育とかリクリエーシ

ョンみたいな娯楽的な部分も、全てこれは生態系サービスと考

えらえます。 
 

このような生態系サービスを最大限に活かすような地域づくり、

流域づくりということを考えて、どのような社会構造をつくっ

ていけばいいかということを考えたわけです。場所としては海

域として 1 つのまとまりを持ち、農業、水産業、工業が盛んで

自然再生の可能性のある伊勢湾流域をターゲットに挙げました。 
 
伊勢湾も自然が豊かかというと必ずしもそうではなくて、海を

見ますと、底層における貧酸素水塊というのがまだまだたくさ

んありまして、非常に問題を起こしています。そこで、この貧

酸素水塊を解消するにはどうしたらいいかということや、干

潟・藻場の造成といった部分をターゲットにしたわけです。 
 
研究体制としては、名古屋大学の辻本先生が中心になってシナ

リオ管理のビジョンづくりを行ないます。それから国総研、環

境研、土木研究所というのが生態系のシナリオ、生態系サービ

スのモデルづくりを行ないます。陸域の機構解明と陸域の修復

技術の開発については土木研究所、名古屋大学、農業工学研究

所が入っており、海域については、水工研、国環研究、愛知県

水産試験場、養殖研等がいます。 
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最終的な目標として生態系の機能を活用した自然共生型の流域

圏形成のための技術体系の構築ということを掲げております。 
 
河川を通して、いろんなフラッグスが森林、農地、都市から沿

岸にかけて伊勢湾に流れ込んでいます。それぞれの場所におい

ていろいろな生態系の機能があり、生態系のサービスが行なわ

れております。例えば水源の維持だとか、栄養塩循環、もちろ

ん農地での食料の生産、沿岸域では水質浄化、アサリ等の水産

生物の生産ということで、非常に重要な生態系サービスを持っ

ています。こうした生態系サービスを、どうやって最大限に利

用できるかということを目標に研究を進めていくわけです。 
 
その中でこの森林、農地、都市、河川というのを全部大雑把に

捉えただけでは研究はできませんので、我々は類型景観という

考え方をとり、その類型景観を更に細かくサブ景観に分けてそ

の中の機能、生態系サービスを取りまとめていって、全体でど

ういうふうな機能、生態系サービスがあるかということを計算

していこうとしています。 
 
具体的には、伊勢湾の櫛田川において、土地の地盤の測量、植

生調査、植物群落の階層構造なんかを研究しています。まず地

形、粒度、塩分等の環境を測り、それから植生を測り、その決

定要因は何かということをモデル化して予想するということで、

それが過去から現在にかけてどういうふうな変遷をして何が問

題なのかということを明らかにしております。 
 
具体的には、広範な測量器を使って測量したり、GPS 測量した

り、それから底生生物・水質等を測っております。 
 
例えば、生物の分布域を一番はっきり分けることができたのは、

標高でした。二枚貝、アサリなんかは標高でいうと 50cm ぐら

いマイナスのところによく出てきました。細身のヘナタリとフ

トヘナタリという非常に似た分類群が微妙にずれて分布してお

りまして、ほんの 1m ぐらいの標高の間に重ならない形で生息

しています。 
 
それぞれの生息域が標高で表現されるということになると、高

さを測り、それをモデル化して、面積を予想してどれくらい生

息する可能性があるかということを出して、それぞれの生物の

機能、サービスを計算できることになります。 
 
そうして、サブ景観から河口域生態系の機能を全部推定してあ

げようということを行なっています。例えば、大きく分けてア

イアシ、ハマボウ、ヨシが生えている場所と干潟という 4 箇所

をとって、それぞれの場所での分解活性を調べてみました。す

120



23 
 

ると、順番としては木本類のハマボウ、アイアシ、ヨシ、それ

から干潟の順に分解機能が高くなっておりました。草類の量、

それから有機物量も多いということで、標高・植生によってそ

れぞれの機能が大まかに推定できるということが分かりました。 
 
このような環境パラメータと生態系機能や生態系サービスとの

関係を、最終的に類型景観毎にそれを全部まとめていくという

ことをやっております。 
 
生態系サービスも例えば上流から土砂が流れてきますので、

段々地盤が高くなったり移動したりします。例ば、ハマボウと

いう高等植物の群落の下でコアを取りますと、有機物の多い層

とか少ない層というのは交互に現れてきます。これは上流の土

砂が、ある洪水で堆積したり、有機物がたまったりしたという

ことを表しているわけです。 
 
そうしますと昔はもっと低いところで河口干潟だったものが、

現在はハマボウ群落になっているということがわかります。ハ

マボウ群落の物質生産機能は高いですれども、二枚貝はほとん

どいません。その代わりカニ類がいたりするということで、歴

史的にも生態系機能が変わり、我々が得ている生態系サービス

も変わってきているということです。 
 
歴史的な景観の変化というものは生態系の機能が変わってきて

いることでもありますし、生態系のサービスも変わってきてい

ることでもあるということで、面積的な変化だけでなく質的な

変化、歴史的な変化をちゃんと考慮した上で生態系を見ていこ

うということが悲痛ようです。 
 
問題は、機能が分かって、生態系サービスは大体分かって、ど

れくらいの生態系サービスを我々は享受できているかというこ

とが一応積算され、モデル化されたとしても、それぞれの生態

系の持つ機能が全部がよければそれでいいというものではない

ということです。 
 

例えば、水質浄化機能と水産機能というのは、アサリが増えれば水質浄化機能も増えますが、例えばシオフキが増えてしま

ったり他の貝が増えてしまってたりしては、水質浄化機能が増えたところで水産機能は必ずしも多くならないと言えます。

また、干潟を少し深くして水産機能を増やせという意見もありますし、景観が重要で、バードウォッチングで重要だからヨ

シとか植物群落を維持しなさいという意見もあります。こうした、水産と生物多様性維持とのバランスをどう取るかという

ことが求められていて、これの解答が出せないでいるということが一番問題です。これらをどうやってシナリオづくりに入

れ込んでいくかということが、今、求められているということではないかというふうに思います。 
 

＜司会＞どうもありがとうございました。生態系サービスということについて非常に詳しく具体的にご説明いただきました。

最後に、じゃあどうやってバランスを取るんだろうかという話が出てきました。これは実は環境調和型研究会の中でもずっ

と、長年の議題になっているところです。 
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まとめ：立場を超えた役割分担、或いは協働、そういったものが必要です 
 
＜日本エヌ・ユー・エス 堀内氏＞ 
今までいろいろご紹介あったようなモニタリングだとかモデル、それから評価手法、そういったものを用いて場全体を考慮

すること、それからそれぞれ皆さん、立場がありますけれども、そういう立場を超えた役割分担、或いは協働、そういった

ものが必要なんじゃないかなと思いました。 
ただそれは非常に難しいというところがありますので、その為には、大きな包括する考え方、そういうものが必要なんじ

ゃないでしょうか。 
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５．パート２：環境の調和を目指した考え方 

 
大阪府立大学 工学部 海洋工学システム科 大塚耕司 

                                                 （独）水産総合研究センター 水産工学研究所 寺脇利信                                                    
国総研 沿岸海洋研究部 海洋環境研究室長 古川恵太 

 
5.1「海域の環境調和のための管理および評価手法」 

大阪府立大学 工学部 海洋工学システム科 大塚耕司 
 

本年 7 月 20 日に海洋基本法が施行された。本法案は、沿岸

域に限らず排他的経済水域（EEZ）ひいては公海も含む、わが

国の基本的な海洋政策のあり方についてまとめられたものであ

るが、その第三章（基本的施策）第二十五条には、「沿岸域の総

合的管理」の必要性が述べられている。 

 

条文で理解できる「総合的」とは、陸域／海域の一体化、防

災と環境との調和、自治体間／管轄省庁間の連携などであり、

いずれも、「海域の資源、自然環境等がもたらす恵沢を将来にわたり享受できるようにする」た

めに欠くことのできない方策として挙げられている。 

 

すなわち、海域の生態系を健全に保ちつつ持続的に利用することが前提となっている。この

ような概念で海域の管理を考えた場合、2 つの重要かつ難しい課題が浮かび上がる。１つは、

生態系には非常に多くの不確定要素が含まれており、予測が難しいことを前提とした管理計画

を立てなければならないことであり、もう１つは、望むべき利用形態は立場によって異なるた

め、立場の違う様々な主体の間で合意形成をしなければならないことである。 

 

こ こ で は、 １ つ目 の 課題 に 対し て、 最 近よ く 耳に す る「 順 応的 管 理（ Adaptive 

Management）」について、その考え方と応用について考察したい。また２つ目の課題に対し

ては、合意形成論そのものではなく、合意形成の道具として必要な包括的で誰にでも納得のい

く評価手法について検討したい。 

 

 
＜大阪府立大学 大塚氏＞ 
大阪府立大学の大塚と申します。どうぞよろしくお願い致しま

す。私のお題は海域の環境調和のための管理及び評価手法とい

うことでございまして、順応的管理と、包括的な海域環境評価

手法という 2 つをお話しようと思っています。 
 
東京湾シンポということでございますけども、大阪湾の神戸空

港の事例等をご紹介したいと思っております。 
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行き当たりばったりの管理と順応的管理の決定的な違いは、こ

の 3 つに集約されると思っております。1 つめは、管理の指標

とか管理の方法、これをはじめからちゃんと計画しておくとい

うことです。２つめは、実施した後の管理指標のモニタリング、

これをきっちりやりましょうということです。3 つめは、モニ

タリングした指標を土台にしてフィードバックしながら更に改

善していくということです。このプロセス、Plan、Do、Check、

Act、PDCA サイクルをきちんと回していくということが行き

当たりばったりとは決定的に違うということでございます。 
 
 
 
例えば、大阪湾の大阪湾再生行動計画では、レベル 1 として「10
年間かけて豊かな難波の海をつくっていこう」というような目

的が入ります。そこから個別の事業実施の段階があります。こ

の事業の中でモニタリング手法もちゃんと計画した上で、それ

をフィードバックして管理していく。これが順応的管理という

ことになります。ただし個別目標そのものもやっていく中で、

どうしても変えなければならないということも出てくると思い

ます。そういうところまで立ち上ってフィードバックしていく

とために、フィードバックのループも階層構造になっていると

いうことでございます。 
 
これは 6、7 年前に我々が環境修復技術の最適選定手法という

ことで出させていただいたフローでございます。この時には個

別事業のために、環境修復技術をどうやって選んでいったらい

いのか、を念頭に置いておりました。 
特性の把握から修復目標を設定し、適応可能な技術のスクリ

ーニングを行ないます。そのスクリーニングをした中で、どれ

が最適かというのを現場での小規模な実験やモデルを使うケー

ススタディを通じて決定し、目標や評価手法を見直す。こうい

うような事業を始める前の順応的管理、フィードバックの機能

を考えていかなければいけないということを当時から提唱して

いたものでございます。 
 
これは 2004 年に発表したものです。この 1 レベルと個別事業

レベルと、階層を分けて考えました。例えば大阪湾なら大阪湾

で大阪湾の再生目標を設定する。このいくつかカードがあると

いうのは、立場が違えば、その目標とするようなものも違い、

複数の代替案があるだろうということを示しています。 
ただしこの場合も個別事業の最適案の決定のプロセスのとこ

ろまでしか提案しておりませんでした。順応的管理の理想とし

て、モニタリングでフィードバックして制御していく部分を付

け加えるというのを今日考えて参りました。 
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それらが全部足し算したようなフローになっておりますが、レ

ベル 1 というのが、グランドデザインをつくるところの話です

ね。そこから個別事業の目標設定のレベル 2 に入ってまいりま

す。そこからレベル 3 で、スクリーニングして落とし込んでき

た技術をどう評価していくかというものを検討して実際の実海

域で実験をやったり、或いはモデルを使ってシミュレーション

したりというようなことでケーススタディを行なって、環境修

復事業の計画実施を行ないます。この後モニタリングをしまし

てそのデータを使いながら改善していくということでございま

す。この部分が事業を展開した後の順応的管理というところで

のフィードバックのループでございます。 
 
ただし、これもこういう単純な 3 つのループだけではないとい

うふうに考えております。モニタリングの結果、管理手法とか

効果評価手法そのものを検討しなおすというようなフィードバ

ックがあってもいいだろうというふうに思いますし、或いは個

別事業の修復目標そのものに立ちのぼって考える。或いはもっ

と大前提の 1 レベルの目標、ここまで遡るフィードバックがあ

ってもいいだろうと思っております。 
 
フィードバックのルート自体は非常に多くあり、これ全体、単

純な構造ではありません。けれども、チェックしてそれで改善

していくと、こういうプロセスそのものが順応的管理の理想で

はないかというふうに考えているということでございます。 
 
次に包括的海域環境評価、これは先ほど何枚かカードがあって、

合意形成をする必要があると申しました。そのために、漁師さ

ん、市民、それから事業者、いろんな立場の人がそれぞれの立

場でこうやったり、ああやったりということになると、結局合

否が形成できません。それをまとめていくためには皆に分かり

やすい、誰もが納得いくようなそういう指標が必要になってき

ます。 
 
ここではエコロジカル・フットプリントというのをご紹介した

いと思います。直訳すれば生態学的足跡という、要するに我々

の生活、活動が地球を踏みつけている面積を指標として、その

インパクトを測ってやろうという指標でございます。 
実はこれ 90 年代にすでにカナダのブリティッシュコロンビ

ア大学の環境経済学者の研究グループが開発したものでござい

まして、最終的には土地の面積というもので表してやろうとい

うことでございます。 
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これの優れた面と言いますのは、人間の活動によるインパクト。

これを土地面積に表します。それと同時にもともと地球上にあ

る環境の容量、これを同じ土俵の面積に換算してやることによ

って、これとこれとのバランスがどうなっているかというのを

比較することができるのがミソでございます。 
 
 
 
 
 
 
 
例えば CO2 を排出する人間の活動を、それを吸収するための

森林面積が何 ha いるかというような換算をしまして、海域と

か畑とかそれぞれの生態学的な違いを換算係数（エクイバレン

スファクター）を掛け算した上で統一して平均的な土地面積に

直すものです。ですから、人間の活動もこういうグローバルヘ

クタールで表すことができるし、地球上に存在する生態系その

ものも同じグローバルヘクタールで表すことができます。 
 
 
 
 
これはＷＷＦが 2 年に 1 回発行しているリビングプラネットリ

ポートに出ている図なんですが、元々持っているバイオキャパ

シティ（ＢＣ）と呼ばれるものと、エコロジカル・フットプリ

ント（ＥＦ）と呼ばれるものの比を取ってありますと。 
1960 年代は地球全体のキャパシティの半分くらいで全人類

が生活していました。それが徐々に増えまして 80 年代の後半

で 1 を越しちゃって、今はもう 1.25 とか 1.3 近くになっている。

つまり地球の全体のキャパシティを 20％、30％オーバーして現

在人間が生活しているということです。 
 
 
各国のエコロジカル・フットプリントというのも計算されてお

ります。ここに地球の環境容量を一人あたりに換算した欄に入

れますと、ほとんどの先進国は全部この平均よりも上回ってい

ます。つまり我々の日本でさえ、日本人並の生活を全人類がや

るとなると地球が 2.5 個くらい要るというような換算になるわ

けです。当然、アフリカなどは非常に小さいです。ここでちょ

っと驚くべきことは、誰が考えてもアメリカはダントツだろう

と思ってるんですけれども、そんなことはないんですね。一人

あたりでやりますと UAE、アラブ首長国連邦がダントツになっ

てます。 
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たぶん土木系の方はすぐ想像がつくと思いますけれども、ドバ

イは、ものすごい開発をしています。エネルギーがすごく投入

されており、それで一気にエコロジカル・フットプリントが上

がっています。 
これではとてもじゃないけれど持続可能ではないということ

ですから、早く撤退した方がいいんじゃないでしょうかと助言

をさせていただきたいなと思います。ちょっと冗談になりまし

た。 
 
 
 
 
そのエコロジカル・フットプリントを環境修復に適用してみた

らどうかいう例を紹介したいと思います。 
 
大阪湾の神戸空港です。この辺の人工的な砂浜、海浜をつくっ

ておりまして、これが生態系を喪失するということでつくられ

た海域でございます。 
 
 
 
 
 
Google で寄ってみますとこういうような形になっていまして、

300m くらいのスケールです。砂浜があって、ここは透過性の

堤体で仕切られています。ですから潮の干満がありまして、ア

サリ等の生物が生息することができるというような場所でござ

います。 
 
 
 
 
 
 
 
これを評価するのですが、従来のこういう環境修復技術の評価

は、基本的には環境影響のマイナスの評価（周辺の海域へどん

な評価が与えられるか）に対して、どれくらいの生物が住んで、

どれくらい炭素・栄養塩固定できるかといった、プラスの評価

をするというのが従来型です。一方経済性の評価もコストとベ

ネフィットの比（Ｂ／Ｃ）が 1 を越えないようにすれば持続可

能であるというような判定になります。 
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我々はこれで本当にいいんだろうか考えました。といいますの

は、この造成する時に大変なエネルギーを使ってるわけです。

ですからマイナスの評価として、単に造成した周りの水質がど

う変わるかにとどまらず、地球環境への影響の全体を評価して

やる必要があるだろうということを考えたわけです。 
その炭素・栄養塩の固定量に関しては先程の地区全体のバイ

オキャパシティ（ＢＣ）が増加するかたちで計算することはで

きますし、地球環境への影響につきましてはエコロジカル・フ

ットプリント（ＥＦ）という評価をすれば、これの増加を計算

することができます。ですからこれを先程の地球全体の話と同

じようにＥＦとＢＣの比が 1 を超えていればこれは持続不可能

というようなかたちで評価することができるだろうということ

をやってみたということでございます。 
 
まずエコロジカル・フットプリントのほうでございますけれど

も、これにつきましてはいろんな評価ステージがあります。 
 
そもそも土地面積ですから占有の海面、この面積を換算する必

要があります。これだけ分を失ったということですね。 
 
それ以外に資材を砂とか土砂とかコンクリートとかそういうの

を持ってくる、それから埋め立てるのにブルドーザーがバンバ

ン走る、それから砂浜を作るという、そういうステージがござ

います。 
 
このうちの占有海面の面積については、基本的には一次生産で

バイオキャパシティを換算します。一方のステージにつきまし

ては、ほとんど CO2 排出量ということで換算できますので、

これは従来型のライフサイクルアセスメントの手法を適用し、

CO2 が排出されるかというのをまず一旦計算した上でその

CO2 を回収するための森林面積からグローバルヘクタールに

直していくと、こういう手順でやってまいります。 
 
これが結果です。結局エコロジカル・フットプリントを使って

いるのは、資材の輸送とか浚渫、埋立て工事に関わる CO2 排

出量が非常に大きいということが分かってまいりました。 
特にこの間接エネルギー資材、これは埋立てに必要な土砂を

他所から持ってくるところにかかる CO2 の排出量、これが圧

倒的に大きいということが分かってまいりました。 
 実は神戸空港の海域というのは水深がかなり深くて、大量の

土砂を他所から持ってくる必要がありました。ですからこれを

もし回避できたらということで、埋め立て用の土砂を産地から

持ってくる現状と、埋め立て用土砂を、例えば浚渫土やリサイ

クル材という、もともとあったやつを再利用するという場合で

評価してみました。 
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もう一方のバイオキャパシティの増加につきましては、造成直

後から、我々神戸大学が共同でモニタリングの調査をしており

まして、海草のバイオマスの量、付着動物のバイオマスの量で

は、造成直後はやっぱり 1 種類がたくさん増えるというような

ことになりました。特に付着動物はマガキがあっという間にパ

ッと広まって、それが 1 年間で衰退するというようなかたちに

なっています。それ以降はいくつかの種類が増えて季節変化を

するというようなかたちになってまして、このあたりのバイオ

マス量を基本にして PB 比から固定量を求めるという手法でバ

イオキャパシティの計算を行いました。 
 
そうしますと藻類と動物類、これをバイオキャパシティの増加

量として計算した値がトータルで、年間 26.2 グローバルヘクタ

ールの増加になりました。 
 
一方でエコロジカル・フットプリントはライフサイクルでやっ

てますので、これを例えば 20 年間で比較したというふうにし

てやってみますと、まずケース A の場合は 1 を超えているわけ

で、持続不可能。ところが代替砂などでやりますと 0.65 という

ことになります。 
 
これから言えますことは、やはり原料の現地調達とかできるだ

け CO2 の排出が少ないかたちで環境修復も行う必要があるだ

ろうということです。 
 
「一生懸命生態系を創出しました、だけども一方で CO2 バン

バンだして地球環境に悪い影響を与えました」ではだめなわけ

で、こういうような考え方がやはり必要になってくるんじゃな

いかと思っております。 
 
最後に後半の部分だけをまとめますと、フットプリントによる

評価の長所は、1 つは生態系の創出による価値というのを定量

的に（バイオキャパシティの増加として）示すことが出来るこ

とです。要するにそこから下水処理場の換算というふうなこと

を経なくても直接定量的に示すことができるということです。

2 つ目は地球環境への過大な影響、先程申しましたように、CO2
バンバン出しながら生態系の創出をしてはだめだというような

ことがちゃんと理解できることです。 
これをあるいくつかのカードﾞに全部そういう評価を行って

やるとどれが一番地球環境にとって優しいかということを判断

することができます。ただ課題は、経済性評価です。コストと

エコロジカル・フットプリントとのバランス。これをどうやっ

て考えていくかということが今後の課題であろうということで、

この辺については我々の研究室でも今課題として研究を進めて

いる最中でございます。        以上でございます。 
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5.2「藻場の現状と環境調和について」 

独）水産総合研究センター 水産工学研究所 寺脇利信 
 

海岸では、干潟や藻場を取り囲むように後浜（あとはま）

および鼻、潮間帯に前浜（まえはま）、磯、さらに、潮が

引いても干上がらない砂泥底や岩礁底が近接している。海

岸線を中心とした「海岸沿いの陸域および海域」は、「沿

岸域」と称され、その空間的な広さには、場合に応じて幅

が認められている。干潟や海の草原・森林である藻場を含

む多様な条件の場がバランスよく共存することは、水産資

源をはじめとする多彩な海洋生物が繁殖するために必須

である。海岸と干潟・藻場は、まさしく沿岸域の重要な構成単位であり、その現状が沿岸海域

の環境保全の具体的な姿の一面を表している。 

 

水産基本計画（平成１９年３月２０日閣議決定）における藻場再生に関係する施策では、水

産物自給率を魚介類（食用）および海藻類とも増大させるため、「海面・内水面を通じた水産動

植物の生育環境の改善と増養殖の推進」および「力強い産地づくりのための漁港・漁場の一体

的な整備」として、藻場・干潟の造成・保全を推進することとなっている。これらのこと等か

ら、藻場再生に係る開発と環境保全の調和を目指した目標設定に資する課題は、水産基本計画

上の位置づけを反映して、「食料の自給率の向上に資する沿岸域の増養殖環境の改善において水

産業・漁村の多面的機能をより発揮させる方向での技術開発」として整理される。 

 

今回は、まず、藻場の現状について、全国、瀬戸内海および広島湾を概観するとともに、東

京湾を構成する房総半島・三浦半島地先における筆者の経験した事例を紹介する。次に、藻場

再生の意義と技術の到達点に照らし、開発と環境保全の調和を目指した目標設定に資する課題

として、目的意識の統合化を重視した課題の検討を試みる。例えば、（１）干潟と複合藻場の再

生の統合、（２）「渚の基本図」の作成（技術的知見の蓄積と統合）、（３）有害種対策と資源開

発の統合、および、（４）広域的と局所的課題の統合、等である。 

 

さらに、地球温暖化の進行等を念頭に置くならば、藻場の立地環境が変化しゆくことを認識

することが不可欠となる。中でも、（１）海水温の上昇は事業地の立地環境の地理的な南方化に

相当し、（２）海水面の上昇は事業地の立地環境の水深的な深所化に相当し、また、（３）海岸

の地形・底質の変化による干潟等の静穏な砂泥底の減少は堆泥域の分散化に通ずる、ことなど

が重要である。 

 

これらの情報を共有化することを通じ、常に変化している自然・環境に対応しつつ、「調和す

る」とはどういうことなのか、また、「調和すべき自然・環境」をどのような状態と認識してゆ

こうとするのか等について、シンポジウムにおける活発な議論の礎となる話題として提供でき

ればと考えている。 
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＜水産工学研究所 寺脇氏＞ 
水産工学研究所の寺脇と申します。本日はこのシンポジウムで

私にも話題提供の機会を与えていただきまして事務局の皆様に

お礼を申し上げます。 
 
私の話題提供では藻場につきまして、まず全国、瀬戸内海、広

島湾そして数少ないですけど、関東の房総半島、三浦半島の事

例につきまして知っていることを紹介致しまして、現在の藻場

の再生の意義と到達点に照らしてみて環境調和の目標設定にす

る課題というものを検討してみたいと思います。 
 
 
一言に海岸と言いましてもいろんな種類がありまして、岩礁と

か崖とか砂浜があります。潮の満ち干機のある潮干帯と呼ばれ

るところには磯や浜がみられたり、河口域では干潟が作られま

す。それよりも少し深いところの海底に海の草原や森林である

藻場ができております。私自身ではこの 4 つの種類の藻場につ

いて、コンブは人間も食べますから例えばコンブの「畑」だと

か、アラメ・カジメ場はあわびやウニの「牧場」だとか、ガラ

モバ・ホンダワラ類藻場は魚が多いので魚の「たまり場」とか、

それからアマモバにつきましては幼魚の「保育所」というよう

な、イメージ付けを行ってみております。 
 
日本は南北に細長い列島の国でありますので、環境条件に対応

して 4 種類の藻場が作り分けられているところであります。北

海道のコンブがたくさん生えています。本州の太平洋岸、四国・

九州にかけましては、コンブの仲間のアラメ・カジメ類という

ものが多いです。同じ本州・九州でも日本海側に行きますとホ

ンダワラ類という枝ぶりが小さくて気泡とか葉っぱの形がはっ

きりした種類の藻場になります。瀬戸内海とか日本中の波静か

な砂や泥の海底には海の水草であるアマモなどの海草類が生え

ているアマモ場が見られます。 
 
奄美、沖縄などの南西諸島、琉球列島に行きますと珊瑚礁とリ

ーフ内に見られる南方域の海草のアマモ場になります。もしも

地球温暖化ということで海水温の上昇などが見られますと、こ

の南の世界が北上してくるということによりまして藻場の水平

的な分布状態が変わるのかなというようなことが懸念されてお

ります。 
 
本州の日本海側には、ホンダワラ類の藻場がみられまして、深

い方まで、水深 20 メートル位までホンダワラ類がみられます。

それに対しまして太平洋側におきましては浅い方でホンダワラ

類藻場が終わりまして、深い方ではアラメ・カジメ類の藻場に

なってしまいます。 
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ほとんど同じ水深なのに、砂の影響のほとんどない岩の上には

アラメ・カジメ類が生えていますが、砂の影響域と考えられる

砂面からの比高の低い小さいところにはホンダワラ類藻場が生

えています。 
北海道に行きますと岩盤の上にはホンダワラ類藻場がみられ

まして、コンブ類というのは石とか礫の上にみられます。砂や

泥の上には海草のアマモ場がみられます。 
 このようなことから生育基盤の動揺とか移動といった波に対

する安定性に対してこのアラメ･カジメバ、ホンダワラ類藻場、

昆布場、アラモ場の順で対応していると整理されております。 
 
こういうようなことを参考にしてもっと大きなスケールでの分

布状況の違いというものに迫っていくと良いのではないかと考

えます。 
 
これは人工的に作られましたホンダワラ類の藻場におきまして

魚類の様子を捕まえて調べた結果、天然の藻場と同じような種

類の魚類が捕らえられたという研究であります。このことによ

りまして、海藻類の群落である藻場を再生させることが、その

魚類に対する機能というものも再生されるということも分かり

ます。 
 
最新の水産基本計画によりますと、平成 29 年度までに魚介類

や海藻類を含む水産物の自給率を上昇させるとしております。 
 
藻場・干潟の造成などにつきましては、例えば海面、内水面を

通じた水産動植物の生育環境の改善と増養殖の推進とか、それ

から力強い産地づくりのための漁港・漁場の一体的な整備など

に位置づけられています。 
 
私自身は、食料の自給率の向上に資する沿岸域の増養殖環境の

改善において水産業・漁村の多面的機能をより発揮させる方向

での技術開発というものに、藻場再生に関わる技術開発という

ものは位置づけられるのではないかなと考えています。 
 
全国の海岸を見てみますと、自然海岸率は 50％に下がっており

ます。特に沿岸域において地面を作る工法につきまして、昔は

三角州などの自然に陸化され、海に水没しないというギリギリ

のところに堤防を築く干拓で行われてきたわけでありますけれ

ども、この 50 年程の間に土木技術が発達して、深い所に堤防

を起こして海面を区切り、その中に盛り土をして地面をつくる

という埋立てに変化しております。そのために干潟とか藻場は

水深 20 メートルまでに多いものですから、その埋立地の下敷

きになって減少してきているということになります。 
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例えば、広島湾ですけれども、1550 年頃の海岸線、1850 年頃

の明治維新の海岸線と、海岸線は前進してきております。古式

ゆかしい干拓でありましたらば、干拓地の沖側には自然の干潟

と藻場が残っていたのです。 
 
広島湾、東京湾、有明海ともに 1 年に 10 メートルのスピード

で海岸線が前進しています。10 年で 100 メートル、1 キロ出る

のに 100 年かかったという計算であります。 
 
埋立てしますと、沖出し 1 キロ、2 キロの埋立地を作るのに 10
年位ではないかと感じるので、地面に変わる速度が 10 倍程の

スピードになっているという違いがあると思います。 
 
自然の海岸をみますと、山の尾根筋が海に到達したところが鼻

（はな）と呼ばれ、その潮干帯が磯となって岩礁の海底があり、

海草が生えていると藻場であります。尾根筋と尾根筋に囲まれ

た低い所に川が流れ込んでおりまして、土砂供給によりまして

浜や干潟ができます。浜や干潟の沖側に海藻類が生えるアマモ

場ができます。このように干潟や藻場といいますのはそれだけ

で成立しているのではなくてそれ以外の隣り合う場と関わりあ

ってお互いにそれらがないと成立しにくいという関係の中に出

来上がっております。 
 
現在ではこういうところが地面に変わってきておりまして、場

合によりましてはもともと凹んでいた場所の方が昔の岩礁のハ

ナの位置よりも飛び出して地面に変わるという状況もあるかと

思います。 
 
このような経過でありましてこの 50 年程の間に直接的に埋立

地の下敷きになったということを含めまして藻場が衰退してお

ります。それからもう 1 つは磯焼けいいまして、藻場だったと

ころの海底が急に海藻類が少なくなりまして痩せたウニや巻貝

ばかりになって漁場としての価値を失うという磯焼け現象が起

こっております。 
 
もっと重要なことは、磯焼け以外の理由がまだよく分かってい

ないというこういう範囲が広々とあるということではないかと

思います。 
 
最近瀬戸内海で藻場が衰退したという現場を案内いただきまし

て海底の様子を調べますとこういう模式図になります。海草が

生えている場所の深みの方に岩の上なのに泥が厚く積もってい

て海藻が生育できない。または深みの方にウニや巻貝がたくさ

んいまして、この場合こういう動物に食べられすぎて海藻類が

生育できないというような様子に集約されます。 
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今度は広島湾レベルにいきまして、この広島市から山口県の周

防大島までの範囲が、だいたい東京湾で言いますと君津-富津ラ

イン、こういうスケールの大きさがあります。 
 
この範囲に対しましてアマモは水深 3～4 メートルまでの範囲

に生育しております。岩場の方の藻場につきましては、奥まっ

た浅い所のアオサの種類からだんだん湾口部の深い方にかけま

して大型の茶色い種類に変化します。この種類の変化が広島湾

におきまして海草類の群落の遷移系列というものを表しており

ます。 
 東京湾などにつきましてもこういう調査をして様式的に捉え

ていきますともっともっと理解が深まっていくのではないかと

期待されます。 
 
広島湾の一番奥の方を見ていきますと、これは安芸の宮島で有

名な厳島です。厳島は国立公園で世界遺産でもありまして、人

が基本的に住んでおりません。そうしますとこのように自然の

海岸が残っています。 
大野瀬戸というのを挟みまして、廿日市の大野という土地に

は人が住んでおります。そちらは、非常に直線的な海岸になり

まして大きく変わっております。こちらは、泥が多いので海水

が白く濁ります。藻場があり、分布しているとはいえ非常に海

藻類が苦しそうに生活しているという状態であります。 
 
東京湾でも問題になりますけれども、緑色の海苔のような海藻

のアオサについてです。広島湾の奥の方でも問題になっており

まして、アオサがたくさんうち上がって漁業被害や観光被害を

引き起こします。そこで調査をしまして量を推定しましたとこ

ろ、ある年には広島湾の奥で藻場としてカウントされる海藻の

量よりもはるかに多い重さのアオサが海底を漂っているという

状態になっているということであります。 
 
 
 
東京湾では、館山湾につきましては、このように深い方まで海

藻が生えて藻場があります。この場所、硬い砂岩と柔らかい泥

岩が互層になっている頁岩というものであります。硬い砂岩に

は海藻が生えているんですが、柔らかい泥岩には、砂の上と同

じで海藻が生育できません。しかし、そこに人が、コンクリー

トブロックのような硬いものをおきますと海藻類は生育します。

それから深い方にいきますと砂の影響が強くなってきており、

このようにわずかの高さの差によりまして、高い方にはアラ

メ・カジメ類、低い方にはホンダワラ類という種類の違いがみ

られます。 
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三浦半島の西岸、長者ヶ崎まであたりまで行きますと、水深 20
メートル位までカジメがよく生えておりました。そういう時期

に 10 メートルの砂地の海底に基盤を与えますと天然の胞子が

やってきて、海藻類の群落ができます。 
 
しかし観音崎に行きますと海水が濁っております関係で、この

ように深い所まで海草が生えられなくて水深１０メートルくら

いの所で限界となってしまいます。 
 
 
 
 
それから小田和湾の離岸堤を観察しますと、ちょうど先ほど長

者ヶ崎でみたような自然の植生と同じようなものができあがっ

ております。それから砂や泥の海底にいきますと、浅いほうの

コアマモそれからアマモ、深い方のタチアマモという 3 種類が

生育していることが知られております。近年、神奈川県の水産

総合センターの工藤さん達の仕事によりましてどうやら深い方

に多いタチアマモが優勢であるという報告がされております。 
 
 
 
 
現在、日本におきまして良好な環境を実現する事業といいます

のは、経済成長を成し遂げた後、社会福祉の水準を求め国レベ

ルで取り組むべき課題であります。しかし環境に関する知見が

不十分である現状では基礎研究やモニタリングによるデータの

蓄積と人文社会科学的手法が必要とされています。 
このようなことから自然再生の事業といいますのは環境との

係わり方と、そのあるべき姿を探る道筋といいますのが順応的

管理を得て統合の過程にあると位置づけられております。 
 
 
 
 
ここで、なるべく管理しない藻場についてご説明します。なる

べく管理しない藻場といいますのは、対象の海底で藻場をつく

る海藻類の繁殖を促して自然の藻場に似たような状態をつくり

たいということであります。そのためには藻場をつくる海草が

生育しやすい基盤を整備し、藻場ができる海底の環境条件を真

似してあげる必要があります。それは、自分達で事業地の調査

をしまして藻場の分布の制限要因をつかみ、工学的な技術を用

いて和らげることにより、海藻類の生育基盤を用意するという

ことです。そのことによりまして自然の胞子のよって海藻類が

できることを理想とします。 
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近年その海藻類の種を取って苗を育てて移植する技術というも

のがずいぶん発達しておりますので、生育基盤を整備してあげ

た上で行うことによって飛躍的に成果が得られることになると

思います。 
 
水産庁の自然調和型漁港づくりにおきましては、近くにある良

い天然の藻場の環境条件を調査し、水面からの深さ、砂面から

の高さ、それから沖からやってくる波の特性で決まる海底面で

の波浪流速、これらを自然の藻場に似せたものにしようという

ことを重視し、良い条件が得られるまで繰り返し場所を探して

いきましょうということになっております。 
 
堤体に貼り付けてあった消波ブロック群を、沖の方の藻場マウ

ンドとして利用します。これにより、消波効果を得るとともに

近くの藻場の条件を真似した藻場ができるようにするというこ

とです。 
 
スケールは違いますけれども、このように天然の藻場の沖側の

深みの砂や泥の海底に落ちている石の様子を真似して人工的な

ものをおきますと似たようなものになっております。 
 
 
 
アマモの方につきましては広島県の広島湾の似島という事例を

ご報告します。これは小さい湾で干潟の造成が行われました際

に、その沖の方に周りのアマモ場と同じような条件になるよう

に整理されたアマモの生育基盤が用意されました。そこにアマ

モが移植され、10 年程前に移植された範囲は、すべて生き残っ

ており、植えた場所よりも浅い方の干潟に向かう範囲に面積が

2～3 倍に増えております。 
 
このように藻場に関する事例を参考にし、人工物でもよいので

海岸の地形としての凸凹とか海底の底質の多様性を回復させて

やろうという考えで、水産工学研究所においてこのような研究

開発をしております。 
 
もともとの尾根筋の先の深みの方に礁を置きまして、深い方で

は漁礁、浅い方では光が到達して海藻類が生育する藻礁とする

という考え方であります。この礁の程よい消波効果によりまし

て、海岸と礁の間に砂が溜まるような静穏域をつくり、こちら

に海の草であるアマモの生育をみようという考え方であります。

これは、岩礁性の藻場とアマモなどの砂泥性の藻場の造成の統

合ということで、今後ますます統合の考え方が発展できるので

はないかと期待しています。 
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もう一つ、海岸の藻場の回復におきましては土木的な施工が伴

いますので、正確な事業を行うためには、沖合いの海の基本図

のように、沿岸部において、海底地形図と底質分布図、それに

海藻類の分布図を重ねる「藻場の基本図」が必要です。この図

に潮干帯を加え、もっと統合的に技術的な知見を蓄積して統合

できると考えました。ネーミングとしましては「渚の基本図」

というのでどうかなということであります。 
 
また、アオサとか、藻場の海藻類を食べてしまうウニとか草食

性の魚類のように増えた生物を、よく獲れるのであれば資源と

して食用とか餌料という方向で検討していくことによりまして

有害種の対策と資源開発というものが統合できる領域があるの

ではないかと思います。 
 
干潟や藻場の再生の実現に向け、浅い海底と生育基盤が失われ

たので再生しようという試みが、もしも水質の悪化が進みます

とイタチごっことなってしまいまして実現しません。 
 
やはり水質の改善という多少広域的な取り組みと、基盤の回復

という局所的な取り組みというのは手を組む必要があると思い

ます。 
 
さらに、その場の維持管理に係わるところで、水産では漁場の

管理というものが非常に有益です。 
 
アマモやホンダワラ類が見えるようにしたいといいましても、

それらはアマモ場ガラモ場などの生態系を構成する生き物の一

種であります。それらはさらにその浅海域や内湾域での構成要

素でありましてそれらをどのようにしたいかということを、や

はり人間が係わってどのように持っていくかという調整のうえ

に初めてなるものであるという考え方が整理されておりまして、

このこと自体は今後順応的管理に基づく取り組みへの準備がで

きているということであります。 
 
しかしながら最後に気をつけなくてはいけないというのは、自

然環境は変化し続けており、海水温が上昇する（立地環境が現

在よりも南方に相当する環境に変わる）、海水面が上昇する（立

地環境がもっと深いところに変わる）、静穏域の砂泥底が減ると

いうようなことが起こっています。 
 
以上になかなかうまくまとめてお話できなかったんですけれど

も、私の話題提供はこれにて終わりたいと思います。 
 
どうもありがとうございました。 
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5.3「ガイドライン・手引きに見る自然再生の目標設定」 

国総研 沿岸海洋研究部 海洋環境研究室長 古川恵太 
 

今回のシンポジウムのテーマであ

る、「開発と環境保全の調和」の「目

標設定」のあり方、取り組みににつ

いて、多様な機関が発行しているガ

イドラインや手引きの情報を収集し、

統一フォーマットのパネルにとりま

とめられました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜国総研・古川＞ 
このセッションの最後でガイドライン、手引きにみる自然再生

の目標設定ということについてお話したいと思います。 
 
会場の外のパネル展は、自然再生の 4 つのパーツ、場を理解し

て、目標を設定して、手法を開発して、それをシステム化して

前進していくというものを一つ一つテーマ毎にパネル展示をさ

せていただいているものであります。 
 
今回は第 3 回としてこの目標設定についてのパネルを、環境調

和型研究会と土木学会の海洋開発委員会順応的管理研究小委員

会が協働して、パネルを作成しました。 
 
目標設定について、非常に汎用的な目標なのか、それとも何か

に特化しているのか、非常に理念的な話なのか、それとも実践

的な、具体的な話なのかというところで分けられると思います。

例えば政策は比較的この左上の方にあり、個別の問題について

のガイドラインというのはそれを実践されるところまでをつな

ぐ役割をしているのかなというふうに考えております。 
 
今日やっているような議論の下地になる情報というのが実はこ

ういうパネル、政策の解説書、ガイドラインの中に非常に多く

埋め込まれていますので、これらをまとめていきたいと思って

おります。 

No. 手引き・ガイドライン 編集・発行

1-2 「特別セッション「順応的管理」の成果」 順応的管理研究小委員会

3-4 「環境調和型研究会」の取り組み 環境調和型研究会

5 「海洋基本法」目的、内容、重要性、および今後の課題について 総合海洋政策本部

6 「港湾行政のグリーン化」で示された環境配慮の標準化について 国土交通省港湾局

7 「発電所に係る環境影響評価の手引」藻場影響評価部分の解説 資源エネルギー庁

8 「藻場復元のための配慮事項」における順応的管理 環境省総合環境政策局

9 「Wise Use of Wetlands,（湿地の賢い利用）」 に記述される実践的な考え方 RAMSAR会議事務局

10 「Guidelines fo r Wetlands Restoration  （湿地再生ガイドライン）」に示された再生の考え方と
戦略的取組の重要性

PIANC環境委員会第7ワーキンググループ

11 「海の自然再生ハンドブック」実績に基づく沿岸の自然再生技術 海の自然再生ワーキンググループ、国土交通
省港湾局

12 「環境配慮の標準化のための実践ハンドブック」順応的管理による海辺の自然再生 海の自然再生ワーキンググループ、国土交通
省港湾局

13 「提言国産アサリの復活に向けて」水産技術の展開について アサリ資源全国協議会提言検討委員会、水産
庁、水産総合研究センター

14 「磯焼け対策ガイドライン（水産庁）」～持続的な対策に向けて～ 緊急磯焼け対策モデル事業検討委員会、全国
漁港漁場協会

15 「アマモ類の自然再生ガイドライン」再生のための組織作り・合意形成 水産庁・マリノフォーラム21

16 「自然共生型海岸づくりの進め方」防護・環境・利用の調和について
自然共生型海岸づくり研究会、国土交通省河川
局

17 「ビーチ計画・設計マニュアル」ビーチの計画・設計・施工・維持管理について マリーナビーチ協会、国土交通省港湾局

18 「環境調査技術マニュアル海洋生物調査編」にみる実践的な調査フロー 海洋調査協会

19 「全国海の再生プロジェクト」における各海域の再生行動計画 国土交通省港湾局、海上保安庁

20 「瀬戸内海環境修復計画」自然と共生する恵み豊かな瀬戸内海の修復を目指して 国交省中国地方整備局・水産庁漁港漁場整備
部

21 「三番瀬再生推進計画（基本計画）」に示された再生目標 千葉県

22 「横須賀港港湾環境計画」海の再生・活性・共生 横須賀市

23 「伊勢湾流域圏の自然共生型環境管理技術開発」自然共生に向けた研究プロジェクト

名古屋大学、国土技術政策総合研究所、土木
研究所、農業工学研究所、国立環境研究所、
水産工学研究所、愛知県水産試験場、養殖研
究所
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            ６．パート３：環境の調和に向けての行動計画 

                

話題提供：（独）水産総合研究センター 水産工学研究所 桑原久実 
大塚耕司（大府大）、寺脇利信（水工研） 

中村義治（水工研）、野原精一（環境研）、川崎保夫（電中研） 
司会：古川恵太（国総研） 

 
「開発と環境保全の調和」を実現するためには、基本

となる考え方（目標）と具体の方法論（手段）について

の整理が必要です。例えば、「最適な生態系」の再生を

目指すという自然再生の考えかたを基本とし、そこに至

るまでのプロセスを重視する「順応的管理」で具体に進

めていくというのも、ひとつの方法だと思われます。 

 

 

 

＜司会＞次のパート 3 の環境調和に向けての行動計画ということで、討論を行いたいと思いますが、今まで少しいろいろ概

念的な話がたくさん大ございましたので、少し具体的な Example を水工研の桑原室長の方からご紹介いただいて、それを

ベースに議論をもう 1 回スタートさせたいというふうに思います。お願い致します。 
 

6.1 話題提供：「磯焼け回復事業での事前順応的管理事例紹介」 

（独）水産総合研究センター 水産工学研究所 桑原久実 
 

＜水産工学研究所 桑原氏＞ 
紹介いただきました、水産工学研究所の桑原と申します。 
 
この「磯焼け対策ガイドライン」というのは今年の 2 月につく

ったばかりなんですけれども、漁業者に向けて具体的にどうや

ったらいいかというのをできるだけ分かりやすく示すことを心

がけました。これについてご紹介させていただいて、話題提供

とさせていただきたいと思います。 
 
名前が、「磯焼け対策ガイドライン」ということで、16 年から

18 年、3 カ年間でこのガイドラインをまとめました。磯焼けと

いうのは皆さんご存知だと思います。昔から問題として挙がっ

ているんですけれども、持続的に対策が取れなかったりしてい

ました。 
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このガイドラインは、漁業者が自ら磯焼けの状況を分析して、

適切に対策が自分達で自分達の足で立ってやっていってもらお

う。そういうふうな助けになるものにしたいと考えました。も

ちろん、漁業者を支援する立場にある私達、行政の方々、企業

一般の市民の方々も、参考にしてもらいたいです。 
 
磯焼けの要因というのはいろいろあるんですけれども、ここで

は植食動物、ウニ、魚に焦点を当てています。 
 
この植食動物問題に対して、天秤の図のように、植食動物が海

藻を食べる量と、海藻が生育する量に着目し、食べる量が多く

右の方の天秤が重たくて傾いているというような状態が磯焼け

の状態だろうと考えました。最近、地球の温暖化とか沿岸域の

開発とかがありまして、この天秤がますますバランスを崩す方

に傾いていくような感じにみられます。このように非常に苦し

い状況なんですけれども、この重たい方を軽くして、軽い方を

重たくしてバランスを取っていこうじゃないかというのがこの

ガイドラインの基本的な考え方になっています。 
 
磯焼けという話なので、少しその磯焼けについて説明させてい

ただきます。藻場というのは基本的には季節的に生えたり枯れ

たりします。これは磯焼けではなく、季節的な消長と言います。 
 
また岩手県とかだと、親潮が接岸したり離れたりする、数年の

周期で藻場が変動します。また時化があって大規模に藻場が失

われたりします。しかしながらそういう現象というのはある程

度すると回復してきますので、そういうのは磯焼けといわない

のです。 
 
磯焼けというのは一体何なのかといいますと、我が国でいわれ

ているのはこのような北海道の日本海側、静岡県の伊豆、富山

県等の様に、一旦海藻が無くなって、ずっと無くなったまま回

復しない。こういうのが磯焼けだということになります。 
 
その要因について、平成 16 年の終わりに水産庁でアンケート

取りました。そうすると半分以上がウニ、魚のような食害で磯

焼けになっている、ということになるわけです。 
 
磯焼けの植食性動物としては、北の方はキタムラサキウニとエ

ゾバフンウニ、主にウニが大変多く、南の方はガンガゼ、植食

性魚類、アイゴ、ブダイ、ノトイスズミというものになります。 
 
北はウニがいっぱいいると。南はウニと魚がいると。このよう

にご理解いただければいいと思います。 
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さて、漁業者が主体となって磯焼けの対策をしていく時に、ど

ういうふうに挑戦していくかということについて、ガイドライ

ンの中では 3 本の考え方を示しています。 
 
まず 1 つ目というのは順応的な管理の考え方を磯焼け対策とい

うのに持ってきました。A から H までのプロセスがあります。 
まず磯焼けになっているかというのを知らないといけないの

で、磯焼けの感知（A）があります。そして、磯焼けになって

いる要因は一体何か。藻場形成の阻害要因を特定しよう（B）

というところに入ります。これが特定できますと、次に回復目

標を設定（Ｃ）します。邪魔するものをとったり（Ｄ）、要素技

術の選択（Ｅ）をして実施（Ｆ）に移るのです。実施した後は

そのまま放っておくと、また元の木阿弥になりますので、モニ

タリング（Ｇ）するということになります。このモニタリング

では、藻の種類、被度、面積を調べ、うまくなっていれば（H）、

また新しい目標（Ｃ）に向かって歩いていってもらうという。

ところが何か具合が悪い。藻の種類が違う、被度が少ないとか、

具合が悪い場合はもう一度立ち返って（B）検討していただい

て、駄目な理由というのをしっかりと理解した上で次に進むと

いうプロセスになります。 
イメージとしては適確な磯焼け対策に向かってどんどん上昇

していっているというふうなイメージで捉えております。 
 
2 つ目として、磯焼け対策フローを導入しています。 

漁業者の方々がコマを進めるように、「あ、ここまで分かった

ね。次ここ検討しようか」という感じで、どの対策が自分のと

ころの地先に適当かというのを、判断をできるようにガイドラ

インの中では記述しております。 
この要素技術の実施というのを、毎年試行錯誤的にどんどん

やってきていたのですが、適確な対策まで辿り着くのに時間が

かかってしまいます。ここで一番重要なのは、藻場形成を邪魔

しているものは一体何なのか（Ｂ）というのをしっかり捉えな

いといけないということです。藻場形成のところの邪魔してい

るのは一体何かというのをしっかり捉えてから、その後ろのプ

ロセスを進める必要があるということを考えたわけです。 
 
第 3 番目は体制づくりです。持続的な取り組みをするために皆

でがんばっていきましょうということになっています。できた

ら協議会などをもってやりたいと考えています。 
計画の段階では漁業者と研究者と行政の方々がガイドライン

を見ていますけれども、この段階から住民の方とかボランティ

アの方入っていただきたい。対策については漁業者です。全力

出して、それを皆で支えていきす。効果についてはやはり研究

的な側面が非常に強いので、漁業者と研究者が中心になって調

べて皆さんで情報を共有します。 
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この中身についてもう少し触れていきたいと思います。 
 
ガイドラインの中では、磯焼けになっているかどうかというの

は、海中景観や漁獲物から判断しましょうとなっています。 
 
これは大船渡です。アラメがあったんですけれども、同じとこ

ろで撮ってもこういうふうに無くなったことがわかります。ま

た、カジメがこういうふうに葉状部あったんですけど茎だけに

なったということがわかります。こういうふうな海中景観から

知る方法があります。 
 
これは静岡県の例なんですけど、サガラメが 90 年に無くなり

ました。その 2 年後ぐらいにアワビの漁獲量も無くなったとい

うものです。漁獲というのを見ていっても分かりますよ、とい

うことを示しています。 
この場合、藻場が無くなってから少しタイムラグがあります

のでちょっと注意が必要です。 
 
 
 
 
 
 
藻場形成を邪魔しているものの特定では、具体的に 3 つの方法

が示されています。 
 
まずは、こういうライン調査なりをやって現状把握しましょう

ということです。現状把握も、そんなに難しいことじゃなくて、

断面図上に海藻、食害動物。浮泥とかを書いてみましょうとい

うものです。この段階でウニの食害、底泥とか、要因が分かれ

ばそれでよしとします。 
 
ところが分からない場合は、ちょっともう少し積極的に、海域

に、能動的に実験をしましょうというのを提案しています。 
 
これは磯焼け海域に海藻を持ってきます。一方はカゴがなく、

こっちはカゴがあります。その状態で毎月見ていきます。そう

すると何ヶ月間か経ったらカゴない方は無くなって、カゴのあ

る方は大丈夫だったという場合、あ、これはやっぱりこっちが

食べられたねと、分かるわけなんです。 
こういうふうな実験をしますと、ここの海域は水質的、光的

にも問題ないとか、この海域では種の供給がありますねとかが

分かるわけです。 
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3 つ目は、近くに藻場と磯焼け海域がある場合は、それらを比

較して何が一体違うのかというのを見比べて下さいということ

です。セディメントトラップとか、透明度とか見て、何でそん

なに違うのかというのをしっかり見て、要因を特定しましょう

ということです。 
 
回復目標の設定については、昔あった磯焼けを取り戻したいと

いうのが最大の回復目標になります。 
 
ですから昔あった藻場の種類、被度、面積というのが回復目標

になります。はじめは小規模に、そしてどんどんと、その小規

模を繰り返していくことによって、海域の理解が深まって、次

第に規模を拡大していくというようなことです。 
 
今のこのガイドラインができて全国で大体 30 箇所くらいの普

及の講演会をやっていますけれども、漁業者の方々にはこの A、

B、C のところをしっかりと掴んで下さい、資料を押さえて下

さいとお願いしております。 
 
 
 
 
 
ウニの食害対策です。 

カゴによる除去、漁業の潜水による除去・防御ということで、

こういうフェンスをつくったり浮かしておいたり、凸凹の基質

で流速を上げたり、沖側に海藻をばら撒いて、摂餌圧の分散が

できないだろうか等があります。 
 
 
 
 
 
 
魚の食害です。 
 フェンスとか、音で追っ払えないかということを考えていま

す。 
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こういう要素技術が、1 から 25 まで並んでいるんですけれども、

こういうのを何を選んだらいいのか、どういうふうに選んだら

いいのかという考える際に、非常に重要になってくるのが、地

域の特性、地域の実情にあった対策をもってこないといけない

ということです。 
 
要するにこの赤い長方形と水色の長方形が 2 つ合わせて正方形

のような形を形成しないと、良い磯焼け対策として成り立たな

いのです。 
 
 
例えば A 漁村の場合、こういう藻場形成の阻害要因の欠け方、

また地域の特徴にしてもこういう欠け方がしています。ここを

埋めるためには磯焼け対策として、何をもってきたらいいかと

選ぶわけです。 
 
A 漁村ではこうだったんですけど B 漁村ではまた状況が変わっ

てきまして、同じ A 漁村のこれをもってきても駄目ですよね。 
 
地域の藻場形成の阻害要因をしっかりつかんで、地域の実情、

特徴をうまく生かしたような対策をもってこないとなかなか難

しいだろうということです。 
 
今のようなフローを進めるにあたって、できるだけ食害動物を

利用しましょうという取組みがされています。ガンガゼという

のはあまり食べないんですけれども魚の餌になるよとか、アイ

ゴを食べて藻場を回復しようという、取組みをやっています。 
 
もう 1 つは、一方で市民の方々はかなり環境に対する意識が高

いということで、うまくそういう方々にお手伝い願えないかと

いうのをやっています。一般の方々をお願いしたり、は水産高

校の水産実習でお願いしたりというような取り組みをやってい

ます。 
 
 

＜司会＞どうもありがとうございました。磯焼け対策という具体的な事例を見せていただきながら、どのように目標が設定

されて、対策を考えていくのかということをご発表いただきました。 

 
＜会場からの質問＞神奈川県の水産技術センターの工藤です。今のお話の中で触れられなかった懸濁物質の成因や、取組み

等について教えてください。 

 
＜桑原氏＞ 懸濁物質による磯焼け、藻場の形成を阻害しているという事例も確かに多くなってきています。特に南の方の

海域では多く見られます。具体的にどのような対策になるのかというのは、今のところ次の挑戦になると思います。実際に

海藻をそこの海域にもってきて本当に枯れるのかどうかというのを 1 回試験していただいて、本当にその土砂や浮泥が制限

要因になっているという証拠を、しっかりつかんでほしいと思っています。 

144



47 
 

6.2 討論：「環境の調和に向けての行動計画」 

中村義治（水工研）、野原精一（環境研）、川崎保夫（電中研） 
桑原久実（水工研）、大塚耕司（大府大）、寺脇利信（水工研） 

司会：古川恵太（国総研） 
 
東京湾におけるアマモ場再生を目指した動き 
 
＜司会＞ 桑原さんからのプレゼンで、目標を決めるにあたって、実際に何が起こっているか検知をして、要因を分析する

ことの大切さが示されました。東京湾について振り返りますと、下水道の整備が進んで、それなりに良くなっている水質で

すが、まだまだ貧酸素水塊が発生している。その要因の一つに、藻場（アマモ場）の喪失があり、その再生に取り組まれて

いる現状です。このアマモ場の再生の目指すべき姿というのはどんなところにあるんだろうかというところを、電中研の川

崎さんからご紹介いただきます。 

 

アマモ場生態系とは、 
＜電力中央研究所 川崎氏＞ 

皆さんもご存知のとおり、これは、アマモ場生態系の構造と、

そのアマモ場にどういう生物がどこに分布しているかというこ

とを模式的に書いたものです。 

 

当然一次生産者というのがアマモです。皆さんあまりよく気が

付かないかもしれないですが、このアマモの上にいろんな珪藻

とか海藻とかいっぱいついております。これを食べるヨコエビ

とか動物、或いは巻貝なんかついています。 

 
あとよく写真でも見られるように、周辺に稚魚がいたり、産卵

のためにイカが来たり、周辺に稚魚やヨコエビを食べる魚が寄

ってくる。枯れた葉っぱがデトリタスとして分解されたり、ゴ

カイとかヨコエビなんかの餌になるというような形でアマモ場

があります。 

 
このそれぞれの生物のつながりというものを、機能という面で

表したのがこの図です。 

 
水中や底泥から栄養塩を吸収し、環境の安定化というかたちで、

当然溶存酸素を出したり、水の流れを静穏化したり、地下茎・

根・茎で砂が動くのを抑制したりします。 

 
水産の面からは、この上にいる動物を食べに来きて、または、

枯れた葉っぱがデトリタスになって、それをヨコエビとかゴカ

イとかナマコが食べて、成魚とか幼魚が食べにきて、漁獲につ

ながっていくという特徴があります。 

 

水質浄化という面では、単に吸収しただけですとストックにな

るんですけれども、誰かが回収し水中から除去されてはじめて
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水質浄化機能が発揮されると思うんです。 

 
生物多様性という意味では、アマモの葉っぱがあるために、付

着藻類も動物もいます。静穏であるためにその間に小さなプラ

ンクトン類も多く増えることができるというような特徴があり

ます。生物、環境が非常に多様であるために、いろんな生物が

ここに生息できるという特徴があります。 

 

最適なアマモ場生態系というのは、それぞれ何を重要視するかによって違ってくる 
 

＜川崎氏＞最適なアマモ場の生態系というのは、それぞれ何を

重要視するかによってやっぱり違ってくるかもしれないと考え

られます。 

 
水質浄化機能が大きいアマモ場つくりたいと期待をするのであ

れば、当然、アマモの生産力が大きい、そういうアマモ場をつ

くるのがいいだろうと思います。 

 
いろんな生物が住める場所をつくりたいというのであれば、そ

れだけ環境の多様性が必要です。 

 
漁獲量を増やしたいということであれば、その藻場に関わって

いる利用する魚種、或いは数が多いという条件が望ましいわけ

です。 

 

最適なアマモ場生態系のベースになるアマモ 
 

＜川崎氏＞でもそれを定量的に評価するのは非常に難しい面があります。そこで、一番易しい方法として、最低限ベースに

なるものはどういうものかということで、「どんなアマモが望ましいか」を考えてみました。 

 

そうしますと、一年中アマモがあることによっていろんな生物がそこを利用できる可能性が、チャンスが増えてくるという

ことになります。それから現存量が大きいとトータルの生産量が大きいということになります。面積が大きくなると、それ

だけいろんな環境ができあがって、生物の多様性も上がっていくだろうと思われます。 

 
もう 1 つは、環境が不安定な年でも生き残れないと長期安定したアマモ場というのが持続できないわけです。そのためには、

アマモの遺伝的多様性を持った藻場が必要であろうというふうに考えられます。 

 
最低限こういうような状況を満たしたアマモ場をつくるということが必要ではないかというふうに考えます。 

 
他には、多分陸域の影響とか、いろいろとあるんじゃないのかなと思います。もっと統合的に、いろんな処置を横断的に取

り込めていっていただければなと思います。ありがとうございました。 
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再生を進めるための鍵となるプロセスや、環境調和のためのキーワード 
  

＜司会＞どうもありがとうございました。最後に今パネラーとして前に座っている方々から、東京湾再生のためにどんな視

点で目標を持って考えていかなければいけないのかという、サジェスチョンを 1 つずついただいて、まとめに代えたいと思

います。 

 

－ 様々な方々との合意形成の場が必要なのかと思います 
 

＜水産工学研究所 桑原氏＞ 先ほどの話しは、漁業者を対象にし、目標設定も磯焼けということで、

ある面分かりやすい、「昔あったのを取り戻しましょう」ということでしたが、この東京湾というの

は様々な方々おられます。また、その様々な方々に対して目標意識というのもまた違うのでどのよう

な設定をするのか、それをどういうふうに考えて収束するようにもっていくのかというのが分かりま

せん。何らかの合意形成をするような場というのが必要なのかと思うんですけど、その合意形成の仕

方というのがなかなか分からない状態であります。 

 

 

－ 失われた勾配の緩やかな浅い海底の回復が大事だと思います 
 

＜水産工学研究所 寺脇氏＞ 講演でも申し上げたのですが、失われたもの一番は、沿岸海域に限れ

ば、勾配の緩やかな浅い海底だと思います。その上に海藻がのっていれば藻場だし、仮にのっていな

ければ砂泥海底だったり、岩場だったりするということです。それを回復させるようにするのがとて

も大事だと思います。それもできあがったものを置くんじゃなくて、時間はかかっても良いよ、ゆっ

くりやろうというのが大事かなと思います。それは順応的な管理という意味でも似通ったことかなと

思いました。 

沿岸海域には、人間が地面をつくらなくても雨が降って山の岩が壊れて海までやってきて地面をつ

くるという自然現象があります。それを人間が埋め立てなどでスピードを速めている。ちょっと無理

があるような気がするんです。ですから当面叶わない望みではありますけれども、なるべく自然な沿

岸の陸化を取り戻しましょう、というようなことがとても大事ではないかと感じました。 

 

 

－ 環境調和型の自然再生が利益になる、産業となることが大事だと思います 
 

＜大阪府立大学 大塚氏＞ 開発というのはこれまで綿々と莫大な予算をかけて沿岸域開発してき

たわけです。これから環境調和型というふうなことで事業をしていくにしても、やはり東京湾がきち

っと再生していくためには、非常に大きなお金を動かさない限りは、本当の意味での再生は不可能だ

ろうというふうに思います。そのための国の予算にも限界があり。ですからそれを超えて動かしてい

くためには、やっぱりそこに住んでいる方々が、環境調和型の自然再生というのは我々の利益になる

んだという意識が芽生えない限りは、これは途中でストップしてしまうというふうに思ってます。 

そのためには、住民参加型というのを一生懸命行ってますけれども、やはりまだまだごく一部の

方々の参画で、限界があります。もう産業を担っている人間が、環境調和型自然再生が利益になるん

だ、さらには、都民とかそういうレベルの何千万、何億というような消費者が利益につながるという

ような発想に転換できるような、手法なり評価なりが出てこない限りはどこかで限界にくるんじゃな

いかなというふうに思っています。ですからいつまで経っても官主導の公共事業型というのではなく

て、そこを脱却して我々自身、消費者自身が受益者なんだという意識付けが行なえるような評価、こ

れがやっぱり重要じゃないかなと思います。 
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－ リサイクル材の活用というのも考え方としてあると思います 
 

＜電力中央研究所 川崎氏＞ 東京湾って、自然再生を考えるとものすごくでかいんですよね。いっ

ぺんに全体を再生しようと思ったらとてもじゃないけど無理だろうと。そうするとやはりもう少し区

切ったところからまずスタートすべきじゃないかなというふうに思っています。 

そこでやっぱり最終的に再生する時に、何で再生するのか、国交省では大体浚渫土を使っています

が、それだって限度があるわけです。そうすると、リサイクル材を使うというのも一つの手かと思う

んです。当然安全が確認できたリサイクル材を、アマモ場・干潟の埋め込み材みたいなものに使って、

少しでも早くつくるというふうなことも一つの考え方としてあると思うんです。 

もう一つは、東京湾にいっぱいある工場です。工場には、緑地を 20 パーセントぐらいつくると工

場立地法でなっているんです。その中で、ビオ・トープをつくっているというのが何箇所かあります。

先ほどのラグーンみたいな形のものも、緑地という視点でつくっていくと、いろんな生物の生息場と

いう面で海の方に寄与できるんじゃないかなと、思っております。ただ、今の緑地をそういうふうに

ラグーンに戻すとなると、先ほど大塚さんフットプリントの問題があって、きっと負担が大きいでし

ょうから、新たにつくる時でないと、地球への負担は大きいような気がします。そうするとやはり、

私はリサイクル材みたいなものを活用していくという面を検討していった方がいいんじゃないかな

というふうに考えております。 

 

－ 歴史性を考えおおまかな目標をつくることと、価値の共有が必要です 
 

＜国立環境研究所 野原氏＞ 皆さんが言うことは大変もっともだと思って聞いていました。いくつ

か普段から考えていることを指摘したいと思います。一つは再生というからには昔の自然に少しでも

近づきたいということで、それにはやっぱり歴史性という観点を少し入れないといけないのではない

かということです。例えば、昔の東京湾全部がアマモだったわけではなくて、アマモはあるし砂浜、

干潟だってあったわけですから、昔どれくらいの面積があり、その 50％ぐらいまでは回復しようで

はないかというような、おおまかな目標をつくるべきではないかと思います。例えば日本全国の 6

割ぐらいをいろんな開発で失ってしまっていますので、100％昔に戻すというのは多分理解が得ら

れないし、それは原始に戻ることですので無理なので、とりあえず 50％ぐらいまでを目標にして、

それぞれいろんなところのケースバイケースでやっていくというように、まず歴史を考えるべきでは

ないかというのが一つです。 

それからもう一つは、それぞれのものの価値というのを今まで、例えば自然浄化の価値とか、水産

の価値とかいろんな価値があったんですけども、それぞれの価値をどうやって皆で共有して、それぞ

れ違う人の価値をどうやったら調和できるかという、その調和の理論みたいなものをつくっていく必

要があるんではないかということです。その時には、化石燃料を投入しないような価値基準というの

は必ず入ってくるのではないかというふうに思います。 

 

－ 評価のレベルを意識して、適確な当事者の協議が必要です 
 

＜水産工学研究所 中村氏＞ 大体言い尽くされた感があります。私も 2 つほど感じておりました。

1 つは評価のレベルということです。評価のレベルというのは、遺伝子からはじまって個体群、生態

系、それからランドスケープとかいろいろそういうレベルがあると思います。種以下の遺伝子のレベ

ルの問題というのは水産にとって非常に重要で、移植等を考えた場合あまり遺伝子の拡散をしないと

かというふうな配慮をされているんですけ。そのためには遺伝子のマップみたいなものが、これから

必要なのかなというふうに思います。残念ながら生態系レベルの評価というのは、なかなか適確な検

証方法も評価方法もまだない。例えば、健全性指標で何が具体的にいえるかという論議はこれからや
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っていかないといけないかなというふうに思います。それから、大塚先生からは、もう少し広い意味

でのエコロジカル・フットプリントの話が出まして、これから循環型社会というのが求められてくる

ことを考えれば、エコロジカル・フットプリント（ＥＦ）とバイオキャパシティ（ＢＣ）の比みたい

なものも評価の対象になってくるのかな、なんて感じを受けました。 

もう 1 つは、いろいろ研究者とか発注者側の頭の中では考え方がクローズしていても、実際に現

場にいろいろ事業を展開していく場合には適確な当事者の協議が必要になってくるだろうというこ

とです。広ければいいという問題ではなくて、大人数であると、決まるものも決まっていかないとい

うことも言われておりますので、適確な当事者の協議を用いて合意形成を図っていくというのが重要

かなという点でございます。 

 

＜司会＞ どうもありがとうございました。最後の中村さんからの「適確な当事者による協議が必要」というご指摘が、最

初に桑原室長から「合意形成の場が必要なのではないか」というご指摘とつながりました。東京湾について、皆がまとまっ

て話していく場所というのが必要だ、というふうに言っていただいているのではないかなというふうに思っております。今

回、海の森つくりフォーラム、またそれに引き続いてのアマモサミットというものも計画されていますけれども、そういっ

た、いろんな立場の人が参加できる話合いの場、情報交換の場、意見表明の場というものが必要だと感じています。この東

京湾シンポジウムも、答えを出す会議としてではなく、毎回毎回、考えながらその時に分かっていることを皆が言い合って、

次につなげるという会議として、来年、再来年と続けていきたいと思っております。是非、引き続いての皆様からのご意見、

ご支援をいただきたいと思います。 

ありがとうございました。 

149



52 
 

 

 

 

 

                 ７．閉会挨拶 

 
国土技術政策総合研究所 沿岸海洋研究部長 樋口嘉章 

 
 
 
 
 

沿岸海洋研究部長の樋口です。第 5 回横浜・海の森つくりフォーラムにあわせて、第 8 回東

京湾シンポジウム、第 3 回海辺の自然再生に向けたパネル展を開催致しましたところ皆様の参

加を賜り、また議論が多岐にわたり予定時間を超過したにも関わりませず最後まで熱心に耳を

傾けていただき、ありがとうございました。 

 

東京湾をはじめとする内湾域の環境改善に取り組んでいくにあたって、多様な主体が連携し

ていくことが重要なのだろうと思います。2001 年から続いております本シンポジウムがその

ための良い場を提供しているんだということを私自身実感できた思いであります。 

 

シンポジウムのパート 2 でも話が出ていましたけれども、本日のシンポジウムと展示パネル

については皆様からご意見をいただきまして後日報告書として冊子にして公開配布していきた

いと考えております。 

 

最後になりましたが、明日は横浜市立大学で第 5 回横浜・海の森つくりフォーラムが開催さ

れます。午前中は、公募展も含めたパネル展、午後には小学生や高校生による世代を越えた連

携による自然再生活動の報告、三番瀬や横浜における活動報告などいろんな報告が予定されて

おりますので、そちらの方にもまた是非お運びいただければと考えております。 

 

それでは本日は長時間ご参加いただきましてありがとうございました。 
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参考資料：会場からの意見 

事後のアンケートで寄せられたご意見を、大まかなグループ毎に順不同で掲載しております（スペースなどの関係から、事

務局で編集させていただいた部分もありますが、各位からのご意見を段落毎にまとめてあります。なお、強調表示は事務局

が勝手にいれたものです）。 
 
＜今回のシンポジウムに対して＞ 
 

「開発と環境保全の調和を目指した目標設定」ということ

で順応的管理に関る種々の検討手法、技術等について、大

変興味深く拝聴することができました。ただ、図、写真、

アニメーションを用いて分かりやすく講演されていたと感

じましたが、行政官である自分にとっては、勉強不足のこ

ともあって、やや内容的に高度で、専門用語の理解

に苦闘しました。講演時に手元に各講演のプレゼン資料が

あると、書き込みも出来ますし、大変助かります。 
 

今回初めて参加させていただき、大変専門的なシンポジウ

ムが開催されていたことに驚いております。今後も参加し

たいと思いますので、ご案内をお願いいたします。 
 

全体時間の設定は適当であると思いましたが、もう少し質

疑応答の時間を設定して欲しかったです。 
 

パート１での基本的な考え方、パート２、パート３-１での

具体的な事例による説明と続き、話がわかりやすかった。

パネルについては、出展者による説明があるとより理解が

進むのではと思いました。 
 

全体的に話題提供をもう少し短くして、ディスカッショ

ンの時間を長めに取っていただきたい。演者の意外な

意見が聞けてためになります。 
 

私は素人ですが、たいへんわかりやすく興味深いシンポジ

ウムだったと思います。勉強になりました。 
 

パワーポイントの資料を配付してほしい。様々な取組を得

られ有意義であった。 
 

大変勉強になりました。ありがとうございました。 
 

話題提供をもっと簡単にしていただき、パネル討論をもう

少し長くしていただきたかった。 
 

なかなか有意義なシンポジウムでした。質疑応答の時間が

少ないのでは。言葉の使い方（用語：生態系の機能等）で

首を締めているのでは。自然再生とは？ 
 

参加者との討論がもう少しできる時間があればうれし

い。 
 

大変参考になりました。今後の藻場造成に生かしてまいり

たいと思っています。 
 

スライドで使用した図表等は HP で公開されるのでしょう

か。時間があるときにじっくり拝見したいと思いました。 
 

初めて参加したため、これまでの背景が分からない

部分もありましたが、色々なお話が聞けてよかったで

す。考え方、進め方の整理が少しできた気がします。あり

がとうございました。 
 

 

＜現在の取り組みへの認識について＞ 
 

東京湾シンポジウムには、今日初めて参加させて頂いたが、

東京湾は多くの人が関わっているにもかかわら

ず関心がまだ低いかと思います。東京湾の自然再生に

向けて、様々な活動により、豊かな自然が戻ることを期待

します。 
 

いろいろな分野の人たちの自然再生への取り組みや想いが

聞けて、非常に有意義な一日でした。自然再生も、一歩

ずつ前進しているということを改めて感じました。 
 

藻場の形成というテーマ、非常に勉強になりました。先月

米国 ロードアイランドで ERF （ Estuarine Research 
Foundation）学会に参加したのですが、そのブースの中に

藻場を作成する会社がありました。専用の船舶を利用し、

ダイバーなしで藻場を作っていきます。藻の苗を抱き枕の

ような肥料が詰め込まれた 1m ぐらいの物に植え込み、海

底に設置していました。1 本 20$だそうです。このような

ビジネスあるいは手法は日本にあるのでしょう

か。会社名は’Seagrass’だったと思われます。 
 

環境保全については特別な関心がありましたので、全ての

お話が大変有意義であった。ありがとうございました。 
 

環境再生について、海域対策、解析が連携して取り組む

べきだと感じている。今回の取り組みの紹介がされた

ことで、色々な方に意識を持ってもらうことを期待してい

る。 
 

環境に対する関心の広がり、関わっている方々

のすそ野の拡大を感じます。その中でのこのシンポの

果たす役割は大きいと思います。ありがとうございました。 
 

水産生物の研究推進の動向が把握できてよかった。 
 

様々な分野で、類似した技術開発を行っていると感じ、包

括的目標を明確にすることが重要だと思った。私は

企業の人間として、目的を理解した上で良い調査を行

っていきたい。 
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会場からの意見（続き） 
 
＜今後の方向性について＞ 
 

専門の異なる複数の研究所が集まった環境調和型研究会の

今後の活動に期待します。それぞれ得意分野を統合し

た（実際に役立つ）新たな知恵が得られるものと思

われます。 
 

開発と環境保全の調和を目指した目標設定について、研究

者の取り組みや、どのように考えれば良いかの概念につい

て分かりやすく理解が進んだ。今後、具体的な事業につい

て、事業の検討委員（研究者）や建設業者がどの

ようにしたか、その事例についても知りたい。 
 

研究者の多様な情報が多すぎる。（東京湾以外の話

が多い。）行政サイドの意見も欲しい。CO2 の受け口

として海のあり方も議論すべき時期では。イソ焼けの話は

大変勉強になった。 
 

省庁横断的な事例やワークショップでの結果、生まれたも

の等を作っていく具体的なケーススタディーなど、議論を

より現場に近いところに持ってきたものを作っ

ていただければ、全国に東京湾シンポの成果が生きていく

と思います。シンポジウムでの今後の展開を期待しており

ます。 
 

地域に適した目標設定が必要だと思う。昔の状態は、その

目標設定の適したひとつになると感じた。 
 

大変勉強になりました。金沢八景でアマモ場再生に取組ん

でいますが、伊勢湾の事例と同様な課題－同意形成の必

要性－なども生じはじめています。包括的考え方を明確に

すると同時に、個別の事例についても検討していく必要が

あると思います。市民レベルでの実践活動への理論

的バックアップとして有効です。 
 

合意形成の場の必要・重要性を再認識、各関係者へ

の再生の協議の場を進めて行くよう努力したい。 
 

これまでの考え方や進め方が、ずいぶんと整理されたよう

に感じました。複合的に技術に取組む楽しさが出てくるこ

とを期待しています。例えば、トヨタとか日産が興味を示

すように技術を積めないでしょうか。また、そういう会社

にも伝わるようなアピールはできないでしょうか。 
 

「目標設定においては、期間や対象の明確化が不可欠であ

る。例えば、特定の対象物を選定することや、その生物を

とり巻く環境との関わりに着目すること等が有効である」

と記述されているが、目標設定の失敗例、成功例を

もう少し具体的事例で説明していただけるとより理

解しやすかったと思う。 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
＜住民との関係・教育への展開＞ 
 

豪のグレートバリアリーフでの取組もそうではあるが、パ

ネリスト方々の御意見通り、住民、産業、消費者方へ

の価値認識を向上させるためのＰＲを行い、大きな

流れとして再生に向けた行動を実施しなければ意味が薄い。

河川、道路分野に比較して港湾関係は PR が下手というの

が私の認識であった。 
 

多方面からの見方、技術のベクトルを揃えるためにも、有

益なシンポジウムと考えます。もう一段ステップ UP して

次代（とくに高校生位）への教育、問題提起の

機会を持って進めて行けば、このような活動の継続発展

に役立つと考えます。 
 

 
 
 
 
＜今後議論をすべき点＞ 
 

「環境調和」の意味が不明瞭であり、もう少し議論

が必要と感じます。 
 

「環境」の定義がないように思われ、社会・自然科学的考

察が求められるものと思いました。大変勉強になりありが

とうございます。 
 

「調和」とは、いくつかのものが矛盾なく互いにほどよい

こと、と理解しているが、大事なことは環境に配慮し

た開発のあり方の議論ではないか、と思う。 
 

天然藻場と同等の機能を持つノリ、ワカメ、コンブ養

殖も取り入れて欲しかった。 
 

愛知県では漁業者がダム設置者にダムの設置に係る環境影

響評価に海域への影響を入れなかったのは何故か？その理

由を公開してほしいという要望を出しました。本シンポで

も河川の構造物との関係を視野に入れていただきた

いと思います。水産学会誌で特集を組まれたのは承知して

います。 
 

干潟の浄化機能は市民に知られるようになりましたが、か

つて坂本市太郎さんが述べられた砂浜の浄化機能につ

いて知りたいと思います。二枚貝の排泄物の無機化に貢献

しているように感じています。 
 

東京湾への船舶の集中を減らして、港湾需要を減ら

すことを考えるべき。例えば、那珂港や清水港の利用。ガ

スは、パイプラインで、新潟や仙台から。 
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会場からの意見（続き） 
 
＜興味を引いた考え方＞ 
 

生態系サービスの考え方が面白い。かつ分かりやす

い。 
 

興味深い講演ばかりでした。 
 

学生ながら今回のシンポジウムに参加させていただきまし

た。普段の授業では聞くことのできない深い内容
の話を聞くことが出来、とても有意義な時間を過ごすこと

が出来ました。 
 

東京湾の再生に向けて、各省庁の研究者の方々から貴

重なお話をお伺いでき、非常に有意義なシンポジウムでし

た。できれば、発表に使用された PPT を公開頂ければと思

います。 
 

パート２大塚氏の発表 土砂の現地調達の方が山地から調

達より EF／BC が小さいとのことだが、三河湾などでは埋

立土砂採取のための深堀跡が、浅場の減少をもたらした他、

貧酸素水塊の発生源となっているような問題があり、計算

評価方法に問題があると思う。 
 

悩みつつ業務を担う日々ですが、何が大切なのか、向かう

方向を毎回確認できてありがたい機会になってお

ります。 
 

 

 
 
＜パネル展・ガイドラインについて＞ 
 

各種ガイドライン等を整理し、比較することは大変おもし

ろいと思います。個々の目標設定は異なっても、方

向性はほぼ同様なのではないでしょうか。パネル

とりまとめにあたっては、作成者の最も伝えたいポイント

が少々ずれていることもあるかと思います。ただし、意図

的に参考にしたいポイントのみ抽出したのであれば別です

が。最終成果版にする前に、各作成者に確認、意見を求め

てはいかがでしょうか？ 
 

パネルを見る時間が無かったのが残念。 
 

自然再生に関わる関係省庁が共同して、その進め方を議論

することは大変重要なことで大いに評価できる。今後はあ

またあるガイドラインそのものを統合化していくよ

うな政策立案が必要では？統合海洋政策本部の設置がひと

つの機会であり、担当レベルでの関係省庁の連絡調整組織

をつくっていっていただきたい。特に今後地方公共団体の

役割は一層重要であり、順応的管理の実現に向けた

柔軟な予算運用の仕組も確立していかなければなら

ない。 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

皆様から頂いたご意見を参考に、よりよい東京湾シンポジウムの開催を目指して参ります。 
シンポジウムへのご参加・アンケートへのご協力ありがとうございました。 

（事務局）
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------------------------------------------------------------------- 
第 8 回東京湾シンポジウム報告書 

開発と環境保全の調和を目指した目標設定 
 

平成 20 年 1 月発行 
 

編集・発行  国土技術政策総合研究所 
沿岸海洋研究部海洋環境研究室 

------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 
 

本資料に関するお問い合わせは 
〒239-0826 神奈川県横須賀市長瀬 3－1－1 

沿岸海洋研究部海洋環境研究室 
TEL: 046-844-5023  FAX 046-844-1145 
E-mail furukawa-k92y2@ysk.nilim.go.jp 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

港湾環境情報（過去のシンポジウム情報などを掲載） 

http://www.nilim.go.jp（国総研 Web ページから） 

技術者・研究者のページ→観測データ等の公開 

→港湾の環境に関する観測データ及び研究成果の公開 

http://www.meic.go.jp （直接リンク） 
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平成 20 年 12 月５日（金）  

１０：００～１３：００ 

はまぎんホール ヴィアマーレ 

 

 

主催 
全国アマモサミット 2008 実行委員会 

（事務局担当：国土技術政策総合研究所） 

 

後援 
環境省、国土交通省港湾局、 

八都県市首脳会議環境問題対策委員会水質改善専門部会、 

東京湾再生推進会議、東京湾の環境をよくするために行動する会 
 

 

第９回東京湾シンポジウム報告書 

 

場の理解と生き物の棲み処づくり 
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東京湾の環境グランドデザイン

国総研のプロジェクト研究「快適に憩える美しい東京湾の形成に関する研究（H13-16)」の成果

を受けて，東京湾の環境グランドデザインを以下のようにとりまとめました。これは、平成１７年

６月２日の第６回東京湾シンポジウムにおいて発表し、東京湾再生のために取り組みとして国・自
治体関係者、漁業者、環境ＮＰＯ、研究者などの方々と共に討議されたものです。本提言は、プロ

ジェクト研究の最終的なまとめとなると共に、東京湾再生推進会議など東京湾に関わる行政主体へ

の具体的提言として、また、今後の研究の方向性の確認に資する概念整理として活用していくべき
ものと考えております。

包括的目標
背後都市の市民が快適に憩え，多様な生物を涵養する生息場があり，健全な物質循環
が保たれている東京湾の形成推進を図る．

行動計画
１．人と海のつながりの再生
（１）東京湾における海と人の繋がり，地域における海への思い入れの収集・共有
（２）海と人の繋がりをもてる場の保全・創出・機能強化

（３）将来世代（子供）への継承
（４）行政のセクターを越えた協働
（５）工場跡地の再生などの陸と一体となった，地域の活力を目指した再生

２．適材適所の生物生息場の開発
（１）生息場適地のリストアップ，マップ化，ゾーニング
（２）生息場造成・維持管理技術の開発
（３）水辺の特徴を生かした，様々なスケールの場作り．

（４）現場実験の試行（行動計画の実現）
（５）汽水域・干潟，二枚貝，アマモ場に着目した場作り

３．物質循環の健全化のための施策応援
（１）物質循環のモニタリングの継続（HFレーダー，定点観測，特異現象の研究）
（２）合流式下水道の改善施策の有効性の検証の継続
（３）広域の連携の推進

（４）透明度向上のための施策，技術の開発
（５）漁業活動（水産資源）と物質循環（環境）との連関への着目

評価基準
１．「東京湾」が人の話題になる回数の増加

（子供が海に触れる機会の増大：家庭での話題，環境教育）
（情報の得やすさの改善：

マスコミへの発信，環境データベースの整備，
シンポジウムの開催，東京湾を紹介する本の作成）

２．東京湾における自然再生事業の実施支援
（具体的な事業の実現箇所，面積，種類の提案，評価）
（改善目標としての透明度，溶存酸素量のモニタリング）

（透明度，溶存酸素量改善のための技術開発，政策ツールの開発）
（健全な生態系の再生・創出・強化）

３．関連研究成果の発信
（特異現象の発見・解明）
（検証済み技術・施策の広報・共有）
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１．第９回東京湾シンポジウムの開催について 

 
 

平成２０年 12 月５日に、横浜市内、はまぎんホールヴィアマーレにて、270 余名の参加を

頂き、第９回の東京湾シンポジウムを盛況に開催することができました。 

 

 第 9 回を迎えた今回は、生き物や生態系を中心にした再生の目標の考え方について取り上げた

いと考え、全国アマモサミット 2008 のプログラムに組み入れていただき、「場の理解と生き物

の棲み処づくり」をテーマとすることといたしました。 

 

まず初めに、本年 7 月に東京湾再生推進会議の実施した東京湾一斉調査の報告を行い、関係者

が協働してデータを取得し共有することの大切さ、溶存酸素から見た環境の捉え方の紹介がされ

ました。それに引き続く招待講演では、ラムサールセンターの安藤様から、ラムサール条約締約

国会議の中で議論されてきた「湿地の保全・再生のあり方」をご紹介いただきました。パネル討

論では、千葉県漁業研究所の土屋所長、東京湾島しょ農林水産総合センターの小泉氏、よこすか

海の市民会議の渡辺氏らから、東京湾での活動、調査等の成果をご披露いただき、「場の理解と生

き物の棲み処づくり」に向かって、今、何をすべきかを議論しました。 

 

 こうした中で指摘・提案された、「ワイズユース」という考え方、貧酸素情報を取りまとめる

東京湾環境マップの作成、異業種の交流の促進、肥沃な海水としての貧酸素水の認識、循環を意

識した場づくり、方向性を持った取り組みなどに積極的に取り組んでまいりたいと思っておりま

す。ここに、シンポジウムのとりまとめをご報告させていただき、関係各位から頂きましたご厚

情、ご協力にお礼申し上げるとともに、研究・事業展開へのさらなるご指導、ご鞭撻を重ねてお

願い申し上げます。 

 

事務局代表            

 

 

主催：全国アマモサミット 2008 実行委員会 

 （金沢八景－東京湾アマモ場再生会議、国土技術政策総合研究所、神奈川県、 

横浜市、川崎市、東京湾岸自治体環境保全会議、(公)横浜市立大学） 

後援：環境省、国土交通省港湾局、八都県市首脳会議環境問題対策委員会水質改善 

専門部会、東京湾再生推進会議、東京湾の環境をよくするために行動する会 

事務局：国総研 海洋環境研究室 古川恵太・岡田知也・梅山崇・堀江岳人・野村静子・ 
小早川裕子 

 
過去の東京湾シンポジウム報告書は、http://www.meic.go.jp （港湾環境情報→東京湾シン

ポジウム）で公開されています。 

本報告書も含め、報告書の内容の著作権・オリジナリティ－は、各発表者に帰属します。本報

告書は、各発表者から資料をご提供いただき、参照の便のため、事務局の文責のもとに取りまと

めたものです。本報告の取りまとめの趣旨をご理解いただき、引用の際には、出展の明記ととも

に、必要がある場合には各発表者の許諾を受けていただきますようお願いいたします。 
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２．プログラム 

 

時間 内容 

 

10:00-10:05 

 

 

10:05-10:45 

 

 

 

 

10:45-11:25 

 

 

 

11:25-11:30 

 

11:30-12:30 

 

12:30-13:45 

 

 

 

 

                 

13:45-13:50 

 

 

開会挨拶                 

国総研 副所長 松本清次 

 

報告「東京湾再生推進会議：東京湾一斉調査報告」 

東京湾再生推進会議 須藤幹男氏 

（海上保安庁海洋情報部環境調査課） 

           国総研 海洋環境研究室長 古川恵太 

 

招待講演「ラムサール条約から見た湿地保全の方向性」 

      ラムサールセンター会長 安藤元一氏 

（東京農業大学農学部准教授） 

 

パネル展示紹介「場の理解のための取り組み」 

 

昼食休憩 

 

パネル討論：東京湾再生に向けた場の理解と生き物の住み処づくり 

      各パネリストからの報告・話題提供とパネラーによる相互討論 

          パネリスト：（前出） 安藤元一氏 

東京湾漁業研究所所長 土屋仁氏 

     東京都島しょ農林水産総合センター振興企画室 小泉正行氏 

よこすか海の市民会議 渡辺彰氏 

開会挨拶                      

国総研 沿岸海洋研究部長 小田勝也 
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                 ３．開会挨拶 

 
国土技術政策総合研究所 副所長 松本清次 

 
 
 
 
 

おはようございます。国総研の松本です。早朝から全国アマモサミット 2008 の一貫の第 9

回東京湾シンポジウムにご参集いただき、ありがとうございます。サミット実行委員会の一員

として東京湾シンポジウムを担当する立場からご挨拶をしております。 

 

さて、この東京湾シンポジウムの第 1 回は、平成 13 年に横浜で開催し、東京湾の環境上の

問題点を指摘してきました。以来、回を重ね今年が 9 回目です。今後も継続開催の予定です。

昔ほど目に見えた形での環境問題はないのですが、まだ心配点が多々あります。たとえば、今

年も貧酸素の水塊が近年になく大規模で発生し、居座り続けたという情報がありました。秋に

は湾内の水温が下がらず、ノリの生育が危具されるといった情報もありました。 

 

ところが嬉しいことに、今年も、ノリの生産が始まったようです。今、私の手元にあるこの

ノリは、今シーズン初の東京湾盤洲産のノリだそうです。こうした嬉しいニュースもあります

が、心配な点もまだまだあります。これから報告を聞き、ラムサールセンターの安藤元一先生

のお話を伺いながら、皆さまと海の環境問題の議論を深め、今後の行動の糧にしていきたいと

考えています。 

 

昼休みを挟み、午後にも至る長時間ですが、是非、実りある成果を残したいと思います。本

日から明後日までの 3 日間にわたるアマモサミット全体の成功に向けて、皆さまの積極的なご

参加とご協力をお願いします。お願いばかりで恐縮ですが、私からのご挨拶といたします。 

 

よろしくお願いいたします。 
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４．報告：東京湾一斉調査報告 

                

 

東京湾再生推進会議 須藤幹男氏（海上保安庁 海洋情報部 環境調査課） 
国総研 海洋環境研究室長 古川恵太 

 
以下のような調査目的を掲げ、平成 20 年 7 月 2 日（水）に、国の関係機関や八都県市の

各都市が独自に実施していた調査を同一日に合わせ、海域及び河川の水質等を一斉に調査する

とともに、臨海部に立地する企業や市民団体等も参加するなど、多様な主体が連携、協働して

調査や環境教育・環境活動を実施しました。 

調査目的 

・ 東京湾に環境モニタリングにおける「関係機関が連携・協働した効率的かつ

効果的なモニタリング調査の体系づくりと実施」に向けた契機とする。 

・ 東京湾の全域及び陸域を対象とした一斉での調査を通じ、青潮や赤潮の発生

メカニズム、貧酸素水塊の分布等を把握することで、東京湾の汚染メカニズ

ムの理解の増進を図る。 

・ 多様な主体が協働しモニタリングを実施することにより、国民・流域住民の

東京湾再生への関心を醸成する。 

今回の東京湾水質一斉調査では、内湾での夏季の一般的な傾向である水温、塩分の成層が発

達しており、湾央部から湾奥部に広がりをもった底層の貧酸素水塊が分布していることがわか

りました。 

今後はこれらの調査結果を踏まえて、 

・ 大学や研究機関の専門家の意見を踏まえたモニタリングの推進 

・ 次年度以降も継続した東京湾一斉調査の実施 

が必要であると考えています。 

 

4.1 東京湾再生推進会議による一斉調査について 

 
＜東京湾再生推進会議 須藤氏＞ 

東京湾で初めて実施した、水質一斉調査の経緯と内容を報告

します。 
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東京湾再生推進会議では平成 19 年 3 月に、東京湾再生行動

計画の第 1 回中間評価を実施しました。モニタリング分野につ

いても、いくつか課題が指摘され、主なものはここに示したと

おりです。東京湾の汚染メカニズムの理解、連続観測ポイント

の増設、データ公表の迅速化、多様な主体の連携、ウェブサイ

トの充実、効率的かつ効果的なモニタリング体制などです。 

 

 

 

 

 

 

東京湾のモニタリング分科会では、この中間評価を受けて、そ

の指摘事項にどのように対応するかを検討するため、平成 19

年１１月に東京湾モニタリング研究会を設置しました。この研

究会は 10 人の有識者から構成され、中間評価の指摘事項を検

討しモニタリング分科会への政策・助言を検討することが目的

です。 

 

 半年間の検討の結果、平成 20 年 3 月に東京湾のモニタリン

グに関する政策助言としてまとめたこの政策助言では、東京湾

一斉調査、連続モニタリングポストの増設、データ公開に向け

た取り組みなど、早急に実施すべき取り組み、短期的に実現を

めざす取り組み、中期的・長期的に実現をめざす取り組みなど

を示しています。 
 
 東京湾一斉調査は、この政策助言の中で早急に実施すべき取

り組みとして、少なくとも平成 20 年に 1 回は実現をめざすこ

ととされていました。この調査の目的は 3 つあります。1 つは、

東京湾におけるモニタリング調査の体制づくりの契機にするこ

と。2 つ目は東京湾の汚染メカニズムの理解の増進を図ること。

3 つ目が地域住民などの東京湾再生の関心を醸成することです。 
 
 
 本年度の実施内容を示します。実施日は下記の貧酸素水塊や

赤潮の発生しやすい時期を選んで、7 月 2 日にしました。ただ

し、各実施機関の都合があるので、すべてがこの日に実施され

ていません。実際には 1 日から 4 日までの調査結果も含まれて

います。 
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参加機関は 46 団体です。内訳は国家機関 3、地方自治体等 19、

小学校 2、企業 8、大学・研究機関が 12、市民団体 2 でした。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 全調査地点は 568 点。うち東京湾内は 222 点です。調査項目

は、海域では溶存酸素量、水温、塩分。陸域では COD、水温、

流量です。これらの項目はモニタリング研究会の政策助言を得

て決定しました。 
 
 
 
 
 
 
 
 
関連イベントとして、7 月から 8 月中に、流域自治体等で環境

教育や啓発活動も実施しました。 
 
この調査終了後の 7 月 30 日に、調査結果の速報値をまとめて

公表しました。 
 今後、調査の結果を踏まえ、大学や研究機関など専門家の意

見を聞き、継続した東京湾一斉調査を実施したいと思います。 
 
 
 
 

4.2 調査結果について 

＜国総研 古川＞ 
 東京湾一斉調査のデータを紹介します。ここに至るまでは多

くの関係者の協力と努力がありました。このデータは共有して、

中味をしゃぶれるだけしゃぶって、発展的に活用したいと思い

ます。そのとっかかりとして、データからいえることは何か。

その意味は何かということについてご紹介したいと思います。 
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 一斉調査が行われている湾の例を東京湾と比較して示します。

東京湾に対して、一桁大きい湾と約半分の湾です。アメリカ東

海岸の 1,500 万人が住んでいるチェサピーク湾と、36 万人しか

住んでいないバザーズ湾です。  
この数や項目を見ても、今回の東京湾の一斉調査は決して見

劣りしません。東京湾では透明度等が入っていません。できる

ことからはじめようと絞った結果、海域であれば水温、塩分、

溶存酸素だけを取りました。ほかは追加でもいいということに

しました。 
 
 
 
これは海域の左側が正常で健全な海域、右側が少しダメージ

をうけつつある海域です。 
適正な廃水が海域に流されてくると、いろんなプロセスを経

て最終的に溶存酸素が増えます。 
一方、排水が多すぎて栄養分が湾に流入しすぎると、最終的

に酸素がなくなってしまいます。 
このつながりの比較的下方にあり、いろんな影響を総合的に

見るには、溶存酸素が適しているということです。 
ちなみに、このプロセスの中間にある透明度は、環境要因で

もあり、結果側の評価項目でもある魅力的な項目です。 
 
この溶存酸素の指標性を示す『サイエンス』に出た有名な論

文があります。 
人間が活動している地域の近くに、白丸（海水が貧酸素化ま

たは低酸素化して死の海になっている海域）が集まっています。 
このように、人間活動の影響をはかる上で、溶存酸素は適し

た指標です。 
 
 
 
 
 
 
 また、溶存酸素の状況は短期間で変化します。夏に東京湾で

は湾奥に酸素がなくなる水、貧酸素水が発生するとマコガレイ

が湾口に逃げて、冬になって酸素が回復すると戻るという季節

的な変化をします（第 1 回東京湾シンポで東京湾漁業研究所の

石井さんに提示いただいたデータ）。このような比較的短時間で

変化するプロセズですから、短期的な変化が起こったときに敏

感に影響を見ることができます。 
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 これは、第 6 回東京湾シンポで東京都環境科学研究所の安藤

さんにご提示いただいたデータで、長期的に変化する成分だけ

を抜き出した底層の酸素濃度分布の変化です。2002 年までの約

10 数年の変化を見ますと、徐々に貧酸素海域の拡大が推察され

ます。このように溶存酸素のデータは、短期的変化もしますが、

統計的な処理をすれば長期的な傾向もみることができます。 
 
 
 
 
 
 なぜ貧酸素化するのか。 

川から生活廃水等によって栄養が海域に流され、それを有機

物が取り込んで植物プランクトンが増えすぎると赤潮になる。

死んでしまうので降り積もる。ヘドロになって酸素を消費して、

貧酸素水塊を発生させる。夏場で海水が上下混ざらず成層化し

ていると、このように貧酸素水塊が成長し、無酸素水またはそ

れが湧昇して青潮になります。 
貧酸素は、このような湾内の一連のプロセスの中で起こる現

象であり、溶存酸素のモニタリングは成層化の度合い・赤潮・

排水の湾への流し方のモニタリングになります。 
 

 ごく最近では、より多彩な要因が溶存酸素と関係があると、

研究発表されています。例えば、東京湾漁業研究所で取られて

きたデータを解析した結果、秋口の水温上昇が成層化を長期化

させているがために、貧酸素水塊の解消が遅れているというこ

とが報告されています。 
 また、比較的湾奥の現象ですが、湾口からの外海水の影響を

無視できない、グローバルな影響も受けているということや、

底層だけでなく、中層も貧酸素化する可能性があること等も報

告されています。 
 
 
 実際にデータを見る前に、多くのデータ収集をするときに必

ずしなければいけないのが、データの標準化です。データを得

た位置、深さ、水深などで場所を示し、何を測り、どんな観測

機器を用い、分析の方法は何か、観測の実施機関や、観測機器

のキャリブレーションや精度の保証の有無など、そんな情報が

ないとデータは完結しません。A、B のデータを統合して扱う

ときに障害が出ます。 
今回、これらすべてのデータを出していただくということで、

何度も問い合わせをして全 568 点のデータを集めることができ

ました。 
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これは DO ですが、鉛直方向に水質データを取ったときにこ

んなデータが出ました。スパイク状に値が上下するのは、自然

現象とは考えにくい。これはノイズとして除去する。 
これはステーション 8 では約 12 の溶存酸素があったのに、9

では 14 や 15 の高い値になっている。もう一歩先の地点のデー

タを用いて 3 地点のデータを比べると、真ん中のこれは正しい

として、採用しました。 
こうしてデータの品質を高め、その上で、高さ、位置など、

項目ごとにデータを整理して互いの連関を見ました。 
 
 

今回の一斉調査のパワフルさを端的に示す 2 例をごらんくださ

い。これは、海域の表層の塩分のデータです。月 1 回の公共水

域の水質測定がされています。それが東京湾には 101 点ありま

す。その地点データだけを使って描いた絵が左側です。一斉調

査の公共水域のサンプル点も含め、また今回の一斉調査参加者

のデータもいただいて 222 点で描いた図が右側です。 
 遠くからみると同一図に見えるかもしれませんが、沿岸付近、

荒川の河口域の塩分濃度が低下しているかどうかは、この調査

でないと見えません。外洋の影響についても一斉調査のデータ

からは、外洋水が千葉川だけでなく神奈川側にも分岐して遡っ

て入ってくる。こんな機構が見えてきます。データ点数の力強

さです。 
 底層の貧酸素水塊の分布についてもこれだけ違って見えます。

先ほどあった貧酸素の発生原因図でも川や水際線からフローが

スタートしていることを考えれば、沿岸域での酸素の変化状態

のデータの大切さがわかります。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 さて、このようにして取った貧酸素水塊の分布データを詳細

に見てみましょう。東京湾の水を掻き出して表した貧酸素水塊

です、薄くべたっと貼り付いています。 
これを平面的に表したのが先ほどの絵です。厚みにも着目し

てデータを見るといろんなことがわかります。ここから先は 2
次元の絵になるので、イマジネーションを働かせて見てくださ

い。 
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貧酸素水塊の発達は、底層で酸素がなくなっていくのであれば、

海底からどれぐらいの高さまで貧酸素水塊が発達しているのか

で特徴がつかめます。貧酸素層が厚いところを、濃い青で示し

た図が左にあります。多摩川河口域から千葉にわたる東西方向

や検見川や稲毛などの地先に、分厚い貧酸素が発達しています。 
これは、底層の泥の分布（右）と酷似しており、泥が酸素を

消費して、貧酸素水塊を発達させるというストーリーがここか

らもわかります。 
 
 
 
貧酸素水塊の界面を溶存酸素量 3mg/L を閾値としてその高

さを示しました。要は、大気表面に気圧を表示して大気の厚み

を示すのと同様に、標高で貧酸素水塊の海面を見せようという

試みです。 
その図を見ると、東京港から南側にむけて、なだらかな斜面

で落ち込んでいます。そういう傾斜に並行な流れ（傾圧流）の

発生が推測されます。 
 
 
 
 
 
これをはっきり見るために、密度の断面図を描きました。水

の密度は水温と塩分で決まります。密度差によって流れが起動

することを確認するために、今回の調査では、両方を測定しま

した。 
海面上に矢羽のおしりが見えていますから、スクリーンの手

前から奥に向かって風が吹いている。上層では、風と同じ向き

に流れます。コリオリの力を受けて右に寄って水が溜まり、圧

力が高くなり、圧力差で左に流れが駆動され、スクリーンの裏

側から皆さんの方に流れます。 
 
東京湾の南方、多摩川の河口から盤洲にかけての断面図でも

強烈な傾きが生じているので、同様の循環が発生していること

が推察されます。 
 
次に、千葉の三番瀬から千葉港にかけて、浅いところでの海

面の傾きを見てみます。傾きは小さくなっており、表層はほと

んど南風が吹いても流れは起きていないようです。 
このように東京湾の場所によって循環構造が違うのも、密度

構造の測定で推測ができます。その確認には数値モデルを用い

て計算するか、流速計を使って計測することになります。 
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底層では東京から千葉、千葉から神奈川側に向かう流れが駆

動されていて、それが湾口に流下するので赤線で示している循

環となり、ABC の 3 箇所に超音波流速形を設置して実測した流

れと矛盾は無いということがわかりました。 
底層の水が湾口に出てしまっているので、補う流れとして、

表層に時計回りの循環流が起きている。この時期の短波海洋レ

ーダーの表層流の流れを見ると、時計回りの循環流が起きてい

ます。全体として、時計回りの表層の循環が起こりながら、も

ぐりこんだ流れが一部、神奈川の西海岸に上がってくる循環を

していることがわかります。 
 
この西岸に寄ってくるところで、成層化しているところの水

が貧酸素化していきます。 
成層化の高さを基準にした貧酸素化の厚みを見ることで、貧

酸素化の発達具合が見られるのではないかと思いました。 
 
 
 
 
 
 
 
 
そこで、成層化の厚みを 1 として分布図を描きました。東京

港の前あたり、ほぼ 1 になってめいっぱい貧酸素化が進行して

います。 
同様の浅場ですが、養老川の河口や多摩川の河口では、貧酸

素はありますが、成層に占める割合は小さい。 
先ほどの仮定が正しければ、貧酸素がさほど発達していない

ことになります。発達する場所と未発達の場所がどう違うのか。 
多摩川の河口と東京港、同様に流れが接近し、同じ東京湾の

西で、それでも違いがあるのは、鍵になるプロセスがあるはず

です。 
 
 
再生に向けたヒントを書きました。 
東京口周辺の貧酸素化の深刻さが、今回の調査からいえまし

た。同時に、河口や浅場が東京湾に残っており、貧酸素化の進

行を防いでいるのか、単に発生しなかったのかはまだわかりま

せんが、再生に向けての働きをしていそうな大切なところであ

ることが見えてきました。 
 ただ、時間的変化の視点が抜けています。貧酸素のプロセス

に追随しながらモニタリングするモニタリングポストを東京湾

に設置し一斉調査と並行してデータ収集する必要性を痛感した

次第です。 
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 最後に河川域のデータを見ていただきます。 
多摩川水系で捉えた COD や水温のデータです。左が山側、

右が海側です。COD（有機物）の量は、水再生センターを経る

ときに、スパイク状のピークが出ます。それが降り積もって湾

にいくときに、ある程度の高さの濃度の有機物になって流入し

ているのがわかります。水温も人間活動の影響や川の平野部の

日照もあって上昇していますが、水温には局所的なインパクト

が載っていそうだということがわかります。 
 
 
 
 

それを、実際の水域での水温分布や表層での塩分分布と重ね

る、水温のデータは人為的・局所的インパクトを拡大して見せ

てくれるデータになっているのではないかと推察されました。

欲をいえば陸域での水温観測ポイントがもう少し密であると、

どこでどんな人間活動が流域に影響を与えているのかモニタリ

ングができるかもしれません。 
 
 
 
 
 これは調査結果をまとめたものです。一斉調査にはこうした

特徴があり、海域や河川域のデータからは再生努力を評価する

指標となり得るデータが得られました。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 今後、これらのデータを公開し、モニタリング体制の確立に

つなげていくかを考えたいと思っております。 
 以上、報告を終ります。 
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５．招待講演：ラムサール条約から見た

湿地保全の方向性 

                

ラムサールセンター会長 安藤元一氏（東京農業大学農学部准教授） 
 

ラムサール条約はしばしば水鳥保護条約と誤解される。たしかに 1980 年代までの同条約

はそのような主旨で運営されていたが、現在の登録湿地には珊瑚礁から水田まで多様な湿地タ

イプが含まれ、国内 33 カ所の登録湿地のうち水鳥生息地として重要なのは 19 カ所にすぎな

い。同条約の関心は 1990 年代に集水域や水資源管理など湿地の外側にも向けられるように

なり、更に 2000 年以降には農業・文化・暮らし・健康など、湿地と人との関係が強調され

ている。 

ラムサール条約は 1971 年の採択当時から賢明な利用（ワイズユース）を強調してきた。

これに関する数値的な基準を示すのは困難であるが、「賢明な」は「湿地の生態学的特徴を維

持しながら」とほぼ読み替えることができるので、湿地の特徴を変えることなく続けられてき

た伝統的な湿地利用はおおむねワイズユースと考えてよいだろう。各地の湿地利用事例を調べ

たところ、「使ってもよい」ではなく「使うことで守られる」という側面の大きいことがわか

ってきた。使われることで湿地は地域の経済活動に組み込まれ、住民の関心も高まる。そうな

れば行政も動かざるを得ないし、保全のための予算も獲得できるからである。また予算以上に

重要なのは各湿地においてコアとなる人材であった。 

ラムサール条約の当初目的は水鳥生息地保全の国際的ネットワークを作ることであった。あ

る国の湿地が保全されても、他国の中継湿地が劣化すれば渡り鳥は生息できないからである。

国内外のラムサール登録湿地の多くは水質悪化、土砂堆積、水位低下、植生変化、外来種侵入、

オーバーユースなどの問題を抱えているが、原因が集水域にある問題については対症療法的な

対応しかできていない。とりわけ、国境や行政界にまたがる湿地保全は遅々として進んでおら

ず、広域連携は湿地保全における大きな課題である。 

ネットワークには異業種間で連携するという発想も含まれる。環境保全は 1970 年代まで

は行政の仕事と考えられており、市民の選択肢は陳情をするか反対運動をするしかなかった。

そこには行政と市民が対等の立場で協力しあうという発想はなかった。水環境保全の分野で行

政、市民、研究者が協力するという発想は 1980 年代に始まり、1990 年代以降には企業、

NGO さらには子供や表現者など幅広い利害関係者が保全の担い手であるとの理解が定着して

きた。例えばラムサールセンターが行ってきた子供湿地交流プロジェクトは、国や自治体の枠

を越えたネットワーキングが得意な NGO、教育のプロである学校、湿地の管理者である行政、

そして資金提供者が連携してはじめて実現可能できるタイプの活動である。 

環境系の諸条約を効果的に運用させるための科学的知見を得るため、2001 年から地球規模

のミレニアム生態系アセスメントが実施された。この最終報告書では「生態系サービス」とい

う考え方が強調されている。例えば森林や水域は衣食住に不可欠な物資を提供し、気候を和ら

げて洪水などを防ぐ役割を果たし、さらに私たちの文化や心身の健康を維持するために役立っ

ている。これまで動植物を守るための保全研究は多くなされてきた。しかし動植物の保全が物

心両面で人々をどのように幸せにしているかに関する学際的な研究は始まったばかりである。 
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＜ラムサールセンタージャパン会長 安藤元一氏（東京農業大

学農学部准教授）＞ 
 ラムサールセンターは、ラムサール条約の応援団としてアジ

アや日本で普及・啓発を中心に活動する民間グループです。こ

れは海の会議ですが、主に陸の湿地の話をします。私の話のポ

イントは異文化、異業態がミックスを起こすところに次のステ

ップの鍵があることです。 

 

 

 

 

 

「湿地」という言葉ですが、ラムサール条約は湿地を広く定

義付けています。普通の釧路湿地や尾瀬も湿地ですし、琵琶湖

のようなオープンウォーターも湿地、ダム湖も貯水池も、とき

には水田も人工的な湿地になります。これは滋賀県ですが、ハ

ッチ部がラムサール条約でいう湿地ですから、滋賀県は、山以

外は湿地になります。 

 

 

 

 ラムサール条約は 1971 年に、カスピ海沿岸のイランのラム

サールで採択されました。約 37 年の歴史があります。 

私見では、地球環境は今までに大きな山が２つあり、これか

ら温暖化で 3 つ目の山が来ると思います。 

第 1 の山は公害の対応でした。西洋では自然保護、日本では

水質汚濁や大気汚染に対する対応に追われていました。それが

1960 年代です。72 年にストックフォルムで国連人間環境会

議が開かれました。この会議で今も行われている地球規模の 27

の環境対策の原則が確立しました。ラムサール条約の採択だけ

でなく、国連では国連環境計画（ＵＮＥＰ）もでき、日本では

佐藤栄作首相の時代で、環境庁がスタートしています。環境関

係の組織・条約が一斉にスタートしました。日本はラムサール

条約に 10 年遅れて加盟しました。 

 

第 2 の山はおそらく 92 年にブラジルのリオで開催された国連環境と開発会議（ＵＮＳＥＤ）で、生物海洋性条約のベー

ス、それまでの努力を集約して次につなげる大きな努力がありました。そのときのキーワードは「Sustainable 

Development（持続可能な開発）」でした。60 年代の環境や自然保護は、「守れ」という発想が中心でした。開発途上国を

見据えた場合に、開発とともに環境保全もするという発想がなければ、だれも支持しないということが確認された会議でし

た。 

ところが、ラムサール条約は 71 年の採択時から条文に「ワイズユース」（賢明な利用）を推進しようと書かれていました。

ラムサール条約のときには世間の注目は少なかったのですが、ＵＮＳＥＤの「Sustainable Development」と同義に考え

てもいいと思うので、ラムサール条約はこの 92 年のリオの地球サミットよりも 20 年も早く、そういう発想を持っていた

のです。 
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 ラムサール条約第 1 回会議が 80 年にありました。今ではア

ジアのほとんどの国が加盟しています。イラク、北朝鮮は例外

です。サウジアラビアは加盟していませんが、オマーンまで加

盟しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ラムサール条約は初めに条文を決め、ひたすらに守っていけ

ばいいとする条約ではありません。3 年に 1 回、締約国会議が

開かれ、時々に決議や勧告などが決まります。その中味を見る

と、歴史的に変化しているのがわかります。 

会議ごとにテーマがあります。 

 

 

 

 

 

 

 ラムサール会議は当初、水鳥の会議でした。渡り鳥保護の発

想から、そのためには危機的な湿地の保全が必要ということへ

と関心が広がりました。さらに、湿地保全には集水域（キャッ

チメント エリア）という外側の管理も必要だという発想にな

りました。 

 現在、強調されているのは人がそれをどう使っていくか、鳥

が魚がよりも湿地と人、人の暮らしとの関わりを重要し改善法

を考える条約に変化しています。 

 

 

 

 

 これと対応する形で、国際生態学会議（ＩＮＴＥＣＯＬ）も

4 年に 1 回、研究者が集まって湿地会議を開いています。湿地

は Wetland、西洋人にとっても聞き慣れない言葉でした。定着

してきたのが 80 年代です。ラムサール条約では採択時から湿

地を前面に出していました。ＩＮＴＥＣＯＬでも 78 年に初め

て湿地を取り上げるワーキンググループを開き、80 年代前半は

小規模な会議が開かれました。世間の注目を浴び、特にコンサ

ルタントや行政など、生態学者以外の人々を巻き込むようにな

ったのは、90 年代です。92 年には 900 人規模になりました。 
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 現在の、湿地の研究や活動の例を挙げます。 

ラムサールセンターはアジア湿地シンポジウムをアジアで定

期開催しています。第 4 回会議を今年 6 月にハノイで開催しま

した。テーマは文化、湿地喪失、湿地管理、農業、教育、暮ら

し、生物多様性、気候変動など幅広くしかもアジアからの発表

でした。まとめはＣＤに収録しています。 

 

 

 

 

 

 さて、第 1 回締約国会議は 80 年と、採択から 9 年も要して

います。第 1、2 回は公用語や財政、登録基準などの体制整備

でした。国際規模の条約で世界を動かすのは大変でした。3 回

目は、世界の湿地のデータベースを作成し、目録管理などのモ

ニタリング体制が完成していきます。 

 

 

 

 

 

 

 

カナダのレジャイナで開催されたときは、ＩＷＲＢが合意し

ました。ＮＧＯのＩＷＲＢが管理担当になりました。ＮＧＯと

の協力は日米安全保障条約では考えられませんが、ラムサール

条約では可能です。国家間の条約ですが、ＮＧＯの存在が大き

いのが特徴です。行政以外の関わりでは、70 年代から 2000

年代までは各年代で大きな違いがあります。70 年代は公害問題

華やかで、国立環境研究所は国立公害研究所と呼ばれていまし

た。環境保全は行政で、住民は反対か陳情しか対応策はありま

せんでした。 

 

 

滋賀県が 82 年に世界湖沼会議を開きました。琵琶湖宣言で

初めて、行政、市民、研究の一体化運動を打ち出しました。こ

れをステークホルダー（利害関係者）と考えると、92 年の地球

サミットでのキーワードが、ステークホルダーの関わりを求め

るものでしたので、世界湖沼会議はそれを先取りしていたこと

になります。 

95 年の滋賀県での世界湖沼会議では企業、市民と異なって組

織化されているＮＧＯの参加が認められました。同じく 2000

年の第 9 回では、世界人口の３分の１を占めています 18 歳以

上の子ども、芸術家もアピール可能だと発想が広がりました。 
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市民・ＮＧＯは、70 年、80 年では対立、反対グループと同

義でした。私たちは 92 年に初めて、アジア湿地シンポジウム

を環境庁共催で開催しました。環境庁とＮＧＯの初の共催でし

た。現在はかなり変化していますが、当時、環境庁は悲壮な覚

悟で臨んでいます。 

ＮＧＯは万能ではありません。巨大な組織化はできません。1

つの湿地の保全活動には有能ですが、流域管理により上流から

の土砂で湿地が埋まっていく場の保全等は、いくら頑張っても

できません。広域行政が取り組むしかありません。ＮＧＯとＮ

ＰＯは非政府と非利益追求に焦点を当てるか否かの違いで同じ

です。行政はＮＰＯの本来の姿と違い、下請け的に使うことが

あります。 

 

 90 年に第 4 回ラムサール条約会議が、モントルーで開催さ

れました。モントルーレコードと呼ばれる、危機にある湿地の

登録システムができました。認定されると、世界の注目を浴び

ます。資金やプロジェクトも組みやすくなります。 

そうした登録湿地の一つ、インドのベンガル湾にあるチリカ

湖です。琵琶湖の 2 倍あり、10 万人が住んでいます。海流に

より砂が運搬され、砂洲で海と分離された結果、土砂の堆積、

淡水化、汽水性の魚の減少、富栄養化の進行、水草の繁茂、生

物体の減少、越冬地として渡り鳥の餌の減少などが発生してい

ます。 

 

 ラムサール登録の湿地を見ると、ラグーンタイプが多いです。

ブラジルのバトス湖やイランのアンザリ湿地でも、出口が狭く

て似ています。抱える問題は国家間で共通しているので、情報

交換は大切なはずです。ラムサールの狙いがここにあります。 

 

 

 

 

 

 

 

日本のラグーンタイプの湿地の代表は北海道のサロマ湖です。

豊かで生活レベルも高めです。ホタテ養殖などで湖を利用して

きたからです。サロマ湖も同じ問題があります。砂洲を切り、

開口部をつくり水質改善を試みました。チリカ湖とサロマ湖の

漁協で交流が始まりました。チリカ湖も砂洲を切りました。そ

れまで 15 年ほど漁獲減少だったのが、翌年には 2 倍に上昇し

ました。漁民は 10 万人で、収入源は漁業だけだったので効果

は大きいです。 
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第 5 回は釧路です。ワイズユースが論じられました。ラムサ

ール条約の定義では、「湿地の価値を将来的にも損なわず人間社

会のために、湿地を持続的に利用する」です。第 9 回でも再定

義されました。ポイントは、「湿地の生態学的特長を維持しなが

ら使う」というこいとで、「生態学的特長が変わる使い方は賢明

ではない」ということです。 

北海道の河川の事例で、日本人学者が「蛇行して洪水の危険

あり。直線化したら土地ができ、それを農地に変えて生産を上

げた。ワイズユースだ。」と発言しました。会場は大ブーイング

でした。定義に反するからです。ワイズユースの定義を多くの

人が理解していませんでした。 

 

ワシントン条約と比較するとラムサール条約が理解できます。

ワシントン条約は）付属書 1、2 に載せられた絶滅危惧「種」（ゴ

リラなど）の国際取引だけが対象です。輸出入を厳しく制限し

て、生息地の保全につなげる発想です。ラムサール条約は登録

湿地という「生態系」が保全の単位です。これには、漁業、暮

らしなどなんでも入ります。また、禁止条項は書いていません。

「こうしましょう」といって誘導しています。ラムサール条約

は会議ごとに議論は大きく変化しますが、ワシントン条約は、

73 年以来、附属書に掲載される内容の議論が継続してされてい

ます。ラムサール条約には、国内法が対応しますが、ワシント

ン条約は関税法や種の保存法などです。 

 

これは昔の新潟県の泥田です。この房も底なし沼なので田植

えしないと沈んでしまします。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

生態学的特長を守るため、泥田のまま残すことがワイズユー

スなのか。私はそう思いません。ですから、ワイズユースはそ

う簡単ではありません。 
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これは宍道湖のしじみ漁です。登録者数と漁期、網のサイズ

を決めて、伝統的に続いています。伝統は全部ワイズユースで

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

琵琶湖の「フォローティングスクール海の子」は滋賀県教育

委員会がつくり、小 5 が必ずこれに 1 泊２日で乗船します。25

年経ち、40 万人以上が経験しています。環境教育の世界的にも

すばらしい利用です。滋賀県の 35 歳以下は全員、乗船経験が

あります。後 20 年も続けば、滋賀県民全員が経験するでしょ

う。 

 

 

 

 

 

 

これは石川県の片野鴨池です。坂網漁で鴨を捕らえる江戸時

代からの非効率的な漁があります。文化財ではあるのですが、

だれが何のために残すのか。コストもかかります。観光資源に

する気もなく、自然消滅でいいのか否か、検討課題です。 

 

 

 

 

 

 

 

湿地のワイズユース例に、エコツーリズムがあります。資源

を損なわず観光収入を得られます。でも、観光客の嗜好が変わ

ると廃墟化する可能性もあります。 
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最後は、現在のラムサール条約です。この鳥は 98 年まで使

われたロゴの「ラムサールバード」です。99 年には水の波のロ

ゴに変わりました。湿地のより幅広い機能の象徴です。ラムサ

ール条約の正式名では、「特に水鳥の生息地として国際的に重要

な湿地に関する条約」ですが、「ザ・コンベンション・オン・ウ

ェットランド」つまり「湿地の条約」だけです。 

このように水鳥の保護から入っていったラムサール条約です

が、今は幅広い生態系条約になり、生物多様性、気候変動など、

国際条約の連携下で活躍する条約に発展途上の状態にあります。

ありがとうございました。 

 

 

 

 

 

 

６．パネル展示紹介 

 
＜国総研 古川＞ 

今回のパネル展では、一般公募が 21 点、企画展示が 20 点

展示されています。 

企画展は今回で 4 回目です。海辺の自然再生に向けたパネル

展として、目標の設定、手法開発、システム化をテーマに行っ

てきて、今回は「場の理解」です。 

調査、モニタリング、環境データベースのパネル、そのデー

タを届ける方法として、マップ、ガイド、小冊子にする取り組

みのパネルが展示されています。専門的から実践的な情報、特

化から汎用的な情報と、広がりのある情報に関する展示を目指

しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

第４回
海辺の自然再生に向けたパネル展

企画展示

「場の理解 のための取り組み」

国総研 沿岸海洋研究部 海洋環境研究室長 古川恵 太

1

パネル展のねらい

2

Goal Setting

目標設定
Site Characterization

場の理解

自然再生の定義
＝ 復元力のある生態系

モニタリング・モデル化
＝ 場の変動特性・ネットワーク

実証実験・研究・開発
＝ 再生メニューの開拓
＋ 効果の評価

Systematic Approach

システム化

制度や仕組み
＝ 包括的計画・順応的管理
＋ 市民参加・協働

R&D, Menu building

手法開発

展示パネル

3

パネルタイトル 担当

1 企画展「海辺の自然再生に向けたパネル展」 のねらい 事務局

2  環境に優しいみなとを目指す「先端的海洋環境モニタリングとデータの標準化」 国土技術政策総合研
究所3 協働で取り組むモニタリング・メカニズム解明「東京湾水質一斉調査」 東京湾再生推進会議

4 東京湾の環境変化を包括的に捉えるための「広域水質調査と連続観測」 港湾空港技術研究所

5 みんなで調べ・みんなで納得「生き物の棲み処づくりプロジェクト」 東京都・国総研・港区

6 海の研究・学習に使える情報が発見できる「東北沿岸域環境情報センター」 東北地方整備局

7 環境情報の管理・流通を促進させるWebシステム「東京湾環境情報センター」 関東地方整備局

8 伊勢湾再生に向けた情報を発信する「伊勢湾環境データベース」 中部地方整備局

9  大阪湾の環境情報をつなぐ絆｢大阪湾環境データベース」 近畿地方整備局

10  みんなで守ろう！私たちの瀬戸内海 ～瀬戸内海の環境修復の実現を目指して～ 中国地方整備局

11  豊穣なる海よ　ふたたび「有明・八代海環境情報システム」 九州地方整備局

12 多様な「沿岸環境データベース」を使いこなす 事務局

13  場の空間的特性に着目した「東京湾環境マップ」 に見る海辺の自然再生の可能性 国土技術政策総合研
究所14 海辺の生き物を観察しよう！「中城湾港泡瀬地区　生物ハンドブック」の活用 沖縄総合事務局

15  ガイドブックで海遊び・川遊びをもっと楽しく 事務局

16  マップを持って出かけよう！ 事務局

17 場の理解を海辺の自然再生に生かす 事務局

18 第1回　海辺の自然再生に向けたパネル展 事務局

19 第2回　海辺の自然再生に向けたパネル展 事務局

20 第3回　海辺の自然再生に向けたパネル展 事務局

調査・モニタリング

環境データベース

マップ・ガイド

まとめ
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７．パネル討論：東京湾再生に向けた場

の理解と生き物の住み処づくり 

                

 

パネリスト：ラムサールセンター会長 安藤元一氏（東京農業大学農学部准教授） 
東京湾漁業研究所所長 土屋仁氏 

              東京都島しょ農林水産総合センター振興企画室 小泉正行氏 
                          よこすか海の市民会議 渡辺彰氏 

司会：国総研海洋環境研究室長 古川恵太 
 

東京湾で活動されている方々に、その取り組み事例の紹介をいただき、そうした事例や招待

講演で提示された考え方などを参考に、以下の議論を行いました。 
・ 東京湾再生のために、有効な棲み処づくりとは 
・ 東京湾の場の理解のための、データ整備や活用とは 
・ そのためのコミュニケーション戦略としての東京湾マップのあり方とは 

 

 
 
7.1 話題提供「東京湾の水質モニタリング調査について」 

東京湾漁業研究所所長 土屋仁氏 
 

千葉県では、昭和 22 年からのり養殖や採貝漁業、漁船

漁業など水産生物の環境を把握するため定点を設けて調

査が始まり、現在も調査を継続している。 

調査方法は、初めの頃は採水による手分析であったが、

時代が進むに従い水温・塩分・ｐH・溶存酸素・水深等は

機器による観測に変わり、また水質成分についても自動分

析装置に変わって行った。 

機器観測により現場でのモニタリング精度が向上したため、無酸素水塊で底引き網が操業し

ている状況が、またアナゴ筒漁では筒に入ったアナゴが無酸素水塊の移動により死んだ状態で

漁獲される等、環境と漁業との接点が明確となった。 

そこで昭和 57 年頃から｢赤潮・青潮情報｣に編成して組合への情報提供を開始した。平成

13 年度からは、コンピュータによる「貧酸素水塊速報」を他機関との連携で随時発行するよ

うになり、平成 14 年には、現在のカラー版に編成し、調査は千葉県内湾底引き協議会が加わ

り調査頻度や精度が向上し、現在では週 1 回程度発行している。 

この貧酸素水塊は、昭和 4 年の神戸海洋気象台の調査で確認されており、昭和 29 年頃から

羽田近辺で低酸素水による貝類の大量へい死が記録されている。 
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平成 20 年は、5 月から貧酸素水の形成が始まり、内湾中央部以南まで広がった。8 月 18

日に牛込漁協から漁場の貝類がへい死したとの情報が入り、各種の種類の二枚貝がへい死して

いた。東京湾環境情報センターの海洋短波レーダーによる表層流を調べると 13 日から牛込前

面では北西の流れが 16 日まで続いており、海上保安庁の千葉灯標のモニタリングポストでの

底層の貧酸素水塊の動きが南西の流れであった。牛込に貧酸素水塊が湧昇してへい死が発生し

たと考えられた。 

また 8 月 20 日から北寄りの風が吹き、22 日に船橋から市原にかけて青潮が発生した。21

日から海洋短波レーダーによる表層の流れは南東流が卓越し、モニタリングポストでの底層流

は北西となって青潮の発生に繋がった。 

青潮の発生は、貧酸素水塊の状況と風向・風速、海洋短波レーダーによる流れ、モニタリン

グポストでの底層の貧酸素水塊の動きで予測の可能性が高まっている。 

 

＜東京湾漁業研究所所長 土屋氏＞ 

東京湾の現状を歴史も含め話します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 水産なので、漁業との関係があります。沖合域操業の小型底

引き網、巻き網、刺し網、潜水域など魚介類の漁船漁業があり

ます。さらに、区画漁業権、共同漁業権に基づくノリ養殖、ア

サリなどの貝類採取など漁業権漁業に分かれます。 

 

 

 

 

 

 

 

 当研究所は漁場環境研究室とのり貝類研究室があります。漁

場環境研究室が本日のテーマの環境モニタリング調査をずっと

やっていますし、沖合いのアカガイ、トリガイの調査もしてい

ます。 

のり貝類研究室は内湾貝類の漁場調査や増養殖試験、種苗生

産もしています。最近、東京湾でハマグリの復活の報道がりま

した。親貝は熊本で養殖しており、今年 7 月 24 日、東京湾で

孵化し着底したハマグリが発見され、再生の兆しありという、

めでたい状況が確認されました。我々は環境と水産生物に長年

携わってきました。 
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 昭和 50 年代までは採水機で水を取り、持ち帰って手分析で

したが、最近は現場で水温・塩分・ＤＯ・クロロフィルがわか

ります。 

漁船漁業が貧酸素の状態で底引き網を曳いていると、魚がい

るわけがないです。観測途中で、我々は漁船に近づき状況を教

え、漁船漁業は南下して漁業ができるようになりました。機械

分析による技術の発達がこれを可能にしました。 

 アナゴ筒を夜仕掛け、朝上げたら死んだアナゴが捕れる、と

いう相談がありました。調べると、貧酸素水塊が移動してきて、

アナゴが逃げられないので死んでしまうことがわかりました。

仕掛けを移せばいいので、現場で状況把握が可能なのはプラス

要因です。 

平成 14 年には、内湾底びき網研究会連合会が参加して漁業

者もＤＯを調査するようになりました。毎週 1 回の頻度で貧酸

素水塊情報を漁業者に発信し、千葉県水産総合研究センターの

ＨＰでは画像で掲載されています。 

 

 過去の東京湾の栄養塩の変遷を見てください。1956 年から

2000 年までのアンモニア態窒素で汚濁負荷の動きを 36 ヶ月

移動平均で示します。70 年代前後をピークに汚染が進んでいま

す。水質規制が厳格化されて改善され、100μｇ/Ｌまで回復し、

水質は改善されています。 

 

 08 年の貧酸素水塊です。 

青い部分ほど酸素がありません。7 月 15 日、7 月 22 日、8

月 12 日は覚えておいてください。アサリやハマグリの被害が

出た直前・直後のデータです。 

 

 

 

 

 

 

 

8 月 18 日は青潮発生前です。8 月25、6 日に青潮が発生し、

9 月 1 日はその後の様子です。今年は台風の上陸がありません

でした。 

今年は、11 月 14、5 日に青潮が発生しました。過去 50 年

の発生状況を調べると、過去 3 回の中でも１番遅い年でした。 
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 海上保安庁にアクセスすると、東京湾千葉灯標のモニタリン

グポストの風向きと潮流のデータが見られます。赤が風向きで

す。南西から北東へ吹いています。ただし、各層の水は逆に流

れます。表面だけは風と同方向ですが、貧酸素状態の底層は逆

に流れます。 

 

 

 

 

 

 

 

 これは 8 月 16 日のデータです。先ほどは 14 日のデータで

す。ただし、1 日中この状態ではありません。上げ潮や下げ潮

で微妙に変化します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 8 月 14 日 6 時の短波レーダーによると表層の流れがありま

す。非常に強い表面の流れが、羽田に向かっています。 

8 月 12 日、千葉灯標に酸素の少ない水があり、14 日から

16 日かけて南に流れました。その流れを補間するように湧昇し

て、牛込組合で、アサリ、ハマグリ、マテ貝、魚も大量へい死

しました。お盆明けにこれが発覚し、組合が大騒ぎとなりまし

た。 

 

 

 

 

モニタリングポストの千葉灯標は、酸素も測定しています。

青が表面、これが中層、緑が底層です。14 日に底層が無酸素だ

ったのが、急上昇しています。 

無酸素が解消したのが 13 日には形成されていました。短期

間の変化変動です。 
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これは 8 月 22 日の千葉灯標の潮流です。風向きは北よりの

風、陸から風力 7・6ｍです。表面の水は南下しますが、補完す

る底層の水は陸側に流れます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

そして、陸から湾口へ向かう強い流れが発生し、補間する湧

昇流が発生します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

これは千葉灯標の酸素の動きです。22 日では飽和状態に近か

ったのですが、北寄りの風、陸から沖へ吹く風により貧酸素水

が湧昇して表面酸素が激減し、貧酸素化してしまう。湧昇流発

生の証拠です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

その状態が出現したので、青潮が千葉県の船橋から市原まで

大発生しました。 
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この水質悪化の歴史を見てみます。 

東京都内湾漁業広報紙によると、昭和 4 年に神戸海洋気象台

の調査で東京湾の底層に低酸素水塊の存在ありとされていまし

た。29 年頃より、羽田洲で低酸素による貝類の大量へい死発生。

33 年に、本州製紙がパルプ廃液を未処理で流し漁業者とのトラ

ブル発生。これについては浦安の歴史郷土博物館で展示されて

います。 

30 年代後半から、千葉県の二枚貝のへい死が多発しハマグリ

が減少し、40 年代後半には漁獲されない状況が出ています。 

ただし、今年初のハマグリの稚貝着底が小櫃川河口域で 50

数年ぶりに確認されました。以上です。 

 

 

＜討論＞ 

－ 調査頻度について 
 

＜司会＞ 

 青潮、赤潮、生物の大量死等はそれぞれの時間的・空間的スケールを持った現象として発生してい

ます。どのような頻度の調査が必要なのでしょうか。 

＜土屋氏＞ 

 現地での観測データを得るには 1 週間に 1 度でも大変な労力がかかります。頻度の高い情報を提

供するモニタリングポストや流れのデータを使いながら、発生予測や検証が可能になってきました。

もう少し東京湾にモニタリングポストが多いと助かります。細かいほどいいのですが、物理的に困難

なのが現状です。 

 

 

7.2 話題提供「東京都内湾生物調査から見る東京湾奥の現状と問題点」 

東京都しょ農林水産総合センター振興企画室 小泉 正行氏 
 

東京都の水産試験研究機関では、湾奥の浅場に生息す

るハゼ類の仔稚魚動向調査、マハゼ産卵生態調査及び海

と川を両側回遊するアユの遡上量調査を長期間行ってい

る。また、現在の東京湾奥の現状を生物側の視点から理

解するために、平成 16 年以降、足早に東京湾奥のシラ

スアユの生息場調査、アサリ等２枚貝の枠取り調査と潜

水観察及びアマモの移植実証試験を行ってきた。この他、

東京都内湾の漁獲統計資料と東京都環境局が整理する水質の長期データを対比し、漁業者情報

を参考にして、高度経済成長期以降の水質改善効果を眺めてきた。 

その結果、①水質の好転を契機にアユや河川下流の汽水域でヤマトシジミが増加したのに対

し、河口に生息するアサリ等２枚貝は生息場の喪失の影響が大きく、極めて低水準で推移し、

魚類変動と異なる様相をみせる。他方、人工造成干潟でも、河口域の周辺環境により攪乱状況

と淡水化の程度が異なり、アサリ等２枚貝の生息密度と生息種に違いが見られる、②浅場砂泥

地帯等で産卵し、仔稚魚期を浅場で過ごすハゼ類は、目に映る東京湾の水質向上とは裏腹に昔
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ほどの”湧き”がみられない、③シズクガイ等の有機汚染指標種として扱われる貝類やクモヒ

トデ類等が海底で棲みにくい程、海底の貧酸素は顕著で、砂漠化の感がみられる。浅場でのマ

アナゴ幼魚の分布にも変化がみられる、④アマモの生育期間中には、有用種の生物蝟集効果を

確認できるが、透明度の低下に加え、フジツボやイガイ類、藻類等の葉上付着生物により光が

著しく遮られ一気に消滅する場合がみられる、等々の大都市特有の厳しい生息場の問題点を確

認した。 

東京湾奥では、従来から指摘されている水質改善や浅場等生息場の拡大の他、都市化による

河口域の攪乱と淡水の滞留も視野に入れた生物生息環境の復元対策を講じる必要がある。また、

主要種の発育段階別の生態調査も充実し、変動要因の解明と改善策を的確に出せるような取り

組みが重要である。 

 
＜東京都しょ農林水産総合センター振興企画室 小泉氏＞ 
 これから、東京湾奥の水質・埋立・漁獲量・生物などの長期

的な変遷を眺めたいと思います。そのあと、東京湾奥における

干潟など場の修復と限界、東京湾奥の貧酸素水塊などの現状と

課題、東京湾で過ごすシラスアユが好む場所、最後に干潟修復

案の順でご紹介します。 
 
 
 
 
 
 

東京都内湾漁業興亡史に掲載されている江戸時代の錦絵です。

東京湾は豊饒の海であったことが窺えます。その興亡史には、

明治時代以降の漁獲高が貫単位で記載されていて、それを図に

しました。マガキは 2,500t も採れた時があり、全国で１位を何

度も占めたと書かれています。アサリは 30,000 から 40,000ｔ

で、東京都の漁民が東京湾奥の限られた場所で、現在の日本の

総漁獲量に匹敵する漁獲を揚げていました。ハマグリは 2,500
ｔ。貨物船で米国に運び、現地の試食会で好評を得たと書かれ

た記事を若い頃にみて感動しました。自然さえあれば嫌でも生

物は増えます。 
 

 
 埋め立て地の変化を見ます。明治、大正、昭和から平成 16
年までの埋め立て面積が年代別、累計で出ています。昭和 39
年の東京五輪の手前から急速に埋め立てられたことがわかりま

す。 
35 年 2 月撮影の大森の画像です。その右は、最近の東京湾の

様子です。ノリひびがあった場所は、２枚貝、ハゼ、カレイな

どの産卵場や住み処ですが、それがなくなりました。 
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 川や湾の水質の推移です。川の BOD と海の COD の資料が

47 年からあります。BOD 図の左の矢印は、それ以前には水質

汚濁が凄くて 20～30 あったことをあらわしています。45 年に

水質汚濁防止法が閣議決定され、その後河川の水質は右下がり

で良くなっていきます。しかし、海は横ばいのままです。 
 50 年頃に、多摩川の調布堰で 10 数年ぶりにアユが跳ねまし

た。平成 7 年には荒川や江戸川でヤマトシジミがたくさん採れ、

新聞を賑わしました。後で詳しくお話しします。 
 
 
 
これは 54 年からの全窒素、リン、ＣＯＤの推移です。54 年か

ら平成 16 年にかけて、汚濁負荷は確かに減少しています。下

の図のように 54 年を 100 にしてみると、この間 5～6 割に減少

したことがわかります。 
川の汚濁負荷は減少しましたが、東京湾には常に負荷がかか

っています。この負荷は、生活排水が７～8 割ともいわれてい

ます。 
 
 
 
 
 
 これは漁獲量の長期変化です。青枠で示す 37 年は漁業権放

棄をせざるをえなかった年です。 
マアナゴやスズキなどの魚類は今でもある程度漁獲されてい

ますが、アサリなどの貝類は魚類とは対照的に減少したままで

す。これは埋立で生息場を失ったことが大きく影響しています。 
 
 
 
 
 
 
 多摩川では 50 年頃に 10 数年ぶりにアユが戻りました。第１

発見者の貸しボートの方に以前聞き取りをした時に、アユが飛

び跳ねている姿を堰で見て驚いて仲間に話したけど、誰も嘘だ

ろうと言って信じてくれなかった。じゃあ来いよということで、

来た仲間が実際に見てほんとだと納得してくれたといっていま

した。いい環境をつくれば、生物は応答する例です。 
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ヤマトシジミは平成 7 年に採れだし、新聞紙面で賑わいまし

た。その後も高水準を維持し、300～350 トン採れることもあ

ります。水質が徐々に改善された結果が生物に反映された改善

事例と思います。 
 
 
 
 
 
 
 
 これは 10 年間の調査期間の変動を示しています。近年はさ

らに低い水準です。漁業者の聞き取りなどを遡れば、ハゼは昔

ほど湧きません。今より水質が悪かった高度経済成長期の 30
年代後半の多摩川河口でも、浅場でハゼがばしゃばしゃしてい

たそうです。産卵場や仔稚魚が育つ浅場が少なくなったのが原

因だと思います。 
 
 
 
 
 
 
 お台場の人工干潟で潮干狩りシーズンも終盤を迎えた平成

16 年 6 月の光景です。現存量を把握するライン調査も行いまし

た。最も潮が引く基準海面でアサリが㎡当たり 2,000 個以上い

ることもあれば、深場では白ハマグリといわれる外来のホンビ

ノスガイが 1,000 個以上もいました。 
クーラーの中のアサリは潮干狩りに来た１人の方の２時間の

収穫です。三本熊手で 18L 用クーラーに一杯採っていました。

ひとり一人が満足する持ち帰り量を聞いてみると４～５㎏だっ

たので、管理事務所調べの潮干狩り客数を単純にかけると 16
～20 トン近い収穫があったと考えられました。私が片手を入れ

ると大きいアサリが５～６個採れたこともあり驚きました。 
 

良いことばかりでなく、アサリ、マテガイ、シオフキなどが

数年に一度大量に死ぬことがあります。水質悪化の程度にも寄

りますが、体力があって死ななかった個体は潮干狩り客が採っ

ている姿がみえます。潜水してみると、海の中では死んでいる

貝や弱って砂中に潜ぐれないものもみえます。 
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これは外来種のホンビノスガイです。貧酸素に強く、アサリ

などの貝が死ぬときでも生きているケースが多い貝です。潮が

最も引くところに多いアサリよりも、さらに１～２ｍ深い黒っ

ぽくなった泥混じりの傾斜部にお台場では棲んでいます。そし

て、岸に平行するように帯状に分布していますが、この貝が好

む環境があるからです。 
 ところが、写真のように海底に白いカビ状の菌が生えると、

その周辺から様子がおかしくなり、死んでしまいます。同じ日

に、浅場のアサリは死んでいなかったので、酸素が欠乏後に暗

躍する硫酸還元菌の影響が深場であったと考えられます。 
 
 平成 19 年９月６日に台風９号の出水がありました。その時

を想定した写真です。濁りの様子から、荒川、旧江戸川、隅田

川、多摩川から土砂が流れていることがわかります。お台場付

近や運河では濁りの影響が少ないのに対し、三枚洲（葛西臨海

公園）は相当濁っています。お台場は前面にある第６台場や防

波堤が濁りを遮っているものと思われます。 
 
 
 
 
 
 

葛西臨海公園の東なぎさで毎月調査していますが、出水直後

にはヘドロが堆積していました。野帳の上の泥は、片手で崩れ

ずに取り出せるほど、ねっとりしたヘドロ状の泥でした。周辺

20 ヶ所ほどで泥を測定すると、平均 5 ㎝以上ありました。図は、

出水前の 8 月 25 日に調査した東なぎさのアサリ、シオフキの

個体数と 10 月 12 日にお台場で調査できたそれらの個体数です。

出水後、新たに加わった個体分を差し引いた数を示しました。

干潟間の攪乱には明確な違いがあることがわかります。 
 
 
 
 
 溶存酸素は、どこの機関も通常海底より１ｍ上で測定してい

ます。その下の垂直構造を今回知りたかったので、千葉県水産

技術総合センターからデータを提供していただきました。 
海底直上は 1ｍの違いで急速に下がることがわかります。で

すから、通常観測で 2 や 3 の値であれば、海底にいる生物はそ

れ以下の過酷な環境下にいることになります。 
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さて、お台場の底層３ｍほどの水温、酸素量、生物出現の推移

です。底層水温は夏場に上昇し、冬場に低下する季節変動を繰

り返しています。溶存酸素は、夏場の成層期に低下し、近年は

海底より１ｍ上でも１～２以下の値が出るなど貧酸素が顕著に

なってきています。 
生物の発生量は年々異なり、平成 16 年だけが突出していま

すが、この年を除くと、ここ数年の減少が目立ちます。汚濁指

標種扱いされるシズクガイやチヨノハナガイなどの貝ですら、

生息できない東京湾になっています。 
 
 
 羽田周辺のアナゴの採捕量と溶存酸素を示しています。近年、

夏場には 2～4 と低い数値がでており、夏期を中心に２ヶ月以

上アナゴが筒漁具に入らないことがあります。資源水準が低い

から入らないのではなく、貧酸素の影響を強く受けてこの水域

から回避していると考えられます。 
 
 
 
 
 
 
 
 お台場に移植したアマモが畳１～2 畳ほどに広がりました。

葉っぱの周りには、小魚の餌になるオオワレカラや、それを食

べるメバル、ギンポなどの稚魚が集まっていました。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ところが、プランクトンが異常に増えて透明度が低下したり、

葉っぱの上に藻類が付着したり、ひどいのは３～４㎜ほどのフ

ジツボやイガイ類が２週間足らずで全面を覆い尽くすこともあ

り驚きました。富栄養化した東京湾だからこそみることができ

るのですが、光の遮断は想像以上です。これではアマモが光合

成できません。 
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 左の図は、お台場の透明度です。赤い部分が透明度 2ｍ以下

の時期を示しています。春から夏はほぼ２ｍ以下とアマモの生

育には厳しい状況です。右の図は 16 年から 18 年に移植した株

の推移です。初期の株数を 100 としてあらわしていますが、光

が遮られるなど条件が悪い夏場に植えた株は１ヶ月ほどで、ま

た晩秋に植えた株は春頃にピークを迎えたあと徐々に衰退し、

夏場には消滅してしまいます。透明度がないとアマモは育ちま

せん。 
 
 
 
 アユは川でふ化して晩秋には海に下ります。東京湾奥に残さ

れた干潟などの浅場では地引き網で、その沖側数十～数百ｍ先

ではソリ付きのネットで表・中・底層を調査しました。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 これは 17 年度の事例ですが、黄色で示す波打ち際などの浅

場で多く採集されました。多摩川は岸から離れていても３～４

ｍほどで、そのような場所では下層でも捕れています。河口は 
２～３ｍの場所も多く、広く分散しているのではないかと考え

ています。 
 
 
 
 
 
 
 3 年間の調査結果を、砂浜・浅場地帯、沖合表層・中層・低

層などに分け、それぞれ出現回数を曳網回数で割って採集率と

してあらわしました。やはり砂浜や浅場の採集率は 50～80％と

圧倒的に高く、アユが住み処として選んでいます。 
 干潟は２枚貝やハゼ科魚類などの魚類だけでなくアユにとっ

ても大切な場所です。 
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 浚渫砂泥の漁礁効果をお話しします。東京湾は 37 年に漁

業権放棄し、浚渫作業が盛んでした。現在の若洲から中央防波

堤沖の 500～600ｍ四方の場所に泥水混じりの土砂を海面すれ

すれまで次から次へと投棄した仮置場があり、「大沖土捨場」と

呼ばれていました。漁業者も初めは反対しましたが、その場所

に濁水が流れても、ハゼ、カレイ、シロギス等々がどんどん集

まる好漁場に変化したのです。当時、遊魚も盛んで、漁師が早

朝 1 時間でハゼを 4、5 貫取り、その後、遊魚船が客を連れて

釣ったようですが、その次の日でも湧くほど捕れたそうです。

砂泥を撤去する時に反対意見が出たほどです。東京湾奥では泥

そのものが生育の場を提供している裏付けをやっとのことで取

りました。 
 
東京湾奥の浅場は限られ、沖に続く海底は平坦になっていて、

貧酸素水塊による生物被害が常にみられます。そこで、干潟に

続く航路外の緩衝地帯を活用する策として、浚渫土砂を用いた

砂泥の山、砂泥の魚礁を幾つか造って、ハゼ科魚類や２枚貝な

どを貧酸素水塊から回避させ、あわせて表層の過飽和な酸素水

塊が波や流れで混じり合って底層へ供給されることをイメージ

した模式図をつくりました。砂泥の回廊と名付けた渡り廊下を

つくれば、生物が過ごしやすい場になります。土木関係の方に

波の強さなどを調べていただき、どこかの機関が試験的にやっ

て欲しいと考えています。 
 
 
まとめにかえてとして、いろいろ書きましたが、特に強調し

たいのは、先ほどの砂泥の回廊の他、東京湾の汚濁は家庭の台

所の一滴が海につながるということで、幼少期からの環境啓発

も大切だと強調しておきます。 
 
 
 

以上です。 
 
 
 

 

＜討論＞ 

－ 修復のための選択肢、砂泥の回廊の有効性 
 

＜司会＞ 
 砂の回廊が貧酸素水よりも頭を出しているイメージでしょうか。 
＜小泉氏＞ 
 海面近くまである山を考えていて、生き物が貧酸素を回避したりできます。礁としていい住み処が

できれば、かけあがり（斜面）には稚魚も加入できますし、親貝も残ります。 
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＜司会＞ 
 大沖土捨て場の話は初めてお聞きしました。 
＜小泉氏＞ 
 水産課に大沖土捨て場の漁獲資料が残っているか聞いたり、古い漁業誌を見たり、先輩に電話した

りして、やっとたどり着きました。泥を被ったり流れたりしても魚が集まる場所になったようです。

漁業者が撤去反対の要望を出したら、漁業権を買い上げるということになった、それほどすごい場所

だったそうです。 
＜司会＞ 
 千葉ではそのような事例を聞いていますか。 
＜土屋氏＞ 
 今年の青潮は、市川航路から江戸川の放水路で、強風でなかったので 1 週間ほどで上がっていきま

した。湧昇して青潮になり三番瀬漁場の一部をかぶりましたが、沖合いのアサリは助かりました。自

然の山のようなぽこんとした状態はないですが、沖が瀬の役割をしたと考えられます。 
 

－ 再生は環境整備が先か、生き物の住み処づくりが先か 
 

＜司会＞ 
 東京湾の環境が厳しいけれども、場を作れば生物は帰ってきつつある状況が見えてきました。安藤

先生、再生への方向性として、環境整備が先なのか、生き物の住み処作りが先なのかということにつ

いてコメントをいただけませんか。 
＜安藤氏＞ 
 場所か生き物かの前に、人が先だと思います。陸域は人の活動が必ずあります。人がそこに生き物

がいることを知って、保全に地元の協力がなければ、ハードがあっても生き物は定着しません。湿地

は意外に訪れるのが難しい場所です。北海道釧路市には釧路湿原と阿寒湖という 2 つのラムサール登

録湿地があります。ワークショップをしたとき、この 2 カ所人の態度が違いました。阿寒湖が熱心な

のに対し、釧路は関心が薄いのです。釧路湿原は有名ですが、地元に人でもほとんど湿地に近づけな

いので身近でないのです。知ってもらうことから始めるべきと思います。 
 

7.3 話題提供「追浜に“浜”を取り戻す活動！」 

よこすか海の市民会議 渡辺彰氏 
 

 私たちの追浜におけるアマモ場の再生活動が始まった

のは、2004 年 6 月です。当初は横須賀市による市民公

益活動“はじめの一歩”の助成を受け、市民協働事業とし

て『追浜アマモ復元実験』として始まりました。現在は『追

浜に“浜”を取り戻す活動』として、（財）港湾空間高度

化環境研究センターによる “wave 港・海辺活動振興助

成”を受けています。追浜の海は横須賀港の港湾区域の北

部に位置し、沿岸漁業の漁場としての重要性も持っていま 

す。従って、私たちの活動は、行政を始め漁業者、地元企業、学校、一般市民というように多

様な主体の連携による市民協働を基盤にすることによって維持されています。また、活動の範

囲や規模は東京湾の中のほんの小さなポイントに過ぎませんが、高度に開発がすすんだ沿岸域

における自然再生を市民活動として実施している例として、その概要を紹介します。 

 
 

192



35 
 

＜よこすか海の市民会議 渡辺氏＞ 
 よこすか海の市民会議は市民会員 10 人によって構成され、

現在『wave 港・海辺活動振興助成』を受けて、追浜に市民が

親しめる“浜”を取り戻す活動をしています。写真は活動ヤー

ドであるガス発電所前の小さな砂浜で、台風の影響で護岸が崩

壊し、背後の旧護岸とともに出現したものです。 
手前のコンクリートは旧日本海軍技術廠の遺構で、水上飛行

機用の斜路です。横須賀港では、この一箇所だけが残っていま

す。 
 
 
横須賀市の港湾計画改訂にあたり、港湾環境計画検討市民委員

会が開設されましたが、この委員会に市民意見を広く反映させ

るため、関連環境グループのメンバーが集まり 2003 年 5 月に

この会を設立しました。港湾計画は‘05 年 3 月に改訂されまし

たが、その計画遂行にあたっては港や海への市民の関心を高め

ることが必要と考え、発電所敷地前に出現した小さな砂浜を再

生活動推進の場として利用し、市民が親しめる浜づくりの活動

を始めました。活動の軸は、横須賀の海を見る・知る・食べる・

遊ぶ・創ることとし、実際の海を体験したうえで海を語ること

にあります。 
 
 
 活動の概要ですが、 

横須賀市は東京湾内湾・外湾・相模湾と異なる海に囲まれて

います。横須賀の海やそこに潜む問題点などへの市民の関心を

高め、共通認識の下に市民協働活動として自然再生に取り組も

うということで、 
・追浜に、人が触れて楽しめる“浜”の再生をめざす 
・沿岸漁業振興の基盤となる浅場やも場の再生をめざすとと

もに、潜在的な植物群落であるアマモ場の再生を図る 
・活動をより充実させ、継続のための人材育成をはかる 
などです。 
 

 港湾施設や民間敷地前浜活用も私たちのテーマのひとつで、

企業用地前浜の活用例です。 
発電所前浜と自生アマモ場が発見されたリフレックス社工場

前浜の航空写真です。道路などのアクセスルートがないので、

陸側からの一般市民の立入りは不可能になっています。開発の

進んだ湾岸区域では一般的な状況と思われますが、市民協働活

動として推進することで、その条件を少し外すことができてい

ます。 
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左の画像は参謀本部作成の明治 15 年の地形図です。赤線表示

は、埋め立て後の平成 10 年の海岸線です。埋め立ての規模は、

米軍基地のある本港地区に比較すると、旧海軍飛行場が造成さ

れた追浜地区の方が大きなものになっています。埋め立てが進

む前の追浜沖は、車エビ、ワタリガニ、ヒラメなどの漁場でア

マモ場が広く分布していました。砂浜やアマモ場を再生できれ

ば、美味しい江戸前の海が戻ってくることが期待できます。 
 
 
 
 
10 年前にも、人工砂浜の提案をしました。 
関連グループが、照葉樹林の残る背後の貝山緑地から海までの

エコトーンの創出を提案したのですが、採用されませんでした。

右の写真は現在の発電所の前浜ですが、ここにアマモを移植し

ています。 
 
 
 
 
 
 
 

市の港湾計画では、東京湾側の海岸線を再生のエリア、活生

のエリア、共生のエリアに 3 区分しています。 
追浜地区は「再生のエリア」に位置していますが、何をどの

ように再生するかの実施計画は、まだ示されていません。 
私たちは発電所前の小さな浜を、干潮時だけでなく満潮時で

も活用できる浜辺にすることと、隣接している市の施設である

リサイクルセンターの敷地からこの浜辺までのアクセスルート

の設置を提案しています。 
 
 
 
 港湾計画には、市民と行政が協働で｢再生・活生・共生｣に取

り組むとありますが、海や港湾についての市民の関心を高める

ため、市民協働シンポジウムを市港湾部と共催で開いてきまし

た。また、先月 11 月 30 日には、全国アマモサミット 2008 に

さきがけ“横須賀の海、再生シンポジウム”を開催しました。

横須賀の海の再生やこれからの課題についての意見や情報交換

の場とし、市長をはじめ約 60 人の参加者がありました。 
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 アマモの移植実験開始にあたっては、技術的な面や立地条件

から無理ではないかとの専門家のアドバイスがありましたが、

その場合でも、阻害要因に関する知見が得られる可能性に期待

して、実施に踏み切った経緯があります。 
表は、アマモの導入・生育状況です。’04 年 6 月に開始し、5 年

間での導入固体数は延べ約 1,200、成立個体数は約 3,500 を確

認しています。単位面積あたりの個体数に増加が見られ、活着

しているものと思われます。 
 
 
 
 ただし、安定した増殖状態にはないように思われます。 

‘05 年～’08 年の調査時における分布状態です。個体数は、’

06 年 12 月には 2,450、今年 5 月は 3,500 となっています。分

布域が変化しているのは、台風時の洗掘を受けたことが大きく

影響し、増殖とかく乱による衰退の反復が見られています。実

生による増殖状況が未確認であり、自立したアマモ場の状態に

あるか否かの判断をすることは、今のところ難しいものと考え

られます。 
 
 
 
 
 画像は成長過程です。移植後 4 ヵ月～30 ヶ月です。‘05 年か

らはアオリイカの産卵が確認されています。去年の秋の台風で

洗掘によるダメージを受けましたが、右下はその様子です。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

企業用地前浜の活用状況です。 
企業用地前浜の活用は、私たちの大事なテーマです。東京ガ

ス横須賀パワーの発電所建設中は、行事開催時には敷地内通行

が許され、市民が前浜に下りることができました。右上は潜水

作業による移植作業で、右下は小学生による移植作業です。 
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 リフレックス社の前浜ですが、延長約 50ｍの範囲に分布する

自生アマモ場が発見されました。 
リフレックス社からは、工場敷地内から前浜までのアクセス

木道の提供など、大変行き届いた援助と支援があり、私たちの

貴重な活動拠点になっています。 
 

 
 
 
 
 
 

画像は、リフレックス前浜の自生アマモ場で、工場の直立護

岸の真下にアマモ場があります。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 アマモ場の生物観察会、シュノーケリング教室などが開催さ

れ、リフレックス前浜の市民への開放が実現しています。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

リフレックス前浜でのコアマモの移植とスノーケリング･シ

ーカヤック生物観察会です。コアマモは県立海洋科学高等学校

の協力で移植しましたが、4 ヵ月経過後の 10 月に定着を確認し

ました（左下）。自然再生の目的ばかりではなく、深浦湾の静穏

さを利用して、シュノーケリング教室やシーカヤック教室など

を開催し、前浜を活用しています。 
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リフレックス前浜を利用した新しい試みとして、神奈川県水

産技術センターの協力でアマモの種子の提供を受け、固定金具

を使った播種実験を始めています。右下の画像は‘07 年 12 月

に播種したもので、発芽後の’08 年 4 月の播種ヤードの状況で

す。 
 
 
 
 
 
 
以上が、私たちのこれまでの活動の概略です。活動継続の課

題は、「港湾計画に謳われている再生エリアの具現化の一端とし

て、追浜の浜の再生をする」ということです。これは私どもだ

けでは実現できません。行政、市民協働活動の中で、分担可能

な範囲で活動していきたいと考えています。 
活動の推進により、市民自らが追浜の浜を再生し、その場を

守っていくというような意識を培っていくことも大事だと思い

ます。発電所敷地前の小さな浜やフレックス前浜を、自然の不

思議さなどを知り、生態系などの大切さを体験する場として活

用し、環境再生の場、その機会創造の場として行き、さらに、

東京湾内の他地域の公共用地や前浜などへの展開につながれば

と考えています。 
横須賀の港や海辺の体験や実践活動を通じて、豊かな人間性や社会性を備えた人材育成もめざしています。横須賀には、

「すかっこセミナー」という小中学生を対象にした、人文から自然科学分野までの様々な体験学習を実施しているサーク

ルがありますが、このような外部との新たな連携を深めていきたいと考えています。 
アマモ移植と移植アマモのモニタリングを継続し、自然再生に関する技術的な検証と発展をはかり、各地の活動との連

携を進めていきたいと思います。今日は、多くの貴重なデータを拝見せていただき、大変勉強になりました。私たちの活

動においても、様々な面でのデータ蓄積とその見直しが重要と考えられます。活動の経過に伴って新たな知見を得ること

ができることを期待して、これからも頑張って活動して行こうと思います。 
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7.4 まとめ「場の理解と生き物の棲み処づくり：今何をすべきか」 

 
＜司会＞ 
 土屋さんからの発表で、現場で情報を得られることが大切で、それを契機に貧酸素速報を出すことになったと理解

しました。60 年から 70 年は水質悪化のピークですが、すでに昭和 4 年には貧酸素化が確認されていたということで

す。赤潮、青潮など水質環境の悪化が生物にどのような影響を与えているかという話を小泉さんにしていただきまし

た。埋め立てで住み処が喪失したのではないかというメッセージがあり、産卵畑だけなのか、全部か特定できません

が、貧酸素条件の場が残ったということで、その対策として砂泥の回廊の提案もありました。環境整備か住み処づく

りのどちらが先かという問いに対し、人の関与をまず考えるべきと安藤さんから指摘がありました。その事例として

渡辺さんから、横須賀の海の「見る・知る・食べる・遊ぶ・創る」を推進する活動内容の発表がありました。 
 

 
－ 東京湾環境マップによる共有 

 
＜司会＞ 

今日、話していただいたことを、東京湾環境マップのよ

うにまとめて共有したいと考えています。下案を書いてみ

ましたが、具体的な取り組みの中で、海は自分たちのもの

という意識の啓発、企業・ステークホルダーにも魅力的な

提案となるように、環境情報と生物情報のセットで伝える

ことが大切だと考えています。 
パネリストの方々からのアドバイスをお願いします。 

 
  

 
 

東京湾環境マップ
場の理解と生き物の棲み処づくり：今何をすべきか

貧酸素の発生する東京湾
– ① 循環・酸素濃度

– 青潮は、次の日には赤潮になる肥沃な水である。空気に触れれば、解消する。

– ② 貧酸素と生き物
• （底魚・ハゼ）（アユ）

• （アサリ・ハマグリ）

• （アマモ） 生き物のつながりを意識すること

場の理解のための努力
– ③ 東京湾一斉調査の試み

生き物の棲み処づくりのヒント
– ④ 環境情報：循環・酸素濃度

– ⑤ 生物情報：場づくり、ネットワーク

– ⑥ 具体の取り組み：連携・アクセスの確保・専門家

– 大きな目標に向かって「ぼくたち、わたしたちの海」という意識、役割分担を果たす。

– 企業の方に魅力的な提案 （敷地前浜、砂泥回廊 etc.）
– ネットワークづくりの大切さ （行政も含んだ協力、スポンサーも含めた異業種の連携）

（裏面）

全国アマモサミット報告

どんな情報をとりいれて
マップ化したら、生き物
の住み処づくりに活用で
きるだろうか？
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－ 異業種が交わって交流することが大事です 
 

＜ラムサールセンター会長 安藤氏（東京農業大学農学部准教授）＞ 最後の渡辺さんの事例紹介は

感銘しました。ラムサールセンターでも「子どもラムサール」で子どもの環境教育をしていますが、

ラムサールセンターだけではできません。ラムサールセンターは中国やインドに行って国際交流する

のは得意です。子どもは学校にいますが、学校に子どもの派遣を頼んでも、ノーです。行政を介し、

湿地管理者の行政が協力してくれることや、スポンサーも必要です。ネットワークを持つＮＧＯと、

子ども教育のプロが必要です。つまり、異業種が交わって初めて交流ができます。これが大事です。 
 

 

－ 青潮の元となる貧酸素水塊は肥沃な海水でもあるのです 
 

＜東京湾漁業研究所所長 土屋氏＞ 発生した青潮は、硫黄分が酸素と触れ青く光ります。元は窒素

とリンを含む肥沃な海水ですから、酸素があると翌日には赤潮になります。事実、現場に行くと、青

潮と赤潮の場所が海面上に点々とあります。今年のように 1 週間も青潮が続くのは同じ風が常時吹い

て、下から貧酸素水塊が補給されていたのです。風が止まれば、翌日には赤潮になるはずです。青潮

の水がほしいという研究者がおり、ポリビンに入れて郵送したのですが、赤潮になっていた事例もあ

ります。 
 

 

－ 循環を意識した生き物に必要な場づくりが大切です 
 

＜東京都しょ農林水産総合センター振興企画室 小泉氏＞ バケツに水を溜めておくとボウフラが発

生します。生き物に必要なもの・場所を考えて提供すれば生き物も自然と増えます。東京湾は汚濁負

荷が減ったといっても海底に溜まっているものがあり、貧酸素を引き起こすなど悪さをしています。

生き物が健全な循環の中で生きていける場づくりに取り組んでほしいです。 
 

 

 

－ 方向性を持って皆で進めればいいなと考えています 
 

＜よこすか海の市民会議 渡辺氏＞ 自然再生活動は行政に全てを任せるのではなく、市民が加わっ

て役割分担と連携を進めながら実施されることを望みます。強いかく乱圧力のある自然の海の中のこ

とですから、再生の最終目標を単刀直入に追求することは難しいですが、マネジメントも含め方向性

を持って皆で進めればいいなと考えています。市民活動は制約が強いですが、自由な面もあります。

私どもの活動を温かく見守っていただきますよう、よろしくお願いいたします。 
 

 

 

 

 

199



42 
 

 

 

 

                 8．閉会挨拶 

 
国土技術政策総合研究所 沿岸海洋研究部長 小田勝也 

 
 
 
 

本日は多数のご参加、ありがとうございます。東京の湾環境のモニタリング、東京湾が生物

の住み処としてどうなのか、環境再生の場としてどうなのかについての討論をしました。本日

の成果は私どもの東京湾のモニタリングシステムに反映させ、全国展開中の海のプロジェクト

にも反映するよう努力しますので、ご協力をお願いします。 

 

貴重なご講演をラムサールセンターの安藤様始め、多くの講師からいただきました。ここで

お礼を申し上げます。 

 

東京湾シンポジウムはこれで閉会ですが、全国アマモサミット2008は始まったばかりです。

次に横浜海の森つくりフォーラム、明日は世代間、地域間連携について議論を深めます。そち

らにもご参加ください。ありがとうございました。 
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参考資料：会場からの意見 

当日のアンケートで寄せられたご意見を順不同で掲載しております（スペースなどの関係から、事務局で編集させていた

だいた部分もありますが、ご記入いただいたご意見を 1 件ずつまとめました。なお、強調表示は事務局が勝手にいれたもの

です）。 
 
【今回のシンポジウムに対して】 
 
・ 「貧酸素」が問題なのは分かるが、発生のメカニズム

よりも根本的な汚染の原因を探ることの方が

重要ではないか。陸域からの化学物質の流入など、

目に見えない汚染物質の流入などについても調査すべ

きでは？→こういった調査はアマモ移植が失敗する原

因の究明にもつながるのでは？ 
 
・ 今後地球温暖化による海面上昇や海流の変化等による

東京湾の影響も多方面に渡ると思いますので調査結

果はますます重要になると思います。一般人も

まき込んでますます盛り上げてください。 
 
・ ありがとうございました。今年は 9 回目のシンポジウ

ムですが、今後とも続けられ、成果をいかし、また発

表へとつなげていくとすばらしいと思います。 
 
・ いわし、のとれる海にもどしたい。産卵から海

流にのって日本の海にもどってきてほしい。海辺の自

然再生と工場地帯、共存する時代、海の牧場、養殖と

放流の研究をお願いしたい。 
 
・ 大変わかり易く良いシンポでした。東京湾の水

質・生物・浅場の重要性、NPO 活動、市民の行動等が

よくわかりました。今後は安藤氏のいっていたように、

人との関係が重要になると思います。東京湾を身

近な海と市民が感じ、行動するようになることが重要

だと感じます。そのためには東京湾で遊ぶ、食べる

経験がかぎになるとおもいます。アサリ、ハゼが

手軽に楽しく、とり、食べる生物として良いと思って

います。今後のさらなる発展と、次回はアサリ・ハゼ

を。（春の横浜海の公園の潮干がりはすごい人でした） 
 
・ 初めての参加で勉強になった。展示資料の案内が不明。

パネルディスカッション参加者の意見も聞

くべき。流れが一方的。 
 
 

・ 12 月 6 日のシンポに参加しました。ありがとうござい

ます。アマモ場を通じて、子供たちの活動を拝見し、

とても安心しました。「豊かな海」を享受する権利

がありながら、大人の負の遺産を受け継いでしまう子

供たちが、現状を知り、未来の権利を守るために動き

出しているのを実感しました。同時に私たち大人の

義務・責任の重さを実感しました。 
 
・ 安藤氏のお話は分りやすく、ラムサール条約の概容

を理解するのに役立った。 
 
・ よかったです。 
 
・ 大阪湾では数年前から水質一斉調査が行われており、

2008 年には生物一斉調査も開始された。東京湾におい

ても水質一斉調査が開始され、大学や都・県の水技セ

ンター、企業、NPO が参加された。これまで行われて

いた調査では得られない新しい切り口のデータが多数

集まり、東京湾の環境についての詳細な検討が行われ

ている。大阪湾ではデータの収集・整理がされている

が、それをどの機関が検討するのか、どのよう

に使用してよいかが、はっきりされておらず、

あまり深い検討が行われていない。東京湾と大

阪湾では共通する問題と各々の特殊事情もあり、各地

でやり方を考えて再生をすすめる必要がある。ま

た、より多くの市民や NPO が参加できるよ

うにする必要がある。 
 
・ コンサルト会社の者です。日頃、仕事として各海域の

データベースを活用させて頂いています。とても役に

立っています。データは、取得方法や、機器によって

も、また、活用目的によっても、その値や、とり方が

変わってくるので、今回のような測定のルール作

りはとてもいい試みだと感じました。 
 
・ もっと広く PR すべき。登録にインターネットだ

けでは NO。FAX，TEL も。 
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参考資料：会場からの意見（つづき） 

 
【全国アマモサミット 2008 の取り組みについ

て】 
 
・ もし本気で生物相の調査をする気があるなら、生物

学・生態学の研究者を入れた方がよいと思う。

水産有用種にかたよった調査では、本当の環境評価に

はならない。 
 
・ アマモを植える→豊かな海になる、という安易な構

図を子どもたちに教えないでほしい。 
→失礼な言い方で申し訳ないが、シンポジウム・パネ

ル展両方とも「生態系」や「藻場」をきちんと理解し

ている人は一人もいないように感じた。 
 

・ アマモを移植しようとするときに、なぜアマモの研

究者がいないのか非常に疑問。工学的技術ばか

り開発して、アマモそのものについて理解しようとし

ないのはなぜだろう？？ 
 

・ 講演にもありましたように、子供達＋地域住民、漁師

などにアマモに対する関心を持ってもらうことの必要

性を再認識した。同様に、このようなシンポジウムを

通して、企業や機関が何をしているのか、具体的に理

解できる良い場であり、機会だと思う。 
 
・ 東京湾ではハマグリが砂の供給が多く、外洋水の流入

がある小櫃川河口で増えたのに、貧酸素水塊が増え、

赤潮・青潮は発生し続けている。アマモ場再生には干

潟・浅場の増加と港湾区域の活用が必要であ

る。小学生の参加は大人を海に誘うので共に行

動する。 
 
・ アマモ場を中心とした沿岸保全及び沿岸利

用のネットが必要。浅海域の水質は底質に大きく

影響され、沿岸底質を含めた研究が大事。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

皆様から頂いたご意見を参考に、よりよい東京湾シンポジウムの開催を目指して参ります。 
シンポジウムへのご参加・アンケートへのご協力ありがとうございました。 

（事務局）
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沿岸海洋研究部海洋環境研究室 
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港湾環境情報（過去のシンポジウム情報などを掲載） 

http://www.nilim.go.jp（国総研 Web ページから） 

技術者・研究者のページ→観測データ等の公開 

→港湾の環境に関する観測データ及び研究成果の公開 

http://www.meic.go.jp （直接リンク） 
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[参考資料] 第 10 回東京湾シンポジウム資料 
海域環境データの利活用にあたっては、そのデータのユーザとの相互理解が不可欠です。そうした「モニ

タリングデータの社会への還元」をテーマとして、平成２１年１１月６日に、「みんなでよくする東京湾

20091」のプログラムとして実施された第１０回東京湾シンポジウム2の中で、基調講演・提供話題・パネ

ル討論を行いました。 

シンポジウムでは、約 200 名の参加をいただき、基調講演、話題提供、パネル討論がなされました。ま

ず初めに、基調講演として内湾における富栄養化および貧酸素化過程の研究を精力的に実施されている京都

大学大学院農学研究科教授の藤原建紀先生より内湾性の貧酸素水塊の生成メカニズムに関するご講演をいた

だきました。重要なのはモニタリングデータと科学の進歩の協調が大切であり、それを背景とした海域の再

生の目標設定がなされることがモニタリングデータの社会への還元につながるのではないかという示唆をい

ただきました。 

話題提供では、東京湾において「豊かな海」を目標とすることの意義、モニタリングのあり方についての

提言（港空研中村由行研究主監）、市民と科学者・専門家の連携によるモニタリングのあり方（国総研日向博

文沿岸域システム室長、大阪市立大学重松孝昌准教授）がなされ、注目すべき調査対象とその取り組み方に

ついての示唆がなされました。 

こうした講演を背景に、総合討論では、注目すべき調査対象として貧酸素水塊と海の豊かさを評価する生

物調査に焦点を当て、今後の取り組みの方向性についての意見交換が行われました。 

こうした中で指摘・提案された、「海の豊かさ」を目指した方向性、モニタリングにおける情報の「量」と

「質」の大切さといった考え方の普及・啓発をモニタリングデータの社会への還元の方策として積極的に取

り組んでいく際の大切な指針となると考えております。そこで、本指針の参考資料として、発表内容・討論

内容の報告を添付いたしました。 

 

上記のような取り組みの成果を「海域環境データ利活用の手引き」としてとりまとめ、ご報告させていた

だけることに、ご協力いただきました関係各位に深くお礼申し上げるとともに、研究・事業展開へのさらな

るご指導、ご鞭撻を重ねてお願い申し上げます。 

 

国土技術政策総合研究所沿岸海洋研究部海洋環境研究室長

                                                           
1 「みんなでよくする東京湾 2009」は東京湾の現状や課題、将来に向けた再生への取り組みを考えるために平成

21 年 11 月6、7 日の両日東京お台場の船の科学館で開催されました。6 日午前には、東京湾の調査担当者が情

報交換する「東京湾一斉調査に関するワークショップ」が一般公開され、午後は有識者が科学的な視点を話題提供

し議論する「第10 回東京湾シンポジウム」を開催。7 日午前は、海辺の自然再生に取り組む活動団体のパネル展、

午後からは東京湾に関わる様々な立場の方々が「みんなでよくする東京湾」をテーマに意見交換を行いました。会

議全体の主催・後援・協力体制は以下の通りでした。 
主  催 東京湾の環境をよくするために行動する会・港湾空間高度化環境研究センター・東京新聞 
後    援 国土交通省港湾局・東京湾再生推進会議・八都県市首脳会議環境問題対策員会水質改善専門部会・ 
     東京湾岸自治体環境保全会議 
協  力 国土技術政策総合研究所・港湾空港技術研究所・生態系工学研究会 

 
2 過去の東京湾シンポジウム報告書は、http://www.meic.go.jp （港湾環境情報→東京湾シンポジウム）で公開されて

います。 

第 10 回東京湾シンポジウムの報告にあたって 
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１．プログラム 

時間 内容 

 

13:15-13:20   

 

13:20-14:00   

 

 

14:00-15:45  

  

 

 

 

 

 

15:45-16:55 

 

 

 

 

 

 

 

16:55-17:00   

 

（敬称略）

開会挨拶 

        大村哲夫 （財団法人港湾空間高度化環境研究センター 理事長）

基調講演  

「閉鎖性内湾の循環構造」               

藤原建紀（京都大学大学院農学研究科 教授）

話題提供 

「東京湾において豊かな海を実現するための今後の施策」 

  中村由行（港空研 研究主監）

「沿岸表層流況データ―漂流・漂着ゴミ問題への応用―」 

    日向博文（国土技術政策総合研究所沿岸域システム研究室長）

「大阪湾水質・生物一斉調査の取り組み」   

重松孝昌（大阪市立大学大学院工学研究科 准教授）

パネル討論：  

 「モニタリング成果の社会への還元」  

パネリスト：基調講演、話題提供者（前出） 

角 浩美（国土交通省港湾局国際・環境課港湾環境政策室室長）  

山尾 理（東京湾再生推進会議 ・海上保安庁海洋情報部）  

鈴木 覚（NPO 法人海辺つくり研究会 理事） 

司会進行：古川恵太（国総研海洋環境研究室長） 

 

閉会挨拶 

松本清次（国土技術政策総合研究所 副所長）
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                 ２．開会挨拶 

 

財団法人港湾空間高度化環境研究センター 理事長 大村哲夫 

 

 

 

 

 

この会を主催いたしました、東京湾の環境をよくするために行動する会、東京新聞、財団法

人港湾空間高度化環境研究センターを代表いたしまして、ごあいさつを申し上げます。本日は、

「みんなでよくする東京湾 2009」に、多くの方が、お忙しい中、ご参加をいただきまして、

誠にありがとうございます。 

本日、私、新橋からゆりかもめでこちらの会場にまいったわけでございますけれども、東京

の海も、見た感じは青い海に戻って、かなりきれいになってきたという実感がございます。 

ただ、実際の水環境のデータ等々を見てみますと、良くなっている部分もありますけれども、

最近は、やや横ばい傾向という感じもいたします。これはきっと、過去に色々な排出物が東京

湾の中に流れ込んで、それが必ずしも浄化をされていないことが原因と思っております。私の

ような中高年の人間の身体にたとえますと、バブルの時代に大酒を飲んで、飲み食いをして、

それがもう身体の中に脂肪として蓄積してしまった。見た感じは、少しすっきりしたと思うの

ですが、人間ドックに行ってみると、やはり、色々な数値は相変わらずあまり良くなっていな

い。そんな状況かと思います。 

そういうところから、さらに健康を回復していくためには、生活習慣、食生活、それから運

動習慣といったところを直していかなければならないわけですけれども、海の環境についても

同じことと、最近、思っております。 

海自体が、自ら持つ自浄能力の範囲内で、我々が生活をし、あまり負荷をかけないようにし

ていく。あるいは海自体が持っている自浄能力を、生物の助けを借りながら浄化をしていくよ

うな、そういう手助けを我々がやっていかなければならないのではないかと思っている次第で

す。東京湾の健康を回復していくためには、沿岸に住んでおります 3,000 万の人々、一人一

人が、東京湾のことを考えて、そのライフスタイルを変えていく努力をしていかなければ、本

来の美しい自然の東京湾に戻っていかないのではないかと思うわけでございます。 

 本日、そしてまた明日のこの会では、そういった研究をされている先生方、そしてまた行

政サイドで色々な施策を行っておられます方々のお話をお伺いできるということで、私自身も

非常に楽しみにしております。ぜひ、そういったライフスタイルを我々が取り戻すという機会

に、この集まりがなればと祈念をいたしております。この２日間、ぜひ、おつき合いをいただ

きまして、東京湾の再生のために、一人一人が努力をしていくチャンスになればと思っており

ますので、どうかよろしくお願いいたします。 
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３．基調講演：閉鎖性内湾の循環構造 

                

 

京都大学大学院農学研究科教授・藤原建紀氏 

 

東京湾をはじめ、大阪湾、伊勢湾などでは 1970 年代から体系的なモニタリング調査が行

われてきた。これらデータの解析により、各内湾は共通した機構によって水質変動しているこ

とが明らかになってきた。各内湾は、外海の海況変動の影響を強く受けて短期的に変動する。

これの例として、東京湾では大規模な中層貧酸素水塊がしばしば発生することを示す。また、

陸域からの汚濁負荷量の長期的な減少により、東京湾の東南部海域では「貧栄養化」が起き出

した。現在の負荷量は、東京湾の貧酸素化が始まった 1960 年代中ごろの負荷量に近づきつ

つある。陸からの負荷が減ると、川から入る栄養塩が減り再生循環する範囲が狭くなって貧栄

養化し、ノリの色落ちや磯焼け、アサリなどの餌不足等が懸念される。青潮は単に無酸素水が

表面に来たらできるだけではなくて、深掘り跡の無酸素水からできているらしいということが

わかってきた。重要なのはモニタリングデータと科学の進歩の協調であり、上手な目標設定が

必要である。 

 

京都大学の藤原です。私どもは、沿岸の海としまして、主に

瀬戸内海、それから伊勢湾、東京湾と、いわゆる３大湾と言わ

れるような内湾域の研究をやっております。本日お話しします

のは、この３つの湾に共通するような話、特に沿岸の海で近年

起きていることをお話しして、それを理解するための科学的な

ベースをお示し、それをもとに共通する現象を理解して、対策

を考えるということをしたいと思います。 

 

 沿岸の海で、最近どんなことが起きているかというと、夏に

は、貧酸素水塊ができまして、ある意味では富栄養化したよう

な状況を示しておりますが、冬季には栄養塩が非常に不足する

というようなことが起こっております。また、これからお話し

しますが、透明度も非常に高くなってきて、数十年前よりも、

かえって高度成長期以前よりも透明度が良くなるというような

ことが起こってきております。 

 それとともに、生物の方では、多くの水産生物の漁獲が減っ

て、養殖しているノリの色落ち、アサリ等をはじめとする二枚

貝がうまく育たないというようなことがあります。 

 それで昨年度、一番わかりやすいノリに焦点を絞って、この

ことを全国的に調べてみました。統一のフォーマットで、かつ、

最新の情報まで入れて、みんなで話し合って、「海洋と生物」と

いう雑誌に、「海の貧栄養化とノリ養殖」という形でまとめさせ

1

1

10

100

0.1

2004/10/6 
クロロフィル

閉鎖性内湾の循環構造
藤原建紀（京都大・農）

2

東京湾・伊勢湾・大阪湾 沿岸の海で近年 起きていること

夏季： 貧酸素水塊ができる．

冬季： 栄養塩不足

多くの水産生物の漁獲の減少

ノリの色落ち（生育不良）

二枚貝類の生育不良

●特集 海の貧栄養化とノリ養殖（藤原 建紀・渡邉 康憲・樽谷 賢治：編）

日本の多くの海域で海の栄養分（栄養塩濃度）の低下が起きている。この影
響を受けてノリ養殖が困難な状況にある。本特集では，主要なノリ漁場を網
羅して日本の沿岸海域の現況を示し，沿岸海域の栄養塩動態の科学を作り
上げるアプローチを示す。

本講演： 沿岸海洋の科学を示し，現在
起きていることを理解し，対策を考える．

211



第 10 回東京湾シンポジウム報告書 

6 
 

ていただきました。 

 その結果、はっきりしてきましたのは、ここで起きているよ

うなことが、ほとんどの海で共通して起きていて現象が非常に

よく似ているということです。 

 

 まず、じゃあ、沿岸の海はどうなっているかということを、

ちょっと授業形式みたいな形になりますけれども、お話しして

いきたいと思います。 

沿岸の海を特徴づけるものとして、このように３湾とも、比

較的大きな川が流入しているわけです。この大きな川が入りま

すと、この河川水の入った低塩分水が上層を湾口の方に広がっ

ていって、下から外海の水が入ってくる。これがエスチュアリ

ー循環流と呼ばれるものですが、これがどの湾にも共通してい

ます。この流れは、古くは河口循環流という形で、この河口の

部分は非常に昔から、海岸工学等でも着目されていたわけです

けれども、湾規模でもこういう鉛直循環流が非常に重要である

というのがわかってきております。 

 

 貧酸素については、実は湖型と内湾型があります。この湖型

の説明が広く知られているわけです。これは琵琶湖の例です。

冬は上から冷やされて鉛直対流がありますが、夏になると上が

温められて軽くなって、上下混合が少なくなって、下の水が大

気から孤立してしまう。それで、この中で酸素消費によって酸

素濃度が下がるという、鉛直的な見方をした見方が、この湖型

の貧酸素です。 

 

ところが今、東京湾を初め、内湾型の貧酸素水塊というのは、

こういうふうな鉛直循環流、先ほどのエスチュアリー循環流が

ありますので、内湾の底への酸素は湾口から水平的に運ばれて

くるという形です。 

 

 

じゃあ、そういうふうなところに物質が入ってきたときに、

どういうふうになるか見てみましょう。まず、川から窒素、リ

ン等の栄養物が入ってくると、植物プランクトンに取り込まれ

ます。これが有機物になって、死んで沈降して、下層で有機物

分解して酸素消費する。つまり上層では、栄養塩から光合成で

植物プランクトンが生まれて、酸素を放出します。ところが、

これが沈降しまして、下層では呼吸分解されて CO２を出す。そ

して酸素を消費するという形になります。この栄養塩に戻った

ものは、またこのエスチュアリー循環流で上層に運ばれますか

ら、栄養塩として、川から入ったものと下から来た栄養塩が合

流して、この再生生産の循環を駆動します。この循環が非常に

大きいわけです。川から入ってくるものと同時に、こちらから

入ってくる栄養塩が何倍も大きいこともあります。 6

光，栄養塩，CO2 有機物，O2 

２．貧酸素水塊の発生機構 （生物・化学過程）

栄養塩，CO2

栄養塩 植物プランクトン

貧酸素水塊

沈降

沈降湧昇

有機物の沈降が重要

動画あり．

貧酸素水塊中にはCO2
が高濃度で貯まっている．

光合成

呼吸分解

CO2  生成

O2  消費

3

河口域の特徴的な流れ：エスチュアリー循環流

河口域の
拡大図

エスチュアリー
プルーム

4

湖形 と 内湾形 の貧酸素水塊

湖形の貧酸素化： 酸素輸送は鉛直方向

下層 （冬の水）

上層 （暖かく軽い水）

×

春から夏になって上層が加熱され，暖かくなって，軽くなる．

このため成層が強まる．

上層から下層への酸素輸送が減る．

冬の水が残っている

琵琶湖 鉛直水温

5

淡水流入量 Qf

Q

強混合

酸素飽和下層 ：貧酸素化

上層

海底

内湾形の貧酸素化： 酸素輸送は水平方向

成層域には上昇流（～1m/day）があり，
上層から下層への拡散フラックスはない．
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それでは、内湾型の貧酸素水塊がどういうふうにしてできる

かというお話をします。先ほど内湾型というのはエスチュアリ

ー循環流で酸素等色々なものが運ばれると言いましたけれども、

エスチュアリー循環流にも２つのタイプがあります。１つは底

から入って上から出ていくというタイプです。こういう循環の

タイプは主に冬に起こります。ところが、春から夏になります

と、上から加熱され沖合の方で熱が下へ伝わりまして、沖合の

方が先に軽くなる。この温まった水がずっと流れて、中層を入

っていく。その下には冷たい水が、季節の古い水が取り残され

て、これが貧酸素化するというのが内湾型の特徴です。 

 

 

 この関係は、東京湾よりも水深が深い伊勢湾では非常にきれ

いに出ます。これは伊勢湾の航空写真で、湾の奧から河川水が

入ってきて、こちらに伊良湖水道があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

これが縦断線で見た図ですが、こちらが湾の奧のところ、こ

ちらが伊良湖水道のところです。上が水温です。下が DO、溶

存酸素ですけれども、冬の間は湾口の水が底に入っていきます。

底層進入で、それで底の方は若干 DO が低くなりますけれども、

酸素供給が底にあります。 

 

 

 

 

 

 

 ところが４月、春になりますと、湾口の方が先に温かくなり

まして、これが中層に入るようになります。そうすると、この

中層に入っていく層の下に、孤立した水塊ができてきて、ここ

の酸素濃度が低くなっていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

7

貧酸素水塊の発生機構
エスチュアリー循環流のふたつの形
湾口水の進入には 中層進入と 底層進入 がある．

春から夏は中層進入

→底層水が取り残され貧酸素化

冬は底層進入

8

伊勢湾の例

伊良湖水道

9

冬： 2002年2月 底層進入

湾口水

秋の水が残って低酸素化している

名古屋

伊良湖
水道

松坂

野間崎

名古屋

伊良湖
水道

伊良湖名古屋

10

春： 2002年4月 中層進入になった

湾口から
の進入水

底層冷水が貧酸素化

伊良湖名古屋 松阪 野間
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ちょうど７月ぐらいになりますと、一番発達しまして、湾口

部からの混合水は中層を通って入ってくる。その下には少し前

の季節の、１カ月ぐらい前の水が残っている。それが貧酸素化

するというような形になっていきます。これが各湾に共通する

貧酸素水塊の形です。 

 

 

 

 

 

 

 秋になりますと、今度は、中層進入から底層進入に戻ります。

そのときには、この貧酸素水の下に、今度は底層進入で水が入

ってくるようになります。そうすると、今まで底に貧酸素水塊

があったところに重たい水が入って貧酸素水塊を持ち上げて、

中層に貧酸素水塊ができるというようなことが起こります。こ

のときは外海の高塩分の水が入ってきたわけです。こういうふ

うな形で、貧酸素水塊はダイナミックに動いている。底に張り

ついているだけではなく、こういうふうな形で揺れ動いている

というのが特徴です。 

 

 

 

 それでは、東京湾で見てみましょう。東京湾の地形は皆さん

ご存じだと思いますけれども、東京湾は羽田より南のところに

は、昔の古東京川がありまして、非常に狭い、底の幅が 1.5 キ

ロメートルぐらいの水路状の地形になっており、横浜を過ぎた

あたりから、パッと谷が開けるというような地形になっており

ます。 

 

 

 

 

 

 国総研の港湾環境情報に公開されている CTD データから診

断モデルによって流れを求めた例をお示しします。東京湾のエ

スチュアリー循環流がどうなっているかというものです。左が

上層の流れで右が下層の流れです。カラーの部分は圧力で、水

面の高さを表しています。同じ水深、水深 15 メートルにおけ

る圧力の高さを示しておりますけれども、上層は出ていき、下

層は下から入ってくるというふうなエスチュアリー循環流があ

ります。ちょうど流れの構造としては台風と一緒です。圧力の

低い、低圧部に向かって流れ込んで、上昇して、上で発散して

広がっていく。台風の一部分、バウムクーヘンを切ったような

形になっています。 

11

夏： 2002年７月 中層進入

伊良湖名古屋

中層進入の下に低温
の貧酸素水塊が発

達する．

12

中層貧酸素水塊の発生

名古屋 伊良湖 西 東

夏：2002年8月 外海から高塩水が
入ってきた．→ 底層進入

13

20 m

30m

10 m

東京湾の地形

国総研の水質データベー
ス（CTDデータ）から診断

モデルにより流れを求め
た． 2003/5/2の例

14
等圧線間隔：
水頭2mm

30 cm/s 10 cm/s

東京湾のエスチュアリー循環流： 圧力場（カラー）と 流れ（矢印）

上層 下層（15m）

2003/5/2

高圧

低圧

高圧

低圧

低圧部で湧昇
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 研究所があります久里浜の沖の断面で、この流れを見てみま

しょう。久里浜から金谷への断面で見てみますと、上層で流出、

下層で流入という形になっております。 

  

 

 

 

 

 

 

 

これは同じく 2003 年５月の春先のころですけれども、水温

が上昇している時期の一番奥、荒川の河口から横浜のところま

での断面を、水温と溶存酸素濃度、DO で見たものです。湾の

外から温かい水が中層で入ってきまして、その下には少し冷た

い水があります。水温上昇期には、１週間に１℃水温が上がり

ますから、この、１℃水温が低いということは、約１週間前の

水があるということになります。大体１～２週間前のちょっと

冬に近い水があり、その部分が、ちょうど DO が低いところに

なります。中層を通って酸素が供給され、その下に、若干、交

換の悪い水があって、それが貧酸素化するというのが、この湾

規模の貧酸素水塊です。 

 

 東京湾においても、湾口のエスチュアリー循環流の進入深度

が季節変動します。これは、湾口から川崎沖への進入深度です。

夏の間は中層に入っていますが冬は底層進入になって、春にな

ったら中層進入に変わっていく。そうすると貧酸素水塊が、こ

の進入層の下、ここの部分にできるという形になります。 

 

 

 東京湾でも夏から秋になって進入深度がちょうど中層から底

層に変わる時に、先ほどの中層貧酸素水塊というのがよく起き

ます。ちょうど今時分のころですね。11 月はよく起こるんで

すが、８月にも湾外の高塩分水が入ることが短期的にあります。

それをとらえたのがこれですが、これは湾の一番奥の船橋から

久里浜、剣崎までの神奈川県水試のデータです。このときは、

湾内の底層に貧酸素水塊があった後に、湾口から重たい水（高

塩分水）が底に差し込んできて、貧酸素水がずーっと上へ持ち

上げられて、押し出されるような形に伸びていきました。一番

びっくりしたのは、この城ヶ島より沖合の点においても、中層

の躍層の下に、DO 濃度がポンと低い層がはっきり出てきまし

た。そして大規模な貧酸素水塊が中層にできるというような形

になります。 
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湾外から重い海水（低温・
高塩）が入り，中層貧酸素
水塊ができた．

押し上げられた低酸素水
は躍層下を薄く伸びて，久
里浜沖をこえて湾外にまで
広がった．

東京湾の中層貧酸素水塊

1998/8/5

DO (mg/L)

塩分

水温 (℃)
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 その後、神奈川県といくつか一緒の観測をやりました。中ノ

瀬の横断面を詳しく観測しているときに、やはり中層貧酸素化

が起きました。DO を上から下へ見ていきますと、中層の 15

メートル層のところで、ポンと、DO が低いというような形が

起きます。 

 

 

 

 

 

 

 大規模な中層貧酸素水塊の話をしましたけれども、小規模な

ものは羽田沖のようなところでしょっちゅう起きております。

これは 1990 年の環境省の青潮調査という非常に大規模な東

京湾の貧酸素調査のデータから作図したものです。 

上の図は DO ですけれども、貧酸素水があった時に、重たい

水が入ってきますと、その下へ入って中層に貧酸素水塊ができ

るということ、これはもう常時と言っていいぐらいにしばしば

起こっております。 

 

 

 

 

 次に、貧酸素水塊の中の科学を少し簡単にお話しします。下

層では有機物が分解して酸素を消費するとお話ししましたが、

それと同時に栄養塩と CO２を出しております。 

 

 

 

 

 

 

 

 

千葉県水試のデータをもとに、私どもの方で全アルカリ度を

塩分から出す方法を使って炭酸系を計算したものです。今年の

８月ですけれども、DO 濃度が下がっております。東京湾のち

ょうど真ん中ぐらいのところです。DO の低いところは水温も

低く、pH も下がっております。これは何かというと、有機物

分解してできた二酸化炭素がこの中にたくさん蓄えられている。

呼吸分解でできた CO２を蓄えているので、炭酸のために pH が

下がっているというような形になります。 
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光，栄養塩，CO2 有機物，O2 

２．貧酸素水塊中の 生物・化学過程

栄養塩，CO2

栄養塩 植物プランクトン

貧酸素水塊

沈降

沈降湧昇

O2 消費

貧酸素水塊中には
CO2 や 栄養塩が高
濃度で貯まっている．
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 今、湾規模の貧酸素のお話をしましたけれども、東京湾にも

湖型の貧酸素水塊があります。これは湾の奧の深掘り跡、船橋

の沖です。皆さんよくご存じの深掘り跡の貧酸素水塊は、これ

は湖型の（窪地の）貧酸素水塊です。 

  

 

 

 

 

 

 

これも環境省の 1990 年代の調査のデータから描き直した

ものですけれども、窪地になっていまして、15 メートルぐら

い、周りよりも深くなっています。ここで CTD を半月に１回

ぐらい下ろしたときのデータです。水温を見ていきますと、深

掘りのところには、６月の水温の水がそのまま残っている。そ

の中は、やっぱりもう全く無酸素になってしまっているという

ことになります。 

 

 

 

 

 

 こういう深掘りのところの無酸素のところに、先ほど言いま

したように重い海水が入ってきますと、下の無酸素水塊を上へ

持ち上げて、移動して、これが表面に出てくれば青潮になると

いう形になります。 

 

 

 

 

 

 

 

 無酸素水塊は硫化水素があって CO２があって、非常に困った

という話をされるわけですけれども、この水が表面に出ていき

ますと、酸素に触れて硫黄になって白濁します。これは硫黄分

が２mg/L 以上ですと温泉基準で温泉になってしまいますので、

青潮の水も一種の温泉として基準にパスするなあというような

冗談を言っていました。 

 

 先月ぐらいでしょうか、「THE 鉄腕 DASH」という番組の方

から、青潮を実験的につくってみたいというようなお話があり

まして、できるでしょうかというような話でしたので、私は無

酸素水が表面に出てできたものであるというのは知っていまし26

草津温泉 白根山

無酸素水塊が海面に出ると→ 青潮

硫化水素がイオウの微粒子になる． これが青白
い色で見える

H2S + O2 → S +  H2O 

炭酸も多く含んでいる．

青潮を起こすのは
深堀跡の無酸素水塊

23
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る．
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たから、できると思いますよというふうに気楽に答えました。

さて、その電話を切った後、ちょっと気になりまして、学生さ

んを連れていって、無酸素水をくみ上げて海面に広げてみたの

ですが、白濁しないのです。水をとって振ってみても、なかな

か白濁しない。 

 それで「あれえ、なかなか、青潮をつくるのは難しいなあ」

と思い始めて、色々調べていきました。これは一つの例で、ツ

ムラ温泉化学プロジェクトのホームページです。こういう白濁

した温泉というのは人気があるわけですけれども、白濁するに

は、硫黄の濃度が５mg/L 以上は必要で、それより低い硫黄泉

では白濁しないというようなことが書いてあります。 

 

 これは今年の８月のときの神奈川県水試の深掘り跡の観測デ

ータです。鉛直分布で周囲の水温と比べると、深掘り跡はやは

り６月の水がそのまま残っている。溶存酸素で見ますと差が目

立たないわけですけれども、pH の方を見ると非常に顕著な違

いがあります。同じ溶存酸素濃度がゼロのところでも、周りの

貧酸素に比べて深掘り跡の中の貧酸素は pH が 7.6 にまで非常

に大きく下がっておりまして、計算で求めた CO２濃度も、この

無酸素水の中は非常に高くなっております。pH が 7.6とか 7.7

以下ぐらいになりますと、この中の硫黄分が数十 mg/L を超え

るような、非常に高濃度に硫化水素等の硫黄分を含んだ水にな

っております。ですから、まだ十分実験したわけではありませ

んけれども、表面に出て白濁する青潮というのは、同じ貧酸素

の水でも深掘り跡の中の、非常に高濃度に硫化物をため込んだ

水が起こしているのだろうと考えております。 

 

 それでは、貧酸素水塊はいつ頃でき出したかということで、

これは千葉県水試の石井さんのまとめたデータです。縦断面の

中の、DO が 2.5mg/L 以下の貧酸素が、この断面のどのくら

いの面積を占めるかを計算したものです。年代的に見ていきま

すと、1965 年ぐらいから急激に貧酸素水塊ができるようにな

っている。急にできるものだなあというのが驚きです。1965

年頃で、思い出があるのは、昭和 45 年の７月です。東京都の

方で光化学スモッグが初めて出た年です。それまで聞いたこと

もなかったので、時々、できたり消えたりするものかと思って

いたのですけれど、次の年からは毎年同じように光化学スモッ

グが起こるようになって、それからは、ありふれた言葉になっ

てしまった。それは大変ショックでした。海の中でも同じよう

なことが起こっていたのだなあと、このデータを見て思います。 

 

 じゃあ、その頃は、そして今はどうなのかというのを見てみ

ます。これは国総研のホームページに出ている 1920 年から

10年ごとの負荷量の推算結果です。全窒素、T-N、COD、T-P、

それから人口の推移です。これを見ますと、やはりどの負荷量

27

私がいままで入浴した、全国の温泉の中で分析表を調査した結果、
硫黄分の含有量の多い順は以下のようになりました。
1位 群馬県の万座温泉（じゅらく）313.5mg/kg

（150mg/kgの豊国館もある）
2位 新潟県の月岡温泉（泉慶）173.9mg/kg
3位 福島県の吾妻高湯温泉（ひげの家）148.8mg/kg
4位 長野県志賀高原の熊の湯温泉 115.4mg/kg
5位 岩手県の国見温泉 104.3mg/kg
6位 宮城県の鳴子温泉（ゆさやうなぎ湯）97.5mg/kg
7位 長野県五色温泉 90.4mg/kg
8位 青森県新屋温泉 84.8mg/kg です。

1位の万座温泉は温泉規定量の300倍以上の数値を示しており、濃厚な硫黄
泉の筆頭です。このうち1位の万座温泉と3位の吾妻高湯は硫化水素型、2位
の月岡温泉と4位の熊の湯温泉は硫黄型です。5位の国見温泉と7位の五色
温泉は混合型です。

ツムラ温泉科学プロジェクトＨＰ
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国総研ＨＰ 岡田知也さんから

負荷量は 1965年（昭和40年）の値まで減ってきた

0

50

100

150

200

250

300

350

400

1
9
2
0
年

1
9
3
0
年

1
9
4
0
年

1
9
5
0
年

1
9
6
0
年

1
9
7
0
年

1
9
8
0
年

1
9
9
0
年

2
0
0
0
年

T
N

 (
to

n
/
da

y) 下水処理場

面源

畜産系

工場・事業系

生活系

0
5

10
15
20
25
30
35
40
45

1
9
2
0
年

1
9
3
0
年

1
9
4
0
年

1
9
5
0
年

1
9
6
0
年

1
9
7
0
年

1
9
8
0
年

1
9
9
0
年

2
0
0
0
年

T
P

 (
to

n
/
da

y) 下水処理場

面源

畜産系

工場・事業系

生活系

0

100

200

300

400

500

600

700

1
9
2
0
年

1
9
3
0
年

1
9
4
0
年

1
9
5
0
年

1
9
6
0
年

1
9
7
0
年

1
9
8
0
年

1
9
9
0
年

2
0
0
0
年

C
O

D
 (

to
n
/
da

y) 下水処理場

面源

畜産系

工場・事業系

生活系

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

1
9
2
0
年

1
9
3
0
年

1
9
4
0
年

1
9
5
0
年

1
9
6
0
年

1
9
7
0
年

1
9
8
0
年

1
9
9
0
年

2
0
0
0
年

人
口

 (
万

人
)

人口(人)

218



 
 

13 
 

項目でも、1980 年頃がピークで、その後はずっと減っている

という形になります。現在は、このトレンドからすると、大体

1965 年ぐらいの値になっており、負荷量は昔よりも減ってき

ているという形になってきております。 

 

 じゃあ海の中はどうなり出したかというと、環境省の広域総

合調査のデータを整理すると、第Ⅳ類型海域の T-N、T-P も、

穏やかに減ってきておりますが、明瞭に出てくるのが第Ⅲ類型

海域である千葉県側です。 

 

 

 第Ⅲ類型海域である千葉県側では、T-N と DIN、T-P と DIP

で、どちらも 2000 年以降、急激に落ちてきています。T-N、

T-P、トータルがこういうふうに減っていきますと、それと並

行するように、肥料に当たる DIN、栄養塩が減っていって、リ

ンについてはもう枯渇してしまってほとんどないような状態に

なってきているという形になります。 

 

 

 

 

 

 

 これは別のデータとして、千葉県水試の長谷川さんがまとめ

たデータですが、栄養塩、DIN を示したものです。千葉県水試

の平均的なデータでも、こういうふうに落ちてきております。 

 

 

 

 

 これはノリの時期のデータですけれども、これも非常に落ち

てきておりまして、急激に下がっている 1995 年ぐらいから、

ノリの色落ちが発生し出したという形になります。 
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千葉県 長谷川さん（海洋と生物，2009年4月号
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東京湾Ⅲ類型海域（千葉県，測点51）
３項移動平均
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 じゃあ透明度はどうかというと、貧酸素水塊ができ出した

1965 年ぐらいは悪かったんですけれど、その後、上昇し、

2000 年以降は非常に高透明度になって、昔よりも高いぐらい

の年間平均の透明度に戻ってきております。 

 

 

 

 

 まとめていきますと、1 番目は、陸からの負荷が減るとどう

なるかということです。川から入る栄養塩が減っていきますと、

この再生循環する範囲が狭くなってきます。今汚れているとい

うようなところ、奧の方ははあまり変わらないように見えるん

ですけれども、離れた、例えば千葉県側の方へ行きますと、貧

栄養になって、栄養が不足してくるような形になっております。

貧栄養になると、栄養不足で海藻が育たないとか、ノリの色落

ちや磯焼けというようなことも起こります。それから、植物プ

ランクトン、珪藻類は海の牧草とも言われますけれども、この

植物プランクトン量も東京湾では減ってきております。そうす

ると、アサリなどの餌不足も起こる。これは養殖研の研究です

けれど、クロロフィル濃度が２μg/L 以下になると、アサリ類

などが餌不足になりそうだというようなことが、仮の値ですけ

れど出ております。この値を切りそうな海域が多く発生してき

ております。 

 

 まとめの２番目は、青潮は深掘り跡の無酸素水からできてい

るらしいということが分かってきたことです。ここの対策が必

要だろうと考えています。 

 それから、モニタリングデータを生かすという問いについて

は、重要なのはモニタリングデータと科学の進歩が協力してい

って、目標設定をうまくしていくリンクが必要であるというこ

とです。 

 

 目標としては、亜熱帯型の貧栄養の海（サンゴをエネルギー

フローの起点とする blue sea）をとるのか、それとも温帯域の

海（植物プランクトンをエネルギー起点とする green sea）を

とるのかということです。私のような沿岸海洋の研究者は、海

外の仲間内では green sea oceanographer（緑の海の海洋研

究者）と呼ばれます。外洋や熱帯域の海域の研究者は、blue sea 

oceanographer（青い、澄み渡ったきれいな海の海洋研究者）

です。この温帯域で栄養塩を減らしていって blue sea を目指

していく、すなわち温帯域の、サンゴのないところで貧富栄養

化してやりますと、豊かな海にはなかなかなれないというよう

なことをお知らせしておきたいと思います。 

 

 これで私からの発表を終わらせていただきます。 

36

透明度とN,Pの 年表（長期記録）
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千葉県石井光廣さん
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になっている

37

まとめ１ １．陸からの負荷量が減ると，狭い範囲で再生生
産されるようになり，河口から離れたところでは
貧栄養（肥料不足）になる．

沖合では，貧栄養になる．→ 海藻が育たない（ノリ色落ち，磯焼け）

植物プランクトンがへる．→ アサリなどの餌不足

（クロロフィル濃度＜3μg/L）

栄養塩 植物プランクトン（海の牧草）

貧酸素水塊

河川水

再生生産
【貧栄養】

39

モニタリング

科学の進歩

目標設定

２．青潮は“深堀跡の無酸素水塊”からできるらしい．

３．モニタリングデータを生かす

目標は，

亜熱帯の貧栄養の海（サンゴを起点とする blue sea）か，

温帯の植物プランクトンを起点とする green sea か．

温帯域で貧栄養の海にすると，豊かな海にはなりません．

40

おしまい

ハリセンボン 海藻採取旅行にて
2009/ 10/ 18
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４．話題提供 

4.1「東京湾において豊かな海を実現する

ための今後の施策」 

 

 

 

 

港湾空港技術研究所研究主監・中村由行氏 

 

水質汚濁が未だ深刻である閉鎖性海域では、 湾域毎に「再生推進会議」が発足し、 再生の

目標と施策が検討されている。それぞれの再生目標からは、「きれいな海」とともに「豊かな

海」の再生が目標として比重を増していることが覗われる。従来からの環境施策としては総量

規制に代表される負荷量を削減する対策がある一方で、海域内部での施策として干潟・浅場造

成などの施策がある。我々は、これらの施策群の効果を評価するためのツールとして内湾複合

生態系モデルを開発した。ここでは、東京湾に適用した本モデルを用い、流入負荷及び干潟・

浅海域再生の影響を解析し、「豊かな海」再生のための条件を考察した。 

 「豊かな海」では、低次から魚類など高次の生物にも栄養が行き渡るような物質循環の健

全さが備わっていると考えられる。様々な環境施策に対してこのような物質循環の健全性が得

られるかどうかを評価するために、生物生息や生産を妨げている指標として貧酸素水塊の体積

を、さらに生物生産を代表する指標として「準高次生産」及び低次生産を考え、生態系の応答

を整理した。 

 モデル解析の結果、東京湾においては、過去の負荷量の削減が「きれいな海」と「豊かな

海」の実現に向けてともに一定の効果があったことが明らかとなった。しかしながら将来的に

は、現状の地形を前提とする限り負荷量削減を継続しても生物生産の増加にはなりにくいこと、

むしろ干潟・浅海域などの生物生息場を拡大・修復することこそが「豊かな海」の実現のため

には不可欠であることが示された。 

 

 

 

 ただいまご紹介いただきました、港湾空港技術研究所の中村

です。本日のタイトルは、「東京湾において豊かな海を実現する

ための今後の施策」と、やや大上段に構えたタイトルですけれ

ども、この中で、藤原先生のご発表の中でも出てきました、豊

かな海ということが、今後の海の沿岸の一つの目標としてクロ

ーズアップされています。それを妨げている色々な要因、例え

ば貧酸素水塊の発生、あるいは干潟、藻場という生物生産を支

えてきたものの喪失の中で、沿岸域の修復は、今後、どういう

ふうに進めるべきかということを、ここ数年、モデル解析、あ

るいはそれを支えるさまざまなデータを取得した上で、我々な

りに考えた、その成果の一端をご紹介させていただきたいとい

うふうに思っております。 

東京湾において豊かな海を実現
するための今後の施策

港湾空港技術研究所 中村由行

• 背景：きれいな海から豊かな海への目標像の
転換

• 現状の水質・生態系に対する貧酸素水塊の
重要性

• 沿岸海域の修復の方向性とモデルの役割

東京湾シンポ／2009.11.6
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 本日の私どもの成果は、ここにあります２つの研究資金に基

づいた研究成果でございます。一つは鉄道機構の「基礎的研究

推進制度」、もう一つは環境省の公害特研という研究資金であり

ます。それぞれ平成 14 年度から、あるいは 15 年度からの期

間にいただきまして、私どもの研究所のほかに、みずほ情報総

研、それから独立行政法人の産業技術総合研究所と、３機関の

共同成果であります。 

 

 こういった研究をやる背景としまして、色々な内湾での市民

あるいは行政の様々な取り組みの中で、特に注目されているも

のに各湾の再生推進会議があります。東京湾再生推進会議が再

生目標を 2003 年に掲げました。以後、大阪湾、伊勢湾、広島

湾、それぞれの湾の推進会議が再生目標を掲げております。例

えば東京湾の場合には、「快適に水遊びができ、多くの生物が生

息する、親しみやすく美しい海を取り戻し」云々という表現が

あります。赤字で「多くの生物が生息する」というところに色

をつけておりますけれども、同じような目標が、大阪湾、伊勢

湾、広島湾と、各湾で挙げられておりまして、「豊かな海」であ

るとか「多様な生物」ということが、やはり重要なキーワード

として、目標像としてあるのだなあということがわかります。

すなわち各湾で、豊かさ、多様な生物の回復が求められている

ということでありますけれども、では問題は、どういうところ

に着目して何から手をつけるべきか、というところが重要な課

題になってくるところであります。 

 

 ご承知のように、環境省は総量削減、総量規制を続けており

まして、こういった陸域からの取り組みというのが、まず根本

的な対策として、長い年月の間行われてきております。これは

環境省の総量規制の委員会の中の資料でありますけれども、横

軸が各湾に流入してくる COD を各水域の面積で割った負荷量、

実際の表層 COD の値がどれくらいの値になるかというのを縦

軸にとっておりまして、例えば東京湾で見ますと、総量規制が

始まった最初の昭和 54 年から 58 年の間には、負荷も多かっ

たし、COD の濃度も実際に高かったということでありますけ

れども、基本的には原点に向かう向きに減少してきている。面

白いのは、どの湾も近いところで推移しているというところで

あります。 

 

 これも環境省のホームページからいただいた資料ですけれど

も、第６次総量規制が終わった段階で、閉鎖性海域に対して、

少し長期的なビジョンを見直す必要がある、そのことを議論す

るために懇談会を開きましょうとなっています。 

 

 

 

２）環境省公害特研：

内湾窒素循環過程における干潟・浅海域－湾央
域生態系の相互作用の解明

共同研究機関
（独）港湾空港技術研究所
みずほ情報総研

（独）産業技術総合研究所

研究期間：H15-H18年度

１）鉄道運輸機構「基礎的研究推進制度」：

内湾堆積物表層における酸素循環過程の解明と
内湾複合生態系酸素循環モデル構築に関する

基礎的研究
研究期間：H1４-H1６年度

内湾の自然再生の目標像

• 東京湾再生推進会議の再生目標（2003）：「快適に水遊びが
でき、多くの生物が生息する、親しみやすく美しい『海』を取り
戻し、首都圏にふさわしい『東京湾』を創出する。」

• 大阪湾再生推進会議（2004）：「森・川・海のネットワークを通
じて、美しく親しみやすい豊かな『魚庭（なにわ）の海』を回復
し、京阪神都市圏として市民が誇りうる『大阪湾』を創出す
る。」

• 伊勢湾再生推進会議（2007年３月）： 「人と森・川・海の連携
により、健全で活力ある伊勢湾を再生し、次世代に継承す
る。ー伊勢湾流域圏においては、より良い水循環のもと、多様な生物が
生息・生育できる“健全な伊勢湾”、産業物流拠点としての優れた機能を
活かしながら、人々が集まり、安全で憩いや安らぎを感じられる“活力あ
る伊勢湾”を再生するため、沿岸域だけでなく、広く流域圏の“人と森・
川・海”が連携して伊勢湾再生に取り組んでいくとともに、これらの取り組
みを継続していくことが大切だと考えていますー」

“豊かさ”、“多様な生物の回復”が求められている！

では、何をすべきか？

総量規制＜負荷削減＞の効果：
水域面積当たりＣＯＤ負荷量とＣＯＤの関係

出典）太平洋沿岸62地点平均については、公共用水域水質測定結果（環境省）。その他の海域については、広域
総合水質調査（環境省）。
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水域面積当たりのCOD負荷量　（t/日/km
2
）

補
正

C
O
D
（
上
層

）
　
（
m
g
/ℓ
）

S54-58年度 S59-63年度 H1-5年度 H6-10年度 H11-15年度

東京湾

大阪湾

伊勢湾（三河湾を除く）

三河湾

瀬戸内海（大阪湾を除く）

一般的には
着実な減少
傾向

背景：閉鎖性海域の長期ビジョンの見直し
（環境省資料より）
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 その中で、今まで、例えば COD を中心とした基準をつくっ

てきたわけだけれども、そういったものが本当によかったのだ

ろうか、今後は別の指標化が必要ではないか、では何が必要か

というふうな議論が始まっております。例えば状態の指標とし

ては、水の豊かさを実感できるような、あるいは生物の生息が

そのまま反映できるような指標として、底層の酸素の濃度が重

要であり、それをモニタリングすべきではないか、その値につ

いて何か基準をつくるべきではないかというふうな議論が、今、

始まっているところであります。 

 

 このような背景もありまして、私どもは他の２つの研究機関

とともに、様々な環境施策が海の豊かさにどうつながるのだろ

うか、それをうまく表現できるようなモデルというのは一体ど

ういうモデルなのだろうか、そういうモデルのあり方の議論を

ベースにしまして、そのために必要な調査を行い、それからま

たその結果をモデルにフィードバックするような取り組みを始

めました。特にその時点で足りないと思っておりましたのは、

底生系という海底あるいは海底付近の泥の性質、あるいは生物

の情報といったものでありました。そこで、そういった生物あ

るいは底質の情報をしっかりデータとしてとりながら、必要な

モデル化をしましょうということを考えたわけであります。 

 

 そのときに、干潟・浅海域は非常に大事な、生物のすみかと

して、あるいは浄化の場として、あるいは生物を豊かにする場

所として機能していると考えましたが、それを実感させるよう

な場にも何度か行き当たりました。これは、三河湾の東部の海

域の例です。調査船で干潟のすぐ上にまいりますと、船から下

ろしたアンカーがしっかり写っている、非常に透き通った海域

が広がっております。底質をとりますと、アサリの稚貝がたく

さんわいてくるという、そういう場所であります。ところが、

この写真を撮ったのは 11 月初旬ですが、ここからわずか１キ

ロ沖合に行きますと、もう、表面は赤潮状態になっています。 

 

 それから、先ほど藤原先生のお話の中でもありましたけれど

も、三河湾でも窪地があります。写真で示した赤潮状態の海の

下にその窪地があり、泥の表面をとってみますと、貧酸素の下

で特殊なバクテリアしか生存できないというふうな海域です。

この様に干潟浅海域と沖合とでは生物の様子あるいは水質の様

子には、かなり強いコントラストがある。やはり生物の豊かさ

を考える上では、これらの場所のそれぞれの役割というものを

しっかりモデル化することが必要であるということが考えられ

るわけであります。 

ここに、干潟・浅海域の修復をする意義をいくつか書いてお

りますけれども、こういった教科書的なところはともかく、問

題意識としては、色々な生物の作用等を通して、人々が望む豊

（環境省資料より）

研究の背景と目的

東京湾などの半閉鎖性内湾では、総量規制等による窒素やリン負荷量
の削減にもかかわらず、富栄養化は依然として深刻な状況にある。その原
因として、①堆積物からの窒素溶出負荷の影響や、②堆積物表層におけ
る自然浄化力（脱窒）の低下、③干潟・浅海域の喪失などが挙げられてい
る。これらはいずれも底生系が関与する過程に係わっている。

従来の研究では、以上の底生系のデータが全く不足しており、モデル構
築も不十分である。

本研究では内湾生態系を、干潟・浅海域及び湾央域が相互に連携する
複合生態系として捉え、干潟・浅海域及び湾央域底生生態系が有する自
然浄化機能（二枚貝による懸濁物除去、あるいは脱窒など）が、湾全体の
水質改善効果に与える寄与を定量的に把握し、それらの促進を図ることを
目的とし、以下の研究を実施する。

①各海域における自然浄化機能（脱窒など）の機構やその促進に重要な
生物・化学・物理過程を明らかにする。その上で②干潟・浅海域、及び湾
央域生態系相互の連関及び③底生系（数十μmスケールの鉛直空間分解
能）と浮遊系が連動した解析を重点に置いた、普遍的な内湾複合生態系
窒素循環モデルを構築し、自然浄化機能の評価を行う事を目的とする。

干潟・浅海域の効果

六条潟干潟周辺の透き通った海域（左、船から降ろしたアンカーが
写っている）と、海底から採取したアサリ（右）

一般海域の赤潮（左）と海底窪地の底泥表面の貧酸素を好むバクテリア
（右）

H17.11.2調査

の様子と写
真

干潟・浅場修復（窪地修復含む）の意義

• 複数の干潟同士のつながり→生態系ネットワー
クによる湾域の生物資源の確保

• 干潟生物による有機物除去→有機物の底生生

物による除去効果と、それによる内湾貧酸素化
の軽減

• 干潟生物によるストック→有機物・栄養塩等の生

物体の移行促進、より高次の生物への移行促進
→円滑な物質循環の促進

人々が望む＜豊かな海の実現＞
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かな海の実現に、干潟の修復というものが本当につながるのだ

ろうかということを考えました。 

 

 

この後は、我々が目指した、モデル開発を通した解析によっ

て、豊かな海の実現にどういうふうにつながるかという考え方

の一端をご紹介させていただきたいと思います。 

 解析した内湾複合生態系モデルでやりたかったことは、浅海

域を修復することで、いいスパイラルに回るのではないか、と

いうことです。逆に悪いスパイラルとは何かと申しますと、例

えば干潟・浅海域がなくなる。二枚貝を中心とした、色々な底

生生物がいなくなる。彼らが担っていた浄化力が失われて、流

入負荷がそのまま赤潮の頻発をひきおこし、プランクトンが沈

降することで底質も悪化する。貧酸素水塊が拡大したり青潮が

発生したりする。それがまた周辺の水産生物の減少につながる

という悪い循環です。それを逆に、干潟・浅海域を修復するこ

とでプラスの側の循環に回すということができるのだろうかを

調べることが、解析の重要なターゲットになってきたわけです。 

 

 そういった生態系の回復、スパイラルの転換といいますか、

そういったものを検討するためのモデルの必要条件としては、

酸素だけではなくて、酸素を消費する炭素、有機物、それから

関連した栄養塩の循環を正確に表現する必要があるだろう、と

考えました。特に豊かな生物の回復ということについて、何か

しらの表現をするためには、ある程度生物量の変化を示す必要

があり、特に底生系の生物量がどう応答するか。それから、そ

ういった生物の活動によって浄化あるいは物質循環がどう変わ

るかということも、このモデルの中に含まれなければいけない

と考えました。こういったモデルの構造は、今後、例えば地球

温暖化に対する生態系の応答を調べることにも応用可能だろう

と思っております。 

 

 さて、我々が名づけた複合生態系の、この「複合」というイ

メージは、一つは干潟・浅海域の部分と、それ以外の沖合の、

この水に浮かんでいる部分と、底泥系の部分、この３つを大き

なコンパートメントとして生態系というものを分ける必要があ

るということ。また、東京湾なら東京湾全体が、この３つのコ

ンパートメントが複合した系であるというとらえ方が必要だろ

うという観点から、複合生態系モデルという名前をつけている

わけです。 

 特に強調したい点は、泥の中の生物として、底生微細藻類、

堆積物食者、懸濁物食者と３つのグループ分けをして、これが

変数として、環境に対して応答し増えたり減ったりする。それ

によって物質循環の機構が変わるというモデルであるというこ

とです。それから、有機物そのものを非常に早く分解するもの

内湾複合生態系モデルによって、
生態系ネットワークによる連鎖的応答を評価する。

●生物生産の無い海へ
     （環境悪化スパイラル）

●生物生産の豊かな海へ

   （自律的環境改善スパイラル）

底質の
悪化

底質の
改善

赤潮の多発

水産生物（二枚
貝など）の減少

貧酸素水、青
潮の発生

水産生物（魚類）
の減少

水産生物（二枚
貝など）の増加

赤潮の減少

貧酸素水、青
潮の改善

水産生物（魚類）
の増加

更なる水質環境の改
善へ

プランクトン
死骸の海底
への沈降

植物プランクト
ンの増大

海底酸
素消費
量の増
加

酸欠による
生物の死
亡増加

【
浅
海
域
（
干
潟
・
浅
場
・藻
場

浅
海
域
（
干
潟
・
浅
場
・藻
場
）
】

植物プランクト
ンの減少

プランクトン
死骸の海底
沈降の減少

海底酸
素消費
量の減
少

酸欠によ
る生物の
死亡低下

流入負荷流入負荷
量削減量削減

炭素、窒素、リンの
海域外への移動

浚渫浚渫

覆砂覆砂

炭素、窒素、
リンの海域外
への移動

炭素、窒素、
リン溶出、酸
素消費増大
からの一時
的回避

造
成
造
成
（
ス
イ
ッ
チ
）

消
失
（
ス
イ
ッ
チ
）

更なる水質環境
の悪化へ

斜字斜字：環境悪化スパイラルからス
ピンアウトする方法（施策）

　　　＝　従来の手法従来の手法

造成造成：“抜本的”に自律的環境修復
スパイラルを生み出す方法（施策）

　　　＝　これからの手法

KEY WORD

転換

酸素消費減少、生物増加に伴
い、生物が利用する炭素、窒
素、リンのポテンシャルも増加
し、内湾系外への移動、回避
（（斜字斜字））の必要量が少ない状態
へ。生物による物質循環駆動
力が働き、健全な循環バラン
スを自律的に維持、促進させ、
多くの炭素、窒素、リンが循環
している状態へ

貧酸素化、生物減少に伴い、
生物が利用できる炭素、窒
素、リンのポテンシャルに対
し、内湾に存在する炭素、窒
素、リンが過剰となってしまう
状態へ。生物による物質循
環駆動力も働かず、健全な
循環バランスがくずれ、炭素、
窒素、リンの系外への大量
な移動、回避（斜字）という対
策が必要。

出典：相馬（2002)

生態系回復施策を比較検討するため
のモデルの必要条件

• 生態系劣化の負のスパイラル・修復の正のスパイラ
ルの評価を表現できるためには：

負のスパイラル：富栄養化＋干潟・浅場の喪失→
貧酸素の拡大→生物生息域の減少→生物による
浄化力の減少→貧酸素の拡大

• 富栄養化（負荷）や干潟・浅場喪失による貧酸素化
の拡大プロセス（炭素・酸素・栄養塩循環）を正確に
表現

• 貧酸素化などの環境条件による（底生系）生物量の
応答、生物活動による浄化（物質循環）

地球温暖化応答にも応用可能

内湾複合生態系窒素循環モデルの構成

流動モデル

生態系モデル

海底に光が到達せず貧酸素化
する可能性が高い海域

干潟・浅海域生態系　湾央域浮遊生態系

●浮遊生態系モデル（湾央域／干潟・浅海域）

●底生生態系モデル（湾央域／干潟・浅海域）

干潟・浅海域のモデル化では、湾央域に干出／冠水過程、及
び底生付着藻類が加わる

湾央域底生生態系

流動場、水温、塩分
の出力データ

内湾流動のモデル化

生物・化学プロセスと堆積物内物理過程のモデル化

入力

海底に光が到達し貧酸素化す
る可能性が低い海域

出力

適用範囲

適用範囲

生態系モデルの構築（みずほ総研・港湾空港技術研究所）
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Sediment-water interface
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Benthic-Algae
composed cell fractions

fast-labile fraction

slow-labile fraction

refractory fraction

Benthic-Algae
composed cell fractions

Respiration

Photosynthesis

Extra release Mortality
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Phytoplankton Zooplankton, Detritus, DOM in Pelagic system

Gonad output (larva input )

Gonad output (larva input )

DBL

モデルで表現される“底生系（堆積物）”の N-P-O-C 物質循環構造

底生微細藻類

堆積物食者

懸濁物食者

有機物を分
解しやすさに
応じて３種に
分画
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と、ゆっくり分解するものと、ほとんど分解しないものと、３

つのグループに分けているということです。これが実は貧酸素

水塊の応答を精度よく再現するためには非常に大事な要素だろ

うと思っておりますし、また、そうだったというのがモデル解

析の結果です。 

 我々が研究を開始した時点で、データとして不足していたも

のは、干潟も含めた底生系と呼ばれているもの、底泥を中心と

した物質のやりとり、あるいはそこに生息する生物、こういっ

た情報でありました。我々は、特にその点に着目をして、港空

研としては干潟・浅海域を受け持ち、それから産業技術総合研

究所としては、少し深い部分の底生系のデータを重点的にとる

分担にし、調査を行いました。 

 例えば、普段は開放した系で、電極を底泥に挿し、それを少

しずつトラバースしながら酸素濃度を測るということをしまし

た。同時に、測定系を筒で覆い、暗条件を人為的につくり出し

て、それで昼間の光が当たる条件と暗い条件とでどう違うかと

いう測定もしております。干潟ですと、非常に面白いことに、

底生微細藻類の活動で、少し潜ったところに酸素の濃度のピー

クがあるような現象が昼間は出てきます。 

 それからもう一つ大事な点は、空間の分解能であります。底

泥中の酸素濃度は非常に細かい、１mm 以下の構造を持ってい

るということが測定の結果からわかりました。そのため、泥の

中の層を切ってモデル化する、そのモデルの構造自体も数百ミ

クロン程度の分解能を持っていなければいけないということが

わかり、この後でご紹介するモデルも、そういう細かい層分画

をしております。 

 こういうふうに求めたデータをもとに、モデルを走らせて、

沖合あるいは干潟部分の色々なデータと突き合わせて、モデル

がどういう性能を持っているかということを確かめました。こ

れは湾の真ん中の方のデータと比べた例ですけれど、酸素の濃

度変化、栄養塩の濃度変化、季節変化等を含めた解析と検証を

しております。また、酸素電極を使った、底泥の中の酸素の分

布の季節変化というものも、基本的にはこういったモデルでも

十分再現できるということがわかりました。 

 さて、開発したモデルで、現在の東京湾の様子が一応再現で

きるということがわかりましたので、主題であります「豊かな

海」を再現するにはどうすればいいんだろうかということを考

える、一つの数値的な解析として、現在の地形と、100 年前の

干潟が残っていた状況での計算を同時に走らせて、比較をする

ということをしてみたわけであります。それとともに負荷量を、

現在の場合、あるいは色々な量に、増やしたり減らしたりとい

うこともやりまして、干潟が持つ効果というものを検証してみ

ました。 

まずその一つは、貧酸素水塊の形成に対して干潟の面積がど

れくらい関わっているのか。それを負荷量の変化と比較したも

干潟・浅海域での
計測例（底生微細藻類

の生産）

トラバース装置

微小電極 暗条件

暗条件における酸素濃度は、各季節と
も最表層においてピークを示し、深くなる
につれて減少した。

明条件における酸素濃度は、底生微細
藻類による光合成により、各季節とも堆
積物表層付近に顕著なピークを示し、深
くなるにつれて減少した。

明条件における酸化層厚は季節による
違いがみられ、夏季がもっとも薄く約
4.2mm、冬季がもっとも厚く約6.0mmで
あった。

堆積物表層での酸素濃度プロ
ファイルの典型例

2003年6月（a）、8月（b）、10月（c）、
および2004年2月（d）（○）は明条
件、（●）は暗条件

暗条件においても、酸化層厚ついて季
節による違いがみられ、春季がもっとも
薄く約 2.2mm、 冬 季が もっとも厚 く約
4.5mmであった。

計算領域、空間分解能および水深
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* 観測値は左山(2005)による。（2003.8 ～2004.4, 船橋沖）
** 正の値は堆積物から底層水への溶出を、負の値は底層水から堆積物への取り込みを示す。

湾央域における堆積物-水間のアンモニアフラックス（左）
および酸素フラックス（右） ( i, j ) = ( 5, 4 )
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* 観測値は左山(2005)による。（2003.8 ～2004.4, 船橋沖）
** 溶存酸素の比較は、計算結果の観測月平均値で比較を行った。溶存酸素以外のモデル変数の比較は、計算結果の年平均値と各堆積
物深さにおける全観測データの平均値で行った。エラーバーは99％信頼区間

湾央域底生系の観測値と計算値の比較
（鉛直プロファイル） ( i, j ) = ( 5, 4 )

モデルの検証１（湾央域）

従来モデル
にはない鉛
直空間分解
能！

実測値も本
研究にて取
得

底生系と浮遊
系を連動して
解析

モデル解析１：現在及び過去の東京湾の地形を用いて、
干潟の効果を評価（負荷削減効果と比較）

（小池(2000)、国土環境株式会社(2003)）

埋め立てが行われる
以前の東京湾

干潟消失システム 干潟復元システム

干潟の効果その２：低次生産を中心とした単
調な生態系から準高次生産への生態系の移行

過去の東京湾地形（干潟復元システム）
現況（干潟消滅システム）

酸素消費ポテンシャル 一次生産速度 準高次生産

小 ←負荷量→ 大

干潟がないところに栄養を供給して
も有効な生物生産につながらない

現状の負荷
レベル

＜数値は、現状の海域部分で比較＞

準高次生産：底生生物のC摂餌フラックスで評価（現在の東京湾の体積で積分）

225



10  

20 
 

 

��������	
��������

������������

�

���

 

 ��

!

"#
 $

�#
 $

%#
 $

&#
 $

'#
 $

(#
 $

 �
#
 $

  
#
 $

 !
#
 $

 #
 $

!#
 $

)#
 $

*
+,
-
./
01
2
-
34
5
6
17
18
5

)
19

:1
;
1!
��
15

<=
>

!
?
31
@

A-BCD-31E0F6

G-0H1D6H4EC/-B1:0331��I@

J/CK160D3+1C/H031L30CF



�
�

�
�

�
�

��
�

M
N

2m
g/

LO
P
�

QR

ST���UV

WXYZ[

�������\	]^_`Yabcdef
gh_ijklmn^_`o�_ij�pq

ST�rstUV���uvwxyz�
Q{���|}wxyz�

��|~�y�w�� �^_`�N mn^_`

� �WX�� �

���h�c�����Y��d�
���h_�_`��h�lh�

QR�WX
���

�����QR������ ¡¢

mn^_`	£__��C¤¥¦§¨©x�ª«�Q¬�rst�������

rst_ij®��¯°
±²³��´µ¶°��

0
100
200
300
400
500
600
700
800
900

0 1 2 3
Load (relative value)

Q
ua

si
-h

ig
he

r t
ro

ph
ic

 p
ro

du
ct

io
n

(to
nC

/d
ay

, a
nn

ua
l a

ve
ra

ge
d)

Without tidal flats
With tidal flats

���

���

���

���

���

���

���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����

	
�������������������
�
�

�
 
�
�
�
�
!
"
��
��
#�
$�

%��&�'() %�*&+�() ,�&�() ,+&��() ,��&��()

-./

01/

23/�45/678�

45/

9:;<�01/678�Q¬ 1980·

mn^_`
¸�¹º»�CODWX�
��¼c½�¾¿

À»����Á
ÂÃ�Äu�
�ÅÆ

QRUV

ST���UV
�ÇdQ¬���
���_`��

1979-83

1999-2003

WX���¼c_�_`�¾¿

Q¬�UVYÈÉc¶°c�À»WX�YÊ[d�
��_�_`�Ë����h�lh�Ì

1970·Í

¸�¹ºÎ�¯Ï�WX��Ê[�
��¼
�Ð[c_�_`�Ñu����ÒÓe

ÔÕ���Ö×ØhÙ�ÚÛ (ÜÝ, 2001)

Þßà_Yáâ°eâ�: 
�ã��äÎWX�Ê[
�åæ�çe°èé�

\	��ÁÂÃ�ÄuÁêë�¯
ì��n^���íî�_��
���qïð°ñò���óÆ

ô¼

®�±²�¯Ó�´õöeë�	÷økh��à_�rst�ùúÁûüthý�à_
q��þ����Q�eâ���£__ij�Äu���ÁÂÃêëhý���â�ÅÆ

�câ	À»rst����óÆh�òc�Í

�À»óÆhèé¢
���Â�ÔÕ��
	��Å
Y��e�
ò�����kló
Æ�ÒÏ��o�
�bY��¶°��
�ÅÆ�Ò°

226



 
 

21 
 

 

 

4.2「沿岸表層流況データ―漂流・漂着ゴミ

問題への応用―」 

 

 

 

 

国土技術政策総合研究所沿岸域ｼｽﾃﾑ研究室長・日向博文氏 

 

近年、マスコミが漂流・漂着ゴミ問題について頻繁に取り上げるようになってきた。この問

題に対する市民の関心が高まっているようである。毎年生産される 2 億 6 千万トンのプラス

チックのうち約 10％は海に流失し、その大部分が太平洋ゴミベルト※のような海域に停滞し

ていると言われている。漂流・漂着ゴミの環境への影響を軽減するためには、海洋・海岸にお

けるゴミの滞留時間を短くすることが大事である。そのためには、ゴミの発生源、漂流・集積

過程を明らかにしていくことが重要である。また、継続的なモニタリングも必要である。ここ

では、漂流・漂着ゴミ問題の解決に向けた沿岸表層流況データの活用方法について紹介する。 

※ハワイ北東（およそ西経 135 度から 155 度、北緯 35 度から 42 度の範囲）にある海

洋ごみの集積海域。 

 

国総研の沿岸域システム研究室の室長をしています日向とい

います。本日は沿岸表層流況データの活用方法の中で、主に漂

流・漂着ごみ問題への応用についてご説明いたします。 

構成は２つから成っていまして、１番目は、愛媛大と東大と

産総研と国総研でやっています東シナ海の海外漂着ごみ予報実

験という研究プロジェクトです。数値モデル、HF レーダー、

空撮、海岸漂着ごみ調査で得たデータを統合したらどんなもの

が出てくるかということのご紹介です。 

もう一つは、ここから得られた基本的なテクニックを東京湾

へ応用するという話をご紹介します。ごみを回収している環境

整備船が日々、どこで、どれだけ、ごみをとったかという作業

日報と HF レーダーの表層流を統合すると、どんなことが言え

るかということをご紹介します。 

 

まず、東シナ海の海ごみ予報実験についてご紹介します。東

シナ海スケールで見ると、黒潮が台湾の方から日本の方に流れ

ていきます。基本的には日本は下流側に位置していて、アジア

からのごみが増えているということが一つの特徴です。 

３年前に、多分、中国の南側から流れてきた流木で、８万本

ぐらい長崎に漂着して、漁業活動等に大きな影響を与えました。 

五島列島の奈留島では、漁網が２メートルぐらいの高さまで

高く打ち上がっていて、場所によってはこういうひどいところ

もあるということです。 

http://www.umigomi.com

2009/3/5 五島列島奈留島

沿岸表層流況データ
―漂流・漂着ゴミ問題への応用―

国総研 沿岸域システム研究室

日向 博文

１．東シナ海・海岸漂着ゴミ予報実験の紹介
(2007年度－2009年度：地球環境研究総合推進費/D-071)

数値モデル・HFレーダ・空撮・海岸漂着ゴミ調査の統合

２．東京湾への応用
環境整備船作業日報とHFレーダの統合による新たな展開

Chang and Isobe, JGR, 2003

五島列島奈留島に漂着したゴミ(2009/03)

東シナ海の漂着ゴミ問題

2009/1/5読売新聞夕刊

西海市に漂着した流木(2006/08)
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今年の９月に、トカラ海峡のあたりに大量の流木が漂流しま

して、漁船のプロペラが破損し、鹿児島と種子島、屋久島間の

高速船が欠航したというような被害もあります。かなり長いも

のが流れていて、こんなものに漁船が当たったら相当危ないと

いうことがわかります。 

 

 

 

 

 

 

これは国交省の「がんりゅう」という船による回収状況です。

アームで拾い上げている状況です。物が流れてきて、海運や漁

業に影響を与えるというのは、わかりやすい例です。 

 

 

 

もう一つの、漂流・漂着ごみの問題として、生態への影響が

考えられます。プラスチック生産というのは毎年２億 6,000

万トンぐらいあって、10％ぐらいは海へ行っているのではない

かと言われています。そのほとんどが、太平洋海ごみベルトと

いうような停滞域に集中しているということです。 

ごみの直接的な生態影響というのが、例えばミッドウェーで

とられたアホウドリの死骸のお腹から、キャップだとか、マジ

ックだとかがいっぱい出てくるといったものです。誤飲して、

窒息したり栄養失調になったりして死んでしまいます。 

もう一つは間接的な影響で、ごみが微細化する過程で有害物

質を放出しますし、流れていく間に、海の中に溶けている有機

汚濁物質、PCB とか DDT といったものを吸着しているという

ことが、最近わかってきました。物によっては海のバックグラ

ウンドの濃度よりも 100 万倍も高いような物質が表面につい

ているということが報告されています。 

すごく小さいですから、これをクラゲが誤食したり、タイの

おなかを裂いてみると細かい発泡スチロールが出てきたり、そ

の発泡スチロールには、色々な有害化学物質がついていたりす

るということです。 

 

漂着してからも、発泡スチロールというのは、プラスチック

もそうですけれど、どんどん細かくなって表面積もふえるので、

当然、吸着量もふえます。こうなってしまうと、もう、回収が

ほとんどできなくなってしまうという大きな問題があります。 

こういった漂流・漂着ごみ問題を解決するためには、ごみの、

海や海岸での滞留時間を可能な限り短くするということが大切

です。そのためには、当然、海に出さない。出したものは効率

的に回収しなければいけないということです。 

今月、東シナ海で大量の流木が漂流

８月上旬 台風８号台湾上陸

９月３日 東シナ海で約５０００本の流木を発見（海上保安部）

９月１０日 鹿児島～種子島～屋久島の高速船、全便欠航

９月２０日 鹿児島～種子島～屋久島の高速船、運航再開

漁船被害隻数 ２５隻（９月２６日現在） ⇒ プロペラ破損

南北約１２０キロの範囲で長さ１～１０メートル、
直径０・５～１メートルの木が北東方向に分散して流れていた。

海上保安庁等 関係機関 １２８３本
漁船 ２４２０本

１０日連続の欠航 ⇒ 海運業・観光業・漁業へ被害

＜９月２６日までの回収本数＞

約８割回収済？

漂流・漂着ゴミ問題

• プラスチック生産：2億6千万トン/y→約10％は
海へ（停滞域：太平洋海ゴミベルト）

• 直接的な生態影響：アホウドリの例

• 間接的な（？）影響：微細化による有害物質
の放出と効率的な吸着

• その後、クラゲによる誤食（動物プランクトン
の7倍）、鯛の腹から発泡スチロールなど。

• ゴミの海・海岸での滞留時間を可能な限り短
くする。→海に出さない＋効率的回収

参考：ナショナルジオグラフィック誌
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こうした目的のために、漂流・漂着ごみ問題の解決に対して

何らかの役に立てないかということで、我々の研究プロジェク

トがスタートしました。ゴールは２つありまして、漂着ごみの

発生源を特定するということです。これは元から断つというこ

とにつながります。もう一つは、漂流場所や漂流時期を予報す

るということが目標で、これは手際よく片づけるということに

つながります。いずれも滞留時間を短くするということに寄与

します。 

 

 

 

サブテーマが４つほどあり、組織が４つほど参加しています。

まず、東大の清野さんたちのグループが、五島のある海岸で、

２カ月に１回、ある海岸で全くごみがなくなるまで、きれいに

回収します。そして愛媛大のグループが、それに基づいて数値

計算を逆回しして、それがどこから来たかという発生源の特定

をします。 

 

 

 

 

 

 

一旦発生源が特定されると、それを境界条件として、今度は

計算を順方向に回すと、いつ来るかということがわかる。 

いつ来るかというのは、大体、モデルでわかるのですけれど

も、モデルの分解能の限界などもあって、どこに来るか、つま

り洋上回収するにはどこに船を出したらいいかという細かいス

ケールの話は、私が HF レーダーで五島沖の流れを測って、ど

こにごみが来るかということを予測します。本当にモデルとレ

ーダーの予測が正しいかというのは、産総研が飛行機やバルー

ンを出して空撮して、本当にそこにごみがあるかを確かめると

いうことです。 

 

これが五島の福江島の北部に位置する八朔海岸という場所で

すが、ここの海岸でごみを拾っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本研究プロジェクトのゴール

【ゴール１】 漂着ゴミの発生源を特定する

【ゴール２】 漂流場所や漂着時期を予報する

→想定している展開
「日本の●海岸の漂着ゴミは、 ●国の●市周辺から●月に出るものが多い」
【政策・対策への貢献】
→ゴミを出さないルール作りに用いる基礎資料
→ゴミを出さない東アジア市民の教育啓発活動へ
↓予報モデルのための入力データ

→想定している展開
「 ●月上旬に●海岸沖には、発砲スチロール・ペットボトル系ゴミが大量に漂
流する見込み」
【政策・対策への貢献】
→効率的な海岸清掃活動計画の策定・沿岸域管理への貢献
→漂流ゴミの洋上回収事業の提案へ

もとから断つ！

手際良く
片付ける！

サブテーマ２
（東京大学，
清野聡子）

サブテーマ１
（愛媛大学，
磯辺篤彦）

ゴール１：発生源の特定

全体像 ~サブテーマの位置づけ

全体像 ~サブテーマの位置づけ

サブテーマ３
（国総研，
日向博文）

ゴール２：漂流・漂着予報

サブテーマ４
（産総研，
馬込伸哉）

サブテーマ１
（愛媛大学，
磯辺篤彦）

八朔海岸

海岸ゴミ漂着量の時系列調査のための定点
(福江島/八朔鼻海岸)

福江島/八朔鼻海岸
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このようにボランティアとか我々研究者も参加して、大体、

１回に 20～30 名でごみを拾います。１回ごとに、市役所の会

議室をお借りして分類するわけです。この細かく見えているの

は発泡スチロールの１センチぐらいの粒で、これが 600 とか

800 とか、そういうのを数えているところです。大事なところ

は、ペットボトルとか浮きなどのように製造国や都市名が記載

されていて起因地がわかるようなものは、別途分けておいて、

例えばどこの国のペットボトルが何個来ているかということを

データにしておきます。 

 

 

その海岸調査の結果、２カ月の間にたまったペットボトルの

蓋から、冬場に多くて春先に少ないという年変動や季節変動、

冬場には相対的に韓国の割合が増えるという国別あるいはトー

タルの量の季節変動というものが、明確に見て取れます。 

こういう変動、あるいはこういう分布の割合になるためには、

どこからどれくらいのものが出ていなければいけないかという

ことを、数値計算で逆問題を解くことで明らかにしました。ご

みの発生源は、中国の南側、台湾、南西諸島、韓国の西海岸の

方、あるいは九州からですと推定されました。さらに、台湾は

夏に相当出したものが、韓国は冬に出したものが五島に到着す

ること、出したものの量を見ると、韓国は圧倒的に少ないこと

などが推定されました。つまりこの逆問題を解くことによって、

発生源と発生時期と発生量まで推定できたということです。 

 

これはまだ推定の段階なので、本当にこのモデルで予報した

結果が正しいかということを検証しています。検証の方法は、

海岸にウェブカメラを設置して、その画像解析から漂着したご

みの量の変動を出して、それとモデルが推測した沖合における

ごみの存在量を比較することによって行っています。 

 

 

 

 

ウェブカメラの画像解析です。まず真上の画像に変換した後、

輝度を用いて、ある閾値を設定すると、ここのごみを、うまく

抽出することができます。この白のピクセルの部分の被覆面積

を被覆率ということでデータにして時系列にしました。 

 

 

 

 

 

 

 

分別・計量作業

★ゴミの数と重量を、材料別に11種(プラス
チック、ガラスなど)、物品別に87種(ペットボ
トル、注射器など)にわけて、シートに記録

ゴミ回収作業

★製造国や都市名（＝発生源[起因地]）が

記載されている、ペットボトル、ペットボトル
のフタ、使い捨てライター、漁業用ウキは、
起因地ごとに数と重量を記録起因地調査

ラグランジェの未定乗数法を用い
て逆問題を解く
(Kako et al., 2009; JO 投稿中)

ペットボトルのふたの漂着量

モデル結果 観測結果

海岸踏査↑

八朔鼻海岸に漂着したペットボトルとそのフタに
対する国別投棄量の推定値

↓双方向粒子追跡(Isobe et al. 2009; JAOT)

Provided by Dr. Kako

八朔鼻海岸 奈留大串海岸

ウェブカメラを用いた予報モデルの精度検証

2008/5/12-

2008/5/12- 2009/3/19-

90分に一回の撮影

Provided by Dr. Kako

80

85

902009/02/15 15:00

各“しきい値”以下の値は、全て
黒とした。

Provided by Dr. Kako
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赤い線が、2008 年の５月から 2009 年の５月まで、約１

年間の時系列を見たものです。平均値からの標準偏差で規格化

しています。驚くべきことに、ものすごく急激に減る時がある

のです。これは嵐等による再漂流で、ものすごく溜まっていた

ものが一気にどこかへ行ってしまうということを表しています。

ウェブカメラの画像解析をすることによって、こういった時系

列が出てきます。人手による回収だけでやっていたら、とても

ではありませんが、こういった時系列は出てきません。 

黒い線が、先ほどの東シナ海のモデルで予報した、五島の沖

合を流れるごみ量です。これを見ると 30 日のラグがあるので

すけれど、ほぼ、ぴったり合っていて、相関係数が 0.81 にな

ります。この 30 日のラグというのは、数値モデルの方は沖合

を流れるものの漂流量を表していて、赤は海岸に漂着したもの

なので、ラグがあって当然なのですが、この 30 日がどういう

メカニズムかということは今のところまだわかっていません。

これからの課題です。 

 

これに自信を得て、現在は我々のホームページで、１カ月先

までの東シナ海における漂流ごみの分布量の予報をやっており

ます。漂流ごみが沖合にいつ来るかという予報です。 

 

 

 

この沖合のどこに来るかというのをレーダーで観測していま

す。これが五島に設置しているレーダーです。４台設置して、

五島の西岸 50～60 キロ沖合まで、1.5 キロピッチで、表層流

を観測しています。 

 

 

 

 

 

 

 

これは例えば 2008 年７月のデータです。風が強いときは吹

送流が卓越して、一様な流れが卓越するのですが、風が弱くな

ると下から渦が出てきて、蛇行したような流れになります。こ

この流れ場は、風に対応して、非定常に、非常に激しく変動し

ているということが一つの特徴です。 

 

 

 

 

 

 

３０日のラグをとると、
一致する

相関係数は、0.81

モデルとウェブカメラから得られたゴミ時系列の比較
Provided by Dr. Kako

漂流・漂着ゴミ予報

2009/3/12の漂流ゴミ予想分布図
（2/12時点での予測結果）

磯辺研究室HP
http://www.ehime-u.ac.jp/~cmes/isobe/home/home.html

五島列島への漂着量予測
（2/12時点での予測結果）

短波海洋レーダー４基を設置し、
2007年12月より毎時の表面流速分布を測定開始

50～60 km

HFレーダー観測

1.7m/s

表層流速場の変動
2008/07Monthly mean 7/20 12:00

7/28 12:007/11 12:00

4.5 m/s

1.9 m/s 3.0 m/s
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通常、漂流ごみがどこに来るかというのを推測するときに、

水平発散場（HDF）というものを使います。五島の沖合につい

ても、その水平発散場というのを計算しています。色が水平発

散の量を表していて、青いところは海水が集まる領域、赤いと

ころは海水が下の方からわき出て発散する領域を示しています。

これがレーダーから求めたある７月と９月の水平発散場です。

発散するところと収束域がパッチ状になっていて、これからど

こにごみが集まるかというのが、なかなか推測しづらいという

ことです。しかもこれが時々刻々動いてしまう。そうすると、

ごみを拾いに船をどこに出したらいいかというのが非常にわか

りづらいです。 

 

ということで、ここでは有限時間のリアプノフ指数（FTLE：

Finite Time Lyapunov Exponents）という概念を採用して

います。FTLE というのは、海の表面にある２点の距離が、時

間とともにどういうふうに発展するかというのを表している量

です。 

 

 

 

 

 

 

これがリアプノフ指数で推測した、ごみが集まるであろう領

域です。水平発散場で求めた、ごみが集まるであろう領域と比

べると、ここに集まるということを、わかりやすく示していま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

実際にここにごみがもしあったら集まるのかを、中立粒子実

験で確認してみました。先ほどのリアプノフ指数の高い領域（ご

みが集まる領域）の東側と西側に、色の違う粒子を入れて、こ

れが時間とともにどうなるかというのを計算してみました。そ

うすると、36 時間後になると赤と青の境目の部分に粒子が集

まって、ほかのところはスカスカになってしまいます。このリ

アプノフ指数というものを使って初めて、こういう非定常場で

もどこにごみが集まるかというのが正確にわかるようになって

きました。 

 

 

漂流ゴミ収束域の推定
水平発散場(HDF)

2008/7/13 12:00 2008/9/23 12:00

パッチ構造、非定常性

Finite‐Time Lyapunov Exponents
(FTLE) 
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e.g. Haller and Poje (2001); Shadden et al. (2005); 

T>0: Repelling Coherent Line
T<0: Attracting Coherent Line
T=-12hr (in this study)
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HF-Radar Grid Points

Particle-tracking
4th order Runge-Kutta method

Attracting Coherent Line
Revealed from FTLE (2)

FTL 2008/7/13 12:00 HDF

ACL

Lagrangian Particle‐tracking 
Experiment (2)

7/13 12:00 7/14 00:00

7/15 00:007/14 12:00
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こうした情報については、今、ホームページにリアルタイム

で公開しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

こういった、レーダーとか数値モデルの、予測した場所に、

予測した時期に、本当にごみが来るかというのは、実際に検証

しなければいけません。セスナとかバルーンにカメラを積んで

上空から空撮し、それによって確認しています。 

船から伸ばしたワイヤーにつながれたバルーンから撮った写

真です。飛行機による空撮というと、かなり大がかりなものに

なりますけれど、バルーンだと漁船に積んで、海域を見渡すこ

とができますので、将来、ほかのものに応用することもできる

かもしれません。この２つで検証しているということです。 

 

 

 

この中からごみを見つけるときに、目視というのも有効です

けれど、バルーンに人は積めませんし、毎回、飛行機に人が乗

るのも大変なので、この画像を画像処理して、自動的に漂流ご

みだけ抽出するというテクニックを産総研の方で開発しました。

これは可視画像を CIE LUV 画像というものに変換します。こ

ういう座標に変換すると、海ごみというのは不思議なことに、

この第１象限と第４象限に区分されて、波などによるしぶきは

第３象限に分類されてしまうということです。 

 

 

 

これがある瞬間の空撮による画像です。潮目があって、漂流

物が筋状に集積しています。これに先ほどの LUV 変換を施す

と、ごみの部分だけピンクとか赤になります。つまり画像だけ

あれば、その時どこに、どれだけの面積のごみがあったかとい

うことが自動解析できるようになりました。今、現在は、この

空撮とかバルーン撮影の回数を増やしてデータを蓄積して、精

度検証を行っています。 

 

 

 

 

リアルタイムの漂流
ゴミ集積域推定

国総研レーダーHP
http://www.corp.go.jp/goto/RealTime/main.asp

250m高のバルーン画像

●「洋上監視システムおよび方法」
2008年7月2日 浮遊物を安価に高精度に監視するシステ
ム一式として特許出願中(特願2008173740)

セスナ画像 精度検証

漂流ゴミが存在する画素では
背景の海色との色差が大きい

u*

v*

０

RGB→CIELUV(L=70)

(L：輝度，u*とv*：色彩)

漂流ゴミの場合，色や大きさ，集積の規模はさまざま・・・
目視では視力や注意力、疲れなどにより個人差もある

背景の海と異なる任意の色を自動検出・識別できない
か？

背景色との色差を判定

画像→検出→識別→定量化

色の弁別閾の目視実験に基づいた
均等色空間（距離＝色差）の
CIE LUV座標上で

漂流ゴミの判定基準

Provided by Dr. Magome

①洋上回収の効率化（バルーン空撮１）

海面反射光 漂流ゴミ

色彩４分類だけで識別可能

Provided by Dr. Magome
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２番目の話題です。東シナ海の海ごみ予報実験の中で、色々

なテクニックを開発してきました。それを、例えば東京湾へ応

用するということを、今、うちの研究室で考えています。 

東京湾では関東地方整備局が「べいくりん」という環境整備

船で、ほぼ毎日、沖合に出てごみを回収しています。そのごみ

回収については、グリッドに分けて、いつどこで何をどのくら

い回収したかということを作業日報につけて、整理しています。

一方、横浜技調が湾奧に２台、横浜に１台 HF レーダーを設置

していて、東京湾のほぼ全域の表面の流れをリアルタイムに１

時間ピッチで計測しています。 

この２つから、この時期に、これくらいの立米数を拾うため

には、川からいつ、どれくらいごみが出てきていたはずだとい

うのを逆推定し、例えば河川の水位と比較して、相関をとる。

もちろんラグはあるでしょうけれど、この両者の関係に相関が

あれば、河川水位からごみの流出量を推測するデータセットを

つくることができます。そうすると、過去１週間ぐらいの水位

のデータさえあれば、現在、東京湾にどのくらいごみが入って

きているかということを推測することができます。 

 

つまり先ほどのテクニックを使うことによって、東京湾への

ごみ流入量がわかる。そうすると、例えば河川の上流域におけ

る清掃活動などの効果によって、こみの流入量が、近年、減っ

ているのか増えているのか、内容物がどう変わっているのかと

いうこともわかってきます。こみの流入量に対して回収量がわ

かりますから、回収効率もわかります。ごみが入ってくる量と

時間がわかりますから、現在のごみの分布が出て、作業効率向

上への応用に使えるでしょう。 

さらに、全部を回収することは不可能ですから、当然、漏れ

てしまうものもあります。これの量、時間変動もわかります。

このような解析を、伊勢湾とか大阪湾に展開していくと、日本

南岸から太平洋、黒潮内側域にどれくらいごみが出ているのか、

といったことがわかってきます。そうすると、そこから出たも

のというのは、かなりの確率で、先ほどアホウドリの写真を示

しましたミッドウェーの方に行きますので、日本が与える北太

平洋への負荷ということもわかってくる。 

北太平洋へ与える負荷をなくすためにも、ごみの回収の効率

を上げなくてはいけない、そういうことにもつながってくると

いうことです。 

以上で発表を終わります。 

 

 

 

 

 

 

東京湾への応用
－取組中の課題－

時間

河川水位（流量）

ゴミ流出量
東京湾海況情報表示・ゴミ回収支援システム（関東地方整備局）

ベイクリン

逆推定

データセット

start(1000)

1600

13001800

Yokohama

1300 JST, Dec. 27, 2006

１．東京湾へのゴミ流入量
→河川上流域における

清掃活動の効果
２．１．回収量→回収効率
２．２．粒子追跡法（ゴミ量に対応）
→回収効率向上への応用

３．湾外への流出量
→日本南岸への展開
→日本が与える

北太平洋への負荷

回
収

（日向ら，沿岸海洋研究，2008）

期待されるシナリオ
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4.3「大阪湾水質・生物一斉調査の取り組み」 

 

 

 

 

 

 

 

大阪市立大学准教授・重松孝昌氏 

 

 

大阪湾では、汚濁メカニズムの解明の観点から、平成 16 年度より毎年 8 月上旬に大阪湾水質一斉調査

を実施し、環境の現状を把握・分析に努めてきた。また、平成 19 年度には大阪湾生き物一斉調査を試行

し、市民と行政との役割・連携日・協働等のあり方を検討し、以後、継続的に生き物に対しても一斉調

査を実施してきている。ここでは、これまでに得られた観測データを紹介するとともに、これらのデー

タが示す大阪湾の現状および課題について報告する。さらには、今後のモニタリングの在り方について

も言及したい。 

 

 

 

ご紹介ありがとうございました。大阪市立大学の重松と申し

ます。 

先ほど来、東京湾に関するお話がありました。もちろん、東

京湾の環境をよくするために行動する会のシンポジウムですか

ら当然だと思いますが、大阪湾でも同じような活動をしており

ます。本会の協力者であります生態系工学研究会では「大阪湾」

という本を、ちょうど１カ月前に出したところです。東京湾を

よくするための比較研究の読み物として、ぜひ読んでいただけ

ればと思います。 

本日お話しする内容は、大阪湾水質・生物一斉調査の位置づ

けと、水質調査の内容と若干の結果、生物一斉調査の内容と結

果、その後、課題は何かというようなところを、私の私見です

けれども、述べさせていただいて、話題提供とさせていただき

たいと思います。 

 

大阪湾環境再生連絡会は平成 17 年 11 月に設立されており

ます。大阪湾再生推進会議の中では、全体グループを陸域グル

ープ、海域グループ、モニタリンググループと大きく３つに分

けて活動をしております。なかでも市民参加型のモニタリング

については、大阪湾環境再生連絡会と連絡をとり合って進めて

います。一方、水質の調査は、大阪湾水質一斉調査連絡協議会

というものが毎年開催されており、いつ、どこで、どういう協

力者が、どのようにデータを収集するか、というようなことが

諮られております。 

東京湾シンポジウム

大阪湾水質・生物一斉調査の取り組み

大阪市立大学 重松孝昌

水質・生物一斉調査の位置づけ

大阪湾環境再生連絡会 （H17.11設立）

・ 行政機関 ：17名
・ 関係機関 ： 5名
・ 学 識 者 ： 2名
・ 市民・NPO等 ：6名

メ
ン
バ
ー

大阪湾環境再生連絡会

総会

市民参加型
モニタリングの実施 情報発信・集約

事務局：神戸技調

反映

大阪湾再生推進会議

全体グループ
推
進
会
議

陸域グループ

海域グループ

モニタリング
グループ

「連絡会」の位置付け

【主要目的】
◆大阪湾の環境，環境改善施策の効果等の把握に資するモニタリングの充実に関すること
◆大阪湾再生に係る市民参加の促進に関すること

幹
事
会
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 大阪湾再生行動計画の中では、大きくⅠ～Ⅴという柱が立

てられておりますけれども、そのうちの４つ目、目標達成のた

めの施策の推進という項目の中に、大阪湾再生のためのモニタ

リングというのがあります。この再生推進会議設置時の、平成

16 年３月の段階でモニタリングをするということが、行動計

画に織り込まれております。 

 

 

 

 

 

モニタリングの目的ですが、大きく４つの目的が掲げられて

おります。このようにして得られたモニタリングデータ、情報

を共有化して、発信しようというのが、大阪湾再生のためのモ

ニタリングの一連の流れであります。 

中でも、市民参加によるモニタリングについては、将来にわ

たって円滑に市民参加モニタリングという活動を促進するため

に、行政機関や学識経験者、NPO などが連携した実施体制の

整備、NPO、市民モニタリング活動の支援の方策を検討すると

いうことが出されております。 

 

 

 

りんくうタウン周辺のボランティアダイバーで海底環境調査

を実施したり、大阪湾沿岸の釣果モニタリングを実施したり、

環境改善施策の効果を市民とともに把握し、海と関わりを持っ

ておられる方を、このモニタリングという活動の中に、いかに

して巻き込み積極的に関わっていただくか、というようなとこ

ろがひとつのポイントとなっています。 

 

 

 

 

 

情報の共有化及び発信ですが、大阪湾環境データベースとい

うものを整備しておりまして、その中で、モニタリングの情報・

データを一元集約・管理・発信しております。できるだけ市民

の方にわかりやすい形で発信し、関連シンポジウム等での情報

提供を通じて広く市民に向けて、大阪湾の環境の情報を発信し

ようと努力されています。 

 

 

 

 

 

大阪湾再生行動計画

Ⅰ．行動計画策定の背景と位置付け

Ⅱ．大阪湾の水環境の現状

Ⅲ．大阪湾再生に向けての目標

Ⅳ．目標達成のための施策の推進

１．施策の推進方針

２．陸域負荷削減施策の推進

３．海域における環境改善対策の推進

４．大阪湾再生のためのモニタリング

５．アピールポイントにおける施策の推進

６．実験的な取り組み

Ⅴ．今後の取り組み

5

大阪湾再生推進会議により

平成１６年３月策定・平成２０年１１年改訂

大阪湾再生のためのモニタリング

環境監視のためのモニタリンク

環境改善施策の効果の把握等に係るモニタリング

市民参加によるモニタリング

大阪湾における汚濁機構をより詳細に解明するため
のモニタリング

情報の共有化及び発信

6

市民参加によるモニタリング

市民参加モニタリング活動を将来にわたり円滑に促進
するため、行政機関、学識経験者、ＮＰＯなどが連携
した実施体制の整備、ＮＰＯ、市民モニタリング活動
支援方策を検討

りんくうタウン周辺ボランティアダイバーでの海底環
境調査実施、大阪湾沿岸釣り人釣果モニタリング実施
など、環境改善施策効果を市民とともに把握

ごみ種類判別方法統一など、森・川・海一体の体系的
活動促進、海洋環境保全推進週間、みなと総合学習、
海洋環境教室、河川及海浜清掃、海底ごみ展示など海
洋環境保全指導・啓発活動を継続実施し、市民の大阪
湾水環境保全の意識の高揚を図る

7

情報の共有化及び発信

多くの機関が実施のモニタリングデータを有効に相互
利用するため、大阪湾環境データベース※を活用して
大阪湾再生モニタリング情報・データを一元的集約・
管理・発信

※（国土交通省近畿地方整備局：
http://kouwan.pa.kkr.mlit.go.jp/kankyo-db/）

各種モニタリング結果、環境改善施策効果等を市民に
わかりやすい形で発信し、関連シンポジウム等で情報
提供を通じ広く市民に向け大阪湾環境の情報発信

8
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私の所属している大学でも、学生を対象に、「大阪湾に行った

ことがあるか？」と聞きますと、ほとんど手が挙がらないので

す。「いつ海に行ったか？」と聞くと、「随分昔のことでよく覚

えていない」とか、「小学生のころに、お父さんにどこかに連れ

ていってもらったけど、その海がどこかわからない」といった

返事を返してくるわけです。 

そこで、「大阪湾のイメージは？」と聞くと「汚い」「臭い」

と言うわけです。「汚い」と「臭い」しか言葉を知らないのかと

思うぐらい、海に対する形容詞が貧弱になってきているという

ことを痛感します。おかしいなあと思うのは、行ったことがな

いのに「汚い」とか「臭い」と思えるという、このことですよ

ね。何か間違っているのではないかと思いますが、ここを何と

かしたいと思うわけです。 

 

市民・住民・NPO、学識者、企業との連携と協働ということ

では、色々な視点で、色々な活動を通じて、色々な団体に入っ

ていただいています。一つの大きな特徴として、市民・住民・

NPO、企業、学識者、また国・地方公共団体などが一つの連携

協力をしているという形で、モニタリングのネットワークを拡

充していこうというようなことがなされております。 

 

 

 

それでは、水質調査の内容と結果です。大阪湾では、瀬戸内

海総合水質測定調査、大阪湾全域汚染実態調査、公共用水域水

質測定調査、浅海定線調査と、大きく４つの組織が大阪湾の環

境を調査していました。水質は年４回であったり、底質は年１

回であったり、また調査機関・集約機関がまた別であるという

のも悩ましいところですけれども、これが従来やられていた水

質調査です。 

 

 

 

 

これらの調査地点をすべてプロットしますと、大阪湾全体に

わたって、このような空間解像度で調査がなされているという

ことがわかります。 

結構すごい解像度じゃないのかなあと私は思うわけです。 

 

 

 

 

 

 

 

大 阪 湾 再 生 推 進 会 議

（広 域 連 携 ）

大 阪 湾 再 生 行 動 計 画
～ 森 ・川 ・海 の ネ ットワ ー クを通 じて 、

美 しく親 しみ や す い 豊 か な 「魚 庭 （な に わ ）の 海 」を回 復 し、
京 阪 神 都 市 圏 として 市 民 が 誇 りうる 「大 阪 湾 」を創 出 す る ～

連 携
協 働

企 業

国
地 方 公 共

団 体

学 識 者

市 民
住 民
ＮＰＯ

市民･住民･ ＮＰＯ, 学識者, 企業との連携と協働

市民・住民・NPOとのネットワーク形成に向けて

各種社会実験で協働の取り組み

森・川・海を通じて「魚庭（なにわ）の海」を取り戻す活動を
行っている方々との市民フォーラム開催

大阪湾の沿岸域で活動する市民組織・関係団体が一同に会する
フォーラム開催（「大阪湾見守りネット」の設立 平成17年11月12日）

学識者、企業も含めた推進体制づくりに向けて

学識者との各種検討会の開催など

大阪湾水質一斉調査での学識者、企業等との連携

大阪湾海域環境情報の集約・共有化と多様な主体の連携（「大阪湾環

境再生連絡会」の設立 平成17年11月15日）

大阪湾再生行動計画の概要より

9

大阪湾水質調査

12

調査名称 調査項目・頻度 調査機関または集約機関

瀬戸内海総合
水質測定調査

水質(年4回) 国土交通省近畿地方整備局

底質(年1回)

大阪湾全域汚染
実態調査

底質(年1回) 運輸省第三港湾建設局

底生生物(年4回)

公共用水域
水質測定調査

水質(年4回以上) 大阪府環境情報センター、兵庫県
県民生活部環境局、大阪市都市
環境局、神戸市環境局、堺市環
境局、尼崎市美化環境局、西宮
市環境局

底質(年2回以上)

浅海定線調査 水質(年4回) 大阪府立水産試験場

瀬戸内海総合水質測定
21地点

公共用水域(大阪)
22地点

公共用水域(兵庫)
41地点

浅海定線調査
20地点

大阪湾水質調査
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実際に調査している日の測定日の例を見てみましょう。これ

は、横方向にはどういう調査がなされているか、縦方向には各

月で何日に調査がされたかというのをプロットしたものです。

こうやって見ますと、２月とか５月なんかは、ほぼ毎日やって

いると見てもいいのじゃないかという具合に思いますが、なか

なかデータの連携がとれていなくて、例えば緑色で示したもの

やオレンジ色で示したものは、ほぼ同じ時期の情報として取り

扱ってもいいのではないかと思いますが、なかなか、そういう

ふうにとりまとめたデータは出てきません。 

 

 

また、測定方法ですが、例えば「表層」という値が出てくる

場合も、海面下２ｍであったり、海面下１ｍであったり、海面

下 0.5ｍであったり。あるいは、中には海面下０ｍと２ｍの両

方を採水し、その平均値をとってアウトプットするというよう

な例もあったりします。また、「下層」の値も、海底面上２ｍを

とっていたり、海底面上２ｍあるいは５ｍ、１ｍのものもある。 

このように、色々な機関が、色々な日に、色々なところでデ

ータをとっていて、測定方法あるいは測定場所が微妙に違う、

測定水深が微妙に違うというところで、なかなか統合したデー

タがとれていませんでした。 

 

 

大阪市立大学の矢持先生が委員長になって、土木学会関西支

部の共同研究グループが平成 16 年の４月に結成され、大阪湾

は夏場、貧酸素化が激しいと言われているので、だれでもが入

ることのできる沿岸域で、簡単な DO 計などを下ろして測るよ

うな一斉調査をしようと企画しました。どうせやるのだったら、

諸機関と連携をとって一緒に測りませんか、と持ちかけて、水

質の一斉調査を、８月の上旬にやろうということになりました。 

これは大阪湾再生推進会議のホームページに書いてある文言

ですが、矢持先生の名前がここでひときわ光っているのは、そ

ういう経緯があったということです。 

そういう意味では、大阪湾の水質一斉調査は、「詳細な汚濁発

生機構を解明するという目的に向け、湾スケールの水質の瞬間

像を把握するということから始めよう」というのがきっかけだ

ったと、私個人は認識しています。 

 

 

調査の概要です。平成 16 年には大阪湾内の海域で 160 点。

測定項目は主に溶存酸素量と COD、T-P、T-N です。それか

ら、これにあわせて、陸域で河川を中心に 250 点。前後プラ

スマイナス１日ぐらいの差はあるのですが、ほぼ瞬間像が得ら

れたというような、画期的な一斉調査が、この時に始まったと

いうことです。 

大阪湾再生水質一斉調査

平成16年8月2日に初実施

はじめに

大阪湾再生推進会議では，大阪湾再生行動計画の一環とし
て，昨年8月，近畿地方整備局・海上保安庁第5管区海上保
安本部・大阪府・大阪市・兵庫県・神戸市等の参加を得て
陸域・海域で連携し，大阪湾再生水質一斉調査を実施しま
した．

この一斉調査は，関係行政機関はもとより，土木学会共同
研究グループ(代表：矢持進大阪市立大学教授)やNPOとも
協働し，産官学連携により実施したもので，このような横
断的，広域的かつ官民共同の環境調査は全国でも初めての
取り組みです．

16

2003年大阪湾水質観測日

測定月 測定日

瀬戸内海総合
水質測定調査

公共用水域水質
調査(大阪府)

公共用水域水質
調査(兵庫)

浅海定線調査

１月 14, 16 7, 8, 9, 16 31

２月 13, 17, 18 4, 13 3, 4, 13 3

３月 6, 11 3, 4, 5, 19

４月 1, 23 7, 8, 10, 15, 16

５月 20, 27, 28, 29 13, 21 7, 12, 19, 21 6, 7

６月 3, 11 2, 12, 17

７月 1, 23 1, 7, 9, 16

８月 21, 22, 25, 26 5, 13 4, 6, 11, 12, 21 4, 5

９月 2, 10 1, 2, 9, 11

10月 14, 15, 16 8, 16 6, 7, 14, 16

11月 4, 18 5, 7, 10, 18 4, 5

12月 9, 17 1, 2, 3, 16

14,16 16

13 1313

6 3,4,5

13 12

1211

11,1213

10 9, 11

16 14,1614,15,16

18 18

1617

3,4 34

7 6,7

3 2

1 1

2121,22

2 1,2

6,78

4 4,55

4,54,65

2120

測定層 測 定 方 法

瀬戸内海総合水
質測定調査

公共用水域水
質

調査（大阪府）

公共用水域水質
調査（兵庫県）

浅海定線調査
(特殊項目のみ)

表層 海面下2m 海面下1m 海面下0.5m 海面下0m

中層 海面下2m

下層 海底面上2m
(水深40m以上では

測定可能水深)

海底面上2m
(水深が20m未満)

海底面上5m
(水深が20m以上)

海底面上1m 海底面上1m
海底面5m

[St.2～7]

海底面上2m
[St.8]

大阪湾水質調査

大阪湾再生水質一斉調査

調査概要

海域（大阪湾）では，平成16年8月2日を中心に湾内160点
の調査点で，溶存酸素量(DO)，化学的酸素要求量(COD)，
全窒素(T-P)，全リン(T-P)等を測定した．

陸域(大阪湾の集水域)では，平成16年8月2日を中心に集水
域内の河川250点で，化学的酸素要求量(COD)，全窒素(T-
P)，全リン(T-P)等を測定した．また，同時期における直接
大阪湾に放流する下水処理場の処理水量・水質(COD,T-
N,T-P)の資料を収集した．

17
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夏季の海底近くのＤＯを知りたいという意味では、できる限

り水底に近い所のＤＯを計測したかったのですが、平成 16 年

の場合は、先ほど申し上げましたように諸機関は過去の経緯が

ありますので、水底から２ｍ上のところを底層の値としてとり

ますということを、やらざるを得なかったわけですが、その後、

毎年、連絡協議会が開催されるたびに、できるだけ測定水深を

合わせるように工夫をしてください、と調整していきますと、

大体ほぼ水底上１ｍのところのデータが得られるようになって

きたということです。そういう意味では、事務局の方が相当苦

労されて、そして今日の、ほぼ共通したデータがとれるように

なってきているというのが、大阪湾の水質一斉調査の実態です。 

 

これは過去５年間にとられた DO の分布です。年代が抜けて

いますが、2008 年、2007 年、2006 年、2005 年、2004

年という状況です。2004 年、一番はじめにやったときは、前

日に台風が通過したという状況で、測定時刻には辛うじて晴れ

まして、当日は風もそんなに強くなかったので、実施を決行し

ました。計測する前は、台風が去ってしまったし、海の中も相

当きれいになっているだろうなあと思ったのです。この色がつ

いている港湾施設の密集した港湾海域を重ねていますが、港湾

海域内では、底層の DO はほぼゼロです。この時には堺の方で

青潮が発生していました。このように、台風が通り過ぎても港

湾海域内の底層は貧酸素状態であったということは、計測をし

た我々にとっては、結構ショッキングな出来事でした。 

 

ホームページを見ていただくと、過去３年間の底層 DO の分

布、表層塩分の分布、表層の COD、表層のクロロフィルａ、

窒素、リンなどの分布が出ております。一斉調査として、この

瞬間像が示されております。このように 2006 年、2007 年、

2008 年というようなデータを見ていくことによって、過去３

年間の夏の環境の瞬間像はどうであったかというようなことが

見て取れるようになってきたということです。 

 

 

大きな成果としては、環境の劣悪な夏場の大阪湾及びその集

水域に当たる河川の水質を面的に把握することができるように

なったということかなあと思います。もう一つは、多様な主体

の参加と連携により、人々が大阪湾に接することができる場所

として重要な湾奧部の港内を中心に、詳細な水質分析が把握で

きつつあるということです。多様な主体の参加というのは、当

初は研究グループと、大阪湾の水質を調査している機関だけで

したけれども、徐々に、沿岸域に位置する会社の方、一般企業

の方も参加してくださるようになっています。益々その計測点

は増加傾向にあります。  

 

平成16年度 平成20年度

大阪湾再生水質一斉調査 －DO－

19

大阪湾再生水質一斉調査 －2008－

DO

Chl-a T-N T-P

S COD

大阪湾再生水質一斉調査の成果

夏季の大阪湾及びその集水域にある河川の水質を面的
に把握

多様な主体の参加と連携により、人々が大阪湾に接す
ることができる場所として重要な湾奥部の港内を中心
に詳細な水質分布が把握

H16 年度：台風接近に伴う気象攪乱後の海域

H17 年度：夏季に一般的によくみられる海域

H18 年度：夏季の出水の影響が残った海域

H19 年度：台風接近に伴い多少の気象攪乱を受けた後の海
域（但し、H16 年度と比較すると攪乱の影響は小さかった
と考えられる。）

H20 年度：夏季に一般的によくみられる海域

23
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お示ししました大阪湾の水質一斉調査は、例えば８月の上旬

のある日を中心にしたものです。これはたしか、藤原先生が神

戸の沖でとられた連続データの結果だと思いますが、水質一斉

調査を行っているのが８月５日です。その後、急激に底層 DO

は低下傾向にあります。ということは、大阪湾水質一斉調査で

は、ある時期の瞬間像をとらえることはできているかもしれな

いけれども、その時間変化というものまでは十分にとらえられ

ていない。その瞬間像を得たのがいつなのかによって評価は随

分変わってきますね。というようなこと（環境変化の時期と時

間スケールの把握）は、今のところ、大きな課題の一つではな

いかと思います。 

 

次に、ご紹介するのは、生き物の一斉調査です。これは今年

度のデータですが、大阪湾の 15 カ所 22 地点、各地点 17 人

から 150 人ぐらいで観測がされています。大阪湾は、人が立

ち入ることができて、なおかつ生物がいるような場所、という

のはほとんどないのですが、その中で調査をしていただいてお

ります。 

調査はあくまでも一般市民の方ですが、それをサポートする

スタッフの方が解説ブック、解説のシート、調査シートをつく

り、これらのシート中の該当するものをチェックするというよ

うな形で、事務局に提出していただき、それを集計するという

形式をとっています。 

 

この解説ブックというのが、なかなかよくできているのでは

ないかなあと、私は思うのです。これが表紙です。本書の見方

はこうですよということで、その後は、実に細かな、スケッチ

あるいは実際の画像も含めて、見分け方はここですよというよ

うなポイントも示してくださったりしていて、非常によくでき

たガイドブックです。 

 

 

 

 

フジツボ類、ヤドカリ類、カニ類、あるいは貝類、海藻類な

どについても、非常に詳細なデータをつけていただいています。 

また、教育の一環ということもあり、レッドデータブックに

載っているものとして、こんなものがありますよというのも示

していただいています。実行委員会の中では、こういう方々が、

そういうサポートをされているということです。この解説ブッ

ク関心のある方はぜひ実行委員会にご照会ください。 

 

 

 

 

調査箇所・団体・調査人数

調査は、大阪湾の15箇所22地点で、17～149人
（14団体、合計666人）によって行われました。

26

⑧
⑨

⑩

⑬
⑭⑮

②

⑥①
④

⑦

⑫

③
須磨海浜水族園ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ

西宮自然保護協会 NPO法人 海浜の自然環境を守る会
NPO法人 ｼﾆｱ自然大学 子ども教育部門

西淀自然文化協会

大阪南港野鳥園

浜寺公園自然の会きしわだ自然資料館

NPO法人 ｼﾆｱ自然大学 森と海の自然科
貝塚市立自然遊学館

男里川干潟を守る会

里海くらぶ連絡協議会

きしわだ自然友の会

(32)

(75)
(149)

(102)

(22)

(17)

(20) (45)

(82)

(17)

(59)

⑤ (社)大阪自然環境保全協会
淀川自然観察会

⑪

(46)

課題
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実際の調査の様子は、こんな感じです。非常に小さなお子さ

んも含めて、ご家族連れで来てくださったりしています。サポ

ートしてくださるスタッフの方、専門家の方々は、こんなふう

にしたらどうとか、こんなふうにしてみたら生き物はこう動く

とか、こういうふうにしてそぎ落とすのですよ、というように

指導されています。 

 

 

 

 

 

出現種としては海藻類等、このような形でとりまとめられて

います。大阪湾は、生物は少ないと思われていますし私も思っ

ていますけれども、それでも 533 種の生き物が確認されまし

た。 

 

 

 

 

 

 

 

また、観察された種が河口から内湾にかけて生息するものな

のか、内湾に多いものなのか、あるいは内湾から外海にわたっ

て広く生息するものなのか、河口域にしか生息しないものなの

か、などというようなことが整理されております。 

例えば、マガキというものは河口～内湾型で、大阪湾でもほ

ぼ全域にわたって認められております。ケガキという外海型の

ものは、明石海峡のところと大阪の比較的南部のところで確認

されましたが、湾奧のところでは観察されませんでした。 

 

 

アシハラガニはヨシ原で、ハクセンシオマネキは湾奧から湾

の南まで、おおよそ河口に当たるところで観察されました。 

イガイダマシ、これは外来種だそうですけれど、これは湾奧

でしか発生が認められていません。またチチュウカイミドリガ

ニはこのあたりに分布している、というようなことが記されて、

まとめられております。 

この調査に参加していただいた市民の方は、今、自分の目の

前にいる生き物は、このガイドブックによればどこに生息して

いると分類されているものなのか、ということがわかりますの

で、ダイレクトに、今の目の前のものと書き物の中の世界とが

つながるという意味では、私は非常にいいガイドブックじゃな

いかなあと思います。 

調査の様子

35

結果①出現種

巻き貝、海藻類、鳥類、魚類など、全箇所の合計で、
533種※の生物が確認されました。

※一部の箇所で植物が多く記録されましたが、それを含めて集計しています。

貝類（巻き貝）59

海藻類 49

鳥類 45

魚類 32

カニ類 30

植物 187

海草類 1

その他 90

貝類(二枚貝)29

フジツボ類 11

533種

結果②確認箇所数

マガキ(河口～内湾型)
は全箇所で確認

タマキビガイ(内湾～
外海型)が多くの箇所
で確認

タカノケフサイソガニ，
カサフイソガニ(河口
型) が多くの箇所で確
認

ケガキ(外海型) が8箇
所で確認

注）各種の生態型については、本調査の「解説ブック」と第24回 淀川環境委員会　4.汽水域環境部会　汽水域生物環境評価

　　ＷＧ報告の「分析対象種と類型」及び各種図鑑等に記載されている生態を参考に分類した。

0

1

1

1

2

3

4

4

4

4

4

5

5

5

5

5

6

6

6

6

6

7

7

8

8

8

9

9

10

11

11

12

12

12

13

13

14

0 5 10 15

オウギガニ

フレリトゲアメフラシ

アカフジツボ

ドロフジツボ

アカテガニ

クロフジツボ

オゴノリ

ウスカラシオツガイ

アシハラガニ

クロベンケイガニ

スナガニ

スジアオノリ

イシマキガイ

アメリカフジツボ

シロスジフジツボ

ホンヤドカリ

ウネナシトマヤガイ

ケガキ

ヨーロッパフジツボ

チチュウカイミドリガニ

ヤマトオサガニ

イソガニ

ハクセンシオマネキ

クチバガイ

コウロエンカワヒバリガイ

ムラサキイガイ

アラレタマキビガイ

ヒライソガニ

アナアオサ

ケフサイソガニ

タカノケフサイソガニ

イボニシ

タテジマフジツボ

ユビナガホンヤドカリ

タマキビガイ

アサリ

マガキ

出現頻度（14地点中）

 ：河 口 型

：河口～内湾 型

：内湾～外海 型

：外 海 型

：河口～内湾～外海 型

ｹﾌｻｲｿｶﾞﾆ

ｹｶﾞｷ

0 5 10 15

確認箇所数

：河口型の生き物

：河口～内湾型の生き物

：内湾～外海型の生き物

：外海型の生き物

：河口～内湾～外海型
の生き物

ﾏｶﾞｷ

ﾀﾏｷﾋﾞｶﾞｲ

ﾀｶﾉｹﾌｻｲｿｶﾞﾆ

結果③代表的な種の分布

ヨシ帯にすむアシハラガニ、干潟の砂れき底にすむハクセンシオマ
ネキは、主に河口で確認されました。

39

アシハラガニ ハクセンシオマネキ

淀川

大津川

男里川

淀川

大津川

男里川

樫井川

東川(落合川)
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この生き物一斉調査は、平成 20 年及び 21 年の２年にわた

って行われています。実はもう１年前に試行でやっていますけ

れども、生き物調査を実際にやってみると、どこに課題がある

だろうか、何が必要だろうか、ということを調査したというよ

うな位置づけではないかと思います。 

大きく言うと海藻類はちょっと今年の方が多かったというこ

とですが、そのほかのデータはあまり変わりません。ですから、

平成 20～21 年は、生き物の分布から見るとそれほど大きな環

境の変化はないというようなことになろうかと思います。 

 

 

大阪湾を特徴づける海域として、湾の西部、港湾海域、その

両者をつなぐ水質類型 II 型で分類されている海域と大きく分け

て３つあるのですけれども、今までの一斉調査をやっておりま

して、特に港湾海域内の、底層の酸素濃度の分布が劣悪だとい

うことがわかってきました。それぞれの港湾海域ごとに水の流

れや環境の構造の変化、このあたりを調査しないと、低酸素あ

るいは貧酸素水塊の発生から伝播メカニズムがわからないので

はないかというようなことで、そういうモニタリングポイント

を増やそうという計画が立てられています。 

 

また、一斉調査では、基本的に表層と底層のデータをとると

いうことになっております。これは堺泉北港湾海域のある場所

における、DO の鉛直方向の分布です。見ていただいてわかり

ますように、水深４ｍ以下はもう、ほぼ無酸素の状態です。し

かもそれが 10 月でも起こり得るということですので、こうい

う鉛直方向の分布についてもデータを得ないと、貧酸素化の深

刻度というのはわからないのではないかということです。 

 

それからもう一つ、水質調査と生物調査の時期を見てみます

と、水質調査は８月の上旬ということで、今までほぼ統一され

ております。生き物調査の方は６月の下旬あるいは５月の上旬

といったところで、少しばらつきもあります。この生物調査を

行ったときの水質のデータ、あるいはこの生物調査を行うまで

の水質の時間変化、こういったものを調べないと、本当の環境

の構造の再生、あるいは市民が触れて喜ぶような生き物の出現

を望むということは、難しいんじゃないかなあと思います。 

例えば、春と秋で同じ水温であっても、生物の生息環境ある

いは生息状況は全く変わります。その意味では、時間的にどの

ように環境が変わるのかということも押さえる必要がある。欲

を言い出したらきりがありませんけれども、将来に向かって、

色々な汚濁の構造であるとか、環境の構造がわかるような一斉

調査に、今後なっていけばいいなあと私は思っています。 

以上で発表を終わらせていただきたいと思います。どうもあ

りがとうございました。 

結果④平成20年度との比較

確認種類数

年 貝類

(巻き貝)
海藻

類

鳥類 魚類 カニ

類

貝類

(二枚貝)
フジツボ

類

植物 海草

類

その他 合計

H20 57 28 43 29 26 24 10 87
(6)

1 105 410
(329)

H21 59 49 45 32 30 29 11 187
(6)

1 90 533
(352)

41

※比較のため、 植物については調査シートのリスト掲載種のみにした場合の種数を（ ）内に示しました。

植物 187

貝類（巻き貝）

59海藻類 49

鳥類 45

魚類 32

カニ類 30

貝類（二枚貝）
29

フジツボ類 11

海草類 1

その他 90

533種

植物 87

貝類（巻き貝）

57

海藻類 28

鳥類 43魚類 29

カニ類 26

貝類（二枚貝）

24

フジツボ類 10

海草類 1

その他 105

410種

昨年（平成20年） 今年（平成21年）

44

大阪湾環境構造の把握

環境の鉛直構造
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H1
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堺泉北港の溶存酸素環境

大阪湾環境の時間構造

水質調査 生物調査

2004.8.2 －

2005.8.2 －

2006.8.2 －

2007.8.7 2007.11.3(試行)

2008.8.5 2008.6.21

2009.8.5 2009.5.9

北泊地底層DO濃度の季節変化
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5．パネル討論：モニタリング成果の社

会への還元 

 

 

 

 

 

パネリスト：京都大学大学院農学研究科教授・藤原建紀氏 

港湾空港技術研究所研究主監・中村由行氏 

国総研沿岸域ｼｽﾃﾑ研究室長・日向博文氏 

大阪市立大学准教授・重松孝昌氏 

国土交通省港湾局国際・環境課港湾環境政策室室長・角浩美氏 

東京湾水質一斉調査の取組 東京湾再生推進会議・山尾理氏 

市民参加型多摩川生物調査 海辺つくり研究会・鈴木覚氏 

進行：国総研海洋環境研究室長・古川恵太 

 

パネル討論では、モニタリングのあり方について「社会への還元」といった視点から考えるために、東

京湾と大阪湾との違いや、東京湾で実施すべきモニタリングとその方向性について、さらには、今後の取

り組みのあり方などについて意見交換いたします。 

討論に先立ち、東京湾における一斉調査の実施状況、さらには市民による環境調査事例の話題提供をい

ただくことといたします。 

 

5.1 話題提供「東京湾水質一斉調査の取組」 

 

 

 

 

 

 

 

東京湾再生推進会議・海上保安庁海洋情報部山尾理氏 

 

東京湾に関連する地方自治体と関係省庁からなる東京湾再生推進会議は、東京湾流域圏において、平

成１９年３月に実施した「東京湾再生のための行動計画」第１回中間評価に基づき、より良い水循環の

もとで生態系を回復し多くの生物が棲みやすい水環境となるよう、環境の保全・再生・創造を図り、自

然と共生した首都圏にふさわしい東京湾を目指すための取組を進めています。 

東京湾再生推進会議モニタリング分科会では、「東京湾の全域及び陸域を対象とした一斉での調査を通

じ、東京湾の汚染メカニズムを解明すること」のほか「多様な主体が協働しモニタリングを実施するこ

とで、国民・流域住民の皆様に東京湾再生への関心を持っていただくこと」を目的として、平成２０年

７月及び平成２１年８月に東京湾水質一斉調査を実施いたしました。 

この東京湾水質一斉調査の概要、２１年度調査結果の速報値等について話題提供させていただきます。 
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海上保安庁海洋情報部の山尾と申します。よろしくお願いい

たします。 

海上保安庁では業務の一環といたしまして、東京湾再生推進

会議のモニタリング分科会の事務局をやっており、この東京湾

水質一斉調査についてもとりまとめの事務局を担当させていた

だいております。水質一斉調査として、どのような取り組みを

やっているのか、その内容に加えまして、今後どう進めていく

べきか、今後進めていく上でどのようなところが問題になるの

かといった懸念の点など、事務局としての思いもお話しできれ

ばと思っております。 

 

 

平成 14 年２月に、国の関係部局、東京湾周辺の八都県市、

自治体で構成される東京湾再生推進会議を設置しました。この

会議で、平成 15 年３月に行動計画を立て、陸から入ってくる

負荷の削減、海域で環境をよくしようという対策、そういった

改善の効果を見るモニタリングの充実、こういった大きな３本

の柱で施策を進めております。 

平成 19 年の３月の第１回の中間評価を受けて、平成 19 年

の 11 月に、有識者により構成されるモニタリング研究会を設

置し、平成 20 年の３月に、「東京湾のモニタリングに対する政

策助言」を提示していただいております。この中で、早急に実

施すべき取り組みとして、東京湾一斉調査をやるべきだという

ご指摘をいただき、一斉調査をやるということに至ったわけで

す。 

 

調査の目的として、３つ挙げております。関係機関が連携し、

協働してモニタリングをできるきっかけにしようというのが、

まず１つ目。大規模な調査を行うことで赤潮や貧酸素水塊の分

布を把握して、汚染メカニズムを理解しようというところが、

２つ目の目的。多様な方々に調査に参加していただくことで、

東京湾を再生していくということに関心を持っていただくとい

うことを３つ目として掲げ、この３つの目標で一斉調査をやっ

ております。 

調査の概要です。これまでに２回、平成 20 年度と平成 21

年度に調査を実施しております。20 年度は洞爺湖サミットの

関連の調査ということで７月に実施し、今年度はより気候の安

定する８月に調査を実施しております。昨年度は 46 機関・団

体。今年度は 143 機関にご参加をいただきまして、非常に大

規模な調査となっております。 

調査地点は、昨年度は海で 224 点、陸で 381 点、合計約

600 点だったものが、今年度は 759 点と、150 点ほどふえ

ております。調査項目は、海では DO、水温、塩分。陸では COD

と水温、流量です。日本経団連の後援をいただいて実施してい

る状況でございます。 

東京湾水質一斉調査の取組

山尾理

（東京湾再生推進会議 モニタリング分科会事務局/
海上保安庁海洋情報部）

第10回東京湾シンポジウム

2

背景

平成14年2月：東京湾再生推進会議の設置

平成15年3月： 「東京湾再生のための行動計画」策定

○ 平成15年度～平成24年度の10年間

○ 陸域負荷の削減，海域改善対策，モニタリングの充実等

○ 環境改善の指標：底層の溶存酸素濃度（DO）

○ 目標値：「年間を通して底生生物が生息できる限度」

平成19年3月：「第1回中間評価報告書」を公表

平成19年11月：東京湾モニタリング研究会の設置

平成20年3月：東京湾モニタリング研究会から「東京湾のモニタリ
ングに対する政策助言」

○ 早急に実施すべき取組の一つ：東京湾一斉調査

3

調査の目的

東京湾の環境モニタリングにおける「関係機関が連携・
協働した効率的かつ効果的なモニタリング調査の体系づ
くりと実施」に向けた契機とする。

赤潮や貧酸素水塊の分布等を把握することで、東京湾の
汚染メカニズムの理解の推進を図る。

多様な主体が協働・連携した調査や環境教育・活動を実
施することにより、国民・流域住民に東京湾再生に関心
を持っていただく。

4

調査の概要
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こちらに、平成 21 年度に参加いただいた機関の機関名を一

覧として、すべて挙げさせていただいております。この場を借

りてお礼を申し上げます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

左側が平成 20 年、右側が平成 21 年の調査地点です。どち

らも大規模な調査となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

調査を行った前後の気象条件です。青が昨年度、ピンクが今

年度の、調査の前後の気温、降水量を示したグラフです。 

昨年度は調査が７月で、今年度は調査が８月だったので、調

査前後で、今年の方が、気温が少し高いという状況です。降水

量で見ると、昨年度は調査の３日前に、やや規模の大きい降水

があったのですが、今年度は同じ３日前に雨が降っているとい

う状況は同じで、雨の規模が少し小さかったという条件でござ

いました。 

 

 

 

これは海上保安庁の千葉灯標、千葉の沖にあります灯台で調

査しているデータです。右上が潮の高さ、左下が風の向きと強

さ、右下が酸素の濃度の時間変化を表しています。赤の四角で

囲った部分が８月５日、すなわち今年度の調査日です。 

調査日の潮は大潮で、７月 30 日の昼頃から８月５日までは

北東から南西に向かって風が吹いていたという状況です。 

酸素濃度は、７月 30 日、風向きが変わった後に、東京湾の

北東の方で貧酸素が見られて、一斉調査の日にも貧酸素がこの

北東の端のあたりにあったという状況です。 

 

 

5

参加機関一覧（21年度）

＜国： 5 機関＞
環境省 海上保安庁 水産庁 国土交通省関東地方整備局
第三管区海上保安本部

＜地方自治体： 37 自治体＞
埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 横浜市 川崎市 千葉市 さいたま市
川越市 熊谷市 川口市 春日部市 所沢市 草加市 越谷市 狭山市
市川市 船橋市 館山市 木更津市 松戸市 市原市 君津市 習志野市
富津市 浦安市 鋸南町 袖ケ浦市 南房総市 町田市 八王子市 大田区
品川区 港区 中央区 江東区 江戸川区 三浦市 横須賀市

＜市民団体等： 10 団体＞
海をつくる会 ふるさと東京を考える実行委員会 EarthBlue
環境リスク研究会 金沢八景－東京湾アマモ場再生会議 横浜シーフレンズ
海辺つくり研究会 さいたま市水環境ネットワーク 未来に残そう青い海
合成洗剤をやめていのちと自然を守る埼玉連絡会

＜大学・研究機関： 13 機関＞
横浜国立大学大学院 横浜市立大学
東京工業大学大学院 東京大学大学院
東京海洋大学 東京理科大学
東邦大学 国土交通省国土技術政策総合研究所
独立行政法人港湾空港技術研究所 独立行政法人国立環境研究所
千葉県水産総合研究センター 神奈川県水産技術センター
独立行政法人水産総合研究センター中央水産研究所

＜企業等： 76 機関・部門＞
JFE 鋼板株式会社千葉製造所 JFE エンジニアリング株式会社鶴見事業所
JFE コンテイナー株式会社川崎工場
JFE スチール株式会社東日本製鉄所(京浜地区)
JFE スチール株式会社東日本製鉄所（千葉地区）
曙ブレーキ岩槻製造株式会社 曙ブレーキ工業株式会社
旭化成ケミカルズ株式会社川崎製造所 旭硝子株式会社京浜工場
味の素株式会社 アルバック成膜株式会社
株式会社J-オイルミルズ千葉工場 株式会社J-オイルミルズ横浜工場
株式会社SUMCO 野田工場 株式会社YAKIN 川崎
株式会社グローバル・ニュークリア・フュエル・ジャパン
株式会社デイ・シイ川崎工場 株式会社東芝京浜事業所
株式会社東芝横浜事業所 株式会社日本触媒川崎製造所浮島工場
株式会社日本触媒川崎製造所千鳥工場
株式会社横浜八景島（横浜・八景島シーパラダイス）
株式会社ロッテ浦和工場 川口薬品株式会社浦和工場
川崎化成工業株式会社川崎工場 関東食品開発研究所
キッコーマン株式会社製造第1 部 キッコーマン株式会社製造第2 部
キッコーマン株式会社製造第3 部 キリンビール株式会社横浜工場
財団法人埼玉県下水道公社 財団法人横浜市臨海環境保全事業団
三栄レギュレーター株式会社東京工場 昭和電工株式会社川崎事業所
昭和電工株式会社横浜事業所 新東日本製糖株式会社千葉工場
新日本製鐵株式会社技術開発本部 新日本製鐵株式会社君津製鐵所
新日本石油精製株式会社川崎製造所 新日本石油精製株式会社根岸製油所
住友化学株式会社千葉工場（袖ヶ浦地区） セントラル硝子株式会社川崎工場
太平洋製糖株式会社 太陽油脂株式会社
鶴見曹達株式会社 電源開発株式会社磯子火力発電所
東亜建設工業株式会社 東亜石油株式会社京浜製油所扇町工場
東亜石油株式会社京浜製油所水江工場 東京ガス株式会社袖ヶ浦工場
東京ガス株式会社根岸工場 東京電力株式会社
東芝株式会社浜川崎工場 東芝マテリアル株式会社
東燃ゼネラル石油株式会社川崎工場 流山キッコーマン株式会社
日油株式会社川崎事業所 日産自動車株式会社本牧専用埠頭
日産自動車株式会社追浜工場 日産自動車株式会社横浜工場
日産ディーゼル工業株式会社上尾工場 日産ディーゼル工業株式会社鴻巣工場
日清オイリオグループ株式会社横浜磯子事業場
日本オキシラン株式会社 日本合成アルコール株式会社川崎工場
日本ゼオン株式会社 川崎工場日本乳化剤株式会社川崎工場
日本ポリエチレン株式会社川崎工場 日本ユニカー株式会社川崎工業所
東日本旅客鉄道株式会社川崎発電所 保土谷化学株式会社横浜工場
三菱化工機株式会社 三菱レイヨン株式会社横浜事業所
森永乳業株式会社東京工場 横浜市漁業協同組合
横浜ベイサイドマリーナ株式会社

ご参加いただいた皆様
ありがとうございます

6

調査測点

千葉県

神奈川県

埼玉県

茨城県

群馬県 栃木県

東京都

平成20年度測点 平成21年度測点

7

結果（観測前後の気象）

8

結果（千葉灯標における気象・海象）

風向・風速 DO鉛直分布

潮位

7/30から北東風が卓越
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左側が昨年の調査結果、右側が今年の調査結果です。上が海

面付近、下が海底付近の、水温分布を示しています。これで見

ると、もちろん昨年は７月の調査で今年は８月の調査というこ

とで、表層の水温は今年の方が高い値を示しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

同じ図の配置で塩分の分布について見ると、昨年は調査の３

日前の降水量が非常に大きかったことを反映して、湾奧で塩分

が低かったという状況です。底層でも湾奧のあたりというのは、

昨年の方が、少し塩分が低いんですが、これが直接、降水の影

響かどうかというのは、これから調べてみないとわかりません。 

 

 

 

 

 

 

肝心の DO の調査結果ですが、底層で、どちらの年も貧酸素

が出ている。ただ、少し今年の方が北側で酸素濃度が低くて南

側で少し濃度が高いという結果でした。貧酸素の規模やその位

置が少し違うという状況です。湾の南の方の盤洲の沖あたりで

酸素の状況がよくなっているのかというと、まだそこまではわ

からない。一つ考えられるのは、昨年より今年の方が、風の影

響で貧酸素水塊が北寄りに分布したのではないかということで

す。 

 

 

 

昨年度に実施した調査の結果につきまして、有識者の先生か

らコメントをいただいております。これはその抜粋です。今後

こうした広範囲のモニタリングの頻度を増やしていくべきでは

ないかといったこととか、さらに色々な方々のご参加をいただ

いた方がいいのではないかということも、コメントいただいて

おります。そのほかにも、データをとった後の利用や、調査参

画機関自身によるデータの評価についてのコメントをいただい

ております。 

 

 

 

9

結果（水温分布）

21年度のほうが
表層の水温が高い

10

結果（塩分分布）

20年度のほうが
湾北部表層の
塩分が低い

11

結果（DO分布）

両年とも貧酸素水塊
を確認

貧酸素水塊の位置、
大きさは異なる

原因究明・評価は今後

7/30から北東風が卓越
（平成20年の調査前には

風向安定せず）

貧酸素水塊は北よりに分布？

12

有識者からのコメント（抜粋）

広範なモニタリングの頻度を今後徐々に増やしていくこと

「多様な主体」として、公的機関のみならず、様々なNPOや
一般市民の方達を含めた形での協働モニタリング体制を構
築・展開していくこと

「利用されやすくする」ためのデータ整備・公開体制の充実

調査参画機関がデータの解釈・評価を十分行うこと

東京工業大学 大学院情報理工学研究科 灘岡教授
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キーポイントとしては、調査の頻度を増やしていくというこ

とと、参加者の数を増やしていくということがあると思ってい

ます。 

私個人として、頻度を増やしていくというのは、現状、今で

もルーチンで毎月調査をやっているような機関が調査日を調整

してやれば頻度を増やせるのではないかと考えています。多様

な方々に参加していただく調査は、これまでどおり年１回の調

査をどんどん継続してやっていく。こういう２つの方向に分け

て考えてもいいのかなあと思っているのです。 

 

 

 

次に、参加していただく皆様が、数として増えていただくと

いうことを考える上で、これまでに参加されている方に毎年出

ていただくというのも大事ですが、環境に対して余り意識の高

くなかった方に参加していただくと、東京湾というのはこうい

う状態だというのを、より多くの方に知っていただくことがで

き、効果が高いのではないかと考えています。ただ、そういう

環境への意識が余りない方に対してどうやってアピールしてい

くのかというのは、しっかり考えていかないといけないと思っ

ています。 

 

 

それから、利用されやすくするために、データの整備をどう

やっていくのかという話です。これはデータの質をどこまで高

めるのかというところが、一つのポイントになるのではないか

と考えています。 

あまりやらないと、その後のデータ解析などが非常にしづら

い、利用しづらいデータになってしまいます。こういうところ

を非常に厳しくやってしまうと、「そこまで厳しい調査だと、ち

ょっとうちはできないね」というところも出て参加者が減って

しまうということにつながりはしないかという懸念があります。 

 

 

また、とったデータを解析して、これからどういう東京湾の

状態を目標にしていくべきなのか、そういったことを考える上

で、データ解析というのは非常に重要です。それをだれがやる

のか。また、やった年の調査結果について、データ解析をやっ

て、次の年にどう反映させていくのか。また、東京湾再生全体

の陸・海での対策に対してどう反映させていくべきかというこ

とも、データ解析をやって考えていかないといけない。こうい

ったところを、どういう体制でやるのかというあたりも懸案事

項ではないかと考えています。 

以上です。 

 

14

2種類の一斉調査（担当としての案）

広範なモニタリングの頻度を今後徐々に増やしていくこと

「多様な主体」として、公的機関のみならず、様々なNPOや
一般市民の方達を含めた形での協働モニタリング体制を構
築・展開していくこと

現業機関の調査日を調整する

「東京湾再生について考える機会」として
年一回の一斉調査を継続

実現可能？

15

懸案事項

「多様な主体」として、公的機関のみならず、様々なNPOや
一般市民の方々を含めた形での協働モニタリング体制を構
築・展開していくこと

新規開拓をどうするか？

特に環境をあまり意識していなかった方々

16

懸案事項

「利用されやすくする」ためのデータ整備・公開体制の充実

●データの質をどこまで高めるか？
分析方法、精度をどこまで統一するか？
機器相互のクロスチェックは？

●データ解析
誰が？
継続性をどう担保するか
次年度調査、対策にどう反映させるか

●やらないと

利用しずらいデータに

●やり過ぎると

参加者減に繋がらないか？

17

まとめ（懸案事項）

調査の高頻度化と参加者増加の両立

参加者の新規開拓

データの質

データ解析
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－ 東京湾と大阪湾での取り組みの違い 
司会：山尾さん、東京湾の水質一斉調査の具体的なやり方については、どのような形で決められていったのでしょうか。 

 

山尾氏：まずはモニタリング研究会で、有識者の先生方から話を出していただいて、その後は再生推進会議のモニタリング

分科会の中で話し合いました。どういう項目でやれば、より多くの方々にご参加いただけるのか、そういった観点から決め

たという経緯がございます。 

 

司会：理想的なモニタリングの頻度について、お伺いしたい。 

 

藤原氏：これはなかなか難しいところですが、人手でやる部分に関しては、技術的には浅海定線で月１回というレベルが限

界だろうと思います。ただ、連続記録の機械が各海域につきますので、それでカバーできるのではないかと期待していると

ころです。 

 

藤原氏：東京湾の場合も大阪湾の場合も、事務局の方が非常に大変だろうと思います。実際に、その後のデータの整理とか

公開にあたり、具体的にはどこのホームページに、どういうふうな形で出されるのか、それをお世話する人がいるのかどう

か、また、それをやられる方の大変さなどについても、教えていただけたらと思います。 

 

重松氏：大阪湾の水質一斉調査は、大阪湾一斉調査連絡協議会の中の事務局が、すべてのデータをとりまとめて、アウトプ

ットされております。得られたデータは、毎年、大阪湾環境データベースの中で公表されています。生き物の一斉調査の結

果については、見つけることができませんでした。一方で、大阪湾は、夏場に、市民の方にどこの海辺でどんな生き物を見

たというようなことをホームページに直接書き込んでもらうような工夫もしていまして、そういったものは、随時、ホーム

ページでアップされているのを見ることができます。そういう意味では、できるだけ市民の方に、積極的に参加していただ

こうというような準備はできています。それがどの程度稼動しているかという判断は、私にはできません。 

 

司会：よろしいでしょうか。どうもありがとうございます。今、市民の方からの情報を集めるような仕組みがあるというこ

とでした。色々なところで、色々な取り組みがなされている、それを拾い上げる仕組みがあるというのはうらやましいこと

だなあと思います。東京湾でもそういった市民参加型の生き物の調査がなされ始めています。まだ東京湾全体を一斉にやる

という規模にはなっていませんけれども、そういった取り組みをされております海辺つくり研究会の鈴木さんから、多摩川

の周辺での生物の一斉調査という試みについて、ここでご披露いただければと思います。 
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5.2 話題提供「市民参加型多摩川生物調査」 

 

 

 

 

 

 

 

海辺つくり研究会理事・鈴木覚氏 

 

一般市民を対象とした市民参加型の生物生息状況調査を羽田周辺の干潟部及び海域部で実施し、市民

レベルでの現場環境調査について検証するとともに、羽田周辺における過去から未来への環境に関わる

市民意識の変遷に着目して事例を収集・整理することにより、一般市民と研究者及び行政との協働の在

り方について検討した。 

羽田地域は豊かな自然と海の資源に恵まれて発展してきたが、社会的、経済的要請によって自然生態

系の恵みによる生活から、空港と共生する都市的な環境への適応を求められている。空港とともに多摩

川や、残された海辺の自然に隣接する地域でもあり、そうした空間的なつながりと、羽田が歩んできた

歴史・文化とのつながりをふまえつつ、今後の発展方向を検討することが求められている。 

 

 

 

それでは、多摩川河口水域生物調査について、海辺つくり研

究会の鈴木が発表します。本日は、初めに多摩川河口水域生物

調査の概要についてお話ししまして、そこでやっているモニタ

リング調査のうちの干潟生物調査とハゼ釣り調査についてお話

しします。最後に、調査データを「市民が欲する」時、という

ことについて、ちょっと考えてみたいと思います。 

 

 

 

 

 

その前に、「市民」というのは一体だれのことを言うのかとい

うのを、常々、疑問に思っているわけです。 

今回、私がここで「市民」として定義したいのは、沿岸に住

んでいらっしゃる方、それから海辺の自然や環境に関心を持つ

人々、これを今この場で言っている「市民」と定義づけたらど

うかと思います。 

民・百姓とか一般の民衆とか人民とか大衆の人たちに、環境

に対して関心を持ってもらえば、それでもう「市民」になるわ

けです。ですから「市民」を寄せるのではなくて「市民」をつ

くる活動をやればいいのかと思います。それは一体どういうこ

となのかというのを、最後に考察したいと思います。 

多摩川河口水域生物調査

－ 市民が欲する調査データ －

海辺つくり研究会 理事 鈴木 覚

市民とは誰のことか？

① ○○市の住民

② 階層としての市民「社会や政治を意識し、自ら働きかけよう
とする人々、参政権などを持つ人々」・・・市民活動家など

③ 行政や研究者以外の人々

■民・百姓

■庶民、市井の人、民衆、人民、大衆・・

■常民

■沿岸住民、海辺の自然や環境に関心をもつ人々

（行政や研究者を含めかかわる人々・・・）

249



第 10 回東京湾シンポジウム報告書 

44 
 

多摩川の生物調査ですけれども、これは羽田空港の再拡張事

業のモニタリングということでやりました。従来は科学的・学

術的評価ということでやられていたのですが、市民ができて実

感できるような評価もあるんではないかということで、我々も

参加させていただきました。 

平成 19～21 年度は３本柱でやってきています。多摩川河口

干潟を観察する調査、ハゼ釣りによる水域環境のモニタリング

の調査、そして羽田地域と海とのかかわりについて、地域の人々

にお話を伺うという市民レーション調査を行いました。本日は

左の２つについてお話ししたいと思います。 

 

最初に、干潟の生物観察調査ですけれども、これは３つの流

れでやりました。事前に現地をスタッフが見まして、どんな調

査をしたらいいかというのを考えて確認をします。それから干

潟について学習をやります。昨年までは干潟観察会、今年は

SCOP100 という調査をやりました。 

この調査の問題関心ですけれども、早速、一句浮かびまして、

「チゴガニのダンスで迎える大空港」と、こういう干潟を目指

していこうということです。 

 

まず、事前に干潟を学ぶことをやりました。このように、多

摩川河口の干潟というのは実はアシ原もあって、結構広くて泥

干潟であるということで、東京湾にはない、ほかにはないよう

な、非常に貴重なものだということを学びました。こういう貴

重なところに、どんなものがいるのだろうかという関心が持て

ました。私は、生き物は全然わからなかったのですが、この調

査を通じて非常に関心を持つようになってきました。 

 

平成 20 年、昨年までは、30 分で生き物を何種類見つける

かというのをやりました。この調査をやりますと、何人で何種

類くらい見つかるというのが推計できるような結果も得られま

した。 

私は事務所でよく物をなくして探します。あの探し物は非常

に嫌ですけれど、こういうところへ行って物を探すのは非常に

おもしろいですね。なぜおもしろいのかなあということで、「夢

覚めて見つかる楽しさ泥の中」ということで、アナジャコなん

かを見つけると、すごくうれしいですよね。そういう楽しさが

泥の中にあるということです。 

 

結果ですけれども、多摩川ではヤマトカワゴカイとヤマトシ

ジミとヤマトオサガニというのはどこでも見つかり、ヤマトご

三家というふうに呼んで親しんでおります。よく見ますと、ソ

トオリガイは下流の方の②のポイントでいっぱい見つかったと

か、場所によって微妙に違う。先ほどは、大阪湾全体で生き物

が違うということでしたけれども、この狭いエリアでも違うと

干潟生物観察調査

参加：147名（スタッフ含む延べ数）

平成19．20．21年度調査

市民参加型生物生息状況調査
干潟観察講座・干潟生物観察調査

市民レベルでの
現場環境調査

釣り調査

過去の環境に関わる
事例調査

市民レーション調査

事前踏査(現地の確認・手法の検討）

干潟観察講座（干潟の学習・観察会段取り）

干潟観察会（～H20) SCOP100（H21)

問題関心：チゴガニの ダンスで迎える 大空港

干潟を学ぶ

30分で生き物調査（~H20）

• 30分間で何種類の生き物が発見できるか？干潟の
いろんな場所で生き物を探してみましょう。

ヨシの中

泥の中

石の下

探し物？ 踊りませんか 夢の中

夢覚めて 見つかる楽しさ 泥の中

30分生物調査結果
（2008）

②

③

④
②③

④

多摩川生物調査の概要

平成19～2１年度調査
多摩川河口干潟の観察 はぜ釣りによる水域環境の

モニタリング

羽田地域と海との関わり

市民レーション調査

羽田空港再拡張事業 環境アセスメント

環境モニタリング

科学的学術
的評価

市民ができ、実
感できる評価

協働・助言

■ 空港影響の把握、羽田周辺及び東京湾の環境変動メカニズム解明への貢献

■ 人々が親しめる海辺つくり、自然再生への貢献
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いう、その違いに着目をしました。 

 

もう一つ、昨年までやっていたことに、定量調査というのが

あります。泥をパイプでとって、そのパイプの中にいる生き物

をカウントするというものです。このカウントした結果で、先

ほどの探し物調査と違うのは、ホソイトゴカイが非常に多いと

いうことです。ヤマトご三家というのは、いるけれど非常に少

ないというような結果になっていて、どうしてこんな違いがあ

るのかなあというのも、また、ちょっと疑問が出ます。 

 

 

場所によって生き物が微妙に異なるのはなぜだろうというこ

とを、疑問に思いまして、生き物の生きている場所とその場所

の環境との関係を考えよう。→そのためには、多くの場所で多

くのデータが必要だ。→多くの人々でデータを一斉にとってみ

ようということになりました。SCOP100 という名前をつけて

調査をやることにしました。 

この青いスコップと黄色い干潟用の長靴を着用しました。

SCOP100 のために、韓国の干潟の専門家の方から取り寄せま

した。COP10 は国際会議ですけれど、この SCOP100 も国

際的な取り組みになったなあと実感しております。 

 

 

調査の進め方ですけれど、このような道具を用いて、泥を掘

って、その中の生き物を分析するという調査をやりました。さ

らに水の塩分とか酸化還元電位、底質の粒度も測定しておりま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

調査前に、上流地点の地形をはかりました。これが干潟の地

形図ですけれど、これをよく見ますと、右の方から左の方に速

い流れが来ると、そこでぐるっと回って、一番深いところで流

れが緩やかになって、泥が堆積して、そこのところが泥っぽい

場所になっているというようなことかなあと思いました。 

 

 

 

 

 

 

定量調査実施状況

SCOP100調査6月7日（2009）

こうなると誰が市民かわからない。

調査の進め方

調査地点を決める。
30cm四方深さ30cmを
スコップで掘る。
土嚢袋に入れる。
2mmメッシュの洗いか
ごを使って泥を取り除
き、生き物を取り出す。
玉葱袋に生き物を入れ
る。
掘った穴に溜った水を
採取する。
多摩川干潟館に持ち帰
り生き物の名前と匹数
を調べる。

• 採った水は塩分濃度や酸
化還元電位を測定する。

• 長靴とスコップは韓国か
ら取り寄せました。

上流側地点の地形
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調査の風景はこんな感じで、それぞれ、これは決まった場所

でとっていただくようにしました。当日は全体で 100 人弱ぐ

らいの人が集まって、やっていただきました。 

下流でもこんな感じで、ほとんど 50～60 センチぐらい埋ま

って、歩けなくなるような、非常にはまりやすい場所です。私

も参加して、ここで泥をとったのですけれど、非常に気持ちよ

かったです。その気持ちをあらわすには、やはり一句詠むしか

ないでしょう。「青空と大地と泥とおれ一人」という形で、一人

で頑張っています。でも、「振り返れば仲間も夢中で泥の中」と

いう感じで、やっぱり、この気分がすごくよくて、大事にした

いなあと思います。 

 

結果を見ると、ヤマトシジミとカワゴカイのすむところが微

妙に違う。シジミは沖側の砂っぽいところにいて、ヤマトゴカ

イはちょうどヨシ原の脇際の泥のところにいるというような感

じでした。ヤマトオサガニとチゴガニも、同じように泥場にい

るのですけれども、チゴガニとヤマトオサガニも微妙にすむと

ころが違う。 

 

 

 

 

 

これをもう少し見てみますと、酸化還元電位というのを測っ

ていただいています。丸の大きさは粒径の大きさを示していて、

泥っぽいところは丸が小さいところです。先ほどシジミがすん

でいる下側の方は砂っぽいと言いましたが、そこは丸が大きい

ということになります。ヤマトオサガニとチゴガニは、同じよ

うに粒径の小さいところにいるのですが、チゴガニは還元状態

じゃないところに、ヤマトオサガニは還元状態のところにもい

ます。なぜそうなのかというのは、よくわからないですが、こ

ういう事実をうまく話していただけると、おもしろいんじゃな

いかなあと考えました。 

 

次に、ハゼ釣り調査です。これは多摩川の河口でハゼを釣っ

て、その釣果で調べようという調査をやりました。これは今年

やった調査で、参加は 79 名です。申し込みはもっと多くて、

かなりお断りしました。来られた方のほとんどは、釣りが趣味

ですけれど、こういうことには関心のない方がほとんどです。

ここでの問題関心は、「ハゼが釣れ、ハゼが食べれる国際空港」。

こんな空港は、多分、ありません。 
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ヤマトカワゴカイとヤマトシジミ

ヤマトシジミは河道内に多く分布しました。

下流側
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ヤマトカワゴカイ ヤマトシジミ

ヤマトオサガニとチゴガニの違い
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還元状態

還元状態

チゴガニは、泥場で粒径が
小さく、かつ還元状態のとこ
ろにはほとんど生息しませ
ん

ヤマトオサガニは、泥場で、
還元状態のところでも生息
できるようですが極端に還
元状態になっているところに
はいません。

それは、本当ですか？それ
は何故ですか？

疑問の連鎖だ・・・・

はぜ釣り調査

参加：79名（スタッフ含む延べ数）

平成19．20．21年度調査

市民参加型生物生息状況調査
干潟観察講座・干潟生物観察調査

市民レベルでの現場環境調査
はぜ釣り調査

過去の環境に関わる
事例調査

市民レーション調査

問題関心：ハゼが釣れハゼが食べれる国際空港

振り返れば 仲間も夢中で 泥の中

上流側の様子

下流側での採取風景

青空と 大地と泥と 俺一人
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一方、遊漁船組合の方は、我々としては環境を受け入れて生

きていくよりほかに道がない、それでも自分にできる最善の努

力を払いながら海とともに生きていく、とおっしゃっていまし

た。この方は、羽田のこの調査の報告書を渡したら、一生懸命

読んでくれました。こういう方は非常に関心を持っていただけ

る。それは関わりとの関係だろうなあと思います。 

 

その関わりが近代的生活の中では、人と自然とが切り離され

ているのです。人間と自然を対立物にして、自然は保護される

べきものだという考え方がある。それに対して、そうではなく

て、人間と自然が一体となって関わり合いを持っている、その

関わり全体が再生する、それが保全されていくということが重

要ではないかというような見方があります。 

 

そうすると、どんな関わりがあるかというと、①自然から漁

獲物を得たり、あるいは精神的な満足感を得る。②釣りをやっ

たり漁業をやったり、自然から恵みを引き出す活動。③生物を

育てる活動。④自然からの恵みが再生産できるように維持・保

全する活動。⑤維持し保全していくために監視・調査・研究す

る活動があるだろうと思います。 

 

こういう、①～⑤の活動を、今回のモニタリングに合わせま

すと、SCOP100 というのは、自然と人が触れ合って、精神的

な充実感が得られて（①）、それと同時に人が監視をしている

（⑤）。それからハゼ釣り調査を見ると、精神的な充実感（①）

に加えて、ハゼを食べるということがある。それから、自然か

ら恵みを引き出す活動でもある（②）。それから監視・観察（⑤）

と、３つぐらいあります。 

また、横浜でやっている夢ワカメワークショップというのが

あります。これはさらに浄化活動、すなわち維持・保全する活

動（④）でもあり、浄化に貢献しているという、そういう意識

を人々が持てるものです。関わりがだんだん下に行くほど深く

なっているということがわかります。 

 

まとめますと、市民が求めているのはデータではなく、自然

との関わりを求めているのではないかということです。その関

わりを深化させていくことで、データというのはおのずと求め

るようになってきます。純粋にモニタリングするという場合に

は、その意義とか面白さというものを、ぜひ伝えてほしい。モ

ニタリングに参加しましょうと言っても、それだけでは、なか

なか来ないのかなあと思います。 

 その関わりということでは、生業みたいな形で、人の暮らし

と東京湾の自然というものが関わり合っていて、単に自然が戻

るだけではなくて、その中で人と関わっている姿が再生されて

いかないといけないのではないかと思い、私は活動しています。 

自然とのかかわりをどう捉えるか？
～かかわりの全体という視点～

人間

＜生業＞
社会的・経済的リンク

自然

文化的・宗教的リンク
＜生活＞

人間

＜近代的生活＞
自然科学

例[切り身としての森林の価値
保護

自然

収奪
[切り身としての森林の材]

近代科学技術
＜近代的産業活動＞

鬼頭 秀一 1996より

生業における人間と自然との関係性

具体的なかかわり

人 自然

① 自然からの享受
漁獲物など

精神的な充足感

②自然から恵みを引き出す活動

③自然から恵みを引き出すため生物を育てる活動(Culture）

④自然からの恵みが再生産できるように維持・保全する活動

⑤維持し、保全していくために監視・調査・研究する活動

市民参加のモニタリング調査におけるか
かわり

干潟観察・SCOP100
自然→人：①精神的な充足感（楽しかった）
人→自然：⑤監視・観察モニタリング

ハゼ釣り調査
自然→人：①精神的な充足感（楽しかった＋ハゼ（食））
人→自然：②自然から恵みを引き出す活動

：⑤監視・観察モニタリング

夢・ワカメワークショップ
自然→人：①精神的な充足感（楽しかった＋ワカメ＋環境に貢献した）
人→自然：②自然から恵みを引き出す活動

：③生物を育てる活動
：④維持・保全する活動（浄化に貢献している）

自然とかかわって
いるという実感

まとめ

市民が求めているのはデータではなく自然とのかかわり
であること

かかわりが深化することでデータをおのずと求めるよう
になること

純粋にモニタリングの場合には・・その意義、面白さを
ぜひ伝えて欲しい。

■マイナー・サブシステンスから生業へと、人と自然とのかかわりの全
体性は、人の暮らしにとって東京湾の自然に密接になっていくことが重
要。
■そのためにこそ東京湾の自然環境は再生されなければならない。

■だからこそ、海を生業とする人々を大切にし、また新たな生業を創出
して関わりを重層的なものに構築していきたいと思う。

余談ですが・・・
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－ 東京湾で実施すべきモニタリングとその方向性について（議論） 
司会：モニタリングを色々な立場の市民の方に興味を持っていただくためのツールと考えるならば、どんな調査が必要でし

ょうか。中村さん、例えば海の豊かさを評価する生物調査の中で、測っておいた方がよいもの、または、測っていたら興味

深いなあと思われるような項目などについてお聞かせください。 

 

中村氏：直接お答えをする前に、何のために何を測るかという考え方を、発想を整理し直した方がいいのではないかと考え

ています。今まで水質を良くする、あるいは生態系を回復させる取り組みをして、それにどういう効果があるかというのを

水質で測ってきました。これからは、もし、豊かな海というのを目標とするのであれば、調査のターゲットそのものが生物

であって、水質はそれを補完する、あるいは説明する因子として測るというふうに、主目的とそれを補助する項目について、

今までとちょっと発想を変えないといけないタイミングではないかなあと考えています。 

 その中で、私は、底生生物の分布調査というものを、行政機関を中心としたモニタリングとしては、もっともっと充実さ

せる必要がある。それが一番大事な点ではないかと思います。 

 それからもう一つ、市民参加型のモニタリングということであれば、もう少し枠を広げて、もう既に色々な NPO の方々

が調査をしておられ取り組まれてきたものを、下からボトムアップ型でうまく横並びにして共通項目を拾い出していくよう

な取り組みが必要なのではないかと思います。 

 もし可能であれば、植物、動物の中から、代表的な選手が選ばれれば、なおいいかなあ、と考えます。具体的には、東京

湾ですと、ワカメみたいなもの、底生生物の中ですと、ハゼや二枚貝あるいはカニですね。そういう調べやすいものが一つ

のターゲットになるのではないかと考えております。 

 

司会：モニタリングの方向性に関して、国土交通省のお考えやお気持ちを、角室長からご紹介いただければと思います。 

 

角氏：国土交通省の港湾局としましては、今、海の自然再生ということに取り組んでいるわけでございまして、先ほどの先

生方のプレゼンテーションの中でもありましたけれども、「美しい海」から「生物の豊かな海」ということに転換してきて

いるということについては、我々もそれを踏襲する形で、今、取り組んでいる状況です。 

 具体的には港湾整備によって発生する浚渫土砂を活用して、干潟をつくっていくとか、あるいは、いい砂であれば覆砂を

していくとか、そういった形で干潟・浅場の創出を行っているわけであります。それはまた、つくった後に、どうやってそ

れを検証していくかということが非常に重要でして、東京湾ではモニタリングポストとして、連続常時観測点を、新しい地

点も含めて９点設置しまして、観測していくことを考えています。 

 これは大阪湾、伊勢湾も同様でございまして、大阪湾においては 14 点ほど設置して観測していく。それから伊勢湾にお

いても７点ほど設置して観測していくことにしています。やはり色々な対策をしていくに当たっても、そういうデータを見

ながら、柔軟に取り組んでいくということが大事だろうと思っています。そういう意味で、20 年度の補正予算を使って、

今申し上げたようなモニタリングポストを設置したい。また、そのデータを、できれば皆さんにリアルタイムで提供してい

きたいと思っていまして、先ほどお話がありましたように東京湾の一斉調査が行われていますが、そういったところに、こ

のデータをまた活用して、うまく検証などをしていただければと思っております。 
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－ 今後の取り組みのあり方（まとめ） 
 

＜京都大学 藤原氏＞ 大阪湾、東京湾を含めて、沿岸の海は、今はもう、結構、きれいになってき

ていて、非常に楽しめる海になっているということです。皆さん、ここへ来ておられる方は、海に直

接関わっておられる方だと思いますけれど、もっともっと、色々な方々に知ってほしいと思います。 

 学会なんかがあったときに、海辺に学生さんを連れていきましても、みんな、遠くは見ていますけ

れど、足元の海の中にワカメが生えていてカニがいるとかいうのは、なかなか見ませんので、やっぱ

りそういうのを、もっとみんなに知らせていくのが必要だろうと思っております。 

 

 

＜港空研 中村氏＞ これからのターゲットは、やはり目に触れやすい岸辺、浅いところというのを

中心とすべきであり、また、現に色々な方々の一斉調査等も、そういう場所にうまく配置されている

のではないかなあ、と思っています。そういう意味で、色々なこれまでの取り組みを、さらに一層延

長させて活性化させることが、長い目で見れば東京湾をよくする意味で非常に大事なことだろうと思

っておりますし、行政の方の施策としても、そういう岸辺から攻めていくような施策をうまく選択し

て組み合わせていければ、すばらしいのではないかと思います。 

 

＜国総研 日向氏＞ 私は海ごみ問題に、ここ３年ぐらい取り組んでいますが、これからもずっと関

わっていくつもりで、ライフワークにしていきたいと思っています。というのは、やっぱり、相当な

環境問題だなあというのが、やっているうちに、どんどん、実感としてわいてきました。 

 研究者として、インパクトのある図面をつくることに一生懸命取り組んでいきたいと考えています。

例えて言うならば、二酸化炭素で言うと、キーリングのグループがハワイで二酸化炭素の経年変動を

出しましたけれど、ああいったものを、ごみで出したい。そうすると、その１枚の絵によって、人間

の考え方というものが変わるのではないかと思っています。 

 

＜港湾局 角氏＞ 本日のプレゼンテーションとか皆様の議論をお伺いしていまして、今後、我々が

海の自然再生という形で取り組んでいく上で、ヒントになるものが非常にたくさんあったと考えてお

ります。本日提示されました問題、あるいは提案、そういったものをできるだけ反映させるような形

で、今後、取り組んでいきたいと思っております。 

 また、この７月に、海岸漂着物処理推進法という法律が発効されまして、今まで以上にごみ問題に

取り組んでいくということになっています。この法律自体は海岸の漂着物が対象になっているのです

が、法律をつくるときの附帯決議の中で、漂流物のごみについても取り組んでいかれたいという決議

が出ています。それに合わせた体制づくりも検討していく必要があるだろうと思っています。 

 

＜海辺つくり研究会 鈴木氏＞ 今年、瀬戸内に行ったら、もう、こんなに小さい発泡スチロールが

海域に浮いていまして、やっぱり、ごみについては、非常に大変な問題を抱えているというのは、私

も日向さんと同じように実感をしております。 

 本日のテーマについてすごく難しい話をされていますけれど、もう少し、一般の庶民の身近な疑問

みたいなものに答えるような、そういう調査、モニタリング、研究みたいなものもあってもいいのか

なあと思います。大きいものを一つとっても、すむところがどうしてこんなに違うのかとか、そうい

う、だれもが興味を持つような疑問を取り上げてられるとおもしろいのかなあと思いました。 

 

＜海上保安庁 山尾氏＞ 大阪湾一斉調査の話を聞かせていただきまして、調査のやり方のモディフ

ァイ、生物の調査の開始と、続けていく中で、非常によくなっていっている。そういったところを手

本にして、我々も、引き続き頑張っていきたいと思います。 
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 東京湾再生プロジェクト自体も平成 15 年から始めて、もう今年で 10 年計画のうちの７年がたち

ました。今後のことを、そろそろ考えていかないといけないと、事務局では少し検討を始めていると

ころですが、豊かな海を目指すべきではないかという、非常に新しい視点についても考えていかない

といけないと、実感として感じたところです。 

 

＜大阪市大 重松氏＞ 大阪湾は東京湾に比べると、圧倒的に浅いところがないわけです。そういう

意味では、中村さんもおっしゃったような、浅いところが、大阪湾でも修復のターゲットになるので

はないかと感じます。ただ単に浅いだけでは、やっぱりだめで、それなりの環境の構造がわからない

といけないので、やはりモニタリングはぜひとも続けていくべきだろうと思います。 

 モニタリングで大事なのは、情報の量と質だと思います。市民の方に、海のことをよく知ってもら

おう、近づいてもらおうという意味では、私は、四季に１度ぐらい、市民による一斉調査みたいなも

のをやって、海が１年の間に、こんなにも変化するのだというようなことを、知っていただけたらと

思います。精度の問題は、どうしても議論になるところだと思いますけれども、どういう項目を、ど

ういう機器で、どのように測ったデータだということを明記した上で、できるだけオープンにする。

その情報の質をどう判断するかは利用者に任せればよいと、個人的には思います。 

 そういう意味では、色々な情報を、生き物の情報も含めて、海でも情報化社会を進めるべきで、色々

な人に使ってもらえるようなプラットフォームがぜひ欲しいなあと思います。 
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6．閉会挨拶 

 

国土技術政策総合研究所 副所長 松本清次 

 

国総研の松本でございます。閉会に当たりまして、イベントに協力しております研究グルー

プを代表いたしまして、一言ごあいさつ申し上げます。 

まず、フロアの皆様方には、長時間にわたりまして、最後までおつき合いいただきまして、

誠にありがとうございます。お疲れのことと思います。と、申し上げましたが、私自身は、本

日、午後半日おりまして、全然疲れませんでした。大変興味深い話を伺い、刺激を受け、楽し

い思いをいたしたところでございます。恐らく皆様方も、感じた内容は私とは違っていても、

刺激的で楽しいという思いを共有していただいたのではないかと考えております。そんな意味

で、今、壇上におられますスピーカーの皆様方、とりわけ遠方よりお越しの藤原先生、重松先

生には深く感謝申し上げたいと思います。 

 

それから、「みんなでよくする東京湾」は、本日で終わりではございません。明日も引き続き

開催されます。ぜひ、明日もお越しいただくよう、お願い申し上げまして、本日の締めのごあ

いさつとさせていただきます。どうもありがとうございました。 
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３．基調講演：「富栄養域での生き物の棲み処づくりのために」 .................................................................... 33 
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第 11 回東京湾シンポジウムの報告にあたって 

海域環境の再生の推進にあたっては、幅広い関係者との相互理解に基づく協働が不可欠です。

そうした「協働の推進」をテーマとして、平成２２年１２月３日に第１１回東京湾シンポジウム

を開催し、約 200 名の参加をいただき、提供話題・基調講演・パネル討論を行いました。また

第 6 回海辺の再生を目指したパネル展も併設され、多様な主体からの研究成果・活動報告の展示

が行われました。 

話題提供では、本年で３年目になる東京湾水質一斉調査を始め、先進の共同研究、水産振興を

核にした全国的な取り組み、多様な主体が緩やかに連携する調査、市民、漁業者、行政と教育現

場の有機的な連携実践事例など、東京湾の環境再生に向けた多様な組織の協働の例を提示いただ

き、その多様なあり方を学ぶことができました。 

招待講演では、大阪市立大学の矢持進教授に、大阪再生に係わる取り組みの先進事例を紹介い

ただき、具体の再生事業を解説頂くとともに、環境再生事業の統括のためのコンダクターやプラ

ットフォームの重要性を指摘いただきました。 

総合討論では、研究者の役割、アイデアから実践へ踏み出すための取り組みについて意見交換

を行い、主に以下のような提言がなされました。 

・ 研究者と行政の作業レベルでの協働や成果の発信の強化 

・ 環境再生の目的の明確化と、子どもに本当のものを伝える、ひろがりのある連携の推進 

上記のようなシンポジウムの成果を本冊子1にとりまとめ、ご報告させていただけることに、

ご協力いただきました関係各位に深くお礼申し上げるとともに、研究・事業展開へのさらなるご

指導、ご鞭撻を重ねてお願い申し上げます。 

 

国土技術政策総合研究所沿岸海洋研究部海洋環境研究室長 

                                                           
1 本報告書は、本シンポジウムの発表内容・討論内容の記録として作成いたしました。各発表・発言について事務局の責においてとりまと

め、発表者からご提供いただいたスライドとともに掲載しております。それぞれの内容についての著作権は発表者に帰属します。引用・転

載の際には、出展の明記とともに、必要がある場合には情報提供者から再度個別に許諾を受けていただきますようお願いいたします。 
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                 １．開会挨拶 

 

国土技術政策総合研究所 副所長 松本清次 

 

 

 

 

 

国総研の松本でございます。開会に当たりまして一言ごあいさつを申し上げます。 

まず、本当によい天気に恵まれて、お集まりいただき、ありがとうございます。 

とはいいながら、朝方は大変ひどい雨でございまして、お聞きしますところ、基調講演をお

願いしております矢持先生は、大阪から新幹線でお越しいただいたんですが、途中１時間ばか

り閉じ込められたそうですし、午前中、専門家によりますワークショップをこの場で開催して

おりましたが、そこにご参加いただいた先生も、朝、ずぶぬれになりながらご参加いただいた

ということで、まことにご苦労をおかけしておりますが、それだけに一層、本日の午後のシン

ポジウムの成果を出したいものだと考えております。 

さて、このシンポジウムは今回で 11 回目となります。これまで東京湾の海の環境をいろい

ろな切り口から考え、議論してまいりました。最近３回のテーマを振り返ってみますと、第８

回が「開発と環境保全の調和を目指した目標設定」でございました。第９回は「生き物の棲み

処づくり」、第 10 回が「モニタリングデータの社会への還元」。そして、これに引き続いて、

ことしのテーマが「協働の推進」でございます。 

東京湾の水質一斉調査を初め、先進の共同研究、あるいは水産生物を核にした取り組み、市

民参加や環境教育の実践事例など、いろいろなお立場からの事例の報告をいただく。あるいは、

招待講演として、大阪市立大学の矢持先生からは、大阪湾の再生についての事例のお話をいた

だくことになってございます。これらの成果を、今後の東京湾再生に向けた協働の芽を醸成す

る場にしていきたいと考えております。 

私どもの研究所の宣伝を若干申し上げますと、10 年ほど前に、国土交通省の土木研究所、

建築研究所、そして港湾技術研究所の３つの研究所のうち、行政と密接不可分な部分を取り出

して一体化したものでございます。したがって、政策形成に資する研究を行う、政策支援とい

うものが最大の使命でございます。そういった意味で、今回、シンポジウムのテーマは協働で

ございますけれども、研究レベルの協働だけではなくて、行政レベルの協働にいかに持ってい

けるか、ここまで行ければ私どもの研究所として 100 点満点のできということになります。

そこに少しでも近づけるように、ぜひ皆様方のお力をちょうだいしたいと思いますし、フロア

の皆様方からのお声と励ましをちょうだいしたいと思います。 

 本シンポジウムが実りあるものとなりますようにご支援をお願いいたしまして、開会に当

たりましてのあいさつとさせていただきます。本日はご参集ありがとうございました。 
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 ２．話題提供 

２.1「東京湾一斉調査に向けた協働」 

 

東京工業大学大学院情報理工学研究科教授 

灘岡和夫氏 

 

 

 

 

 

膨大な人口を抱える東京湾への流入負荷は着実に減少してきているが、湾内の水質や生態環境にはま

だその効果は十分現れていない。例えば赤潮・青潮発生回数で見ると 1980 年代をピークに若干改善傾

向がうかがえるがまだ高い発生回数レベルで推移しており、最近重要視されている湾内底層の貧酸素水

海の出現状況で見るとむしろ悪化傾向さえうかがえる。また、貝類等のベントス系生物資源については、

長期的な減少・劣化傾向に歯止めがかかっていない。原因として、大阪湾や伊勢湾など他の主要内湾に

比べて、単位湾内水域面積あたりの負荷量が依然として高水準にあることや湾内堆積物中の負荷蓄積効

果等が考えられるが、具体的に検討していくうえで不可欠となる周辺流域や外洋域との関係も含めた東

京湾を取り巻く物質循環の構造に関する情報は、まだ十分に蓄積されているとは言いがたい。このこと

は、東京湾再生のための様々な施策・活動を具体化させる上での水質改善目標を具体的・定量的に設定

することが難しくなることを意味している。 そのため、周辺流域も含めた東京湾の包括的なモニタリン

グが重要になる。 

ここで、東京湾再生のための目標設定として、たんに水質を良くしていけばいい（そのような考え方

を私は「水質主義」と呼んでいる）、というものではないことに注意する必要がある。再生すべきは、「健

全で豊かな生態系としての東京湾」であって、「水質が良い東京湾」ではないからである。ということは、

東京湾において、健全な生態系とはどのように成立し得るのか、それを阻害している要因は何か、健全

な生態系を再生し維持していく上での具体的な戦略はどうあるべきか、という視点（「生態系主義」）が

必要になってくる。このことに関して、生態系のネットワークあるいは連結性（connectivity）という

視点が重要になってくる。東京湾での干潟ネットワークの重要性は、既にさまざまな研究者から指摘さ

れているが、例えば、筆者が関係している羽田周辺水域環境調査研究委員会での調査データによると、

有意な量の外洋性プランクトンがある時期に多摩川河口内部水域内で観測されている。このことは、東

京湾の生態系を理解する上で、湾内のみの閉じたシステムとして捉えるのではなく、河口部や外洋との

繋がりも考慮していくことが重要であることを意味している。 

このように考えると、東京湾の再生のための基礎として、「陸域－河口域・浅場干潟域－湾域－外洋域」

の連結性を踏まえた広域的・統合的な観点からの物質循環や生態系の動態についての情報が不可欠とな

る。そのためのモニタリングとしては、従来の多くの事例に見られるような個別的・単発的なモニタリ

ングでは不十分であることは明らかで、上記のいずれの課題も個々の大学等の研究グループで対応でき

るレベルを超えている。統合的・戦略的な視点から環境モニタリングのあるべき体制をデザインし、そ

れを環境情報インフラととらえて研究機関－行政機関－NPO・市民等が連携して構築し運営していくこ

と、その成果を共有し、具体的にフィードバックしていくメカニズムを形成していくことが不可欠であ

る。そのための具体的な試みとして、東京湾水質一斉調査のようなさまざまな組織やグループが連携し

た広域モニタリングを行う意義はきわめて大きい。ただし、それを単なるイベントとして終わらせるの

ではその役割を十分に活かすことは出来ない。このような試みを持続し、上記のように、その成果を具

体的に活かすメカニズムの構築を急がなければいけない。 
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灘岡と申します。よろしくお願いします。 

「東京湾一斉調査に向けた協働」というタイトルをいただい

ており、東京湾の環境が最近どういう状況にあるかということ

の問題意識について、きょうのテーマであります東京湾一斉調

査の意義、あとは、今後の発展に向けてどういう課題があるだ

ろうか、そういうことを話してほしいという依頼を受けており

ます。 

 

 

 

 

まず、東京湾の環境の現状についてです。これは陸からの窒

素ベースの負荷を示した環境省のある委員会の資料です。東京

湾は順調に減ってきており、伊勢湾、瀬戸内海等々でも減って

きている。そういう意味では順調に減ってきているのだけれど

も、結果としての東京湾の現状、青潮あるいは赤潮の発生回数

の推移で見ますと、1980 年ぐらいは一番ひどかったのですが、

その後、多少はよくなっているけれども、まだまだだなという

状況があります。 

 

 

 

 

これは、東京都の安藤さんからご提供をいただいた図ですけ

れども、最近着目されている底層 DO（溶存酸素：生態系にと

っては非常に問題）について見ると、1984 年から始まって

2000 年の頭ぐらいまで、この貧酸素が湾奥部にずっとひろが

っていて、それが改善しているようには見えず、むしろ悪化傾

向にあるように見えるということでございます。 

ということで、どうも東京湾の成績は余りよろしくない。 

 

 

 

 

実際に漁獲量で見てみると、2000 年前半、つまり最近まで

ずっと右下がりのトレンドであるということです。特に貝類の

減少がきいています。貝類ですから、当然浅いところの環境が

問題になってきますが、かつて埋め立てがどんどん進行したこ

ろは、当然すみかがなくなるのでぐっと減ってくるわけですが、

ご存じのように、最近埋め立ては余り進んでいないのですが、

それでも低減傾向がずっととまらないということがございます。 
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なぜ成績がまだよくないのかということですけれども、ほか

の湾のいろんな水域と比べてみて、東京湾の水質面での成績は、

全窒素（TN）で見て、減ってはいるけれども、絶対値がまだ

まだほかの水域に比べて非常に高いのです。特に、水域面積当

たりの発生負荷量、つまり、いろんな川からいろんな流れ込ん

でくる単位面積当たりの陸からの負荷量を見たときに、減って

はいるけれども、ほかの水域との比較という観点からいうと、

やはり飛び抜けて大きいのです。そういうことから考えると、

やはり東京湾の成績は、残念ながらまだまだよろしくないとい

うことになります。 

 

その原因は、例えば、三大湾のいわゆる高度処理（三次処理）

の人口普及率で、東京湾の場合は、その周辺の各自治体ごとの

パーセンテージは大体 10％前後というところで推移しており

ます。一方、大阪湾などは、いいところは 50％近くある。質

の面、つまり高度処理の割合で見ると、まだまだという現実が

あります。 

 

いずれにしても、陸からの負荷のことも含めた、東京湾を取

り巻く物質循環をきちっと把握していくことが、これからどう

すれば東京湾の水質あるいは環境をよくしていくかのキーポイ

ントになりそうだということはおわかりいただけるかと思いま

す。 

 

陸からの負荷でもう１つのおもしろいデータをお見せしたい

と思います。私が関係しております、羽田の新しい滑走路の建

設に伴う環境影響評価絡みの調査委員会でとられた 2007 年

９月の多摩川の出水データです。これは戦後最大クラスの出水

でありました。それからもう３年たっているわけですが、この

後、いろいろはかってみますと、河口域の前面の底泥の特性が

出水の直後にがらっと変わって、それが出水前のもとの様子に

戻るのに大体２年以上かかっているのです。大きな１つの出水

イベントが底質環境をがらっと変えて、しばらくそれが尾を引

く（大きい出水で２年ぐらいのスケール）。これも陸との関係が

東京湾を支配しているという例となります。 

 

もう１つおもしろいのは、やはり同じ調査委員会のデータで、

多摩川の河口の中で網を曳きましてプランクトンの調査をした

結果です。これは、湾外に見られる種が湾内、しかも河口の内

部に遡ったところまで結構な量がとれていることを示していま

す。これは、当然ながら、湾外の水がここまで及んできている

ということを示唆しています。 
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どんなメカニズムでこういうことがあり得るかをごく簡単に

ご説明します。上の図は、河口の前面でずっと連続的に水温を

はかったものです。一番上の黒い線が海底近くではかられた水

温です。あるときに急にボンと水温が上がる。 

これは冬場のデータなんですが、実は、湾の外のほうが水温

が高いんですね。それが海底伝いにずっと湾の中に入ってきて、

羽田沖、つまり多摩川の河口域まで達する。しかも、風が、特

に南風がうまい方向に吹くと、いわゆる沿岸湧昇というのが起

こって、下の重い水がずっと川の中まで入ってき得ることを示

しています。 

 

 

東京湾の場合は、伊勢湾とか大阪湾に比べて湾口部の構造が

ちょっと違っています。ほかの２つの湾は強混合域と書いてあ

るように、まざりやすいんですね。ところが、東京湾の場合は、

水深が非常に深くなっているものですから、そこで大きくまざ

らず、湾の外の重い水がすっと入ってきやすい構造がもともと

ある。７キロしかない比較的狭い湾口だけれども、外の水が入

ってきやすい。ということは、非常に湾の外の影響も受けやす

いということです。 

 

 

 

あと、生態的には、最近注目されている干潟ネットワークと

いうことがあって、これも生物の面から空間的なつながりをあ

らわしています。いろんな干潟にアサリがいるわけですけれど

も、彼らの生活史から考えると、そのすみかだけに閉じていな

くて、幼生をいろんなところにばらまくものだから、つながっ

ています。そういうふうに湾全体のスケールでのつながりを考

えなければいけない。これは生態系の上での話です。 

 

 

 

 

そう考えますと、我々は広域的なつながりを常に考えなけれ

ばいけない。湾の中でもつながっているし、湾の周辺とも陸と

もつながっている。外洋ともつながっている。非常に広域的な

システムとしてとらえないと、何が起こっているかわからない

のです。広域的な connectivity という言い方をしますけれども、

物質の循環あるいは生物の世界でのつながりの両面でそれが非

常に重要だということでございます。 
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では、そういうモニタリングができているかどうかというこ

とで、モニタリングのあり方をいっとき詳しく議論をしました。

東京湾再生推進会議というのがあるのをご存じだと思いますけ

れども、その中で、中間評価のときに、モニタリングについて

検討すべしということになって、具体的な専門家としての立場

からいろいろ提言するために、モニタリング研究会が組織され

ました。それで２年半前（H20.3）に、東京湾再生推進会議の

モニタリング分科会に政策助言をしました。 

 

これはちょっと細かな図になっていますけれども、左側と右

側の列で何段にもなっているのは短期的、中期的、長期的な取

り組みです。当面まず急いでやりましょうと提言したのが、ま

さに東京湾一斉調査なのです。 

 

もう１つの右側の列はモニタリングポストという言い方にな

っていました。そういう言い方には余りなじみがないかもしれ

ませんが、いわゆる観測ステーションをこしらえて、時間的に

ずっと連続してはかるシステムです。それを東京湾の何点かに

展開すべきだという提言をした。この２本が非常に大きな柱に

なっています。 

 

これはいうまでもないことですが、空間的な広域性がモニタ

リングには非常に必要で、周辺の陸からの影響と外洋の影響も

含めた空間軸を我々はまずきちっと押さえなければいけない、

これが東京湾一斉調査に１つ結実してきたということでござい

ます。 

もう１つは、時間的な連続性ということで、これもやはり非

常に重要です。ご存じのように、いろんな時間スケールでいろ

んな変動要因がある。季節変動もあれば、年を越えての変動も

ありますし、あるいは台風とか、いろんな時間スケールの変動

がある。そういったものの中で我々はシステムをとらえなけれ

ばいけないので、時間的な連続性という軸も重要になります。

そこでモニタリングポスト群が重要になってくる。 

東京湾は成績が悪いよと最初に申し上げたのですが、では逆

にどんどん水質をよくすればいいのか、どこまでよくすればい

いのだろう、こういう疑問が当然わくわけです。とにかく水質

さえよくすれば環境がよくなる（これを私は水質主義といって

います）というのはちょっと一面的な見方であって、海域によ

っては、余りにも負荷を減らし過ぎて海に入る肥やしの部分が

少なくなって海がやせてきている。 

 

それでノリの色落ちなどが起こっているという報告例が現実

にいろいろ出てきています。だから、きれいにすればいい、水

質をよくすればいいと、ひたすらそれを追い求める、それを自

己目的化するのは限界があるのです。 
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では、健全性が一定レベル以上の持続可能な豊かな生態系の

再生を目指すべきである（これを私は生態系主義と呼んでいま

す）が本来の目的であるとすれば、やはり水質環境モニタリン

グから生態系モニタリングへと発展させる必要がある。生き物

あるいは生態系全体にとってのモニタリングに進化させるには

どうすべきかを議論しなければいけないと思います。 

 

２番目は、我々のモニタリングする体制の問題です。そもそ

も、全国的に、今いろいろな定点モニタリング、定期的なモニ

タリングはじり貧な環境にあって、三位一体の改革が進んだこ

ろから、地方だけではなくて東京湾においてすら定期的なモニ

タリングは非常に厳しい状況になっています。 

やはり具体的な目標設定をクリアにすべきで、参加すること

に意義があるというレベルでやっていると、絶対じり貧になり

ます。 

だから、逆に発展させるには、この成果を生かして、政策面

に反映させるといったいい事例をどんどん積み重ねていかなけ

ればいけないということです。そのためには、だれかが全体的、

統合的な解析をしなければいけません。陸域も含めて、広域一

斉調査としての利点を生かした本格的な解析をしなければいけ

ない。個人レベルの努力に頼っている状況がありますが、それ

をシステム化しなければいけないということです。そのために

は、我々研究者もどんどん出ていかなければいけないと思って

いるところです。 

あるいは、その成果が専門家しかわからないレベルだと、絶

対に生かせません。いわゆるインタープリター、わかりやすい

言葉で、一般の人たちに発信していく仕掛け、これにはやはり

そういう人材を育てていくメカニズムも要ると思います。 

最後に、そもそもこういうモニタリングは何のためにやって

いるか、目的を明確にしなければいけないけれども、いわゆる

統合沿岸管理ということが一斉調査に関しては一番フィットす

る言葉だろうと私は思います。ICZM、Integrated Coastal 

Zone Management の略です。この integrated（統合）とい

う言葉の中に陸も入っているし、広域性というのが非常に大き

なキーワードです。そこにフィットするモニタリングには、広

域性、統合性が要ります。そうでないと、東京湾全体あるいは

その周辺の水系全体も含めて、周りの水域の環境を全部最後に

受けとめてくれているのが東京湾ですから、そこでの成績がよ

くなるということは、必ず水域全体をよくすることになる。こ

れが統合沿岸管理の思想なわけで、そういうものにフィットし

た一斉モニタリング、これを維持し、さらに発展させなければ

いけないと思います。 
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２.２「羽田周辺水域環境調査研究の取り

組み」 

 

 

水産工学研究所環境水理研究チーム長  

八木 宏氏 

 

 

 

 

羽田周辺水域環境調査研究委員会は、本年 10 月に供用が開始された東京国際空港新滑走

路に対して環境影響評価では十分に把握しきれない実際上の影響を把握するために継続的に

調査研究を行うことを目的に平成 17 年に設立されたものであり、今年で活動 5 年目になる。

本委員会では、①新滑走路建設事業による多摩川河口域を含む事業実施区域周辺及び東京湾

全体の環境への影響の把握、②その成果を踏まえた東京湾全体の水環境の保全・改善への貢

献、③協働モニタリングの活動等を通した市民との連携強化を基本ミッションとしており、

i)周辺水域の物理・化学・生物過程の実態解明と新滑走路建設事業の中長期的な評価、ii)多摩

川河口部を含む「陸域―内湾―外洋域」連成系における物質循環・生態系メカニズムの解明、

iii)東京湾統合環境モニタリング・シミュレーションシステムの構築、iv)地域住民の視点から

の自然環境の把握、協働による海辺づくりの方向性の検討等に、分野連携・多主体間協働の

体制（羽田協働モデル）で取り組んでいる。 

今回の発表では、このような羽田周辺水域環境調査研究員会の取り組み及び活動状況を説

明した上で、発表者が主に携わっている流動環境について、冬季は海上風による底層水フロ

ントの進入後退が羽田周辺水域の水環境変動や東京湾から多摩川河口域への外海水の影響に

重要な役割を果たしていること、一方、夏季は、外海水の底層進入により羽田沖に発達する

貧酸素水塊が中層化しやすい性質があることなど、海上風等による外海水フロントの進入後

退が羽田周辺水域の水環境構造を特徴づける重要な要素であることを紹介する。 

 

 

 水産工学研究所の八木と申します。私からは羽田周辺水域環

境調査委員会の取り組みについてご報告させていただければと

思います。 

 

 まず初めに、この委員会で対象としている羽田周辺水域です

けれども、場所は東京湾西岸に位置する多摩川河口を中心とし

たエリアでありまして、周りは羽田空港とか扇島といった大き

な埋立地に囲まれています。河口域について見ると、東京湾最

大といわれる河口干潟が広がっておりまして、東京湾では数少

ない豊かな生態系を維持している場所となっています。 

このエリアに、皆さんご存じのように、羽田空港の４本目の

滑走路になるＤ滑走路の建設が済みまして、この 10 月に供用

が開始され、今後は航空需要が拡大することが期待されている
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わけです。 

この新滑走路は、写真にもありますように、１級河川である

多摩川河口をふさぐような構造形式になっていて、河口干潟を

含めて周辺環境への影響が懸念されているところでもあります。 

 例えば、新滑走路というのは、多摩川からの流れを妨げない

ために、一部が桟橋構造になっているわけですけれども、こう

することによって、この桟橋の下には広い暗環境（光が届かな

い空間）ができますし、また、桟橋を支える多数の橋脚には海

洋生物が付着して、それが脱落することで水質環境に与える影

響の懸念があります。また、出水時には大量のごみが河川から

出てそれが集積するという形で、今までの環境影響評価では評

価することが難しい要素を多分に持っています。 

 

 一方で、多摩川河口域の環境の構造そのものを考えますと、

海水と淡水が混じる、いわゆる汽水域になっておりまして、底

質、流動、水質、生物も含めて特徴的な空間を構成していて、

これを一体として考える必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

先ほど灘岡先生からもお話がありましたけれども、東京湾はほ

かの日本の内湾域と比べると外洋の影響が強いといわれており

ますので、陸域の影響も含めて、陸域、河口域、湾域、外洋域

というものの連成系の中で河口環境を考える必要があるという

側面があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 新滑走路は、評価が難しい要素を持ったものが多摩川河口と

いう多様で複雑な空間の中に形成されているために、影響評価

が難しいという側面があります。 

 こういったことを把握して継続的にモニタリングをしていく

ために本委員会が設置されて、平成 17 年から継続的なモニタ

リングを行っています。 

 本委員会には、活動を進める上で基本ミッションが設定され

ておりまして、ここにあります３つです。 
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 主要な検討項目としては、ここに挙げる５つの項目になって

おりまして、１番、２番がベースになり、その場所での環境の

構造と影響、「陸域－内湾域－外洋域」という連成系の中で物質

循環とか生態系のメカニズムを押さえましょうということです。

３番目は、それを支えるツールをつくっていきましょう。４番

目は、本委員会で重視しております「市民との協働」というテ

ーマを進めるために、地域住民の視点から、海辺づくりの方向

性を検討していきましょう。５番目は、新滑走路持っている、

付着基盤の創出とか暗環境の出現といった新しい項目について

もしっかり対応していこうということで、これに沿って具体的

な検討を進めているところです。 

 

 特徴的な点は、その取り組みの体制にありまして、通常、環

境影響評価の体制は、事務局が委員会と調査会社を結ぶ形式に

なっているわけですけれども、我々の委員会では、大学や研究

機関の研究者自身が現地調査、分析、解析に直接タッチする。

そして、多様な分野の研究者が連携して実態把握や環境影響評

価をしていこうということ。単に研究者の連携にとどまらず、

関係する行政機関とか調査会社などの民間企業、ＮＰＯの方々

と協力して、調査の計画段階から計画の立案、調査の実施、解

析に至るまで一体として進めようという形になっておりまして、

これを我々は羽田協働モデルと呼んでおります。 

 

 実際の検討は、流動とか水底質、生物といったそれぞれの分

野の専門家がそれぞれの調査課題を進めると同時に、連携して

実態や影響を把握し、それを進める上で必要になってくる調査

への協力とかデータ提供、現地調査や分析を、関係する行政機

関や民間企業の方々、大学などに協力、連携して進めていると

いうのが現状です。 

 

 

 

 取り組みの内容についてごく簡単に紹介をさせていただきた

いと思います。 

例えば、河口域を取り巻く環境についての部分ですけれども、

まず負荷を正確に把握することが重要になってきますから、陸

域からの負荷とか、それによって生じる河口域の栄養塩とかク

ロロフィルの動態を、単に空間分布、現存量の分布だけではな

くて、酸素消費速度だとか、海底からの栄養の溶出といったフ

ラックスレベルまで押さえるということをやっています。 

 環境を考える上で重要な地形変化については、音響関係の計

測以外にビデオによる連続計測も実施しております。 

多摩川河口を考える上で重要な、例えばヤマトシジミだとか

アサリについては、個体群動態の変化だとか、餌料環境を同位

体を使って調べて、その中にあらわれてくる変化をどうにか抽

多様な分野，主体による連携・協働体制
『羽田協働モデル』
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出してやろうということを行っています。 

 次に、新滑走路が建設されている河口部については、ベース

となる流動以外に、底質が環境を考える上で重要な要素になっ

てきますので、大出水に対応した底質のレスポンスとか、その

回復過程をモニタリングしています。 

 

 さらに、新滑走路によって河口域と東京湾との間のベントス

幼生の移動を妨げられるのではないかという懸念もありますの

で、幼生プランクトンの調査をしたり、国交省の航空事務所さ

んの協力を得て、付着生物が季節的にどう変化しているかを調

べてたりしています。 

 

 

 さらに、東京湾全体を含めた連成系につきましては、「貧酸素

水塊」がキーワードになってきますから、それが（羽田だけで

なく）東京湾全体の中でどう発生、発達、消滅しているかとい

うこと。 

 外界からの影響を、外洋性のプランクトンを指標として長期

的に調べる。 

 生態系のネットワークがこういった新しい構造物によって変

わってくるのではないかということを把握するために、ベース

となっているベントスのネットワーク構造などを検討していま

す。 

 

 

 

 この委員会では、市民の方々の協働を重視しておりますので、

市民の方々に参加いただくような調査、例えば、ハゼ釣り調査

だとかスコップ 100、これはスコップを 100 個使って市民の

方々と専門家が干潟の調査をするといった取り組みも行ってお

ります。 

 

 

 

 

 

 このほかにもいろいろな取り組みを行っているのですけれど

も、ここでは時間の関係ですべて説明することはできません。 

 幸いに、来週になりますけれども、12 月 12 日に東京海洋

大学での我々の委員会の第４回シンポジウムで、これまでのい

ろんな検討結果を各担当者から少し詳しく説明する場を設ける

ことになっております。ご関心のある方はぜひこれに参加して

いただくと、もう少し詳しい情報が得られます。 
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 ここで、残りの時間を使いまして、私が少し関係しておりま

す流動環境について少し詳しくご報告したいと思います。 

 流動環境を考える上でまず初めに知りたいのは、こういった

大きな構造物でもって河口域と東京湾の物質とか生物の行き来

が妨げられるかどうかということです。 

 それを考える上でおもしろいデータが灘岡先生にもご照会い

ただいたこのデータです。これはカラヌスシニカスという動物

プランクトン、カイアシ類の一種で、ふだんは浦賀水道などの

東京湾の湾口域にいるのですが、外洋水の波及があるときに湾

内に入ってくるということが指摘されています。このときには

多摩川河口沖だけではなくて、一番上流では六郷橋のところま

で到達していて、河口域でもこういった外洋の影響がダイレク

トに、比較的速やかにあることを示しているのではないかと思

います。 

 

 これはそのときの河口沖の流動を計測した結果になります。

25 時間平均を掛けた残渣量の時空間分布になります。これを

見ますと、基本的には表層で南湾口向き、中層以下で赤いとこ

ろは湾の奥向きということで、上下二層的な構造ができていま

す。強い南風（春一番、二番、三番に相当）のところで流速が

反転している形になっていて、流れが海上風に強く影響を受け

ているということがまずよくわかります。 

 

 一方、これは同じ場所の底層の水温と塩分を示したものです。

これを見ると、同じように海上風の影響を受けていそうですけ

れども、特徴としては、ステップ的に塩分、水温が変化してい

るところがあります。 

 特に、観測期間の真ん中の３月１０日には、温度でいうと２

度ぐらい急激に水温が上がっています。 

 

 

 

 

 

 これはそのときの水温の空間分布を示したもので、水温が上

がる前は全体的に河口沖は温度が低かったんですが、上がった

後は底層を中心に温度が上がっていまして、塩分も上がって、

外洋水が進入したということがうかがい知れます。 
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こういった進入の状況を理解するためにシミュレーションを

行った断面分布を湾軸断面と横断面で示したものです。これを

見ますと、北風のときに進入して南風のときに後退するという、

風に対応して進入・後退があるということです。 

 おもしろいのは断面分布でありまして、北風のときに底層に

進入した暖かい外洋系の水が、南風に反転して戻るときに沿岸

域に湧昇していることがわかります。このことは、海上風によ

って外洋水が単に進入・後退するだけではなくて、後退すると

きに湧昇することで、浅い多摩川河口域に外洋の影響が波及す

る可能性を示していると思います。 

 

 

 これを概念図にまとめたものがこれで、東京湾では冬季の北

風の冷却によって湾内は低温・低塩分で、湾外は高温・高塩分

で、いわゆる熱塩フロントといわれているものが形成されやす

いのですが、冬も終わりごろになってきますと、これが崩れて

きます。その状態のときに強い南風と北風が吹くと、外洋水が

南風のときに後退、北風のときに進入という変化を示して、羽

田沖に間欠的な温度変動、水塊変動が起こる。さらにそれに伴

って進入した外海水が後退するときに湧昇することで、多摩川

河口域の浅いところにも影響が及ぶ可能性があるのではないか

と思います。 

こういった形で、先ほど紹介したさまざまな分野で検討が進ん

でおりまして、周辺水域の環境というものが大分わかってきま

した。 

 

今後の展開です。これまでは、まず周辺水域の環境の構造を

しっかり押さえることが中心でしたけれども、滑走路の建設が

終了したこともありますので、今後はその影響をしっかり押さ

えていくことが検討の基軸になってくるだろうと思います。さ

らに、本委員会で重視しております多摩川河口域と東京湾全体

のかかわりをさらに解明していくとか、市民との協働モニタリ

ングをさらに推進していくことを進めて、多摩川河口域だけで

はなくて東京湾全体の再生への提言にもつなげていくことを委

員会としては予定しています。 

 

最後に、今日ご紹介した内容は、この委員会の「羽田周辺水

域環境調査研究基本ビジョン」や、「研究の取組み」としてまと

められており、ホームページ等で入手できますので、ご関心が

ある方はぜひご一読いただけるとありがたいと思います。 

 最後になりますけれども、12 月 12 日に我々のいろいろな

調査の結果を報告する第４回シンポジウムが東京海洋大学で行

われますので、ご関心のある方はぜひこちらのほうにも来てい

ただきますと大変ありがたいと思います。以上でございます。 
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２.３「アサリプロジェクト 

アサリ資源全国協議会の取り組み」 

 

 

千葉県水産総合研究センター東京湾漁業研究所長 

                鳥羽 光晴氏 

 

 

 

 

 

1980 年代前半には 12 万トンを超えていたわが国のアサリ漁獲量は、1980 年代以降大

幅に減少し、1990 年代後半には 4 万トン以下となった。内湾浅海域の主要水産資源である

アサリの漁獲減少は水産業にとって大問題となり、原因の究明と資源回復策の早期展開が強

く求められた。 

このような現場の要望を受けた動きの一つとして、2003 年に水産庁、（独）水総研、関

係都道県が参画してアサリ資源全国協議会（以降協議会）が設立された。第 1 期協議会（2003

～2005 年度）ではアサリ資源回復に向けた研究、行政、漁業者活動の指針となる「提言」

を作成した。第 2 期（2006～2008 年度）以降は、それを踏まえてシンクタンクとしてア

サリ資源回復に関係する各方面の動きをモニタリングし、結果のチェックを行いつつさらに

効果的な方策を支援した。2010 年現在、第 3 期として同様の活動を続けている。 

第 1 期には、まず全国を 4 ブロックに分け、各ブロックでのアサリ資源・漁業の問題点と

課題を洗い出した。そしてそれらを整理して、①場の造成・維持・改善、②放流と保護、③

大量死亡対策、④資源管理と調査研究技術の大課題に 4 区分し、それぞれの区分での重要な

個別課題を具体的に例示した。その整理にあたっては、それぞれの重要課題をその改善進展

度に応じて、研究開発、行政事業、普及指導のレベルに類別して示した。加えて、大課題ご

とに過去の現場事例をレビューし、これまでの到達点と今後の方向性を整理した。これらを

取りまとめたものが「提言－国産アサリの復活に向けて」（2005 年公表）である。 

第 2 期以降では、協議会内に企画会議を設置し、「役立つこと、できそうなことはやって

みよう」という観点から、様々なことを企画、支援している。 

○アサリ・干潟関係研究のモニタリングと助言 

○漁業現場への研究情報の普及と意見交換 

○新たな研究課題要素の提案 

○調査研究手法の充実（研修会） 

○その他イベント 

協議会自身は事業予算を持っておらず、特定の現場も持たない。いわば協議会は資源回復

の旗振り役である。資源回復のエンジンである漁業者、行政、研究者の活動をより効果的に

するための支援をすることが役割である。 

これまで様々な活動を進めてきたが、現時点では個別の地先における小規模なアサリ増産

の例はあるものの、アサリ資源の回復という大目標はまだ彼方にある。今後は、これまでと

同様の取り組みを続けつつ、さらに新たな取り組み－たとえば他の分野（国交省、環境省関

連など）との連携など－を考えていく必要があるのではないかと感じている。 
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 千葉県水産総合研究センターの鳥羽と申します。 

 アサリプロジェクトと言うのは、こうした事業があるわけで

はなく、本日発表するに当たり、つけた名前です。 

先ほど灘岡先生から、東京湾の再生とは具体的にはどういう

ことなのか、それは生態系の再生であるというお話がございま

した。私もそのとおりだなと思って聞いておったんですけれど

も、東京湾の再生とは何かということをお話ししようと思うと、

恐らくはいろんな価値観が出てきて大変な議論になるのじゃな

いかと思うのです。 

 私ども水産の側の人間というのは非常にシンプルでありまし

て、特に私のアサリに関係する話などは、最初に目的があって、

そこから逆にたどってきて、何をやるべきなのか、こういう調

査が必要だろう、そういう形の展開になっています。そういう

意味ではシンプル過ぎるのかもしれませんけれども、とりあえ

ずは漁業生産ということだけを中心にして考えることになりま

す。 

 アサリにつきましては、ご承知の方は多いかと思いますけれ

ども、今全国的に非常に危機的な状況にあります。海域によっ

てはもうアサリ資源が崩壊し、漁業そのものがなくなってしま

っている海域もあります。それを何とか復活させようというの

が私ども水産の側の人間の取り組みとしてございます。それを

ご紹介いたします。 

 

 

 まず、漁業生産についてです。ご承知のように、アサリは大

きな内湾が主生産海域になっておりますので、東京湾、伊勢、

三河、周防灘、有明といったところが大どころなんです。大ど

ころだったといったほうがいいでしょうか。全体の生産量の変

化を見ますと、トータルすれば、1980 年代以降がたがたっと

落ちてきて、このときに全国的に何かが起こったのじゃないか

とつい思ってしまうわけです。 

 いずれにしても、現段階では最盛期の４分の１ぐらいまでに

落ち込んでしまっている。これは漁業現場では大変な問題でご

ざいまして、何とかしなくてはいけないという話が行政や私ど

もの研究所に非常に強くありました。 

 

 では、それを整理して、どういうことをやったらいいのかを、

水産分野の総がかり、私どもが関係する都道府県すべてと、水

産庁あるいは独立行政法人の水産総合研究センターの方たちが

一堂に会して、処方せんを出して、実際にそれを動かしていこ

うというのがアサリ資源全国協議会というものです。 

 全国的なことを簡単にご紹介いたしますと、東京湾では、漁

業権のあるアサリ漁場というのはここ３ヵ所、千葉県側しかご

ざいません。アサリそのものはいろんなところにいるわけです

けれども、実際に漁業が行われているのはここだけです。 
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 浜名湖は、静岡県には申しわけないんですが、実は大どころ

ではなかったんですけれども、ほかのところが漁獲が減少した

ということで、最近では漁獲量がかなり目立つようになってき

ました。一番南の今切口というところを開削したおかげで浜名

湖全体の海水効果がよくなったので、浜名湖の奥のほうにアサ

リ漁場が広がったということが一番大きな理由のようです。そ

れにプラスして、塩分が高くなったことでいろんなほかの影響

が起きているらしいのですけれども、とにかくアサリとしては

生産量がふえているという、今全国的に珍しい海域です。 

 

 

 

 

 三河湾です。今日本で一番アサリ生産量の多い海域です。こ

れも非常に特異なところがございまして、一番東の端の豊川の

河口のところは、毎年非常に濃密にアサリ稚貝が発生します。

それを三河湾全域に移植して漁業生産を維持しているというこ

とです。そういう濃密な稚貝発生域があるのはこの三河湾だけ

でして、今、日本のアサリはこの三河湾と浜名湖によって支え

られていることになります。それにしても、スライドにありま

すように、いろんな問題があることはあります。 

 

 

 

 

 お隣の伊勢湾です。これは漁場面積としては広いんですけれ

ども、沖出しの大きな干潟が少ないものですから、生産量とし

てはさほどではなかったのですが、最近非常に落ち込みが激し

いという話です。 

 東京湾と似たような問題、稚貝発生の減少、大型稚貝、貧酸

素というのがありまして、これはパーキンサスという病気です。

ホトトギスは漁場を悪化させてしまう。そういうものの発生な

どがあって、やはり生産量がかなり落ちています。 

 

 

 周防灘です。瀬戸内海ではここが一番大きな漁場だったわけ

で、特に大分県、福岡県の県境の山国川の河口にある中津の干

潟が非常に大きな干潟で、ここもかつては大きな生産を上げて

いたんですけれども、それが今はほとんどアサリの生産がない、

探してもアサリが見つからない。これは日本で一番落ち込みの

ひどい海域です。これはなぜかわかりません。ナルトビエイ食

害という目に見えるものがあります。これは温暖化の影響では

ないかといわれているのですけれども、海域の水温が上がった

おかげで南のこういうものが進入してきて、それによってみん

な食べられてしまう。確かにこの食害はひどく、本当にアサリ
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が全然いなくなってしまうような食害だということです。 

 最後に有明海です。有明海で一番大きいのは熊本県です。熊

本県には大きな川があって、大きな干潟が幾つもあるんですけ

れども、ここもやはり周防灘と同じでありまして、漁獲量が落

ち込んだきり回復する兆しがほとんど見えないところです。地

元の研究者の方たちの目に見えるところでスライドに示したよ

うなことがあります。 

 

 

 

 

 

 そういうふうに、目に見える問題はあって、いろいろ出てく

るのですが、とにかくいろんな問題があってなかなか整理がつ

かない。とりあえず整理をつけていくということで、海域ごと、

場の問題、種苗の放流と保護育成に関する問題、大量死亡、資

源管理というふうにカテゴリー分けをして、それにどういうと

ころがあるのかをざっと拾い出していきました。 

 さらにこれが細かい詳細な問題に分かれていくんですけれど

も、それにしても、全国的に共通するのが天然稚貝の減少とい

うことで、どこでもアサリが少なくなっている。そもそも小さ

いアサリが出てこない、それが一番大きな問題だということに

なります。 

 

 

 こういった現状の分析を受けて、では我々としては何をやる

べきなのかをアサリ資源全国協議会でいろいろ考えて提言をつ

くりました。これは裏にはさまざまな議論があって、非常に膨

大なデータの整理があるんですけれども、最終的に一般の方に

もわかりやすい形で整理して出てきたのがこれです。 

 現状として資源は、非常に大きく減少している。問題は、環

境の問題、生息地の問題、それから水産側自身の問題もある。

資源管理が十分でなかったといったことを認識しながら、では

何をやるべきなのか。場を造成、維持する、種苗育成といった

ことを挙げていって、さらにそれをかみ砕いて、なるべく細か

い課題をその文章の中では並べて置きました。 

 

 幾つか拾い出すとこんな感じで、一般の方にわかりやすいよ

うに絵で示してあります。長期減少、資源管理の問題、漁場環

境の悪化。どういうことをやるべきかは、漁場の造成、維持、

種苗の放流、大量死亡対策。大量死亡の中でも、例えば波が強

くて飛ばされてしまうのだったら、波を弱くする方法に何があ

るのかとか、貧酸素は青潮でやられてしまうのだったら、それ

を防御する方法が何かないのかとか、そういったいろんな細か

い提案を行っています。 
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 アサリの資源を回復させるために、現場で実際にどういうこ

とが行われているのかを簡単にご紹介いたします。これは、た

だ格子状のフェンスを立て、これで波を弱めようということで

す。これは土のうです。いろんな積み方があるんですけれども、

とにかく土のうを積んで、波が来る後背領域の静穏を保とう。

これは、同じ波を和らげるのでも、棒を立てて、それにノリ網

を結びつけて波を和らげる。これは昔からやられているように、

単純に竹をたくさん立てて柵にする。 

 

 

 

 

 底質改善としては、砂をまく、覆砂というものです。これは

大規模なものですけれども、組合レベルでもできるとすれば、

ユンボを持ってきて砕石をまいて底質を改善、安定させる。あ

るいは、北海道の例ですけれども、貝殻をまくことによって底

質の安定化と同時に底質改善そのものを図ることもやられてい

ます。 

 さらには、食害の保護も含めて、海底面に網を引いてしまい

ます。この下にアサリがいます。耕うんをする。これは、地面

が固くなったとか泥がたまったのを改善したいということです。

あとは、食害生物を実際にとってしまうこともやられています。 

 

 積極的に資源をふやそうということで、稚貝の移植です。ア

サリはたくさん発生する場所とそうでない場所が極端ですので、

それを移植して均等化します。密漁の監視をやってきちっと管

理をする。自分たちで棚卸しをやるというか、現存量の調査を

やって生産計画を立てることもやりましょうということです。 

 さらには進んで、人工の稚貝をつくって、それによって畑み

たいなものをつくる。機械で網を敷いてしまって、そこにアサ

リの稚貝を、それこそ種をまくようにまいていく。実際にまい

たアサリが１ミリぐらいだったのが、１年ぐらいすると漁獲サ

イズになる。もちろんコストの問題があるわけですけれども、

みんなで頑張りましょうということです。 

 

 アサリ資源全国協議会は、別に今申し上げた現場のことを直

接やるわけではなくて、それの応援団みたいなものですので、

そういう皆さん方の現場の活動ができるだけうまくいくように

何をやったらいいのかというのがその眼目になります。 

 私どもが提言をつくって以降、それを実践するために現場そ

の他でやらなくてはいけないことは、大きくこの５つです。助

言というとおこがましいんですが、この現地検討会というのが

それで、それこそ全国のアサリ研究者が全国各地に行って現場

の人たちと意見交換をしています。そのときに、いろんな形で

シンポジウムを行ったりもします。 
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 現地検討会は熊本でやったものですけれども、現地の人の説

明を受けながら全国の人間がそこを歩き回って、あれはどうだ、

これはどうだといい合うシーンです。大分県では、漁業者の方

たちに一緒に出てきていただいて、一緒に調査をやる。その結

果を見ながら、みんなで後でシンポジウムをやって検討するこ

ともやります。 

  

 宮城県ではサキグロタマツメタガイの問題がありまして、こ

れは夜でないと観察できないので、夜にみんなで海に行って見

るといった、いろんなことをやりました。 

 とりあえず、できることは全部やろうよということでやって

いるのですけれども、結論からいいますと、アサリの資源は全

然回復していません。個別にこの海域でこうしたらそれだけ増

えたというのはありますけれども、それが資源の回復といえる

ところまではいっていない。当然のことながら、今後も続けて

いく必要があるのですけれども、では、今までと全く同じこと

をコピーするように続けていけばいいのかというと、どうもそ

れだけだとうまくいくかどうかわからないというのが今の内部

の議論です。 

 

 方針の１番は、今までやっていたことですので、これからも

続けていこうということですけれども、ただいまご紹介した現

場でやっているいろいろな事業は、いってみれば水産技術であ

りまして、水産の技術には、大きくいって３つしかありません。

漁場造成・漁場管理（場をいじること）、種苗放流とか移植（生

物そのものをいじること）、あとは資源管理（人間をうまくいじ

ること）です。それを最大限に駆使しているつもりですけれど

も、やはりそう簡単には回復しない。そもそも方法と目的が合

っていないんじゃないか。例えば、資源回復をしようというの

はその３つの方法で本当にうまく達成できるのか。この辺はい

ろいろな議論があるところです。 

  

 そもそも、ここにありますように、東京湾という環境自体が

大きく変わってしまって、それによって影響を受けているとし

たら、そんな水産の技術だけやっていたってしようがないとう

いう議論もあります。当然、温暖化という問題もあります。で

すから、今後の話として、今回のシンポジウムに関係すること

だと思いますけれども、いろんな領域の方たちとの連携を深め

て、それこそ協働をする中で、私どものアサリの再生に少しで

も役に立つことがあればありがたいなと思っているところであ

ります。以上です。 
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２.４「江戸前ハゼ復活プロジェクト」 

 

 

国土技術政策総合研究所海洋環境研究室長 

                古川恵太 

東京水産振興会理事 

                渥美雅也氏 

 

 

 

 

汽水を回遊する周縁性魚類であるマハゼは、我が国の内湾・汽水域の典型種であり、内湾の環境変化

を受け増減をしながらも内湾一帯に生息しています。その多くは一年魚として深場での発生、稚仔魚の

汽水域への遡上、浅場砂泥域への移動、成熟といった内湾・汽水域を行動範囲とする生活史を繰り返し、

底生魚類として底質・ベントスへの強い選好性を持っていると言われています。 

本プロジェクトでは、こうした特性を持つマハゼを復活させることが、東京湾再生につながる一つの

行動であると位置づけ、①マハゼの棲み処さがし、②再生の戦略検討、③マハゼの棲み処づくりに取り

組むことを目的としています。 

今まで、勉強会や芝浦アイランド、朝潮運河における釣り調査などを介して、東京港周辺のマハゼの

情報交換、生息調査を行ってきました。各地点での全長組成から見ても、マハゼの成長に伴う移動の他、

場所的な特性（餌の過多、環境特性の優劣）などを反映していると考えられる状況が観察されています。

本年度は、マハゼの耳石を用いた生活史に伴う移動特性の解明に挑み、低塩分の環境下でふ化したと考

えられる個体がいることなどが判りました。 

こうした多くの方々の協働による成果を元に、ハゼの棲み処づくりに向けた提案をしていきたいと考

えております。 

 

 

 

国総研の古川でございます。 

 「江戸前ハゼ復活プロジェクト」とタイトルに書いてござい

ますけれども、これも実は鳥羽さんのプロジェクトと同じで、

こういう具体のプロジェクトが動いているわけではなくて、そ

ういう働きかけをしたいということで、人が集まっていろいろ

な意見交換をしている活動に名前をつけたものでございます。 

これは市川市の澤田洋一様からお借りした写真で、昭和 30

年ごろ、三枚洲沖でハゼ釣り船がこんなに出て、毎日毎日ハゼ

を釣ったけれども、まだまだハゼがわいていたということのよ

うです。 
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ハゼというのは、ご存じのとおり、冬に卵を産みまして、春

に稚魚が河口域を遡って、恐らく６月ぐらいで５～６センチに

なるといわれています。夏になりますと、夏ハゼとして、その

年にできたデキハゼとして皆さんが釣りで楽しむ、６～10 セ

ンチになります。秋になりますとだんだん河口を下り始め、大

きさも 10 センチを超える。そして、貧酸素水塊が解消した沖

合の泥場に営巣して、穴を掘って卵を産んで、もう１回短い１

年の生活史を完結する、そんなハゼであるといわれております。

こんなふうに、内湾と河口域を行ったり来たりしていると言わ

れています。 

 

実は、東京湾再生のための行動計画で示された重点的に海域

を再生すべきエリアが、まさにこの内湾から河口、運河域とい

ったところで、その場を利用するマハゼがいみじくも場を共有

しておるということです。 

その再生のために、まず１つは、今どこにハゼがいるのかを

考えなければいけませんし、それをどうやってもう一回ふやし

ていくのか考え、ハゼのすみかをつくるという視点で考える、

この３本柱で考え始めております。 

 

20 年 12 月に活動を開始しましたときには、さまざまな方

にご賛同いただきまして、研究者が４分の１、同じぐらいの数

の行政関係者の方々、そして、企業、民間の方が５分の１ぐら

い。そしてＮＰＯそのほかの方。事務局を東京水産振興会と国

土技術政策総合研究所でさせていただいております。 

 

では、取り組みの１、２、３の順番に沿いまして、どんなこ

とをしてきたかを見ていただきます。 

 

ハゼのすみかを探すためには、釣ってみないとわからないと

いうことで、船宿さんにご協力いただきまして、2008 年 10

月に初めての釣り調査をしました。朝潮運河、お台場、有明北

といったところで釣り糸を垂れましたが、朝潮運河では釣れま

せんでした。このときは船に 13 人乗っていたのですけれども、

13 人いてだれも釣れないという非常にもの悲しい結果になり

ました。お台場に行って２匹釣れました。マハゼで２匹という

のは余り芳しくない数だそうです。有明に行ったら１時間を置

かずに 20 匹、30 匹と釣れる。こんなに釣れるものなのかと

驚いたところでございます。 

 

翌年、もう一回、調査をしました。月島、朝潮橋、有明北を

回ったわけですが、このとき 19 人で、全部でハゼが 201 匹

釣れました。 
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なぜ前の年は 50 匹ぐらいで、その次の年になったら 200

匹だったのだろうか。だれかうまい人がまざっていたのではな

いか。そうだとすると、うまい人がまざる、まざらないでデー

タの信憑性がなくなり、我々素人が釣りをしても何の調査にも

ならないのではないかということを心配しました。 

1952 年に檜山先生が、エキスパートとエキスパートでない

人の釣りの釣果をきちんとデータとして比較していただいてお

ります。もちろん名人のほうがたくさん釣りますが、よく見て

いただくと、サイズ分布は相似形ですから、数には大小がある

かもしれませんけれども、下手は下手なりに釣れば、それなり

のデータになるのではないかということです。 

 

ことしも釣り調査をしました。ことしは 80 人で 10 月にや

りました。そのときの水質を調べますと、貧酸素がごくごく表

層まで２㎎/l しかない。嫌な予感はしたのです。 

80 人で全部で６匹釣れました。マハゼは１匹でした。こん

なことで、ハゼの居場所を探さなければいけないのですが、環

境がどうなっているかということと密接に調査を進めなければ、

なかなかきちんとしたデータにはならないということを感じた

次第です。 

 

 

 

こういった釣り調査の先輩格としましては、八木さんからも

ご紹介がありましたけれども、羽田周辺水域環境調査研究委員

会でとられた、多摩川河口から羽田周辺での釣り調査データが

あります。このときにも、貧酸素が発達し、底層で１㎎/l を切

るところでは釣果がなかった。底層でも酸素が豊富にある海域

では、３班合計で 150 匹ぐらい１時間足らずで釣り上げると

いう結果が出ておりますので、やはり場所を探すときに、所番

地だけではなくて、環境条件等と合わせて計らなければいけま

せん。 

 

 

釣果の比較で数は余りデータとして使えないとすると、実は

困ったことがあります。「釣り情報」などを見ると、何匹釣りま

したというデータはたくさんあるんでが、なかなか数だけでは

わからない。だから、大きさをきちんとはかる必要があるので

す。 

調査として確立させるためには、どんな人でも同じように釣

りをして、同じようにサイズ分布がきちんとはかれる工夫が必

要です。カラーシートみたいなものを用意して、そこにマハゼ

を置いて大きさをはかる、そんな手法の標準化などをしていく

と、あっちでもこっちでも釣り調査ができると考えております。 
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環境との関係や、運河部でも決して捨てたものではないとい

うことがいろいろわかってきました。ただ、年度ごとに同じ時

期のデータを見てみますと、大きさが微妙に違うので、その年

その年の変化というのも随分多いのだなということを感じてお

ります。 

 

これも、さきにご紹介しました檜山先生が前々からいってお

られたことですが、東京湾に幾つかの独立したハゼの集団があ

ります。隅田川河口で全滅していて、羽田の周辺もほぼ全滅し

ていて、三枚洲がようよう残っている限りなので、産卵場を保

護しなさい、稚魚の生産場の保全と造成をしなさい、そして、

河川の浄化を行って環境をよくしてハゼがすめる状況をきちん

と担保しなさい、そんなことがハゼの再生戦略として示されて

いました。 

 

東京都の島しょ農林水産センターで平成 12 年ぐらいまで、

ハゼの産卵場がずっと確認されておった場所を、2008 年に追

試をしてみますと、羽田沖しかいませんでした。 

 

 

 

 

 

 

これは危機的な状況なのかと思いますと、去年調査した結果

では、あっちでもこっちでも産卵場が見つかりました。 

ああ、よかったなと思ったところでございます。 

 

 

 

 

 

 

 

そして、幼稚魚の育つ場所を保全、保護、造成するために、

芝浦アイランドに小さな水たまりをつくりました。そうして、

そこに来るマハゼの稚魚の大きさを見ました。 

こういう小さな場所でも６月に５センチ、７月に６センチ、

７センチ、８センチ、９センチと、少しずつマハゼが育ってい

くのが見えてまいりました。 

また、その近くでさらに大きいものが浅場から泳ぎ出してい

くので、浅場をつくることが確かにマハゼの稚魚をふやす手法

になり得ると感じているところでございます。 
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そういったデータを少しずつ積み上げて、ある場所で時期を

変えて大きさの分布等々を見てみますと、確かに大きさの分布

で幾つかの海域に存在しているハゼが違うということが見えて

きそうです。 

また、発生してから川を遡って、海に向かってだんだん戻っ

てくるという、単純に海と川を一生かけて行ったり来たりする

だけではなさそうで、例えば、多摩川では、小さいハゼが夏場

にいて、大きくなったハゼが河口に行くのではないかと思った

のですが、実は同じ場所で大きくなっている。 

ということは、移動していない可能性もあるということです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

お台場学園のハゼ釣り部というのがあり、お台場学園のすぐ

近くの磯場のところで、ことしの８月の夏休み中に連続して釣

り調査をしました。 

一日だけ花火大会でやっていないんですけれども、１週間に

１回調査をしますと、小さかったハゼがその場で大きくなって

いる。これも余りハゼが移動していないことの裏づけのデータ

かもしれないと感じた次第でございます。 

 

 

 

 

そういった移動がもう少し科学的に解明できないのかという

ことで着目したのが、ほかの魚類でよくやられています耳石の

解析です。 

耳の中の組織が一日一日大きくなっていくときに、木の幹の

年輪のようにしわが刻み込まれまして、そのときの環境水の成

分がその中に蓄積されていく。すなわち、耳石の輪紋の中に含

まれているストロンチウムとカルシウムの比率を見ると、その

とき海水にいたのか、汽水域にいたのか、淡水域にいたのかが

わかるという、話でございます。 

 

 

ふるさとの
浜辺公園●

●お台場海浜公園京浜運河
（港南）●

辰巳運河● ●荒川河口
●葛西海浜公園

●多摩川河口

●隅田川河口

7/27
72mm

●芝浦

2009年夏季・秋季ハゼ調査まとめ（速報）

■7/12, 88mm
■9/12, 111mm
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毎日毎日どこへ行ったかという記録が体に残っていて、幾つ

かのパターンに分けられます。 

塩分濃度が高いところから低いところに移っていく。これが

海で生まれて川に戻るという通常の生態ですけれども、塩分濃

度が低いところで生まれてから海におりていくもの、またずっ

と低いところにいるもの、そんなパターンを示すものもいまし

た。 

朝潮運河では、ハゼが余り外に動かずに、その場所で大きく

なっていくということが見てとれます。 

 

 

 

例えば、稚魚のことを考えれば、こういったテラス型の護岸

のそばに水たまりと潮だまりと泥だまりをつける。ねらいとす

るのはマハゼですけれども、マハゼの稚魚だって食べ物を食べ

なければいけませんから、底生生物、ゴカイ類が一緒にふえて

くれないと場所としては完結しない。 

そんなことを考えながら場所づくりをする。これは芝浦アイ

ランドのテラス型護岸ですけれども、見事にマハゼの稚魚の育

成場になるという事例が出てきています。 

 

 

 

まだ現実には起こっていませんけれども、今度はもう少し大

きくなったハゼが居つけるようなかけ上がりをつくったらどう

か。 

さらには、桟橋の下も、ちゃんと光が入り、底質がよいとい

う条件が満たされれば魚が寄りつくのかなと。 

 

このように既存の構造物を活用して、すみかづくりができな

いかというご提案ですけれども、もともとの構造物の利用目的

がございますので、それを少し拡大する必要がございます。で

すから、多くの関係者のご協力がないとそういったこともでき

ないのかなと思います。 

 

東京湾の再生という大きな目標に向かってのマハゼの復活を

ねらった取り組みをしているグループがいるということをぜひ

ご承知おきいただき、何らかの形で皆様のお力が得られたらな

と思い、きょうご発表させていただきました。ご静聴ありがと

うございます。 
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２.５「人々の心をつなぐ海苔づくり」 

 ―Follow the children!― 

 

 

港区立小中一貫教育校 お台場学園港陽小・中学校長 

福井正仁氏 

 

 

 

 

○「お台場環境教育推進協議会」の設立の経緯、組織、役割等 

2005 年 10 月、東京都港湾局臨海開発部、国土交通省関東地方整備局東京港湾事務所、財団

法人東京港埠頭公社公園事業部、NPO 法人盤洲里海の会、NPO 法人海辺つくり研究会、港区立

港陽小学校の６団体（当時）から構成される「お台場環境教育推進協議会」を設立する。 

同協議会は、港陽小学校における海苔づくり、アマモ育成などの体験活動を支援するための協

働組織である。 

2008 年、協議会に港区立港陽小学校 PTA、港区芝浦港南地区総合支所、都漁連内湾釣漁協議

会を加え、9 団体とし、海苔づくりを港陽小学校児童のための取組みから、お台場の地域を挙げ

ての取組みに拡げる。 

○「お台場海苔づくり」にかかわる専門家、地域住民、行政、学校等の協働 

2006 年 3 月、都内の海で 43 年ぶりに海苔づくりを復活させ、2010 年 12 月 18 日に始ま

る海苔ひび立てで、6 シーズン目を迎える。 

2009 年から、「お台場海苔づくり実行委員会」を組織し、専門家や行政の支援を得ながらも、

地元住民が主体的に進める取組みに拡大しつつある。 

○お台場学園における全学年による海辺の体験活動と子どもの変容 

・1 年生 砂浜で拾ってきた貝殻や第三台場で見つけた木の実などを使っての作品づくり 

・2 年生 お台場の生き物さがし 

・3 年生 「お台場干潟の生き物図鑑」の作成 

・4 年生 アマモの育成とお台場の海への移植 

・5 年生 お台場海苔づくり 

・6 年生 海水の性質についての学習 

・中学生 はぜ釣り等を通した海の環境測定 

・全学年 海浜清掃、鳥の島清掃、野鳥観察、ビーチ相撲やシーカヤック等のスポーツ 

○「お台場ふるさとの海づくり事業」の展開 

港区芝浦港南地区総合支所が窓口となり、地域住民が協働して推進する取組みで、活動の柱は、

次の 4 点である。 

・お台場干潟の環境体験学習（地引網を使った体験・観察、シーカヤック体験、海水の調査、ミ

ニ水族館づくり等） 

・アマモ場の育成 

・お台場海苔づくり 

・自主的活動及び人材育成の支援 

■ お台場の海を「泳げる海」に！ 
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皆様こんにちは。お台場でノリづくりとかアマモの育成を実

践しておりますお台場環境教育推進協議会の活動の報告をさせ

ていただきます。 

私は、今紹介いただきました、港区立小中一貫教育校お台場

学園、港陽小・中学校の校長の福井と申します。キャッチフレ

ーズは「人々の心をつなぐ海苔づくり」、そして「Follow the 

children!」、子どもに学べ、そんなところでございます。 

 今まで大変アカデミックな発表が続いた中で、多少異質な

ものになろうかと思っております。子どもたちの活動を軸にし

た発表でございます。どうぞ気楽にお聞きいただければと思い

ます。 

 

お台場学園は開校して 15 年目になります。 

ことしの春に小中学校の組織を統合しまして、小中一貫教育

校という新たな枠組みの学校になり、その名前がお台場学園と

いうことでございます。 

小学生が 310 人ほど、中学生は 60 人ほどの学校でござい

ます。レインボーブリッジを渡ってすぐに見え、港区台場に約

5500 人が住んでおります。して、子どもたちも小学生で三百

何人いるという学校でございます。お台場は小さな島でござい

ますけれども、面積の大部分は江東区、そして港区、品川区の

３つに分かれているという複雑な状況でございます。 

 

ノリづくりでございます。再来週に今シーズンが始まるわけ

ですが、今シーズンで６シーズン目を迎えるわけでございます。 

 

平成 17 年（2005 年）に発足いたしましたお台場環境教育

推進協議会は、６つの組織で発足したものでございます。もと

もと最初からあるのは黒丸のない６つの団体でございます。国、

東京都、そして私どもの学校、埠頭公社、何よりも一番いろん

な援助をいただいているＮＰＯの盤洲里海の会、海辺つくり研

究会で構成されます。そして、４年目に黒い丸をつけたところ、

港区役所、学校のＰＴＡ、一番下に書いてございます都漁連さ

んにも入っていただいたということでございます。 

 

私の前任の角田美枝子校長が大きな夢を持ち、学校のすぐ前

にお台場海浜公園の海があるけれども、何とか子どもたちが身

近な海としてとらえられるようにしよう。それでは何をしたら

いいか。海に親しむために海苔をつくってみようと発案しまし

て、関係の皆さんにお声かけをし、ＮＰＯの海辺つくり研究会

の皆様を中心に東奔西走していただきました。その結果、推進

協議会の６組織で発足させたということでございます。 
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そして、４年目の平成 20 年に私がこの学校に着任してまい

りました。子どもたちの活動を中心に支援していただいていた

んですが、学校の中に閉じられた感じがありましたので、これ

はもったいないし、予算的にも非常に厳しいということで、ま

ず協議会に学校のＰＴＡを入れることと、港区の芝浦港南地区

総合支所に声をかけました。そして、都漁連さんにも声をかけ

て９組織にして、子どもだけあるいは学校だけの取り組みから、

地域を挙げての取り組みにしていこうとしました。 

 

５年目、去年でございますが、地元の方々中心の実行委員会

を組織していただきました。どちらかというと、専門家やボラ

ンティア、ＮＰＯの方に「おんぶにだっこ」の部分が多ござい

ましたから、そうではなくて、地元の人が中心になってやらな

きゃだめでしょうということで、去年実行委員会を組織してい

ただきました。 

そして、今年、間もなく始まるのが６シーズン目ということ

でございます。今年からは私どもは一貫校となりましたので、

今まで小学生だけの取り組みでしたのを中学生にも広げていき

たいと考えております。 

そして、港区役所でも、お台場ふるさとの海づくり事業を去

年から展開してくれまして、私どもと連携しながらやっていま

す。また、総合支所だけではなくて、区役所の環境課も積極的

にかかわっていただいて、連携がとてもスムーズにできている

と思っております。つまり、子どもたち、私ども職員、行政体、

区民、たくさんのところとうまく連携し、お互いに協力しなが

らやっているところでございます。 

 

さて、お台場学園は、１年生から中３まで、中学生を７年生、

８年生、９年生と呼ぶわけですが、いろんな活動をやっており

ます。 

 

 

 

 

１年生はこんな活動をしています。 

貝もいろいろな種類があって、しかも同じ種類であっても模

様が違う。これだけでも子どもにとっては非常に大きな発見、

感動でございます。魚についてもそうです。先ほどアサリの貴

重な発表がありましたけれども、アサリはまさに模様が違いま

して、またおもしろいのですね。それが子どもにとっては非常

にインパクトのあるものでございまして、普通アサリといった

ら皆同じかなと思うのだけれども、全く違うところが非常にい

いところです。またヤドカリなども観察します。 
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３年生になりますと「お台場干潟の生き物図鑑」をつくるん

ですが、そのためにいろんな調査をするのですけれども、まず

は波の音を聞いてみるということをしたり、学校の前にはない

んですが、ちょっと歩けば岩場がありますので、そこで観察を

したり。あるいはカキの浄化ということで、カキを入れた水槽

だと水が随分きれいになるのを実際にわかりやすい形で子ども

に見せると、なるほどそうだなということがわかるわけでござ

います。マテガイ、これもとるのはなかなか難しいんですけれ

ども、素早いのでぱっととらなければならない、そんなことも

体験的に学んでいきます。すぐ学校の前が海なので、本当に恵

まれた環境にあると思っております。 

 

子どもたちは３年生なりに体験したことを意見交換し、こう

ではないか、ああではないかといって、私どももなるほどなと

いうことが意外とたくさんあります。 

 

テーマを見つけて研究をしています。１時限を使って、ある

いは場合によっては２時限を使うこともありますけれども、こ

ういうふうにとりにいきましても、ほとんどとれない日もあれ

ばとれる日もある。自然はそのときによって違う。ハゼについ

ても同じでございます。そして、いろんなことをまとめて生き

物図鑑を作成していくところでございます。 

 

次に、４年生のアマモづくりでございます。アマモの種を初

めて見たところです。そして、自分の家の冷蔵庫である程度大

きくした苗を学校の水槽に入れる。これはペットボトルを切っ

て入れました。そして、都漁連の皆様等々の協力で船を出して

いただいて、海に移植をする。紙粘土をつけて埋めるとか、そ

んな作業をしているところでございます。 

 

 

 

 

 

５年生になりますと、海苔になります。海苔すきの体験は本

当に感動体験でございます。子どもは、海苔というのは初めか

ら四角いものだと思ったけれども、こんなに大変な、寒い思い

をしてつくるんだということが初めてわかったと感想を述べて

おりました。海苔のシーズンは本当に寒いときですね。12 月

に海苔のひび立てをして網をつけて、２月に刈り取りをすると

いうスケジュールなんですが、今年の２月などはみぞれまじり

の雨が降っているような、本当に手がかじかむような日にノ海

苔すきをし、板海苔をつくっていく体験をしたわけでございま

す。 
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これは干し枠に干しているところでございます。この干し枠

は、今までは大田区などから借りていたのですが、今回港区の

行政等の協力でこれを買っていただきまして、学校に置いてあ

ります。 

そして、摘んだばかりのノリを、ＰＴＡの方などが協力して

くれてみそ汁にして、みんながそれをいただく。寒い日で、作

業の後ですので何杯も何杯も食べる。みそ汁の味も、海苔とと

もに子どもたちの脳裏にしみついているということでございま

す。 

 

 

 

次に６年生では、ちょっとアカデミックに調べてみることが

幾つかございます。 

 

こんなことで、１年生から６年生までいろんな体験をしてい

るところでございます。そのほかに、海浜清掃活動等もやって

います。 

 

 

 

 

 

 

これは去年のものでございますけれども、２月に行います海

苔の収穫のときのポスターでございます。地元の実行委員会が

主催し、地域の方にも参加いただく。広く大人も子どももみん

なで参加しましょうというコンセプトのイベントでございます。 

 

今シーズンは６シーズン目を迎えておりますけれども、まさ

に再来週、12 月 18 日、土曜日の午前中にひび立てを行いま

す。この日は学校を授業のある日にしておりまして、全員が参

加するんですが、特に５年生は当然全員が参加し、ほかの学年

もちょっと観察をしたりします。１月 22 日に中間刈り取りが

あって、いよいよ２月５日には、これもまた授業日にしている

んですけれども、摘み取り、刻み、海苔すき、そして海苔づく

りと続くわけでございます。 

 

ここで私が本当に思いますことは、ネットワークの広がりが

非常に大きな要素になるということです。学校だけの小さな取

り組みではなく、本当に大きな取り組みになってきている。大

きなというのは規模ではなくて、いろんな立場の人がいろんな

かかわり方をして、それが相互に影響し合っていいものができ

ている、そんなところが取り組みの原動力であると思っていま

す。 
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そのポイントは何かといいますと、いろんな体験があります

けれども、今、体験のためだけの体験が割と多いのですね。そ

の場だけの体験で、こんなことはどうですかといろいろなオフ

ァーがありますけれども、体験のためだけの体験をしても意味

がない。何か大きなねらいがあって、そのためにというところ

がなければ、悪い言葉でいえば、ただの「やらせ」のようにな

ってしまいまして、子どもにとっては心には残りません。重要

な要素は、いろんな人が協力をし合ってできていることかなと

思っています。そのときだけの一過性のものではなくて、計画

的な体験活動をしていかなければ、ほとんど意味がないかなと

思っています。 

 

そのときに人が大事なわけですから、人のコーディネート、

そして最終的に心のコーディネート。先ほど、専門家から一般

の市民へのインタープリターが必要でしょうというお話をいた

だきましたが、そうだなと思いました。コーディネートの機能、

インタープリットの機能が今後大事になってくるということを

つくづく思いました。 

 

子どもたちも、この活動をしているおかげでいろんなところ

から発表のチャンスなどを与えていただきまして、それは意気

揚々と発表しています。 

 

２年前のことがとても私は心に残っています。東アジア海域

環境管理パートナーシップ（PEMSEA）の会議が東京で開か

れていました折に、参加の方が本校を訪れまして、本校の４年

生の子どもたちが、アマモの育成について自分たちの実践を発

表いたしました。海水ビオトープと称するものを学校の中に置

いています。そんなものを案内したとき、「Follow the 

children！」、「どうぞ子どもについていってください。」と私が

言ったら、参加の方が随分大笑いしまして、ほほ笑みながら子

どもについていったのですが、まさに子どもの実際の思いから

学ぶことがこの体験活動には多いかなと思っています。 

 

木更津の金満さん、打瀬舟の漁善丸（りょうよしまる）の森

山さんの協力で打瀬舟にお台場に来ていただいたり、そんなこ

とでどんどん活動が広がっている。Follow the children！の

キーワード、子どもたちの素朴な疑問とか純粋な思いとかひた

むきな努力、これが意外と捨てがたいものがあります。そこを

大事にしなければ活動は広がらないというのが私の思いでござ

いまして、最終的にはお台場の海を泳げる海にしたいというこ

とを今中心にやっているところでございます。ご静聴ありがと

うございます。 
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３．基調講演：「富栄養域での生き物の

棲み処づくりのために」 

 大阪市立大学工学部環境都市工学科教授 矢持進氏 

 

 

 

 

「赤潮の原因となる富栄養化は良くないことだ！」と、今でもシンポジウムなどで聞くこと

があります。栄養豊かな河川水が流れ込んだ江戸前の海の幸は、一部に富栄養化のメリットが

あったのではないのでしょうか？ 毒物の堆積や過栄養化は論外ですが、豊かな海づくりには

適度の富栄養化は欠かせないのかも知れません。 

大阪湾では 2004 年から大阪湾水質一斉調査を始めました。民が参加するものの主に官学

主体で行われており、夏季に 200 以上の定点で同時期に観測されています。典型的な夏季の

海況時、出水後、台風通過後など数種類のパターンに調査結果を分けることができましたが、

いずれも防波堤の内側の港湾海域で汚濁の著しいのが特徴でした。近年では、湾の中南部の栄

養が不足気味と言われており、如何に防波堤内の過栄養水を沖合に運び、植物による基礎生産

を活発にするかが課題だと考えられています。 

 スムーズな物質転送あるいは物質循環が生態系の保全・再生に重要との考えに基づき、河

口や海の沿岸域を中心に浅場・干潟保全の研究に携わってきました。河川水質の全国ワースト

５の常連で、典型的な都市型汚濁河川である「大和川」でも、多摩川など同様に、水質の改善

とともに不安定ながら稚アユの遡上が認められるようになりました。 

2007 年に大和川河口で降下仔魚数を継続して調べたところ、その年は約 300 万尾の仔魚

の流下があることが初めてわかりました。但し、翌年はほとんどゼロでした。どうも海と川と

のインターフェイス付近に浅場がないことや、河口水の遊離アンモニア濃度が高いことに一因

しているようです。河口水を採取し、約 300%に濃縮して 18℃で飼育したところ、24 時間

で稚アユの約半数が死亡するという実験結果も得られました。現在、海と川の「両側回遊魚」

であるアユを当面のターゲット種として、その遡上復活に向けた河口の環境改善施策の優先順

位を模索しています。 

 一方、川から一歩出た沿岸海域では、規模の大小はさておき、干潟や浅場の造成試験が活

発に行われています。大阪でも、阪南人工干潟や南港野鳥園湿地ほか、複数の場所で干潟造成

が行われました。阪南 2 区現地実験場（面積 0。8ha）は 2000 年 5 月に大阪府岸和田市地

先に造成され、敢えて順応的な管理を行うこと無しに放置されました。結果として、数年後に

は土砂移動・沈下などのためか、干潟から「荒れた礫浜」に変貌してしまいました。また、そ

の隣にある阪南 2 区干潟創造実験場（面積 5。4ha）では小規模な浜崖が形成されているもの

の、雨水貯留の工夫をした潮上帯部分には 5 年経過してもヨシ群落が拡大していることが先日

確認され、生物の逞しさと保全技術の可能性を感じたところです。大阪南港野鳥園湿地では

NPO グループ「南港ウエットランドグループ」が行政に提案し、「学」がこれに学術的な裏付

けと効果検証する形で、順応的管理が行われています。湿地の水環境悪化にともなう海水導入

管の敷設がその一例です。現在はアオサの大量増殖にともなうグリーンタイドの軽減に向けて

の取り組みが進行中です。 
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 大阪市立大学の矢持です。東京湾の話のほうが進んでいるな

というイメージを持ち、感銘を受けました。 

 

 特に、お台場学園の生徒さん、すごいですね。我々の大学で

は、問題を抽出し自主的に課題の解決に向けて取り組める学生

を育てようとしていますが、お台場学園の学生さんがうちの大

学にいたら嬉しいですね。すごいなと思っております。 

 

 きょうは、東京湾との比較もあり、大阪湾の情報を皆様にご

紹介するということで、最初はイントロで、大阪湾の話、それ

から、流域を考えるということで、川から海までの話、そして、

その中で一番着目すべき干潟の話というふうに進めたいと思い

ます。 

 

 まず初めに、大阪湾の溶存態無機リンと窒素の経年変化です。

ＴＮ、ＴＰも基本的に同じです。大阪湾を４つのブロックに分

けて、その経年変化を見たものです。90 年ぐらいまで自分で

船に乗って、自分で観測して、自分で栄養塩の分析をしたので、

多分確かなデータだと思います。ここでは無機態の窒素、無機

態のリンを出しましたが、次第に減っています。 

 

次は、大阪湾の年間漁獲量で、東京湾と同じように、貝類と、

海藻類が激減している（埋立の影響でしょうか）。魚類は若干減

少。大阪湾では、湾内で生まれた魚と外海から入ってくる魚が

大体同じぐらいのレベル。年間３万トンから４万トンぐらい漁

獲されています。ただ、栄養分が減って、浅場がなくなったた

めか、藻類と貝類が減少しています。 

 私は、富栄養が悪だとは思っておりません。適度な富栄養化

は必要だと逆に思っております。過栄養と重金属とか毒物はい

けないですが、適度な栄養があると物質の循環はスムーズに廻

るる。こういうことが重要だと思います。 

 

 東京に遅れて約１年後、大阪湾の再生推進会議が、主として

官を中心にできました。 

 大阪府は、「あすぽーと 21」の策定、それから、国も「大阪

湾の環境再生に関する検討調査委員会」を立ち上げました。そ

の中で、いろんなことを議論し、最初に重点エリアを決めまし

た。議論の中で、どうしても兵庫県さんに気を遣い、それから

神戸市さんに気を遣い、大阪市に気を遣い、大阪府に気を使っ

たためか、重点エリアは神戸港、尼崎、西宮、大阪港、堺泉北

港と、県に割り振るという形になってしまいました。 
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これはちょっとまずいよねという話になりまして、国の関与

が必要だろうということになって、近畿地方整備局が中心にな

らぬとだめですよと激励をかけました。 

次に対象海域の絞り込みをやりました。ＣＯＤが５㎎／ℓ 以

下を達成しない海、酸素が３㎎／ℓ を達成しない海域、大阪湾

の中で最も汚濁しているところが再生できたら、どこでもでき

るよ、そこをチャレンジしてみようということで選ばれたのが、

尼崎と堺浜（堺泉北港）です。尼崎では、流況制御を中心に環

境改善を、堺浜（正式には堺泉北港北泊地）では汽水域である

ことを考えて海陸一体で整備していきましょうということを考

えました。 

 

その中で次第に堺浜が重点化されました。これが堺浜の完成

イメージです。すばらしく綺麗だなと思います。実態は、大和

川の近くですからごみが流れてきます。我々は以前から観測を

行っていますが、底層水は初めは透明なのです。１分から５分

たつとこういうふうに変化してしまいます。まだまだ課題は多

いということになります。 

 

 

 

 堺浜では、ここを重点海域に決めた後、いろんな改善事業や

プロジェクトが行われています。要は、重点海域に決まった途

端にプロジェクトがそれぞれ別個に入ってきて、関連なしに行

われているのが現状です。コンダクター、コーディネーターが

いない。私は、委員会で「全体像を示して、その方向性を決め

なきゃならないのでは」と尋ねました。複数のプロジェクトが

ほぼ同じ時期に開始されるとこういうことがよく起こります。 

 

水産サイドの計画もあります。都市再生プロジェクトができ

たら、水産サイドも何かやらねばということでしょうか、「豊か

な水づくりプラン」が発表されました。毎年計画をチェックす

るとなっていますが・・・・・。 

大阪府の漁場環境保全方針では、底魚の漁獲量を 2500 トン

に、藻場面積をさらに約 60 ヘクタール増やそう、３メートル

以浅の浅場を 900 ヘクタール（40 年から 46 年にかけて漁獲

量がドンと減ったときの消失面積の約３割）にしようと計画さ

れていますが、他力本願のところが多くあります。 
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大阪湾一斉調査は 2004 年から継続されています。この中で

わかってきたことは、気象擾乱、一般的な夏の海況、出水の後

など、COD と酸素濃度の分布がパターン化できるということ

です。大阪湾水質一斉調査では、底層水の酸素濃度だけでなく、

窒素、リンも一部で観測されています。公共用水域調査や浅海

定線調査を主体にどういうふうにうまく合わせ、お金をかけな

いでやるかから始まりましたので、栄養塩も測定されています。 

 

大阪湾生き物一斉調査は潮が引く春に行われています。船に

乗って、沖合海域で採泥器によりベントスを採取することは大

変ですから、ＮＰＯや市民を中心に護岸生物・付着生物が観察

されています。 

 

それぞれが勝手にやるのが多い中で、ある程度のまとまりを

持って、ＮＰＯの方々が一生懸命頑張っておられます。 

 

ＮＰＯ連合を作り、そこがまとめ役となって行動している兵

庫県明石市から大阪府泉南地方まで、ＮＰＯ連合の各グループ

が連携しながら行動しています。 

 

この中で大阪湾海岸生物研究会、この研究会は 20 年～30

年以上の実績があるのですが、大阪市自然史博物館のメンバー

が中心になって、生き物の形態、分類に関する研修・インスト

ラクターの育成ほか、地道な活動をずっとやられている。また、、

自然史研究などという会誌も発表されている。そういう学芸

員・研究会のメンバーがＮＰＯによる調査のときに指導員とし

て付き添い、生き物の名前をきちっと教えることをやられてい

ます。このためか、大阪湾生き物一斉調査がちゃんと成り立っ

ています。 

 

水質調査と一斉調査はどう連携するか。前者が８月、後者が

５月実施です。生き物一斉調査を８月にすると、昼間に潮位が

下がらないということですから、水質一斉調査の日時を生物一

斉調査に合わせる、あるいは追加する必要があるかなと思って

います。２回、水質一斉調査を行うことになるのでしょうか？。 

 

この件に関連して、大阪湾環境再生推進プラットフォームの

ような連合体があればと思います。だれでも、いつでも参加で

きるようなものが。 今は、産・官・学・民、それぞれが別々

に行動していますが、プラットフォーム（ゆるい連合体）で継

続する必要があるだろうと思っております。 
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これまでがイントロです。少し長くて恐縮です。 

 

次は調査のこと「流域圏を考える」です。 

 

干潟や浅海域の研究をやっている中で、河口域の環境改善が

富栄養な閉鎖性内湾には特に必要だろうと思っています。 

 

多摩川でもやられていますが、我々は両側回遊魚であるアユ

をターゲットスピーシスとして選び、産官学で活動しています。 

アユは秋に産卵して、冬は仔稚魚として海で生活、早春に干

潟、砂浜に寄ってきて、４月から５月に川を遡上して、また秋

に中流域で産卵して一生を終えます。この中で、海の役割とし

て干潟が健全に存在するか。アユの子どもが接岸できる浅場、

干潟が準備されているかが重要な課題です。 

さらに、４月ぐらいに河口域を遡上する時の水質・流量や地

形が稚アユにとって、無理な状況になっていないのか、餌はあ

るのか、秋口は産卵できる場所があるのか、降下する仔魚は死

なないでちゃんと海に下っているのかなどを明らかにすること

が大事と考えました。 

 

大和川では、アユが産卵するのは確認されました。そのとき

の写真が撮られ新聞に出ました。我々も夜中に、河口域でプラ

ンクトンネットを曳いて、夜中、12 時、２時、４時ほか流速

と仔魚採集を１カ月ほど行いました。 

2007 年はアユの降下数が 300 万尾ありました。アユの産

卵は水温と降雨に支配差され、20℃を下回り、雨が降った 2

週間後が産卵と大体決まっています。ところが、2008 年は

2007 年と、同じような気象条件ですが、ほとんど卵からかえ

った稚魚が見つかりませんでした。都市型河川は、アユにとっ

て環境がまだまだ不安定だということです。 

 

３月下旬以降に稚アユが川から海に上がるのですが、大和川

の水質は、いっぱいアユ稚魚が遡上する淀川に比べて、有機汚

濁が著しいのかと初め思いました。図からわかるように中流域

の水質（BOD）は大和川と淀川で変わらないから、遡上し終え

れば問題が少ないのですが、河口域の水質に問題があるだろう

と考えました。 

奈良県と大阪府にまたがる大和川には下水処理場があり、ア

ンモニア態窒素を多く放出しているのではと考えられます。特

に下流池で・・・・ 

下水処理場が高度処理、脱窒まで目指しているのだったら、

アンモニアに比べ魚にとって毒性の低い硝酸態の形で放出して

ほしいと思います。 
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大和川では少数のアユは遡上するけれども、途中に堰があっ

てそこストップしていました。そこで、大和川河川事務所は新

たに魚道を敷設しました。この魚道はまだ課題があり、順応的

に改善・管理しないといけません。 

 

写真は、私が投網で採穂捕した運の悪いアユです。確かに、

柏原堰までアユが上がってきている。遡上するアユが、この魚

道の調査では約 1000 匹と推定されています。100 万匹のア

ユが上る大和川を目指していますが、遡上前の浅場の造成、水

質、餌の問題など、海と川との連携を取りながらやっていく必

要があると思っています。 

 

 

  

 

３番目が、渚の生態系再生ということです。きょうはこの中で

南港野鳥園と自然干潟である和歌川河口干潟の話をしたいと思

います。 

 

 

 

 

 

 

和歌川河口干潟ですが、和歌山市にある面積 75 ヘクタール

の自然的な干潟です。ここでは、人間の関与が自然干潟の環境

を保全している例を示したいと思います。 

この自然干潟では、昭和 60 年代に河口部の底質が悪くなり

ました。そのために市が、排水機場（ポンプ場）を干潟と河口

のインターフェイスに作って、適切な潮位の時、海水を川の上

流側へ送っているのです。 

結論をいうと、この排水機場による海水の都市河川上流側へ

の転送により河口や干潟の環境が保全され、このポンプ場には

環境保全価値があるということです。 

 

ここで色々な調査をしました。干潟と海の境界部で流向、流

速をはかりました。また、そのときに形態別に窒素濃度を測定

しました。上げ潮にともない海の水が入って来て、満潮に濃度

が低くて、下げ潮により川の水が干潟に入って来て、干潮の時

に濃度が高い。２倍以上の違いがあることがわかりました。 

 

 同時に、水だけではなくて、生き物の現存量と生産量(生長量)

を調べました。海藻と底生微細藻類、メイオベントス（線虫類）、

マクロベントス（貝とかゴカイの類）、それに脱窒について調べ

ました。それぞれの現存量と成長速度から１日にどれだけの窒
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素を生き物が貯留するか、あるいは固定するかということを調

べてみたわけです。 

 

 そうすると、この自然干潟では、夏季に流入負荷、汚濁負荷

の約７割から８割ぐらいは排水機場による転送で干潟から除去

され、また、生物により負荷量の３割ぐらいが貯留されている

ことがわかりました。人間が人為的にポンプを使って、汚れた

河川水が干潟に流入しないようにすることによって干潟の環境

が保全されていると言えます。 

 

 では、排水機場が干潟から海水を採取し、それを違うところ

に転送し、結果的に干潟保全を行っていることの価値はどの程

度かを試算しました。干潟の環境価値を仮想市場法と旅行費用

法と代替法で計算したわけです。 

 

 この排水機場は、建設費と電気、水道、委託操作、減価償却

入れて年間１億円ぐらいのグコストがかかることが判りました。

和歌川干潟の水質浄化機能が１億 5000 万円、潮干狩り場とし

ての価値が大体 5000 万円ぐらいです。このように和歌山市民

を対象にして、干潟の環境価値は排水機場の建設・維持費用を

上回っているということが明らかになりました。 

 

建設土木工事が色々なところで行われますが、できあがったも

のが環境保全に役立ち、費用・便益分析において便益が費用を

上回ることを定量的に検証する必要があるということでやった

仕事の１つです。 

 

 それから、こちらが阪南２区干潟創造実験です。2000 年に

竣工しました。完成した１カ月ぐらい後には、これだけの干潟

部がありました。６年後になりますと、砂浜干潟が礫浜や岩礁

になりました。タイヤとかそういうのも現れました。 

 人工干潟では人間が管理に関与しないと、砂移動や沈下で、

このように浜が貧弱になりました。順応的管理をしっかりやら

ないと干潟機能が劣化する事例の１つとして紹介しました。 

 

 最後に都市域にある大阪南港野鳥園についてです、この湿地

は 1983 年に完成した人工塩性湿地です。北池と南池・西池が

あり、干潮のと時は北池が干上がります。 

 北池には海水導入管が敷設されています。南池も 2004 年に

導水管が敷設されました。調査結果、1983 年に完成してから、

南池は堆積物の有機物濃度が著しく増えたことがわかります。

また、ユスリカ優占になり、昆虫類ばかりで他の小型底生動物

がほとんどいないなど、湿地の環境劣化が起こりました。 

 ＮＰＯ南港ウエットランドグループが我々のデータを基に、

行政に環境改善のために海水導入管の敷設工事を依頼しました。 
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 岸壁に穴をあけて、大阪湾の海水を２カ所から入れるように

改善を加えました。そうすると、海水導入後は底質の窒素濃度

が減少し、ユスリカからヨコエビなどの小型甲殻類や軟体動物

（貝類）が増え、生物相がやや多様になりました。 

 これは、民（NPO）と学が協力して行政に提案し、順応的管

理を行っている事例です。 

 

 

 

 

 

 

 ただ、１つここでの環境問題は、北池ではアオサ類、南池で

はネダシグサが大繁殖し、グリーンタイド（緑藻の大量出現）

が発生し、底質が悪化していることです。 

 本来は、底生微細藻類から小型底生動物に栄養物質が転送さ

れ、それを鳥が食べて、系外除去されるというシステムができ

あがり、物質の転送が円滑に行われます。 

 ところが、大型藻類が過剰に繁茂しますと、こちらの転送が

遮断され、海藻が底面を覆い、それが枯死・腐敗して底質を悪

化させ、過栄養な底質や分解した藻体から栄養が海水中に回帰

して、再びグリーンタイドが繁茂するという負のスパイラルが

起こります。 

 私たちが、グリーンタイドを軽減する工学的方法として考え

ているのが、地盤高を上げ、干出率をコントロールすることで

す。干出率をどの程度にすれば、このアオサが減って、カニや

ゴカイのえさ、野鳥のえさにもなる底生微細藻類が増殖するか

を研究しました。 

 その結果、干出率を 40％から 50％ぐらいにすると、底生微

細藻類は生き残るけれども、アオサが減ることが現地観測でわ

かりました。大体一潮汐あたり約５時間～６時間干出させると

アオサが少なくなるわけです。ここでは、干出率 40％程度で

はゴカイの仲間やカニの仲間等は余り影響を受けませんでした。 

 

 実験的も行いました。夏季を考えて、実験温度を 25℃、30℃、

35℃、５時間から６時間乾湿させて干出率を 40 から 50％ぐ

らいにすると、アオサの光合成活性が落ちるということが実験

によっても検証されました。 
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 さらに、塩分を下げる。塩性湿地の奥には雨水がたまってい

るので、その水を使って塩分を下げてやると、アオサが失活す

る時間が短くなりました。昔はため池などを収穫と環境管理の

ために干上げるところがありましたね。同じようなことを人工

湿地などでできないかと思っています。管理しやすい人工的な

潟湖干潟では可能かも知れません。 

 

 現状では、潟湖干潟（南港野鳥園のように周りを囲って、海

水を取り入れて、中で湿地をつくるという形式）が、管理する

上では前浜型の干潟よりも簡単です。また、都市臨海域に残存

する遊休地を有効利用し、海を埋めるのではなくて、陸にビオ

トープ的な干潟・湿地をつくる、あるいは潮干狩り場を再現す

るのが良いと思っています。 

 

 大阪南港野鳥園で、なぜ順応的管理が行われているかという

と、ウエットランドグループという市民グループが湿地の指定

管理者になり、いろんな課題を見つけ、それに対して大学が学

術的な面から、情報、資料、データを出す。また、行政と年１

回程度懇談会を持って、順応的管理について話し合うコミュニ

ケーションの場があることではないでしょうか？ 

 

 豊かな大阪の魚庭（なにわ）の海をつくるためには、過栄養

で夏季に海底水が貧酸素な港湾海域を改善する必要がある。そ

して、港湾海域の過栄養な水を湾の沖合中南部へ潮流により転

送し、栄養豊かにする。それと同時に、干潟と浅場の再生をし

て、海洋生物の生活史が完結できるようなループをつくる必要

があると考えています。流動促進などの工学的手法で、沖合に

適量の栄養塩を運び、生物生産を回復させる。具体的な方法は

次の課題ですが、これにより豊かな海が再生できるのではない

かと考えています。 
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４．パネル討論：東京湾再生に向けた協

働の推進 

 

 

 

 

 

パネリスト：（前出）灘岡和夫氏、八木宏氏、鳥羽光晴氏、福井正仁氏、矢持進氏  

国土交通省港湾局国際・環境課港湾環境政策室長・成瀬英治氏、進行：古川恵太 

 

会場からの質問① 
「東京湾の再生には、東京の生物を食べて取り出すことが１つの大きなポイントと思います。横浜海の公園のアサリ、お台

場のハゼ、三番瀬のアサリ等々の再生事例が考えられますけれども、こういった生物について、食べても健康に問題はない

のでしょうか」 

（パネリストからの回答） 

‐重金属の調査をし、安全を確認しつつ漁獲をしていたことがありました（検出されなくなり、現在はやっていない）。 

‐アサリ関係としては、貝毒プランクトンによる食中毒に関する調査をやっています。 

‐ダイオキシン類に関しても通常食べている分量では問題ないという報告もあります。 

‐食品衛生検査をしながら活動しています（芝浦アイランドのハゼ釣り調査、お台場の海苔づくり）。 

‐（会場より）化学的な面だけでなく、バクテリアとかウイルスなどの面の安全性についても注意が必要です。 

 

会場からの質問② 
「私どもも横浜の金沢区で、今年からノリづくりを行おうとしています。お台場での活動を推進し実現するために、組織と

人の問題についてお聞かせください。また、資金面についてもお聞きしたい。」 

（パネリストからの回答） 

‐子どもたちの交流が進むことは望ましいことです。今後、交流を進めていきたいと思います。 

‐協議会は、構成メンバーの熱意に支えられ、その熱意を支えているのは、「子どもたちのため」という想いです。 

‐予算は、学校だけでなく港区など他組織・他プロジェクトの予算との連携で対応しています。 

 

研究者の役割について 
「研究成果をどのように行政の人たちに伝え、効率的な、また望む方向に自然再生を向けていくのか」 

（パネリストからの指摘） 

‐みんな忙しい＝余裕がない、そんな中での協働であるということを認識する必要があります。 

‐例えば、自然再生協議会に地元の先生が不在のまま議論がなされるようなことがある。 

‐研究論文で完結するのではなく、研究の本当の目的、現場への適用を考える「次の世代」が育てることが必要。そ

うした取り組みを評価する物差しが必要である。 

 

若い研究者への配慮について 
「若い研究者へのインセンティブの与え方や期待すること」 

（パネリストからの指摘） 

‐プロジェクトとの関わりを持つことで、研究へのモチベーションが高められる。 

‐シミュレーションなどの室内活動だけでなく、現場での体験が大切だと感じている。 

‐多くの分野の研究者が意見交換できる場づくりが必要。パネル展示なども有用である。 
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分野を越えた取り組みについて 
「いろいろな分野の人たちとの連携のあり方や方向性」 

（パネリストからの指摘） 

‐まだ、詳細を詰めている段階ではないが、閉じた世界での研究、取り組みでは解決できない壁を感じている。 

‐情報連携の前に、各分野の人がどんなことを考えているのかを知りあうことから始めていくべきではないか。 

 

アイデアから実践へ 
話題提供：「東京港における海の再生事業」 

国土交通省港湾局国際・環境課港湾環境政策室長・成瀬英治氏 

 

港湾局の国際・環境課で港湾環境政策

室長をしております成瀬と申します。前

職で東京都の港湾局におりましたので、

その経験も踏まえまして、東京港におき

ます再生関連事業につきまして、ご説明

したいと思います。 

４つあります。羽田沖の浅場造成事業、

運河ルネッサンス、カキの水質浄化、そ

して生物の共生を目指した磯浜の造成

でございます。 

まず１点目が、羽田沖の浅場造成事業。

沖合展開で失った浅場を復活させるも

のです。浅場を造成する際には、漁業関

連の方々との共同作業ということで、稚

貝を放流いたしまして、その生育状況等

を観察するということもやっていると

ころでございます。 

２点目が、運河ルネッサンス。魅力あ

る水辺空間として運河を新しく再発見

していこうということで、協議会をつく

って、さまざまな取り組みがなされてい

るということでございます。 

３番目が、カキの水浄化実験。お台場

で、平成 19 年から 21 年度まで、実際に

フロートを浮かべてやったものでござ

います。この施設を利用いたしまして、

啓発のイベントあるいは親子の勉強会

をやりまして、学習活動との協働として

取り組んだものでございます。 

最後は、生物の共生を目指して今取り

組んでいる事業です。新海面処分場の東

側の護岸に約１km、幅 30m の磯場を造

成する事業でございます。今後、生物の

付着、育成が期待されているところでご

ざいます。 
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「具体的にアイデアから実践に移すために、一歩踏み出すときに、一体だれが、どんなきっかけをつくり出したらよいのか」 

（パネリストからの指摘） 

‐大阪湾水質一斉調査開始にあたっては、公共用水域調査と、浅海定線調査を合わせて実施できないか？ということ

がきっかけであり、新規予算が不要であり、継続性が担保できる取り組みという点も大切。 

‐そうした働きかけを、個人レベルでなく、組織として（土木学会等）要請を出すこと、そして動いてくれるレベル

の組織（県や府）の了解を得ること、その後は、順番に、隣の県がやるなら我が県も・・・、県がやるなら市も・・・ 

‐まずスタートすることが大切で、もう一歩の充実のための後押しは国の出番、コーディネイター役を仲介に、時に

は強く言ってブレークスルーすること。 

 

東京湾再生に向けた「協働の推進」に提案すること 
 

＜東工大 灘岡氏＞ これから研究者の立場と行政等々とのリンケージのところをより深くしてい

く具体的なステップを踏んでいきたいなというのがあります。例えば一斉調査の企画段階であるとか、

あるいは出てきた成果の解析、評価、いろんなところでとったデータの評価をきちっとすることが非

常に重要だと思うので、そういったところを作業レベルでやる体制をつくっていく、そういうことを

提案したいなと思います。そうしますと、中身がかなり具体的に深化していく１つのきっかけができ

るのではないかと思います。 

 

＜水工研 八木氏＞ 私に関係する部分でいいますと、羽田の枠組みで５年やってきて大分研究者間

の意思の疎通もとれてきて、相互の理解が深まったと思います。やはり重要なのは、得られた知識を

これからどういうふうに発信していくかということだろうと思います。特に、地域の市民の方々との

連携、我々が得た知識をいかに上手に皆さんに理解していただくかということについては、まだ課題

が残っていると思いますので、そういったところを、強化していくことが必要なのではないかと思っ

ております。 

 

＜漁業研 鳥羽氏＞ 私は、目的をはっきりさせるということだと思います。今までここでお聞きし

ていると、こういう調査をやりました、一緒にやりましたといっていますけれども、それはやっぱり

方法なのですね。何のためにそれをやるのだという話になったときに、湾の再生の指標としては、生

き物を挙げてもらえないかなと思っています。そのために環境をどうするのか、そのためにどう調査

するのか、そういう形の考え方を始められないかなと思います。 

 

＜お台場学園 福井氏＞ キーワードは子どもかなと思っています。子どもがかかわりますと大人が

必ずかかわります。次の世代に広がるということが大きいです。ただし、子どもを利用することはい

けません。子どもに本当のものを伝える、それが私どもの大きな役割かと。そこには利害を超えてと

いう理念があるでしょう。組織の連携、融合は本当に大事なことと思います。 

 お台場においては、幸いそれがうまくいっており、行政、学校、区民が、本当にいい意味で、あお

り、あおられの関係で、次々とアイデアが浮かび、次々とそれが実行されるということです。活動の

ねらいを関係者が共通に認識することが大切です。例えば、子どもにもわかりやすいねらいとして、

「お台場を泳げる海に」、そんなわかりやすいねらいがあると動きやすいと思います。 

 

＜大阪市立大 矢持氏＞ いわゆるこういう自然再生には２つの側面があると思います。大阪湾全体

の問題、東京湾全体の問題をどうするか。今申しましたように、どこでもいろんなことがやられます。

そのコーディネーター役をもう少しはっきりさせなきゃならない。ローカルには、指定管理者等のシ

ステムを使ってＮＰＯの方に管理いただき、学がそこに入って、もう少し人材を育てる。 

 もう１点、大学の中で、このごろ卒業して給料は高くなくてもいいから、自然を相手にできる、そ
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ういうところに就職したいという学生が 20 人に１人ぐらいおります。彼らに、私から何か自分のも

のを頑張って受け継がせたいと思っております。 

 

＜港湾局 成瀬氏＞ 港湾局の場合、港湾の整備をするための事業を有効活用して環境改善や自然再

生がなされているという状況にございます。そういった中で、こういったさまざまな情報の共有化を

図っていきたい。どんな成功例がある、あるいはどんな失敗をしたか、教訓というものを共有化する

ような形をつくっていければと思っております。 

 平成 18 年度から海の再生全国会議というのを立ち上げておりまして、当初は行政担当者だけの集

まりだったんですけれども、３回目から広く公開して、参加を呼びかけております。そういった参加

の輪を広げることによりまして、できるだけ行政としてもその中で活躍していただける人あるいは情

報、ノウハウを集めたいと思っております。 

 

＜会場より＞ ともに浜をつくる会です。子供たちが水に触れ合える場をつくるための「砂浜再生の

候補地マップ」をつくりました。ご参考下さい。 

 

＜会場より＞ 東京都民と海が遠いと感じます。産官学×観光というアイデアで取り組まれては如何

でしょうか。 

 

 

 

 

５．閉会挨拶 

 

国土技術政策総合研究所 沿岸海洋研究部長 戀塚貴 

 

 

 

 

ご紹介いただきました戀塚と申します。きょうはお忙しい中、長時間にわたりまして、当シ

ンポジウムに最後までご聴講いただきまして、どうもありがとうございました。 

きょうは、「東京湾再生に向けた協働の推進」ということで、いろんな事例のご報告を通じて、

またパネルディスカッションで議論を深めていただきました。きょうの結論はなかなか出ない

ですけれども、全体として、いろんな団体が東京湾の再生に向けていろんな活動をしておりま

すが、ほんのちょっぴりお互い情報交換をし合う、あるいは一緒に活動してみるということで、

自分たちの目的の達成も早められ、全体として高度な目的が達成できるのではないかというの

が話の節々で示唆されたものかと思っています。 

ただ、それをするに当たってもいろんな問題点があります。コーディネーターもつくらなき

ゃいけないし、土俵に上がる前提としての相互理解が必要だというご指摘も受けています。先

ほど矢持先生から、大阪の人は非常に勝手な人間が多いということですが、そういう勝手な人

間の多い大阪湾でさえ協働でやっているということでございますので、東京湾では当然協働の

組織なり情勢がかもし出されると私は信じて疑わないところでございます。 

いろいろな問題をきょう伺いました。国総研といたしましても、今後、例えば全国４海域で

やっている海の再生プロジェクトなどに反映させたり、あるいは改めて総合的な沿岸域の分析

をしたり、管理を行う際の同じベースとして水産とか環境などを入れたデータベースの作成を
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したりなどの勉強を現在進めているところでございます。 

何かの機会にこういう状況についても、皆さんにご報告をさせていただきまして、またいろ

いろな新しい意見をいただきたいと思っております。そうやって一緒にこの東京湾の再生を目

指していきたいと思っておりますので、今後ともご参加の皆様の温かいご指導をお願いいたし

たいところでございます。 

最後になりますけれども、きょう、長時間にわたりまして、ご参加いただきました参加者の

皆さん、そしていろんな事例の報告、パネルで貴重なご意見をいただきました諸先生の皆様に

感謝をいたしまして、簡単でございますけれども、私からの閉会のあいさつとさせていただき

ます。きょうはどうもありがとうございました。 

 

 

 

アンケートより（事務局抄録） 
‐いろんな活動があるのを知って驚いた。   

‐具体的な事例紹介は勉強になりました。 

‐「人々の心をつなぐ海苔づくり」のネットワークの広がりに感動しました。 

‐実践活動が興味深かった。それらの活動を全般的な海の環境改善につなげていくことが課題と思う。 

‐この種のシンポジウムは専門家の意見拝聴になりがちであるが、お台場学園の様な発表は枠組の多様性と協働を象徴して

いて大変良かった。 

‐理解してもらうためには、周りや相手を知ることが一番大切だと思いました。今、日本の教育コミュニティーにとっても、

最も必要なものであると思います。 

‐力を合わせるということの大切さは皆がわかっていますが、実現は中々むずかしいと思います。こうした機会をふやして

いって、連携、協働が進めばと思います。" 

‐分野をこえた取組のためには情報の共有がまず大事であると思います。 

‐このシンポジウムに水産庁はまったく関与していないようですが、参加を求めたらいかがでしょうか。 

‐東京湾一斉調査に対し、ただ多くの機関が調査に参加しているということに満足しているだけで、将来的にどうしていき

たいのかといった意志の統一が必要な気がします。 

‐東京湾を対象にフットプリント的考え方をして東京湾周辺の都市計画を考える。そして、海辺干潟域を増やすことが大切

ではないか。 

‐参考意見として、米国ボストンなどの Harbor Redevelopment のような都市再開発計画が必要でないか？" 

‐地元で地道に活動されている NPO や市民グループ等の存在を無視しないような配慮(彼らの過去の実績を評価し、協働す

ること)も大切かと思います。プロジェクトを推進する際に行政側がそのような活動組織を知らないことが多い。 

‐国交省、農水省、環境省関連機関で各々調査・データ蓄積を行っており相互利用の体制となっていないので、今後こうい

ったデータの共有化の体制整備の可能性についてのテーマとしてとりあつかってほしい。 

‐東京湾での「ブルーカーボン」をキーワードとしたシンポジウム等を開催していただけないでしょうか。 

‐東京湾以外の取り組みも多数紹介し、全国の取り組みを共有できるシンポに発展してほしいです。 

‐人々の連携がどうして重要なのか、実感することができた。 

‐関係者が多いこのようなシンポでの情報発信の機会を増やしてほしい。 

‐パネルディスカッションの時間が短かったように思いました。 

 

（アンケートへのご回答ありがとうございました。） 
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